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はじめに
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○ 敷地の地質・地質構造についてのこれまでの審査を踏まえ，敷地内断層の分
布・性状等，評価対象断層の選定及びそれらの活動性評価までの評価の全体
についてとりまとめた。

○ とりまとめにあたっては，これまでの審査の過程で説明したコメント回答の内容
を全て織り込むとともに，第1073回審査会合（2022年9月16日）及び第２回現地
調査（2022年10月13，14日）における未回答コメントの回答も含めている。

○ なお，当資料の冒頭（P.4～33）において，今回とりまとめた資料の概要を以下
の項目ごとに整理した。

Ⅰ． 「敷地の地質・地質構造」の資料の全体構成

Ⅱ． 評価の流れと評価概要

Ⅲ． 設置変更許可申請時以降に変更した内容

Ⅳ． コメント回答の概要



Ⅰ． 「敷地の地質・地質構造」の資料の全体構成
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３．２号炉の耐震重要施設及び重大事故等対処
施設と断層との位置関係

４．評価対象断層の選定

１．ボーリング柱状図

２．ボーリングコア写真

３．BHTV

本資料 補足資料 データ集

○ 「敷地の地質・地質構造」の資料構成を，下記のとおり「本資料」，「補足資料」，「データ集」の３階層に区分し，とりまとめた。

• 新規制基準に適合すると判断した論理構成を説明する上で必要
な内容を「本資料」としてとりまとめた。

• ボーリング調査データ，写真デー
タを「データ集」としてまとめた。

• 「本資料」以外で，評価の根拠に関連する資料（過去に提出したコメント回答資料を含
む）を，「補足資料」としてとりまとめた。

その他．取水路の切羽・
側壁・底盤写真

１．敷地の地形，地質・地質構造

２．敷地内断層の分布，性状，運動方向

５．敷地内断層の活動性評価

補足資料１．敷地の地形，地質・地質構造に関する調査結果

文献調査結果，調査の仕様等

補足資料２．敷地内断層の分布，性状，運動方向に関する調査結果

露頭調査結果，断層の端部調査結果，性状一覧表，
XRD分析結果，運動方向調査結果等

補足資料５．敷地内断層の活動性評価に関する調査結果

変質鉱物に関する調査結果（XRD分析結果，EPMA分析結果等），
鉱物脈法に関する調査結果（薄片観察結果等），上載地層法に
用いる地層に関する調査結果等



Ⅱ． 評価の流れと評価概要
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・敷地の地形，地質・地質構造を把握するために，
以下の調査を行った。

・文献調査 ・地形調査 ・地質調査
・地球物理学的調査（重力探査，反射
法地震探査・ＶＳＰ探査）

・敷地に分布する別所岳安山岩類は，安山岩（均質），安山岩（角礫質），凝灰角礫岩からなる。 【補足②】
・敷地において，断層の有無や性状等を以下の調査に基づき把握した。

調査 【補足③】 調査結果

断層の分布

・露頭調査
・ｸﾞﾘｯﾄﾞﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（建設時）

・追加ボーリング

・別所岳安山岩類中に認められるすべての不連続面から破砕部を有するもの
を抽出。 【補足④】
・上記破砕部を対象として，破砕部の幅と長さの検討を行い，連続性を有する
破砕部を「断層」として抽出。 【補足⑤⑦】

・抽出した敷地内断層は36本。
S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，S-9，B-1，B-2，B-3，K-1～K-26

断層の性状
・露頭調査，
・ｸﾞﾘｯﾄﾞﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（建設時）
・追加ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
・XRD分析 ・薄片観察

・断層の性状について，以下を整理し，評価対象断層の選定のための基礎
データとした。
・走向・系統，傾斜，断層長さ，破砕部の幅，粘土状破砕部の幅，破砕部の分類，

破砕部の鉱物組成 【補足⑥】

断層の運動方向
・露頭観察 ・研磨片観察，
・コア観察 ・条線観察，
・薄片観察

・断層の運動方向について，以下を整理し，評価対象断層の選定のための基
礎データとした。
・固結した破砕部の運動方向，粘土状破砕部の運動方向，条線方向 【補足⑥】

・敷地内断層（36本）のうち，活動性評価を行う断層（評価対象断層）を選定し，評価対象としない断層は評価対象断
層に評価を代表させることができるか，以下の手順で検討を行った。 【補足⑨⑩】

評価対象断層（10本）：S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，K-2，K-3，K-14，K-18【補足⑪ ⑫】

隣接する断層に並走する小規模な断層の検討

B-1はS-1の一部，B-2はS-2・S-6の一部

4項目のデータに基づく系統区分

「走向」，「傾斜」，「運動方向（固結した破砕部）」，「運動方向（粘土状破砕部）」の
4項目のデータに基づき区分した結果，6系統に区分

S-8
Ⅰ・西・逆系

S-1，B-3
Ⅰ・東・右系

K-4
Ⅰ・東・正系

S-2・S-6，K-14

Ⅱ・西・逆系

S-4

Ⅱ・西・左系
K-2，K-12，K-13，

K-15～K-23，
K-25，K-26

Ⅱ・東・逆系

S-7，S-9，
K-1，K-3，

K-5～K-11，
K-24

不明

ステップ１ 切り合い関係による新旧検討

評価対象断層：K-2
評価対象としない：K-4，K-5

ステップ２ 系統区分・断層規模，重要施設との位置関係による検討

系統区分・断層規模による検討

評価対象断層：S-1，S-2・S-6，S-4，S-8，K-2，K-14，K-18
評価対象としない：B-3，K-12，K-13，K-15～K-17，K-19～K-23，K-25，K-26

評価対象断層：S-5，S-7

重要施設との位置関係による検討

ステップ３ 隣接する断層との関係からの個別検討

評価対象断層：K-3
評価対象としない：S-9，K-1，K-6～K-11，K-24

・重要な安全機能を有する施設（以下，重要施設）が，将来活動する可能性のある断層等の露頭がある地盤面に設置さ
れた場合，その将来の断層等の活動によって安全機能に重大な影響を与えるおそれがあることから，重要施設（耐震重
要施設及び重大事故等対処施設）と断層との位置関係を明らかにした。

重要施設の直下にある断層：22本 重要施設の直下にない断層：14本

S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，B-2，K-2，K-4，
K-5，K-12～K-18，K-20～K-23，K-25，K-26

S-1，S-9，B-1，B-3，K-1，K-3，
K-6～K-11，K-19，K-24

・選定した評価対象断層について，将来活動する可能性のある断層等であるか活動性評価（鉱物脈法，上載地層法）を行った。

上載地層法の適用対象
・断層が分布する岩盤の直上に，約12～13万年前以前に堆積した地層が確認できる３断層（S-1，S-2・S-6，S-4）に上
載地層法を適用。

上載地層法に用いる地層の年代評価 （火山灰，分布標高，礫の真円度に基づく) 【補足⑯】

・S-2・S-6(No.2トレンチ) ： MIS5e（約12～13万年前）に堆積したMⅠ段丘堆積物
・S-1(駐車場南東方トレンチ) ，S-4(35m盤トレンチ) ： 約12～13万年前より古い高海面期に堆積したHⅠa段丘堆積物

断層と上載地層の関係 【補足⑰】
・断層は岩盤上面まで達しており，断層の直上に分布する地層に変位・変形は認められない。

鉱物脈法に用いる変質鉱物
・XRD分析(粘土分濃集)，EPMA分析等により，敷地の粘土鉱物はI/S混合層であると判断。 【補足⑬】
・少なくとも後期更新世以降に生成したものではないと評価した変質鉱物（I/S混合層等）及び少なくとも後期更新世以
降に形成したものではないと評価した砕屑岩脈を用いる。 【補足⑭】

最新面等と鉱物脈の関係 【補足⑮】
・全ての評価対象断層の鉱物脈データを取得し，最新面を横断する鉱物脈に変位・変形が認められないことを確認。

敷地内断層と活断層との破砕部性状の比較 【補足⑱】
・敷地内断層の破砕部は，層状構造が認められない等，後期更新世以降の活動が否定できないと評価した福浦断層と異なる破砕
部性状を有しており，このことは上記の鉱物脈法による評価と整合する。

・S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，K-2，K-3，K-14，K-18の最新活動は，I/S混合層等の生成以前であり，後期更新世以降の活動は認
められない。 [鉱物脈の年代及び断層による変位・変形がないことが明確に確認できるデータに基づき評価]

・S-1，S-2・S-6，S-4の最新活動は，MⅠ段丘堆積物あるいはHⅠa段丘堆積物の堆積以前であり，少なくとも後期更新世以降の活動は認められ

ない。 ［地層の年代及び断層による変位・変形がないことが明確に確認できるデータに基づき評価］

敷地内に分布する36本の断層は，いずれも将来活動する可能性のある断層等ではないと評価する。 【補足⑳㉑㉒】

鉱物脈法

敷地の地形，地質・地質構造の把握 【補足①】
・文献によれば，敷地に活断層，地すべり地形は示されていない。

・敷地にはリニアメント・変動地形，地すべり地形は認められない。
・敷地の地質は，別所岳安山岩類とこれを覆う第四紀の堆積物からなる。

・重力異常図によれば，断層の存在を示唆する顕著な線状の重力異常急

変部は認められない。
・反射法地震探査・VSP探査の結果，花崗岩上面に相当する反射面に，変

位を与える断層は認められない。

・敷地周辺の４断層（福浦断層，富来川南岸断層，碁盤島沖断層，兜岩沖断層）は，いずれも敷地内断層と連続するもの
ではないことを確認。
・文献により指摘された完新世段丘の存在と高度分布から海底に推定される断層は認められないことから，敷地内及び周辺
に分布する断層と連続する断層は認められないことを確認。

敷地内断層と敷地周辺の広域的な検討 【補足⑲】

【補足⑧】

上載地層法

１．敷地の地形，地質・地質構造

２．敷地内断層の分布，性状，運動方向

３．2号炉の耐震重要施設及び重大事故等対処施設と断層との位置関係

５．敷地内断層の活動性評価

４．評価対象断層の選定

各章内で 【補足①～㉒】で示した説明は次頁以降に示す。



【補足④】 破砕部の分類

ボーリングにおける破砕部の事例

3cm以上

破砕部の抽出
〔露頭調査，ボーリング調査〕

・粘土状破砕部，砂状破砕部，角礫状破砕部

・固結した破砕部（固結した粘土・砂状破砕部，
固結した角礫状破砕部)

破砕部の連続性の検討

連続性を有する破砕部（断層）

延長にある

延長にない

連続性が乏しいものと判断
し，連続性を有するものに
評価を代表させる。

「断層」
の延長に
あるか

3cm未満

36断層を抽出

陸 域 ： S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，
S-9，B-1，B-2，B-3

海岸部 ： K-1～K-26

直接確認
できる長さ

連続性が乏しいこ
とから，連続性を有
するものに評価を
代表させる。

50m以上

50m未満

最大幅

確認できない

○破砕部は，軟質な粘土状破砕部，砂状破砕部，角礫状破砕部と，岩盤と同程度の硬さを有する固結した粘土・砂状
破砕部，固結した角礫状破砕部（以下，「固結した破砕部」という）に分類される。

○抽出した破砕部を対象とし
て，右フローに従い，破砕部
の幅と長さの検討を行い，連
続性を有する破砕部を「断
層」として抽出した。

【補足③】 断層の抽出・性状・運動方向把握等のための調査

○断層の有無を確認するため，重要な安全機能を有する施設を中心に，露頭調査やボーリング調査等を行った。

【補足①】 敷地の地質・地質構造

【補足⑤】 敷地内断層の抽出

○敷地の地質は，中新世の別所岳安山岩類とこれを覆う第四紀層からなる。第四紀の堆積物は，段丘堆積層，崖錐堆積
層及び沖積層からなる。

安山岩(均質) 安山岩(角礫質) 凝灰角礫岩

○敷地の別所岳安山岩類は，安山岩と凝灰角礫岩からなり，安山岩は岩相により，安山岩(均質)と安山岩(角礫質)に区
分される。

表土はぎ

斜めボーリング孔

岩盤調査坑

鉛直ボーリング孔

トレンチ

試掘坑・試験坑・斜坑

凡 例

水平ボーリング孔

基礎掘削面（１・２号機建設時の掘削範囲）

露頭調査範囲

・基礎掘削面（１・２号機建設時の掘削範囲）
・重要な安全機能を有する施設の基礎
・防潮堤基礎部
・海岸部露岩域

耐震重要施設

重大事故等対処施設

重要な安全機能を有する施設
（検討中のものを含む）

枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。

【補足②】 敷地に分布する別所岳安山岩類
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敷地の地質分布図

敷地

露頭における破砕部の事例

0 10cm

粘土状破砕部

破砕部

固結した粘土・砂状破砕部

破砕部 固結した角礫状破砕部

【補足①～⑤】



断層名

性状 運動方向

一般走向と系統
（真北）

傾斜 断層長さ
破砕部の幅 粘土状破砕部の幅

破砕部の分類 破砕部の鉱物組成 固結した破砕部 粘土状破砕部
条線
方向平均値 最大値 平均値 最大値

S-1 N60°W Ⅰ 80～70°NE 780m 14㎝ 27㎝ 1㎝ 6㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Mi,Sm,Hem,Mgh 正断層 右横ずれ逆断層 横ずれ

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60°NW 600m 29㎝ 108㎝ 3㎝ 17㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem
見かけ右横ずれ

正断層
左横ずれ逆断層
右横ずれ逆断層

縦ずれ

S-4 N29°E Ⅱ 66°NW 510m 7㎝ 20㎝ 2㎝ 10㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hy,Hem 正断層 左横ずれ逆断層 横ずれ

S-5 N4°E Ⅱ 70°SE 70m 3㎝ 7㎝ 2㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 左横ずれ正断層 縦ずれ

S-7 N41°W Ⅰ 60°SW 190m 10㎝ 25㎝ 2㎝ 5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Hbl,Sm,Cpt,Hem 不明 右横ずれ逆断層 縦ずれ

S-8 N28°W Ⅰ 58°SW 250m 11㎝ 18㎝ 1㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem,Py 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ

S-9 N35°E Ⅱ 50°NW 85m 10㎝ 19㎝ ﾌｨﾙﾑ状 ﾌｨﾙﾑ状 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 不明 横ずれ

B-1 N49°W Ⅰ 86°NE 100m 6㎝ 10㎝ 0.3㎝ 0.5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 不明 不明 横ずれ

B-2 N12°E Ⅱ 60°NW 50m 6㎝ 10㎝ 3㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem 不明 左横ずれ逆断層 横ずれ

B-3 N42°W Ⅰ 82°NE 60m 3㎝ 3㎝ 2㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 横ずれ

K-1 N4°E Ⅱ 58°SE 205m 10㎝ 19㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 正断層 － －

K-2 N19°E Ⅱ 72°SE 180m以上 28㎝ 94㎝ 2㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在）
Qtz,Crs,Trd,Pl,Px,Sm,

Sep,Hem,Php
見かけ右横ずれ

正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ

K-3 N16°E Ⅱ 70°SE 200m以上 12㎝ 20㎝ － － 固結した破砕部 Crs,Pl,Px,Sm,Hem
見かけ右横ずれ

正断層
－ －

K-4 N56°W Ⅰ 85°NE 45m以上 13㎝ 26㎝ 4㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem 正断層 左横ずれ正断層 縦ずれ

K-5 N63°W Ⅰ 64°NE 75m以上 11㎝ 18㎝ 0.6㎝ 0.7㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm 正断層 不明 横ずれ

K-6 N2°W Ⅱ 60°NE
25m以上
130m以下

7㎝ 9㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Sm,Hem 不明 － －

K-7 N8°W Ⅱ 88°NE
20m以上
55m以下

8㎝ 11㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － －

K-8 N15°W Ⅱ 80°NE
35m以上
70m以下

11㎝ 21㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － －

K-9 N10°E Ⅱ 88°SE
40m以上
120m以下

7㎝ 12㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － －

K-10 N16°W Ⅱ 62°NE 60m 9㎝ 10㎝ － － 固結した破砕部 Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 － －

K-11 N14°E Ⅱ 70°NW 60m 9㎝ 9㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm,Hem 不明 － －

K-12 N21°W Ⅱ 72°NE
50m以上

310ｍ以下
13㎝ 21㎝ 1㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ

K-13 N12°E Ⅱ 74°SE
55m以上

300ｍ以下
16㎝ 27㎝ 2㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem,Px 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ

K-14 N7°E Ⅱ 66°NW 40m以上 37㎝ 72㎝ 2㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem,Php 正断層
左横ずれ逆断層
右横ずれ逆断層

縦ずれ

K-15 N4°E Ⅱ 68°SE 30m以上 14㎝ 33㎝ 0.4㎝ 0.7㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 逆断層 縦ずれ

K-16 N10°W Ⅱ 67°NE 20m以上 23㎝ 51㎝ 2㎝ 5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ

K-17 N18°E Ⅱ 78°SE 不明 12㎝ 17㎝ 0.5㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Tod,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ

K-18 N8°E Ⅱ 78°SE 40m以上 51㎝ 55㎝ 3㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ

K-19 N12°W Ⅱ 65°NE 不明 8㎝ 11㎝ 0.2㎝ 0.5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Mi,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ

K-20 N15°E Ⅱ 63°SE 不明 5㎝ 6㎝ 0.2㎝ 0.3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Qtz,Pl,Sm 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ

K-21 N4°E Ⅱ 66°SE 不明 11㎝ 19㎝ 1㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ

K-22 N9°W Ⅱ 73°NE 40m以上 7㎝ 11㎝ 0.6㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Px,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ

K-23 N10°E Ⅱ 65°SE 20m以上 8㎝ 17㎝ 0.4㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ

K-24 N58°W Ⅰ 89°NE 105m以下 10cm 11cm － － 固結した破砕部（砂状破砕部を介在） 不明 不明 － －

K-25 N1°W Ⅱ 65°NE 25m以上 12cm 20cm 0.2cm 0.2cm 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 逆断層 縦ずれ

K-26 N14°E Ⅱ 68°SE 35m以上 9cm 10cm 1cm 2cm 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ

(鉱物組成の略名）
Qtz：石英 Crs：クリストバライト Trd：トリディマイト Pl ：斜長石 Px：輝石類 Hbl：普通角閃石
Mi：雲母鉱物 Tod：轟石 Sm：スメクタイト Sep：セピオライト Hy：ハロイサイト Cpt：クリノタイロライト
Hem：赤鉄鉱 Py：黄鉄鉱 Mgh：磁赤鉄鉱 Php：フィリプサイト

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系， Ⅱ：N-S～NE-SW系

－ ：存在しないもの
【補足⑥】 抽出した断層36本の性状，運動方向
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紫字：第1073回審査会合以降の変更箇所

【補足⑥】



【補足⑦】 抽出した36断層の分布(陸域：10本，海岸部：26本) 【補足⑧】 重要施設と断層との位置関係

8枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。

K-10

防潮堤基礎部

２号機 １号機

K-18，K-19，K-22，K-25，K-26については，地表付近まで
連続しないため，EL0mでの延長位置を で図示

【補足⑦，⑧】



【補足⑨】 評価対象断層の選定の考え方
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〔隣接する断層に並走する小規模な断層の検討〕
隣接する断層に並走する規模が小さい断層については，水平方向や深部方向の分
布の関係，断層形成過程に関する知見に照らした検討により，隣接する断層の一
部であるか否かについて検討し，一部であると判断される場合には，隣接する断層
に評価を代表させる。

〔4項目のデータに基づく系統区分〕
敷地の断層は，いずれも別所岳安山岩類中に分布し，固結した破砕部（一部，粘土
状破砕部を介在）からなり，破砕部の鉱物組成が類似している。このため，活動時
期に関連する「走向」，「傾斜」，「運動方向（固結した破砕部）」，「運動方向（粘土状
破砕部）」の4項目のデータに基づき，系統区分を行う。

〔ステップ１ 切り合い関係による新旧検討〕
会合部の切り合い関係により，新旧を明確に判断できる場合は，相対的に活動が
新しいと判断したものを評価対象断層として選定し，古いと判断したものは評価対
象とせず，新しいと判断したものに評価を代表させる。

〔ステップ２ 系統区分・断層規模，重要施設との位置関係による検討〕
切り合い関係により，新旧を明確に判断できない場合は，系統区分の結果に基づ
き，同系統に区分される断層のうち，「断層規模が大きい断層」 ※を評価対象断層
として選定し，同系統で「断層規模が小さい断層」は評価対象とせず，「断層規模が
大きい断層」に評価を代表させる。
さらに，系統区分されない断層のうち，重要施設の直下にある断層は，断層規模に
関わらず，変位・変形の有無を確認することとし，すべて評価対象断層として選定
する。

※破砕部の幅の最大値または平均値のいずれかが他の断層よりも大きいものを選定する。

なお，直接確認できている断層長さが大きいものについても選定する。

〔ステップ３ 隣接する断層との関係からの個別検討〕
系統区分されない，かつ，重要施設の直下にない断層については，それぞれの断
層について隣接する断層との関係から個別に検討し，評価対象断層か評価対象と
しないかを判断する。

【補足⑩】 評価対象断層の選定フロー

系統区分
されているか

Yes

〔ステップ２〕

評価対象としない

新旧関係
（切り合い関係）

評価対象断層

新しい
（他断層を切る）

古い
（他断層に切られる）

K-2（Ⅱ・東・逆系） K-4 （Ⅰ・東・正系），K-5

重要施設との
位置関係

直下に
ある

No

隣接する断層
との関係から
個別に検討

S-9，K-1，K-6，K-7，K-8，K-9，K-10，K-11，K-24

〔ステップ１〕

〔ステップ３〕

評価対象断層

評価対象断層

K-3

直下にない

系統区分されない，かつ，重要施設の
直下にない断層

12本

10本

断層規模
（同系統で比較）

評価対象断層

大きい※ 小さい

19本

評価対象としない

B-3 （Ⅰ・東・右系） ，
K-12，K-13，K-15，K-16，K-17，K-19，
K-20，K-21，K-22，K-23，K-25，K-26
（Ⅱ・東・逆系）

S-5，S-7

Yes 切り合い関係で
新旧を明確に
判断できるか

No

4項目のデータに基づく系統区分

3本

31本

陸域・海岸部の断層（36本）

隣接する断層に並走する小規模な断層の検討

B-1はS-1の一部，B-2はS-2・S-6の一部

Ⅰ・西・逆系，Ⅰ・東・右系，Ⅰ・東・正系，
Ⅱ・西・逆系，Ⅱ・西・左系，Ⅱ・東・逆系
の6系統

34本

断層名に下線を付しているものは，
重要施設の直下にある断層

S-8 （Ⅰ・西・逆系），

S-1 （Ⅰ・東・右系），

S-2・S-6，K-14 （Ⅱ・西・逆系），

S-4 （Ⅱ・西・左系），

K-18 （Ⅱ・東・逆系）

評価対象としない

※破砕部の幅の最大値または平均値のいずれかが
他の断層よりも大きいものを選定
なお，直接確認できている断層長さが大きいものに
ついても選定

1本 2本

6本 13本

2本

1本 9本

【補足⑨，⑩】



断層名

性状 運動方向 ステップ1 ステップ2 ステップ3

評価対象断層の
選定結果

一般走向と
系統 （真北）

傾斜 断層長さ

破砕部の幅 粘土状破砕部の幅

破砕部の分類 破砕部の鉱物組成 固結した破砕部 粘土状破砕部
条線
方向

切り合い関係
による新旧検討

系統区分と
断層規模

(太字：断層規模大)

重要施設との
位置関係

(○：直下に有)

隣接する断層
との関係からの
個別検討平均値 最大値 平均値 最大値

S-1 N60°W Ⅰ 80～70°NE 780m 14㎝ 27㎝ 1㎝ 6㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Mi,Sm,Hem,Mgh 正断層 右横ずれ逆断層 横ずれ Ⅰ・東・右系 － 評価対象断層

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60°NW 600m 29㎝ 108㎝ 3㎝ 17㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem
見かけ右横ずれ

正断層
左横ずれ逆断層
右横ずれ逆断層

縦ずれ Ⅱ・西・逆系 ○ 評価対象断層

S-4 N29°E Ⅱ 66°NW 510m 7㎝ 20㎝ 2㎝ 10㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hy,Hem 正断層 左横ずれ逆断層 横ずれ Ⅱ・西・左系 ○ 評価対象断層

S-5 N4°E Ⅱ 70°SE 70m 3㎝ 7㎝ 2㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 左横ずれ正断層 縦ずれ 不明 ○ 評価対象断層

S-7 N41°W Ⅰ 60°SW 190m 10㎝ 25㎝ 2㎝ 5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Hbl,Sm,Cpt,Hem 不明 右横ずれ逆断層 縦ずれ 不明 ○ 評価対象断層

S-8 N28°W Ⅰ 58°SW 250m 11㎝ 18㎝ 1㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem,Py 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅰ・西・逆系 ○ 評価対象断層

S-9 N35°E Ⅱ 50°NW 85m 10㎝ 19㎝ ﾌｨﾙﾑ状 ﾌｨﾙﾑ状 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 不明 横ずれ 不明 －
隣接するS-1，
S-2・S-6で評価

(S-1，S-2・S-6で評価)

B-1 N49°W Ⅰ 86°NE 100m 6㎝ 10㎝ 0.3㎝ 0.5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 不明 不明 横ずれ 不明 － (S-1の一部と評価)

B-2 N12°E Ⅱ 60°NW 50m 6㎝ 10㎝ 3㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem 不明 左横ずれ逆断層 横ずれ 不明 ○ (S-2・S-6の一部と評価)

B-3 N42°W Ⅰ 82°NE 60m 3㎝ 3㎝ 2㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 横ずれ Ⅰ・東・右系 － (S-1で評価)

K-1 N4°E Ⅱ 58°SE 205m 10㎝ 19㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 正断層 － － 不明 － 隣接するK-2で評価 (K-2で評価)

K-2 N19°E Ⅱ 72°SE 180m以上 28㎝ 94㎝ 2㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在）
Qtz,Crs,Trd,Pl,Px,Sm,

Sep,Hem,Php
見かけ右横ずれ

正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ K-4，K-5を切る Ⅱ・東・逆系 ○ 評価対象断層

K-3 N16°E Ⅱ 70°SE 200m以上 12㎝ 20㎝ － － 固結した破砕部 Crs,Pl,Px,Sm,Hem
見かけ右横ずれ

正断層
－ － 不明 －

雁行して分布するK-6
～K-10に比べ断層規

模が大きい
評価対象断層

K-4 N56°W Ⅰ 85°NE 45m以上 13㎝ 26㎝ 4㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem 正断層 左横ずれ正断層 縦ずれ K-2に切られる Ⅰ・東・正系 ○ (K-2で評価)

K-5 N63°W Ⅰ 64°NE 75m以上 11㎝ 18㎝ 0.6㎝ 0.7㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm 正断層 不明 横ずれ K-2に切られる 不明 ○ (K-2で評価)

K-6 N2°W Ⅱ 60°NE
25m以上
130m以下

7㎝ 9㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Sm,Hem 不明 － － 不明 －
隣接するK-2，K-3で

評価
(K-2，K-3で評価)

K-7 N8°W Ⅱ 88°NE
20m以上
55m以下

8㎝ 11㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － － 不明 － 同上 (K-2，K-3で評価)

K-8 N15°W Ⅱ 80°NE
35m以上
70m以下

11㎝ 21㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － － 不明 － 同上 (K-2，K-3で評価)

K-9 N10°E Ⅱ 88°SE
40m以上
120m以下

7㎝ 12㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － － 不明 － 同上 (K-2，K-3で評価)

K-10 N16°W Ⅱ 62°NE 60m 9㎝ 10㎝ － － 固結した破砕部 Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 － － 不明 － 同上 (K-2，K-3で評価)

K-11 N14°E Ⅱ 70°NW 60m 9㎝ 9㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm,Hem 不明 － － 不明 － 隣接するK-3で評価 (K-3で評価)

K-12 N21°W Ⅱ 72°NE
50m以上

310ｍ以下
13㎝ 21㎝ 1㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-13 N12°E Ⅱ 74°SE
55m以上

300ｍ以下
16㎝ 27㎝ 2㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem,Px 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-14 N7°E Ⅱ 66°NW 40m以上 37㎝ 72㎝ 2㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem,Php 正断層
左横ずれ逆断層
右横ずれ逆断層

縦ずれ Ⅱ・西・逆系 ○ 評価対象断層

K-15 N4°E Ⅱ 68°SE 30m以上 14㎝ 33㎝ 0.4㎝ 0.7㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-16 N10°W Ⅱ 67°NE 20m以上 23㎝ 51㎝ 2㎝ 5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-17 N18°E Ⅱ 78°SE 不明 12㎝ 17㎝ 0.5㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Tod,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-18 N8°E Ⅱ 78°SE 40m以上 51㎝ 55㎝ 3㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ 評価対象断層

K-19 N12°W Ⅱ 65°NE 不明 8㎝ 11㎝ 0.2㎝ 0.5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Mi,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 － (K-2，K-18で評価)

K-20 N15°E Ⅱ 63°SE 不明 5㎝ 6㎝ 0.2㎝ 0.3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Qtz,Pl,Sm 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-21 N4°E Ⅱ 66°SE 不明 11㎝ 19㎝ 1㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-22 N9°W Ⅱ 73°NE 40m以上 7㎝ 11㎝ 0.6㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Px,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-23 N10°E Ⅱ 65°SE 20m以上 8㎝ 17㎝ 0.4㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-24 N58°W Ⅰ 89°NE 105m以下 10cm 11cm － － 固結した破砕部（砂状破砕部を介在） 不明 不明 － － 不明 －
隣接するK-12（K-2，
K-18で代表）で評価

(K-2，K-18で評価)

K-25 N1°W Ⅱ 65°NE 25m以上 12cm 20cm 0.2cm 0.2cm 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

K-26 N14°E Ⅱ 68°SE 35m以上 9cm 10cm 1cm 2cm 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ Ⅱ・東・逆系 ○ (K-2，K-18で評価)

(鉱物組成の略名）
Qtz：石英 Crs：クリストバライト Trd：トリディマイト Pl ：斜長石 Px：輝石類 Hbl：普通角閃石
Mi：雲母鉱物 Tod：轟石 Sm：スメクタイト Sep：セピオライト Hy：ハロイサイト Cpt：クリノタイロライト Hem：赤鉄鉱 Py：黄鉄鉱 Mgh：磁赤鉄鉱 Php：フィリプサイト

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系

－ ：存在しないもの
【補足⑪】 評価対象断層の選定結果（一覧表）

10

紫字：第1073回審査会合以降の変更箇所

【補足⑪】



平面図

Ⓐ－Ⓐ’断面図
（調査位置の断層線を走向・傾斜を基に延長した図）

←NW SE→
Ⓑ’Ⓑ

Ⓑ-Ⓑ’断面図
（調査位置の断層線を走向・傾斜を基に延長した図）

凡例

E→
Ⓐ’Ⓐ

断層
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-12
K-13K-2

K-14
K-15K-16

K-18

K-19

K-20
K-22K-23

K-1

K-4K-5

K-20K-21

K-17

K-25

K-26

補機冷却水
取水路

【補足⑫】 評価対象断層の選定結果（位置図）

11

【補足⑫】

K-10

防潮堤基礎部

２号機 １号機

赤色は評価対象断層

Ⓐ’

Ⓐ K-18，K-19，K-22，K-25，K-26については，地表付近まで
連続しないため，EL0mでの延長位置を で図示
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○変質鉱物（I/S混合層等）の後期更新世以降の生成可能性の評価

・文献に基づく変質鉱物（I/S混合層等）の生成温度の最低値は，約12～13万年前以降の敷地の推定
地温分布よりも数十℃以上高いため，変質鉱物（I/S混合層等）は，約12～13万年前以降の敷地の
地温分布では，その確認標高で生成せず，約12～13万年前以降に生成したものではない。

【補足⑭】 評価に用いる変質鉱物

・地下深部での生成年代は，地殻の隆起速度を一定と仮定すると，変質鉱物（I/S混合層等）の生成
温度が約50℃以上であることから，約6Ma以前と推定した。なお，曹長石化しない程度の熱水により
生成した場合の生成年代は9Ma以前と推定した。
⇒ 少なくとも後期更新世以降に生成したものではないと評価。

○変質鉱物（I/S混合層等）の生成環境の検討及び生成年代の推定

・I/S混合層が敷地周辺の別所岳安山岩類中にも広く認められることから，敷地周辺一帯は同じような
環境下で変質を被ったと考えられることを踏まえ，敷地の変質鉱物は，地下深部で敷地周辺一帯が
変質し，その後隆起して現在の位置で確認されているものと判断した。また，敷地の斜長石には曹
長石化が認められないことから，敷地は，少なくとも曹長石化するような高温の熱水の影響は受けて
おらず，敷地の変質鉱物が地下深部で生成した可能性が高いと判断した。一方で，斜長石が曹長
石化しない程度の熱水の影響を受けて生成した可能性は否定できない。

○薄片観察の結果，全ての評価対象断層において，粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新
面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないことを確認した。

○敷地で確認される変質鉱物の詳細

【補足⑬】 変質鉱物の同定

・敷地の破砕部中において，XRD分析を実施した結果，粘土鉱物の
スメクタイトが共通して認められる。この粘土鉱物は粘土分を濃集し
たXRD分析による結晶構造及びEPMA分析による化学組成を踏ま
えると，数十％のイライトが混合するイライト/スメクタイト混合層
（I/S混合層）である。

・I/S混合層中に含まれるカリウムの存在状態を確認する目的で実施
した，CEC分析，XAFS分析及びHRTEM観察の結果は，敷地の粘
土鉱物がI/S混合層であることを支持する。

XRD分析（粘土分濃集）
渡辺（1981）に一部加筆

敷地の粘土鉱物のHRTEM観察結果EPMA分析結果（Srodon et al. （1984）に一部加筆）

分析値（敷地の粘土鉱物）

標準的なスメクタイト
（日本粘土学会編（2009）
のWyoming試料の化学
組成値を用いて作成）

変質鉱物等の生成年代評価のまとめ

○砕屑岩脈の形成年代評価
・高封圧下で形成したと考えられる砕屑岩脈が確認された位置は，約12～13万年前以降，現在とほぼ
同じ低封圧下にあり，この低封圧下では，高封圧下で形成する砕屑岩脈は形成しないと判断した。
⇒少なくとも後期更新世以降に形成したものではないと評価。

【補足⑮】 最新面と鉱物脈の関係

【補足⑬～⑮】

S-1

・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合
層）に変位・変形は認められないことから，S-1の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

K-2

・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合
層）に変位・変形は認められないことから，K-2の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

粘土鉱物（I/S混合層）による鉱物脈法の例
（S-1 H-6.7孔）

粘土鉱物（I/S混合層）による鉱物脈法の例（S-1，K-2）

粘土鉱物（I/S混合層）による鉱物脈法の例
（K-2 G-1.5-80孔）

・不連続箇所の粘土鉱物
（I/S混合層）に変位・変
形（せん断面や引きずり
など）は認められない。

右拡大写真範囲

・不連続箇所の粘土鉱物
（I/S混合層）に変位・変
形（せん断面や引きずり
など）は認められない。

右拡大写真範囲
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○海成段丘面の年代評価

・中位段丘Ⅰ面の前縁において被覆層の下部にSK火山灰（10.5万年前）が確認されたことから，中
位段丘Ⅰ面はSK降灰直前の高海面期であるMIS5e（約12～13万年前）に形成されたと評価した。

・高位段丘Ⅰa面は，MIS5eの旧汀線高度より高い標高に分布することから，約12～13万年前より古
い高海面期に形成されたと評価した。

【補足⑯】 上載地層法に用いる地層の年代評価 （火山灰，分布標高，礫の真円度に基づく) 

○敷地内断層上に分布する堆積物の年代評価

・No.2トレンチにおいて，S-2・S-6の直上に分布する中位段丘Ⅰ面を構成する堆積物は，礫の平
均真円度に基づき海成堆積物（MⅠ段丘堆積物）と認定されることから，中位段丘Ⅰ面形成時の
MIS5e（約12～13万年前）に堆積したものである。

・35m盤トレンチ及び駐車場南東方トレンチにおいて，S-4及びS-1の直上に分布する高位段丘
Ⅰa面を構成する堆積物は，礫の平均真円度に基づき海成堆積物（HⅠa段丘堆積物）と認定さ
れることから，高位段丘Ⅰ面形成時の約12～13万年前より古い高海面期に堆積したものである。

【補足⑰】 断層と上載地層の関係

S-1

・S-1はHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

S-2・
S-6

・S-2・S-6はMⅠ段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

S-4

・S-4はHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていない。

35m盤トレンチ 新北面スケッチ

駐車場南東方トレンチ 西壁面スケッチ 西壁面拡大写真

安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物(1)

S-1

右拡大写真範囲

No.2トレンチ 北面スケッチ

安山岩（均質）

MⅠ段丘堆積物

安山岩

（角礫質）

S-2・S-6

北面拡大写真

右拡大写真範囲

中位段丘Ⅰ面，高位段丘Ⅰa面の模式断面図海水準変動曲線

礫の平均真円度の検討の流れと検討結果

【補足⑯，⑰】

ブロックサンプリング跡 拡大写真

安山岩（角礫質）

HⅠa段丘堆積物

S-4
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【補足⑱】 敷地内断層と活断層との破砕部性状の比較

敷地内断層と活断層との性状比較

敷地内断層（S-1） 活断層（福浦断層）

露
頭
調
査
結
果

層状構造 なし あり

上載地層
との関係

第四系に変位・変形を
与えていない。

第四系に変位・変形を
与えている。

薄
片
観
察
結
果

複合面構造 不明瞭 明瞭

層状構造 なし あり

連続的なY面 なし 複数あり

Y面と変質鉱物
との関係

粘土鉱物（I/S混合層）
に変位・変形を与えていない。

粘土鉱物（I/S混合層，ハロイサイト等）
に変位・変形を与えている。

○敷地内断層の破砕部は，層状構造が認められない等，後期更新世以降の活動が否定できないと評価
した福浦断層と異なる破砕部性状を有しており，敷地内断層の最新活動はI/S混合層（少なくとも後期
更新世以降に生成したものではない）の生成以前と評価したことと整合する。

：Y面

：P面

断層ガウジ

下
盤

（直交ニコル）

粘土状破砕部

（直交ニコル）

下
盤

最新ゾーン

上
盤

上
盤

薄片写真（S-1_H-6.6-1孔） 薄片写真（福浦断層_FK-1孔）
1mm 1mm

露頭拡大写真
（S-1_駐車場南東方トレンチ）

1cm

主せん断面←S N→

主せん断面に沿って，粘土鉱物が
層状に分布する層状構造

1cm

主せん断面
←W E→

露頭拡大写真
（福浦断層_大坪川ダム右岸トレンチ）

敷地内断層（S-1）の例 活断層（福浦断層）の例

【補足⑲】 敷地内断層と敷地周辺の広域的な検討

反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果（東西測線：深度断面）

能登半島西岸域の断層位置図

○有識者会合により示された「今後の課題⑤，⑥」
（下記）を踏まえ，敷地内断層と敷地周辺の広域
的な検討を行った。

○敷地内断層と敷地周辺の断層との連続性検討
（今後の課題⑤）

・断層の分布形態から，兜岩沖断層，富来川南岸断層
は，敷地深部へ連続しない。
・福浦断層，兜岩沖断層は，敷地深部へ連続する可能
性があるが，反射法地震探査・VSP探査の結果，敷地
地下深部の花崗岩上面に変位を与える断層は認め
られない。
⇒ 敷地周辺の４断層（福浦断層，富来川南岸断層，

碁盤島沖断層，兜岩沖断層）は，いずれも敷地内
断層と連続するものではないことを確認。

○海底に推定される断層についての検討
（今後の課題⑥）

・海上音波探査,重力探査の結果，富来川南岸断層か
ら兜岩沖断層に連続する構造は認められない。
⇒ 文献により指摘された完新世段丘の存在と高度分

布から海底に推定される断層は認められないこと
から，敷地内及び周辺に分布する断層と連続する
断層は認められないことを確認。

【今後の課題】
⑤敷地周辺に分布する断層の調査（平面方向及び地下方
向）と，その広域的枠組みの中での敷地の地形・地質
構造に関する詳細な検討。

⑥“沖積段丘”と称されている完新世段丘の形成要因や高
度分布に関する調査・検討。完新世段丘の存在と高度
分布から海底に推定される断層と，既知の敷地内及び
周辺に分布する断層との連続性，活動時期・履歴に関
する調査。

【補足⑱，⑲】
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青字：有識者会合時の評価データ
紫字：第1073回審査会合以降の
主なデータ拡充箇所

○評価対象断層(10断層)の活動性評価に関する評価地点については，有識者会合時以降に拡充したデータも含め，以下のとおりである。

凡 例

各断層の活動性評価に関する評価地点

評価対象
断層

上載地層法 鉱物脈法

S-1 ５地点

駐車場南東方トレンチ
えん堤左岸トレンチ
駐車場南側法面
旧A・Bトレンチ
掘削法面

９地点

H-6.7孔
H-6.6-1孔
M-12.5”孔

１号原子炉建屋底盤（露頭観察）
岩盤調査坑（露頭，研磨面，薄片）
岩盤調査坑No.9孔（SEM観察）

岩盤調査坑No.25切羽（薄片観察）
H-6.5-2孔

K-10.3SW孔

S-2・S-6 ３地点

No.2トレンチ
（S-2・S-6周辺の地形等を含む）

No.1トレンチ
事務本館前トレンチ

４地点

F-8.5’孔
K-6.2-2孔
E-8.5-2孔
E-8.33’’孔

S-4 ２地点
35ｍ盤トレンチ

（ブロックサンプリング等を追加）
S-4トレンチ

４地点

E-8.60孔
E-8.50’’’孔
F-9.3-4孔

E-11.1SE-2孔

S-5 － ３地点
R-8.1-1-2孔
R-8.1-1-3孔
H-5.4-4E孔

S-7 － ２地点
H-5.7’孔

H-5.4-1E孔

S-8 － １地点 F-6.75孔

K-2 － ４地点

G-1.5-80孔（薄片1試料追加）
H-1.1-87孔

H-1.1孔
K-2露頭a地点

K-3 － ３地点
M-2.2孔

N-2.3-1孔，K-3露頭a地点

K-14 － ２地点
H- -0.3-80孔
H’- -1.3孔

K-18 － ２地点
H-0.2-75孔

H-0.2-60孔（薄片1試料追加）

位置図

防潮堤基礎部

２号機 １号機

K-18については，地表付近まで連続しないため，
EL0mでの延長位置を で図示

35ｍ盤トレンチ

No.2トレンチ

駐車場南東方トレンチ

H- -0.3-80孔
H-0.2-75孔

M-2.2孔

H-5.7’孔

H-5.4-1E孔

F-6.75孔

F-8.5’孔

E-8.5-2孔

M-12.5”孔

K-6.2-2孔

H-1.1-87孔

R-8.1-1-2孔
R-8.1-1-3孔

E-8.60孔

E-8.50’’’孔

H-6.6-1孔

H-6.7孔

えん堤左岸トレンチ

駐車場南側法面

旧A・Bトレンチ

掘削法面

１号原子炉建屋
底盤（露頭観察）

岩盤調査坑No.9孔（SEM観察）
岩盤調査坑（露頭，研磨面，薄片）
岩盤調査坑No.25切羽（薄片観察）

H-6.5-2孔

K-10.3SW孔
No.1トレンチ

事務本館前トレンチ

S-4トレンチ

E-8.33”孔

E-11.1SE-2孔

F-9.3-4孔

H-5.4-4E孔

H-1.1孔K-2露頭a地点

N-2.3-1孔

K-3露頭a地点

H’- -1.3孔

拡大図

G-1.5-80孔

H-0.2-60孔

【補足⑳】 敷地（陸域・海岸部）の評価対象断層の活動性評価地点

【補足⑳】
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紫字：第1073回審査会合以降の変更箇所

Ⓐ：約12～13万年前以前に堆積（生成）した
Ⓑ：年代を明確に判断できない
Ⓒ：約12～13万年前より新しい時期に堆積（生成）した

：断層の後期更新世以降の活動を否定するにあたり，地層や鉱物脈の年代及び
断層による変位・変形がないことが明確に確認できるデータ（主たる根拠）

評価
対象断層

評価手法 評価地点

上載地層法 鉱物脈法

評価結果 活動性評価断層と
上載地層
の関係

地層の
年代

最新面と
鉱物脈の
関係

鉱物脈の
年代

全断層
共通

鉱物脈法
目視
観察

敷地内全域 △ Ⓐ
・ボーリングコア観察の結果，破砕部中に鉱物脈を確認した。鉱物脈は固結した破砕部及び粘土状破砕部中に認められ，それらに変位，変形は認め
られないことから，破砕部の形成は鉱物脈の生成以前と判断される。

は各断層の薄片
観察結果と整合する

S-1

上載地層法

駐車場南東方トレンチ ○ Ⓐ
・S-1は基盤直上のHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていないことから，S-1の最新活動は，HⅠa段丘堆積物の堆積以前である。
・HⅠa段丘堆積物は，高位段丘Ⅰa面を構成する海成堆積物であり，約12～13万年前より古い高海面期に堆積したと判断される。

後期更新世以降の
活動は認められない

えん堤左岸トレンチ ○ Ⓑ
・S-1は基盤直上の堆積物に変位・変形を与えていない。
・この堆積物は，礫の平均真円度により海成堆積物と確実に認定することができず，上載地層の年代が明確に判断できない。

は上記評価
結果と整合する

駐車場南側法面 ○ Ⓑ
・S-1は基盤直上の堆積物に変位・変形を与えていない。
・この堆積物は，再堆積の可能性がある古期斜面堆積物であることから，上載地層の年代が明確に判断できない。

旧A・Bトレンチ △ Ⓑ
・有識者会合の評価に対して，有識者会合以降の追加検討により，S-1は中位段丘Ⅰ面を構成する堆積物に変位・変形を与えていないとする当社評
価を支持するデータを取得したものの，直接的な地質データではないため，断層による変位・変形の有無については明確に判断できない。

・露頭が現存しないため，礫の平均真円度により海成堆積物と確実に認定することができず，上載地層の年代が明確に判断できない。

掘削法面 ○ Ⓑ
・S-1は中位段丘Ⅰ面を構成する堆積物に変位・変形を与えていない。
・露頭が現存しないため，礫の平均真円度により海成堆積物と確実に認定することができず，上載地層の年代が明確に判断できない。

鉱物脈法

薄片
観察

H-6.7孔 ○ Ⓐ ・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められない
ことから，S-1の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。 後期更新世以降の

活動は認められない
H-6.6-1孔 ○ Ⓐ

M-12.5”孔 ○ Ⓐ
・砕屑岩脈が最新面及び最新ゾーン全体を横断して分布し，横断箇所に変位・変形は認められないことから，S-1の最新活動は，砕屑岩脈の形成以前
である。

岩盤調査坑
No.25切羽

△ Ⓐ
・薄片観察の結果，粘土鉱物（I/S混合層）が最新面付近に分布し，最新面が不連続になるものの，最新面と粘土鉱物（I/S混合層）との切り合い関係が
不明確である。

は上記評価
結果と整合する

H-6.5-2孔 △ Ⓐ

K-10.3SW孔 △ Ⓐ

露頭
観察

１号原子炉
建屋底盤
（露頭観察）

△ Ⓑ
・帯状火砕岩がS-1を分断するように分布しており，そこに破断等の変状は認められないが，露頭が現存しないため，有識者会合の評価に対して明確
な評価はできない。

・露頭が現存しないため，帯状火砕岩の形成年代については明確に判断できない。

岩盤調査坑
（露頭，研磨面，
薄片観察）

△ Ⓑ
・S-1のごく近傍に分布する礫あるいはS-1に入り込むように分布する礫に破断等の変状は認められないが，S-1を完全には分断しておらず，礫と最新
面との切り合い関係は不明確である。

・礫がS-1に入り込んだ時期について明確に判断できない。

SEM
観察

岩盤調査坑
No.9孔

△ Ⓐ
・SEM観察の結果，条線が認められた最新面上に，フレーク状の粘土鉱物（I/S混合層）の自形結晶を確認し，この粘土鉱物（I/S混合層）の自形結晶に
破砕は認められないものの，最新面と粘土鉱物（I/S混合層）との切り合い関係が不明確である。

S-2・S-6

上載地層法

No.2トレンチ ○ Ⓐ
・S-2・S-6は基盤直上のMⅠ段丘堆積物に変位・変形を与えていないことから，S-2・S-6の最新活動は，MⅠ段丘堆積物の堆積以前である。
・MⅠ段丘堆積物は，中位段丘Ⅰ面を構成する海成堆積物であり，MIS5e（約12～13万年前）に堆積したと判断される。

後期更新世以降の
活動は認められない

No.1トレンチ ○ Ⓒ
・S-2・S-6は基盤直上の堆積物に変位・変形を与えていない。
・堆積物の年代はＡＴ降灰時期（2.8万～3万年前）以降である。 は上記評価

結果と整合する
事務本館前トレンチ ○ Ⓒ

・S-2・S-6は基盤直上の堆積物に変位・変形を与えていない。
・堆積物の年代は14C年代値を踏まえると，約6千年前である。

鉱物脈法

薄片
観察

F-8.5’孔 ○ Ⓐ
・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められない。
・また，この不連続箇所において，粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を遮るように分布し，この粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないことか
ら，S-2・S-6の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。 後期更新世以降の

活動は認められない

K-6.2-2孔 ○ Ⓐ
・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められない
ことから，S-2・S-6の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

E-8.5-2孔 △ Ⓐ
・薄片観察の結果，粘土鉱物（I/S混合層）が最新面付近に分布し，最新面が不連続になるものの，最新面と粘土鉱物（I/S混合層）との切り合い関係が
不明確である。 は上記評価

結果と整合するSEM
観察

E-8.33”孔 △ Ⓐ
・SEM観察の結果，条線が認められた最新面上に，フレーク状の粘土鉱物（I/S混合層）の自形結晶を確認し，この粘土鉱物（I/S混合層）の自形結晶に
破砕は認められないものの，最新面と粘土鉱物（I/S混合層）との切り合い関係が不明確である。

断層の直上の地層に変位・変形が認められない（上載地層法）
最新面を横断する鉱物脈あるいは最新ゾーン中の鉱物脈に変位・変形が認められない（鉱物脈法）

△：断層による変位・変形の有無を明確に判断することができない
×：断層による変位・変形が認められる

○：

：鉱物脈法による評価において，各評価対象断層の中で最新面と鉱物脈との
切り合い関係が最も明確であると評価したデータ

○ 評価対象断層（10断層）の活動性について，地層や鉱物脈（変質鉱物等）の年代が明確でかつ断層による変位・変形がないことが明確に確認できるデータ（下表で○かつⒶのデータ）を断層毎に取得し，評価を
行った。

○ その他に取得したデータについても，全て上記データの評価結果と整合していることを確認した（下表 部分）。

【補足㉑】 活動性評価結果(次頁に続く)

【補足㉑】



：断層の後期更新世以降の活動を否定するにあたり，地層や鉱物脈の年代及び
断層による変位・変形がないことが明確に確認できるデータ（主たる根拠）

断層の直上の地層に変位・変形が認められない（上載地層法）
最新面を横断する鉱物脈あるいは最新ゾーン中の鉱物脈に変位・変形が認められない（鉱物脈法）

△：断層による変位・変形の有無を明確に判断することができない
×：断層による変位・変形が認められる

○：
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Ⓐ：約12～13万年前以前に堆積（生成）した
Ⓑ：年代を明確に判断できない
Ⓒ：約12～13万年前より新しい時期に堆積（生成）した

※約12～13万年前に赤色土壌化した

評価
対象断層

評価手法 評価地点

上載地層法 鉱物脈法

評価結果 活動性評価断層と上
載地層の
関係

地層の
年代

最新面と
鉱物脈の
関係

鉱物脈の
年代

S-4

上載地層法

35ｍ盤トレンチ
（ブロックサンプリング等

を追加）
○ Ⓐ

・S-4は基盤直上のHⅠa段丘堆積物に変位・変形を与えていないことから，S-4の最新活動は，HⅠa段丘堆積物の堆積以前である。
・HⅠa段丘堆積物は，高位段丘Ⅰa面を構成する海成堆積物であり，約12～13万年前より古い高海面期に堆積したと判断される。

後期更新世以降の
活動は認められない

S-4トレンチ ○ Ⓑ
・S-4は基盤直上の堆積物に変位・変形を与えていない。
・この堆積物は，火山灰分析，遊離酸化鉄分析等の結果を踏まえると，少なくとも約12～13万年前以前に堆積したとも考えられるが，露頭が現存しないた
め，礫の平均真円度により海成堆積物と確実に認定することができず，上載地層の年代が明確に判断できない。

は下記評価
結果と整合する

鉱物脈法

薄片
観察

E-8.60孔 ○ Ⓐ ・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないこと
から，S-4の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

後期更新世以降の
活動は認められないE-8.50’’’孔 ○ Ⓐ

E-11.1SE-2孔 △ Ⓐ
・薄片観察の結果，粘土鉱物（I/S混合層）が最新面付近に分布し，最新面が不連続になるものの，最新面と粘土鉱物（I/S混合層）との切り合い関係が不
明確である。 は上記評価

結果と整合するSEM
観察

F-9.3-4孔 △ Ⓐ
・SEM観察の結果，条線が認められた最新面上に，フレーク状の粘土鉱物（I/S混合層）の自形結晶を確認し，この粘土鉱物（I/S混合層）の自形結晶に破
砕は認められないものの，最新面と粘土鉱物（I/S混合層）との切り合い関係が不明確である。

S-5 鉱物脈法
薄片
観察

R-8.1-1-2孔 ○ Ⓐ
・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないこと
から，S-5の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

後期更新世以降の
活動は認められない

R-8.1-1-3孔 △ Ⓐ
・薄片観察の結果，粘土鉱物（I/S混合層）が最新面付近に分布し，最新面が不連続になるものの，最新面と粘土鉱物（I/S混合層）との切り合い関係が不
明確である。

は上記評価
結果と整合する

H-5.4-4E孔 △ Ⓑ
・薄片観察の結果，最新ゾーンは周辺の固結した破砕部と類似した性状を有し，Y面は認められないことから，固結した破砕部形成以降の活動はないと考
えられるものの，その形成年代については明確に判断できない。

・最新ゾーンには明瞭な変質鉱物が認められず，変質鉱物と最新活動との関係が明確でない。

S-7 鉱物脈法
薄片
観察

H-5.7’孔 ○ Ⓐ
・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないこと
から，S-7の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

後期更新世以降の
活動は認められない

H-5.4-1E孔 ○ Ⓐ

S-8 鉱物脈法
薄片
観察

F-6.75孔 ○ Ⓐ
・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないこと
から，S-8の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

後期更新世以降の
活動は認められない

K-2 鉱物脈法
薄片
観察

G-1.5-80孔
(薄片1試料追加)

○ Ⓐ
・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないこと
から，K-2の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

後期更新世以降の
活動は認められない

H-1.1-87孔 ○ Ⓐ

H-1.1孔 ○ Ⓑ
・オパールCTが最新面及び最新ゾーン全体を横断して分布し，横断箇所に変位・変形は認められないものの，オパールCTはI/S混合層より低温で生成さ
れる変質鉱物であり，その生成年代については明確に判断できない。 は上記評価

結果と整合する
K-2露頭a地点 △ Ⓑ

・最新ゾーンは，破砕流動が認められる固結した破砕部からなり，封圧の小さな地表付近ではなく，地下深部で形成されたと判断されるものの，その形成
年代については明確に判断できない。

K-3 鉱物脈法
薄片
観察

M-2.2孔 ○ Ⓐ

・薄片観察の結果，最新ゾーンでは岩片間の基質中に粘土鉱物（I/S混合層）が網目状に分布し，その網目状の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認
められない。

・また，最新ゾーン中の一部の岩片においては，微細な脈状の粘土鉱物（I/S混合層）が，岩片付近の基質中の変質部から岩片の内部まで連続的に分布
し，この粘土鉱物（I/S混合層）に礫の回転による変位・変形は認められないことから，K-3の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

後期更新世以降の
活動は認められない

N-2.3-1孔，
K-3露頭a地点

△ Ⓑ
・最新ゾーンは，破砕流動が認められる固結した破砕部からなり，封圧の小さな地表付近ではなく，地下深部で形成されたと判断されるものの，その形成
年代については明確に判断できない。

は上記評価
結果と整合する

K-14 鉱物脈法
薄片
観察

H- -0.3-80孔 ○ Ⓐ
・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないこと
から，K-14の最新活動は，I/S混合層の生成以前である。

後期更新世以降の
活動は認められない

H’- -1.3孔 △ Ⓐ
・薄片観察の結果，最新面に接してフィリプサイトの柱状結晶や，最新面直近にフィリプサイトの十字状の自形結晶が晶出しており，これらの結晶に破砕
や変形は認められないものの，最新面とフィリプサイトとの切り合い関係が不明確である。

は上記評価
結果と整合する

K-18 鉱物脈法
薄片
観察

H-0.2-75孔 ○ Ⓐ

・粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められない。
・また，最新面の延長位置に認められる最新面と同じ方向の割れ目は，上部で途切れて不連続になっており，この不連続箇所において，粘土鉱物（I/S混
合層）が割れ目や最新面を遮るように分布し，この粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められないことから，K-18の最新活動は，I/S混合層の生成
以前である。

後期更新世以降の
活動は認められない

H-0.2-60孔
（薄片1試料追加）

△ Ⓐ
・薄片観察の結果，粘土鉱物（I/S混合層）が最新面付近に分布し，最新面が不連続になるものの，最新面と粘土鉱物（I/S混合層）との切り合い関係が不
明確である。

は上記評価
結果と整合する

（参考）
福浦断層

上載地層法 大坪川ダム右岸トレンチ × Ⓐ※ ・断層は，下末吉期（約12～13万年前）を経て赤色土壌化した地層に変形を与えている。
・主せん断面に沿って層状構造が観察され，繰り返し活動した構造が認められる。 後期更新世以降の

活動が否定できない
鉱物脈法

薄片観
察

FK-1孔 他 × Ⓐ，Ⓑ
・粘土鉱物（I/S混合層，ハロイサイト等）に変位・変形を与えている。
・断層ガウジ中に層状構造が観察され，繰り返し活動した構造が認められる。

紫字：第1073回審査会合以降の変更箇所

：鉱物脈法による評価において，各評価対象断層の中で最新面と鉱物脈との
切り合い関係が最も明確であると評価したデータ

【補足㉑つづき】
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〇：確認される －：該当なし

評価
対象断層

評価手法 評価地点
評価に用いた

地層または鉱物脈

断層と上載地層の関係

最新ゾーンにおける
直線性・連続性の
よい面構造の有無

断層活動（最新面及び最新ゾーン）と鉱物脈の関係

活動性評価断層の直上に分布する
地層に変位・変形は
認められない

鉱物脈が最新面及び最
新ゾーン全体を横断して
分布し，横断箇所に変
位・変形は認められない

鉱物脈が最新面を横断し
て分布し，最新面が不連
続になっており，不連続箇
所の鉱物脈に変位・変形

は認められない

最新ゾーンでは岩片間の
基質中に鉱物脈が網目
状に分布し，その網目状
の鉱物脈に変位・変形は

認められない

S-1

上載地層法 駐車場南東方トレンチ HⅠa段丘堆積物 ○

後期更新世以降の
活動は認められない

鉱物脈法

H-6.7孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －

H-6.6-1孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －

M-12.5”孔 砕屑岩脈 有 ○ － －

S-2・S-6

上載地層法 No.2トレンチ MⅠ段丘堆積物 ○
後期更新世以降の
活動は認められない

鉱物脈法
F-8.5’孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －

K-6.2-2孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －

S-4

上載地層法 35m盤トレンチ HⅠa段丘堆積物 ○
後期更新世以降の
活動は認められない

鉱物脈法
E-8.60孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －

E-8.50’’’孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －

S-5 鉱物脈法 R-8.1-1-2孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －
後期更新世以降の
活動は認められない

S-7 鉱物脈法
H-5.7’孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ － 後期更新世以降の

活動は認められない
H-5.4-1E孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －

S-8 鉱物脈法 F-6.75孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －
後期更新世以降の
活動は認められない

K-2 鉱物脈法
G-1.5-80孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ － 後期更新世以降の

活動は認められない
H-1.1-87孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －

K-3 鉱物脈法 M-2.2孔 イライト／スメクタイト混合層 無 － － ○
後期更新世以降の
活動は認められない

K-14 鉱物脈法 H- -0.3-80孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －
後期更新世以降の
活動は認められない

K-18 鉱物脈法 H-0.2-75孔 イライト／スメクタイト混合層 有 － ○ －
後期更新世以降の
活動は認められない

紫字：第1073回審査会合以降の
変更箇所

【補足㉒】断層の後期更新世以降の活動を否定するにあたり，地層や鉱物脈の年代及び断層による変位・変形がないことが明確に確認できるデータ

【補足㉒】
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○敷地内断層の抽出，評価対象断層の選定，活動性評価の審査の過程において，設置変更許可申請時（2014.8.12）から変更となった内容
について下表に示す。各項目についての概要を次頁以降に示す。

設置変更許可申請時の内容 審査を踏まえた変更後の内容 概要

断層の抽出

抽出に係る
調査データ

○申請時(2014.8)までの基礎掘削面データ及びボーリング
データ等に基づく。

○ 申請時データに加え，申請時以降の追加データ（陸域の追加ボーリング調査(75
本)及び取水路トンネル付近の海岸部の追加ボーリング調査(52本)）も反映。

P.20
抽出の
考え方

○敷地に分布する連続性を有する未固結な粘土質薄層
（シーム）を検討すべき構造として抽出。

○ 敷地内に分布する構造を網羅的に評価する観点から，これまで着目してきたシー
ム（未固結な粘土質薄層）に加え，シーム周辺に認められる固結した破砕部も含
めて抽出。

抽出結果

○ ８本
・陸域 ：８本 (S-1，S-2，S-3，S-4，S-5，S-6，S-7，S-8)
・海岸部：なし

○ 36本
・陸域 ：10本 (S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，S-9，B-1，B-2，B-3)
・海岸部：26本 (K-1～K-26)

評価対象断層
の選定

選定の
考え方

○ シームはいずれも厚さが薄く傾斜は概ね高角度であり，ま
た，鉱物組成等もほぼ同様であることから，同じ時期に，
同じ過程を経て形成された可能性が高い。

○ 8本のシームのうち，２号炉原子炉建屋基礎底面に認めら
れるシームS-4，これと平行な方向のシームS-6及びこれ
らと方向が共役的な１号炉原子炉建屋基礎底面に認めら
れるシームS-1を選定。

○断層の性状，運動方向をより詳細に確認し，「走向」，「傾斜」，「運動方向（固結し
た破砕部）」，「運動方向（粘土状破砕部）」の4項目のデータに基づき，6系統に区
分。

○ ①切り合いによる新旧関係，②系統区分・断層規模による検討，③重要施設との
位置関係による検討，④隣接する断層との関係からの個別検討 の判断要素を
取り入れて選定。

P.21

選定結果 ○ ３本 (S-1，S-4，S-6) ○ 10本 (S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，K-2，K-3，K-14，K-18)

活動性評価

評価方法

○上載地層法による評価：６地点のデータ

・評価に用いる地層：
・中位段丘Ⅰ面を構成する段丘堆積物等
・高位段丘Ⅰ面を構成する段丘堆積物等

○ 上載地層法による評価：３地点のデータ

・評価に用いる地層：
・約12～13万年前以前の地層（礫の形状の定量的な分析等に基づき認定した
海成堆積物であるMⅠ段丘堆積物及びHⅠa段丘堆積物）

○ 鉱物脈法による評価：薄片21枚のデータ
（追加ボーリング調査99本（分析用含む））

・評価に用いる変質鉱物：
・イライト／スメクタイト混合層（XRD分析(粘土分濃集)，EPMA分析，HRTEM
観察，CEC分析，XAFS分析を用いた多面的な検討に基づき同定）
・砕屑岩脈

○ 上記取得データのうち地層や鉱物脈の年代及び断層による変位・変形がないこ
とが明確に確認できるデータを用いて活動性評価を実施。（評価に用いなかった
他データについても上記評価と整合することを確認）

P.22

評価結果
○ シームについては，いずれも活動性に関して問題となるも
のではない。

○ 敷地内断層はいずれも「将来活動する可能性のある断層等」ではない。
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○設置変更許可申請時（2014.8.12）は，敷地に分布する連続性を有する未固結な粘土質薄層（シーム）を検討すべき構造として，S-1～S-8の
8本のシームを抽出していた。

○第453回審査会合（2017.3.10）以降，敷地に分布する構造を網羅的に評価する観点から，シーム周辺に認められる固結した破砕部にも着目
し，取水路トンネル付近の海岸部も含め，破砕部を有する構造を検討すべき構造として，敷地内断層（36断層）を抽出した。

【断層の抽出に関して変更した内容】

凡 例

敷地内断層（矢印は
傾斜方向）
陸域：EL-4.7m，
海岸部：EL0m

赤色：設置変更許可申請
（2014.8.12）以降の
追加データ

防潮堤基礎部

２号機 １号機

【審査を踏まえた変更後の断層分布図】

K-10

K-18，K-19，K-22，K-25，K-26については，地表付近まで
連続しないため，EL0mでの延長位置を で図示

【設置変更許可申請時の断層（シーム）分布図】

防潮堤基礎部

２号機 １号機

シーム：８本 断層：３６本
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【評価対象断層の選定に関して変更した内容】

○設置変更許可申請時（2014.8.12）は，シームはいずれも厚さが薄く傾斜は概ね高角度であり，また，鉱物組成等もほぼ同様であることから，
同じ時期に，同じ過程を経て形成された可能性が高いと判断し，２号炉原子炉建屋基礎底面に認められるS-4，これと平行な方向のS-6及び
これらと方向が共役的な１号炉原子炉建屋基礎底面に認められるS-1を代表として活動性評価を実施していた。

○申請以降の審査を踏まえて，敷地内断層を「走向」，「傾斜」，「運動方向（固結した破砕部）」，「運動方向（粘土状破砕部）」の4項目のデータ
に基づき，6系統に区分し，①切り合いによる新旧関係，②系統区分・断層規模による検討，③重要施設との位置関係による検討，④隣接す
る断層との関係からの個別検討(①～③の検討以外) の判断要素から，10本（S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，K-2，K-3，K-14，K-18）
の評価対象断層を選定した。

【設置変更許可申請時の評価対象断層（シーム）】

防潮堤基礎部

２号機 １号機

【審査を踏まえた変更後の評価対象断層】

K-10

防潮堤基礎部

２号機 １号機

Ⓐ’

Ⓐ

K-18，K-19，K-22，K-25，K-26については，
地表付近まで連続しないため，EL0mでの延長
位置を で図示

敷地内断層（矢印は
傾斜方向）
陸域：EL-4.7m，
海岸部：EL0m

赤色：評価対象断層

凡 例

評価対象断層（シーム）：３本 評価対象断層：１０本
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【敷地内断層の活動性評価に関して変更した内容】

○ 設置変更許可申請時（2014.8.12）は，上載地層法によって活動性評価を実施していた。

○ 第788回審査会合（2019.10.25）以降，多面的に活動性評価を行う観点から，上載地層法に加えて，鉱物脈法による評価を行うこととした。

評価対象
断層

上載地層法 鉱物脈法

S-1 １地点 駐車場南東方トレンチ※ ３地点
薄片４枚

H-6.7孔（薄片①，②）
H-6.6-1孔（薄片①）
M-12.5”孔（薄片①）

S-2・S-6 １地点 No.2トレンチ※ ２地点
薄片２枚

F-8.5’孔（薄片①）
K-6.2-2孔（薄片①）

S-4 １地点 35ｍ盤トレンチ
２地点
薄片３枚

E-8.60孔（薄片①）
E-8.50’’’孔（薄片①，②）

S-5 －
１地点
薄片１枚

R-8.1-1-2孔（薄片①）

S-7 －
２地点
薄片３枚

H-5.7’孔（薄片①，②）
H-5.4-1E孔（薄片①）

S-8 －
１地点
薄片１枚

F-6.75孔（薄片①）

K-2 －
２地点
薄片４枚

G-1.5-80孔（薄片①，②，③）
H-1.1-87孔（薄片①）

K-3 －
１地点
薄片１枚

M-2.2孔（薄片①）

K-14 －
１地点
薄片１枚

H- -0.3-80孔（薄片①）

K-18 －
１地点
薄片１枚

H-0.2-75孔（薄片②）

合計 ３地点
合計 １６地点
薄片２１枚

評価対象
断層

上載地層法による評価

S-1 ４地点

駐車場南東方トレンチ
えん堤左岸トレンチ
駐車場南側法面
旧A・Bトレンチ

S-4 １地点 S-4トレンチ

S-6 １地点 No.2トレンチ

合計 ６地点

【設置変更許可申請時の活動性評価地点】 【審査を踏まえた変更後の活動性評価地点】

赤色：設置変更許可申請（2014.8.12）以降の追加データ

※：上載地層法に用いる地層の年代評価のための追加調査を実施した上で評価した。
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○ 今回，第1073回審査会合（2022年9月16日）及び現地調査（2022年10月13，14日）における未回答のコメントについても回答するものであり，
コメントの一覧と回答概要を下表に示す。

○ なお，各コメントへの回答概要の説明資料を次頁以降に示す。

区分 No.
コメント

回答概要
詳細
記載頁

説明
資料開催回 日付 内容

鉱物脈 129 第1073回 2022.9.16
敷地の粘土鉱物のEPMA分析の結果，AlとFeの含有
量の違いが生じた原因の考察について，より具体的
に記載すること。

・敷地の粘土鉱物のEPMA分析結果におけるAlとFeの含有量の違いは，反応する溶
液の性質にばらつきがあったことを反映している可能性が考えられる。

Ｐ.25
Ｐ.26

P.5-22

鉱物脈 130 第1073回 2022.9.16

FK-1孔のイライト混合率が敷地の粘土鉱物（I/S混合
層）に比べて小さいことについて，福浦断層の粘土鉱
物のXRD分析データを追加し，データに基づく考察を
加えること。

・データの客観性向上を目的に福浦断層南部（OS-2孔，OS-3’孔）でXRD分析を行い，
結晶構造判定を実施した。
・その結果，福浦断層全体のイライト混合率が敷地よりも小さい傾向は認められず，
混合率のばらつきの範囲は変質の程度の違いによるものと判断した。

Ｐ.25
Ｐ.27

P.5-48，5-49，
5-55，5-56，

5-490，
5-493～5-495

上載地層法
（S-4）

131
第2回

現地調査
2022.10.13, 14

35m盤トレンチの新北面において，ブロックサンプリン
グ等を実施し，断層が岩盤上面まで達しているか確
認し，当該地点で上載地層法が適用可能か検討す
ること。

・ブロックサンプリング・CT画像観察及びブロックサンプリング後の壁面の観察の結果，
S-4は岩盤上面まで連続して認められ，その上位のHⅠa段丘堆積物に変位・変形
を与えていないことを確認したことから，当該地点の上載地層データを，S-4の活動
性評価の根拠として用いることとする。

Ｐ.25

Ｐ.28

P.5-627，
5-635，

5-643～5-647

敷地内断層と活
断層との破砕部
性状の比較

132
第2回

現地調査
2022.10.13, 14

福浦断層の大坪川ダム右岸北道路法面・南道路底
盤において，敷地内断層と異なる点として，白色脈が
断層によって切られている状況の観察結果を示すこ
と。

・敷地内断層では破砕部中に鉱物脈が確認され，鉱物脈に変位・変形は認められな
いのに対し，活断層では母岩に認められる鉱物脈は主せん断面や破砕部に切られ
ており，鉱物脈に変位・変形が認められる。
・これは，敷地内断層では鉱物脈の生成以前に断層活動があり破砕部が形成したと
判断されるのに対し，活断層では鉱物脈の生成後に断層活動があったことを示す。
・以上より，敷地内断層は活断層と異なる破砕部性状を有しており，敷地内断層の最
新活動はI/S混合層の生成以前と評価したことと整合する。

Ｐ.25

Ｐ.29

P.5-476，5-477，
5-480～5-485

鉱物脈 133
第2回

現地調査
2022.10.13, 14

大坪川ダム付近のボーリングコアで認められる青色
の物質（セラドナイト）のK-Ar年代分析データを資料
に添付すること。

・敷地近傍（F-1’孔）で確認された緑灰色の粘土鉱物について，XRD分析の結果，緑
灰色の粘土鉱物はセラドナイトであることを確認した。
・K-Ar年代分析の結果，緑灰色の粘土鉱物のK-Ar年代値は11.8±0.4Maを示す。
・上記の調査の結果，セラドナイトとI/S混合層は生成温度が類似しており，K-Ar年代
値もほぼ同じ値を示すことから，敷地近傍のセラドナイトとI/S混合層はほぼ同様な
温度環境で生成したと判断した。（セラドナイトのK-Ar年代分析結果に，本考察結果
を加えて資料に添付する。）

Ｐ.25
Ｐ.30

P.5-57，5-76，5-81

鉱物脈法 134
第2回

現地調査
2022.10.13, 14

各評価対象断層の鉱物脈法による活動性評価にお
いて，どの薄片を主たる根拠とするかを明確に示す
こと。

・鉱物脈法による評価において，各評価対象断層の活動性評価の明確な根拠として
用いる薄片（主たる根拠）と，そのうち最新面と鉱物脈との切り合い関係が最も明確
であると評価した薄片を一覧表で示した。

Ｐ.25
Ｐ.31

P.5-468，5-469

鉱物脈法
（K-18）

135
第2回

現地調査
2022.10.13, 14

H-0.2-75孔 薄片②において，最新面の延長位置に
認められる割れ目をせき止めるように高角度で横断
する鉱物脈について，詳細な観察結果を示すこと。

・H-0.2-75孔 薄片②の範囲Aにおいて，最新面の延長位置に認められる割れ目や
最新面とI/S混合層との関係を詳細に確認した。
・割れ目が途切れて不連続になる箇所には，粘土鉱物（I/S混合層）が割れ目や最新
面を遮るように分布し，この粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められない。

Ｐ.25

Ｐ.32

P.5-436，5-445，
5-449，5-450

鉱物脈法
（K-3）

136
第2回

現地調査
2022.10.13, 14

M-2.2孔において，岩片の縁辺から内部まで認めら
れる脈状の粘土鉱物が，マトリクスの中まで連続して
いることについて，詳細な観察結果を示すこと。

・M-2.2孔の最新ゾーンにおいて，微細な脈状の粘土鉱物（I/S混合層）が，岩片付近
の基質中の変質部から岩片の内部まで連続的に分布する状況について，観察結果
をスケッチに示した。

Ｐ.25
Ｐ.33

P.5-372，5-397，
5-419，5-420



評価対象断層

［７］ K-18の鉱物脈法による評価（P.32）
追加観察・・・H-0.2-75孔 薄片②

［４］福浦断層における白色脈の切断状況（P.29）
追加観察・・・大坪川ダム右岸北道路法面，

大坪川ダム右岸南道路底盤

［８］ K-3の鉱物脈法による評価（P.33）
追加観察・・・M-2.2孔

位置図

［５］セラドナイトのK-Ar年代分析データ（P.30）
K-Ar年代分析・・・F-1’孔

［３］ S-4 35ｍ盤トレンチのブロックサンプリング（P.28）
ブロックサンプリング・CT解析
・・・35m盤トレンチ追加掘削部

［１］ 敷地の粘土鉱物の組成（P.26）
［６］ 主たる根拠とする鉱物脈データ（P.31）

［２］福浦断層の粘土鉱物（P.27）
XRD分析・・・OS-2孔，OS-3’孔

コメントNo.129，134

コメントNo.136

コメントNo.130

コメントNo.131

コメントNo.132

コメントNo.133

コメントNo.135

Ⅳ．コメント回答の概要（位置図）
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［１］敷地の粘土鉱物の組成（コメント№129の回答概要）

0
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O

3
(%

)

Al2O3 (%)

敷地のその他の試料

岩盤調査坑No.25切羽

M-2.2

H-0.2-60

モンモリロナイト

鉄質モンモリロナイト

ノントロナイト

バイデライト

Cheto型モンモリロナイト

Wyoming型モンモリロナイト

敷地における分析結果と文献に基づく粘土鉱物のAl2O3とFe2O3の含有量

敷地のI/S混合層
試 料

敷

地

Al2O3の含有
量が少ない
地点

H-0.2-60孔

岩盤調査坑No.25切羽

M-2.2孔

その他の
地点

E-11.1SE-2孔ほか

文

献

2八面体型
スメクタイト

モンモリロナイト

鉄質モンモリロナイト

ノントロナイト

バイデライト

○敷地のI/S混合層におけるAl2O3，Fe2O3の含有量は，複数の集団には分かれないものの，漸移的な分布を示す（左下図）。これについて，以下の通り考察した。

・文献調査（吉村，2001； Deer et al., 2013 など）によれば，変質作用により生成される粘土鉱物について，場所によりその化学組成が異なる原因は，主に Ⓐ温
度，Ⓑ母岩や母材の性質， Ⓒ反応する溶液の性質，の違いによるものと考えられる。

・Ⓐ温度については，I/S混合層が敷地周辺にも広く認められ，敷地周辺一帯が同じような環境下で変質を被ったと考えられることや，敷地が少なくとも曹長石化
するような高温の熱水の影響は受けていないことから，これらは同程度の温度環境で生成したと考えられる。

・Ⓑ母岩や母材の性質については，試料採取位置の母岩が共通して別所岳安山岩類からなり，敷地の安山岩の既往の分析結果に基づけば大きな組成のばら
つきは認められないことから，母岩や母材の性質に大きなばらつきはないと考えられる。

・以上のことを踏まえると，敷地のI/S混合層におけるAl2O3，Fe2O3の含有量が漸移的な分布を示すことは，Ⓒ反応する溶液の性質
※にばらつきがあったことを反

映している可能性が考えられる。

敷地の粘土鉱物のEPMA
分析の結果，AlとFeの含
有量の違いが生じた原因
の考察について，より具
体的に記載すること。

コメントNo.129 【回答の概要】

○敷地の粘土鉱物のEPMA分析結果におけるAlとFeの含有量の違いは，反応する溶液の性質※にばらつきがあったことを反映している可能性が考えられる。

（詳細はP.5-22）

敷地周辺で確認される変質鉱物

・敷地のI/S混合層におけるAl2O3，Fe2O3の
含有量は，複数の集団には分かれないも
のの，漸移的な分布を示す。

コメントNo.129の回答

※溶液のpHや鉄イオンの濃度など
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［２］福浦断層の粘土鉱物（コメント№130の回答概要）

大坪川ダム

位置図

別所岳安山岩類 安山岩

別所岳安山岩類 安山岩質火砕岩（凝灰角礫岩）

別所岳安山岩類 安山岩質火砕岩（凝灰岩）

＜粘土鉱物の結晶構造判定結果＞

凡例

グラフ中の数字が
イライト混合率を表している

6
7

渡辺（1981）に一部加筆
Δ2θ1

Δ
2θ

2

4 5

FK-1孔

○福浦断層で実施したXRD分析の結果，I/S混合層（FK-1孔：イライト混合率5％）が確認された。ただし，分析結果はFK-1孔のみであったことから，データの客観性
向上を目的に福浦断層南部（OS-2孔，OS-3’孔）でXRD分析を行い，結晶構造判定を実施した。

○その結果，いずれもI/S混合層（OS-2孔：イライト混合率15％，OS-3’孔：イライト混合率5％）であると判定された。FK-1孔，OS-3’孔は敷地のI/S混合層（イライト
混合率10～35％）と比べてイライト混合率が小さいが，OS-2孔は敷地と同程度の混合率である。

敷地

I/S混合層
（イライト混合率10～35％）

粘土鉱物の結晶構造判定

福浦断層

I/S混合層
（イライト混合率5～15％）

粘土鉱物の結晶構造判定

OS-3’孔

OS-2孔

FK-1孔のイライト混合率
が敷地の粘土鉱物（ I/S
混合層）に比べて小さい
ことについて，福浦断層
の粘土鉱物のXRD分析
データを追加し，データに
基づく考察を加えること。

コメントNo.130 【回答の概要】

○以上のことから，福浦断層全体のイライト混合率が敷地よりも小さい傾向は認められず，混合率のばらつきの範囲は変質の程度の違いによるものと判断した。

（詳細はP.5-48，5-49，5-55，5-56，5-490，5-493～5-495）

試料採取箇所
(ＸＲＤ分析試料)

渡辺（1986，1981）の図
へのプロット結果

断層名 採取位置 標高 ライヒバイテ イライト混合率

福浦断層

FK-1孔 EL 57m R=0 5％程度

OS-2孔 EL -11m R=0 15％程度

OS-3’孔 EL 37m R=0 5％程度

コメントNo.130の回答

FK-1孔

OS-2孔
OS-3’孔
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［３］S-4 35ｍ盤トレンチのブロックサンプリング（コメント№131の回答概要）

○35m盤トレンチの旧北面では岩盤上面から約1ｍ区間でS-4が不明瞭であったことから，その北東側で追加掘削を行ったところ，新北面では明瞭なS-4がより上
方まで連続していることが確認されたが，岩盤上面から約15ｃｍ区間でS-4が不明瞭であった（第1049回審査会合及び第2回現地調査で説明）。

○そこで，今回，このS-4が岩盤上面で不明瞭となっている区間において，ブロックサンプリングを実施し，その内部状況をCT画像により詳細に観察した。
○CT画像観察の結果，S-4は岩盤上面まで連続し，その上位に堆積するHⅠa段丘堆積物に変位，変形を与えていないことを確認した。
○さらに，ブロックサンプリング後の壁面においても，目視観察レベルで同様な状況を確認した。

○ブロックサンプリング・CT画像観察及びブロックサンプリング後の壁面の観察の結果，S-4は岩盤上面まで連続して認められ，その上位のHⅠa段丘堆積物に変
位・変形を与えていないことを確認した。【当該地点の上載地層データを，S-4の活動性評価の根拠として用いることとする】

35m盤トレンチの新北面
において，ブロックサンプ
リング等を実施し，断層
が岩盤上面まで達してい
るか確認し，当該地点で
上載地層法が適用可能
か検討すること。

コメントNo.131 【回答の概要】 （詳細はP.5-627，5-635，5-643～5-647）

コメントNo.131の回答

断面①CT画像

S-4

西 東

下

上

採取したブロック写真と断面位置

ブロックサンプリング後の壁面写真

断面① CT画像（S-4等を加筆）

S-4

岩盤

西 東

下

上

E→
S-4は岩盤上面まで連続し，
その上位に堆積するHⅠa段
丘堆積物に変位，変形を与
えていない

HⅠa段丘堆積物

ブロックサンプリング後の壁面写真
（S-4等を加筆）

＜CT画像観察＞ ＜ブロックサンプリング後の壁面観察＞

ブロックサンプリングの位置
（2022年11月撮影）

S-4

←W E→

10cm

断
面
①

断
面
②

西 東

下

上

S-4

西 東

下

上

S-4

断面② CT画像（S-4等を加筆）

断面②CT画像

断面① 断面②

岩盤

HⅠa段丘堆積物

S-4は岩盤上面まで連続し，
その上位に堆積するHⅠa段
丘堆積物に変位，変形を与
えていない

28

安山岩
（角礫質）

HⅠa段丘
堆積物

←W E→

10cm
S-4

S-4は岩盤上面まで連続し，
その上位に堆積するHⅠa段
丘堆積物に変位，変形を与
えていない

ブロックサンプリング位置

←W E→

S-4

HⅠa段丘堆積物

安山岩（角礫質）

10cm



［４］福浦断層における白色脈の切断状況（コメント№132の回答概要）

←E W→

主せん断面

←E W→

○敷地内断層では破砕部中に鉱物脈が確認され，鉱物脈に変位・変形は認められない（写真①②）のに対し，活断層では母岩に認められる鉱物脈は主せん断
面や破砕部に切られており，鉱物脈に変位・変形が認められる（写真③④）。

○これは，敷地内断層では鉱物脈の生成以前に断層活動があり破砕部が形成したと判断されるのに対し，活断層では鉱物脈の生成後に断層活動があったこ
とを示す。

写真③ 福浦断層 大坪川ダム右岸北道路（2022年10月撮影）

写真④ 福浦断層 大坪川ダム右岸南道路（2022年10月撮影）

41.8 41.9

破砕部中に灰白色～灰オリーブ色の鉱物脈が確認され，変位・変形は認められない。

写真① S-1 L-12.2孔（深度41.8～42.0m）

（m）
42.0

31.1 31.2
（m）

写真② S-1 N-14孔（深度31.0～31.2m）

破砕部中に灰白～オリーブ褐色の鉱物脈が確認され，変位・変形は認められない。

主せん断面

福浦断層の大坪川ダム
右岸北道路法面・南道路
底盤において，敷地内断
層と異なる点として，白色
脈が断層によって切られ
ている状況の観察結果を
示すこと。

コメントNo.132 【回答の概要】

○以上より，敷地内断層は活断層と異なる破砕部性状を有しており，敷地内断層の最新活動はI/S混合層の生成以前と評価したことと整合する。

（詳細はP.5-476，5-477，5-480～5-485）

白色の鉱物脈は主せん断面に切
られており，鉱物脈に変位・変形
が認められる。

白色の鉱物脈は破砕
部に切られており，
鉱物脈に変位・変形
が認められる。

コメントNo.132の回答

［敷地内断層］ ［福浦断層］

31.0
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［５］セラドナイトのK-Ar年代分析データ（コメント№133の回答概要）

大坪川ダム付近のボーリ
ングコアで認められる青
色の物質（セラドナイト）
のK-Ar年代分析データを
資料に添付すること。

コメントNo.133 【回答の概要】 （詳細はP.5-57，5-76，5-81）

○敷地近傍（F-1’孔）で確認された緑灰色の粘土鉱物について，敷地の変質鉱物の生成環境に関する評価との関係を確認するため，以下の分析・調査を行った。
○XRD分析の結果，緑灰色の粘土鉱物はセラドナイトであることを確認した（下図）。
○文献調査の結果，Odin et al.（1988）によれば，酸素同位体温度計から求められたセラドナイトの生成温度は6～84℃としており，高いものでは生成温度が50～

100℃のものもあるとしている。
○K-Ar年代分析の結果，緑灰色の粘土鉱物（セラドナイト）のK-Ar年代値は11.8±0.4Maを示す（下表）。

対象物 試料採取箇所
測定物
（粒径）

カリウム含有量
（wt. %）

放射性起源40Ar
（10-8cc STP/g）

K-Ar年代
（Ma）

非放射性起源40Ar
(%)

緑灰色の
粘土鉱物

F-1’孔_深度36.20m EL 27.48m
セラドナイト
（0.2-2 μm） 5.373±0.107 247.3±6.6 11.8±0.4 55.0

分析試料
Ｘ線回折チャート（定方位）

試料採取位置

Sm：スメクタイト
Mm：セラドナイト36.0 36.1 36.2 36.3

（深度）

（m）

コア写真（F-1’孔 36.0～36.3m）

K-Ar年代分析結果

○文献調査の結果，I/S混合層の生成温度は約50℃以上である。
○ K-Ar年代分析の結果，I/S混合層のK-Ar年代値は15～10Maを示す。

I/S混合層に関する調査結果（第1049回審査会合にて説明済）

○上記の調査の結果，セラドナイトとI/S混合層は生成温度が類似しており，K-Ar年代値もほぼ同じ値を示すことから，敷地近傍のセラドナイトとI/S混合層はほぼ
同様な温度環境で生成したと判断した。【セラドナイトのK-Ar年代分析結果に，本考察結果を加えて資料に添付する（P5-76）。】

コメントNo.133の回答

セラドナイトに関する調査結果（今回実施）

上記を踏まえた考察
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［６］主たる根拠とする鉱物脈データ（コメント№134の回答概要）

○鉱物脈法による評価において，各評価対象断層の活動性評価の明確な根拠として用いる薄片（主たる
根拠）を緑色，そのうち最新面と鉱物脈との切り合い関係が最も明確であると評価した薄片を黄色で示す。

各評価対象断層の鉱物脈法による
活動性評価において，どの薄片を主
たる根拠とするかを明確に示すこと。

コメントNo.134 【回答の概要】

評価
対象断層

評価地点
評価に用いた鉱物脈

断層活動（最新面及び最新ゾーン）
と鉱物脈の関係

掲載頁
鉱物脈の
年代

最新面
最新ゾーン

孔名 薄片名 確認範囲 最新面1 最新面2

S-1

H-6.7孔

薄片①
範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― ― P.5-132～5-134

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― △ ― P.5-135

薄片②
範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― ― P.5-139～5-141

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― ○ ― P.5-142～5-144

H-6.6-1孔 薄片①
範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― ― P.5-155，5-156

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― ○ ― P.5-157，5-158

M-12.5”孔 薄片①
範囲A 砕屑岩脈 Ⓐ ○ ―

○
P.5-169

範囲B 砕屑岩脈 Ⓐ ― ○ P.5-170，5-171

岩盤調査坑
No.25切羽

薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ―
補足資料P.5.2-3-

18，5.2-3-19

H-6.5-2孔 薄片①

範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ― ―
補足資料P.5.2-3-

30，5.2-3-31

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― △ ―
補足資料P.5.2-3-

32，5.2-3-33

K-10.3SW孔 薄片①

範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― ―
補足資料P.5.2-3-

44～5.2-3-46

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― △ ―
補足資料P.5.2-3-

47～5.2-3-49

S-2・S-6

F-8.5’孔 薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-183～5-186

K-6.2-2孔 薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ○ ― P.5-196～5-201

E-8.5-2孔 薄片①

範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ―
補足資料P.5.2-4-

19～5.2-4-21

範囲B I/S混合層 Ⓐ △ ―
補足資料P.5.2-4-

22，5.2-4-23

S-4

E-8.60孔 薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-213～5-215

E-8.50’’’孔

薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ △ ― P.5-224～5-227

薄片②
範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ○ ― P.5-231～5-235

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― ○ ― P.5-236，5-237

E-11.1SE-2孔 薄片①

範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ― ―
補足資料P.5.2-5-

21～5.2-5-23

範囲B I/S混合層 Ⓐ △ △ ―
補足資料P.5.2-5-

24～5.2-5-28

S-5

R-8.1-1-2孔 薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-255～5-259

R-8.1-1-3孔 薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ―
補足資料P.5.2-6-

19，5.2-6-20

H-5.4-4E孔 薄片①
主せん断
面付近

― ― △
補足資料P.5.2-6-

24

評価
対象断層

評価地点
評価に用いた鉱物脈

断層活動（最新面及び最新ゾーン）
と鉱物脈の関係

掲載頁
鉱物脈の
年代

最新面
最新ゾーン

孔名 薄片名 確認範囲 最新面1 最新面2

S-7
H-5.7’孔

薄片①
範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― ― P.5-271～5-273

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― △ ― P.5-274，5-275

薄片②
範囲A I/S混合層 Ⓐ ― ○ ― P.5-279～5-281

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― ○ ― P.5-282～5-287

H-5.4-1E孔 薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-297～5-299

S-8 F-6.75孔 薄片①
範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-311～5-313

範囲B I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-314～5-316

K-2

G-1.5-80孔

薄片③ 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-328～5-330

薄片② 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-335～5-338

薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-343～5-348

H-1.1-87孔 薄片①
範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ △ ― P.5-356～5-362

範囲B I/S混合層 Ⓐ ― ○ ― P.5-363～5-366

H-1.1孔 薄片①

範囲A オパールCT Ⓑ ○

○

補足資料P.5.2-9-
27～5.2-9-28

範囲B オパールCT Ⓑ ○
補足資料P.5.2-9-

29～5.2-9-30

範囲C オパールCT Ⓑ ○
補足資料P.5.2-9-

31～5.2-9-32

K-2露頭a地点 薄片①
主せん断
面付近

― ― △
補足資料P.5.2-9-

36～5.2-9-40

K-3

M-2.2孔
薄片①
ほか

破砕部
全体

I/S混合層 Ⓐ ○ P.5-417～5-420

N-2.3-1孔，
K-2露頭a地点

薄片①
主せん断
面付近

― ― △
補足資料P.5.2-9-

47～5.2-9-52

K-14

H- -0.3-80孔 薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-432～5-433

H’- -1.3孔 薄片①

範囲A フィリプサイト Ⓐ △ ―
補足資料P.5.2-

10-19～5.2-10-20

範囲B フィリプサイト Ⓐ △ ―
補足資料P.5.2-

10-21～5.2-10-22

K-18

H-0.2-75孔

薄片② 範囲A I/S混合層 Ⓐ ○ ― P.5-445～5-451

薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ― P.5-456，5-457

薄片③ 範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ― P.5-462～5-466

H-0.2-60孔

薄片① 範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ―
補足資料P.5.2-

11-19～5.2-4-24

薄片② 範囲A I/S混合層 Ⓐ △ ―
補足資料P.5.2-

11-29～5.2-11-33

―：当該範囲では確認できない

緑色：断層の後期更新世以降の活動を否定
するにあたり，鉱物脈の年代及び断層
による変位・変形がないことが明確に
確認できるデータ（主たる根拠）

紫字：第1073回審査会合以降の追加変更箇所

○：最新面を横断する鉱物脈あるいは最新ゾーン中の鉱物脈に
変位・変形が認められない

Ⓐ：約12～13万年前以前に生成（形成）した

Ⓑ：年代を明確に判断できない
△：断層による変位・変形の有無を明確に判断することができない

黄色：緑色のうち，各評価対象断層の
中で，最新面と鉱物脈との切り
合い関係が最も明確であると
評価したデータ

（詳細はP.5-468，5-469）

コメントNo.134の回答
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［７］K-18の鉱物脈法による評価（コメント№135の回答概要）

詳細観察範囲a写真
（割れ目や最新面を遮るように分布する粘土鉱物を加筆）

Ⅱ（最新ゾーン）Ⅰ 最新面

下
盤

上
盤

0.1mm

○H-0.2-75孔 薄片②の範囲Ａにおいて詳細に観察した結果，粘土鉱物（I/S混合層）が最新面を横断して分布し，最新面が不連続になっており，不連続箇所の
粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められない。

○ただし，最新面の延長位置に認められる最新面と同じ方向の割れ目が，最新面の不連続箇所の大部分に認められるため，割れ目が途切れて不連続になる
箇所において，この割れ目や最新面とI/S混合層との関係を詳細に確認した。

最新面
Ⅰ Ⅱ（最新ゾーン）

0.1mm

・最新面の延長位置
に認められる最新面
と同じ方向の割れ目

下
盤

上
盤

下

（単ニコル）

・割れ目が途切れて
不連続になる箇所

（直交ニコル）

詳細観察範囲a

H-0.2-75孔 薄片②にお
いて，最新面の延長位置
に認められる割れ目をせ
き止めるように高角度で
横断する鉱物脈について，
詳細な観察結果を示すこ
と。

コメントNo.135 【回答の概要】

○H-0.2-75孔 薄片②の範囲Aにおいて，割れ目が途切れて不連続になる箇所には，粘土鉱物（I/S混合層）が割れ目や最新面を遮るように分布し，この粘土
鉱物（I/S混合層）に変位・変形は認められない。

（詳細はP.5-436，5-445，5-449，5-450）

割れ目が最新面の不連続箇所の
大部分に認められる。

・粘土鉱物（I/S混合層）が割れ目や最新面を遮るように
分布し，この粘土鉱物（I/S混合層）に変位・変形（せん
断面や引きずりなど）は認められない。

拡大観察範囲写真

コメントNo.135の回答

最新面
Ⅰ Ⅱ（最新ゾーン）

1mm

上

下

下
盤

上
盤

変質部（I/S混合層）

主要な岩片等を除く基質部

最新面

範囲Aスケッチ
（H-0.2-75孔 薄片②）

拡大観察範囲
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［８］K-3の鉱物脈法による評価（コメント№136の回答概要）

上
盤

下
盤

Ⅱ（最新ゾーン） Ⅱ（最新ゾーン）

範囲a写真

（直交ニコル）（単ニコル）

○M-2.2孔の最新ゾーンにおける礫の回転等による変位・変形の有無を確認するために，最新ゾーン中の岩片の周辺を詳細に観察した。

：延長位置

変質部（I/S混合層）

主要な岩片等を除く基質部

凡例

上
盤

下
盤

M-2.2孔 範囲A・B写真（直交ニコル）

上
盤

下
盤

Ⅱ（最新ゾーン）

Ⅲ

1mm

面1Ⅰ

範囲a

Ⅱ（最新ゾーン） Ⅲ面1Ⅰ

・最新ゾーンでは岩片間の基質中に粘土鉱物（I/S混合層）が網目状に
分布（スケッチ中の水色）し，その網目状の粘土鉱物（I/S混合層）に変
位・変形（せん断面や引きずりなど）は認められない。

M-2.2孔において，岩片の縁辺
から内部まで認められる脈状の
粘土鉱物が，マトリクスの中ま
で連続していることについて，詳
細な観察結果を示すこと。

コメントNo.136 【回答の概要】

○M-2.2孔の最新ゾーンにおいて，微細な脈状の粘土鉱物（I/S混合層）が，岩片付近の基質中の変質部から岩片の内部まで連続的に分布し，この粘土鉱
物（I/S混合層）に礫の回転等による変位・変形は認められない。

（詳細はP.5-372，5-397，5-419，5-420）

岩片付近の基質中の変質部から岩片
の内部まで連続的に認められる脈状の
粘土鉱物（I/S混合層）

上
盤

下
盤

Ⅱ（最新ゾーン）

1mm

範囲aスケッチ

岩片付近の基質中の変質部

・最新ゾーン中の岩片の周辺を詳細に観察した結果，一部の岩片においては微細な脈状の粘土
鉱物（I/S混合層）が，岩片付近の基質中の変質部から岩片の内部まで連続的に分布し，この粘
土鉱物（I/S混合層）に礫の回転等による変位・変形は認められない。

コメントNo.136の回答

M-2.2孔 範囲A・Bスケッチ
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1. 敷地の地形，地質・地質構造
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1.1 文献調査

1-2



凡 例

断層崖
（推定活断層）

凡 例

谷屈曲・横ずれ矢印
（推定活断層）

５ｋｍ

志賀原子力発電所

福
浦
断
層

敷地

５ｋｍ

志賀原子力発電所

福
浦
断
層

長
田
付
近
の
断
層

和光台南の断層

高ツボリ山東方
リニアメント

高ツボリ山北西方Ⅱ
リニアメント

高ツボリ山北西方Ⅰ
リニアメント

敷地

1.1 文献調査 －活断層－

○文献によれば，敷地には活断層は示されていない。

「新編 日本の活断層」

活断層研究会(1991）に一部加筆

「活断層詳細デジタルマップ[新編]」

今泉ほか（2018）に一部加筆

1-3

第1049回審査会合資料1
P.25 一部修正

・その他の主な文献については補足資料1.1-1



敷地の地すべり地形分布図（防災科学技術研究所，2001に一部加筆）

・より広域における地すべり地形分布は補足資料1.1-1

○文献によれば，敷地には地すべり地形は示されていない。

1.1 文献調査 －地すべり－
第1049回審査会合資料1

P.26 再掲

敷地

1-4



1.2 敷地の地形

1-5



1.2 敷地の地形 －陸域－

○赤色立体地図（次頁）や空中写真（右表）を用いて，地形判読を行い，敷地の段丘面分布図（下図）として取りまとめた。

〇敷地では，海岸線に沿って中位段丘Ⅰ面，高位段丘Ⅰa，Ⅰb，Ⅱ，Ⅲ面が分布する。

○原子炉建屋の約1km東方に福浦断層に対応するリニアメント・変動地形が判読されるが，敷地にはリニアメント・変動地形は認
められない。

○敷地では，地すべり地形は認められない。

敷地の段丘面分布図
この図は，国土地理院発行の2万5千分の１版地形図を使用したものである。

２号原子炉建屋

１号原子炉建屋

第1049回審査会合資料1
P.28 一部修正

撮影者 縮尺 年代

米軍 1/40,000 1947年

国土地理院 1/10,000 1975年

当社
1/15,000 1961年

1/8,000 1985年

空中写真一覧表

敷地

凡 例

［リニアメント・変動地形］

［段丘面］

1-6

・リニアメント・変動地形判読基準については補足資料1.2-1(1)

・敷地を含む能登半島南西岸の海成段丘面と堆積物の年代評価の
考え方についてはP.5-557～5-559



敷地の赤色立体地図

２号原子炉建屋

１号原子炉建屋

・青枠内は人工改変前の1985年撮影の空中写真（原縮尺1/8,000）
及び1961年撮影の空中写真（原縮尺1/15,000）により作成した数
値標高モデル(DEM)，それ以外の部分は，航空レーザ計測により
作成したDEMを用いた。
・航空レーザ計測の仕様については，補足資料1.2-1(2)

【赤色立体地図】

リニアメント・変動地形（福浦断層に対応）

第1049回審査会合資料1
P.29 一部修正
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石川県（1997）の底質凡例

岩石

中砂

細砂

志賀原子力発電所

1km0

1.2 敷地の地形 －海域－

音波探査により確認した第１層（Ⅰ-1層* ）の厚さ
＊構成物は，細砂及び泥混じり砂よりなる未固結な堆積物と考えられる（石川県，1997）

○敷地前面沿岸域周辺は，概ね20m以浅は凹凸に富んだ岩礁帯からなり，それ以深については，砂層に覆われた平坦な地形か
らなる。

〇活断層を示唆する地形は認められない。

等深線図（石川県，1997に水深を加筆）

・より広域における海域の地形については補足資料1.2-1(3)

第1049回審査会合資料1
P.30 再掲
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1.3 敷地の地質・地質構造

1-9



1.3 敷地の地質・地質構造 －地質分布図及び地質断面図－

○敷地の地質は，中新世の別所岳安山岩類と，これを覆う第四紀の堆積物からなる。

○第四紀の堆積物は，段丘堆積層，崖錐堆積層及び沖積層からなる。

第1049回審査会合資料1
P.32 一部修正

敷地の地質分布図

凡 例

②’

②

①’

①
２号原子炉建屋

１号原子炉建屋

断層位置

推定区間

断層確認位置

反射法地震探査での断層確認位置

別所岳安山岩類

1-10

敷地



断層 断層

敷地の地質断面図

【地質断面図】

第1049回審査会合資料1
P.33 一部修正

別所岳安山岩類

1-11



1.3 敷地の地質・地質構造 －重力異常図－
第1049回審査会合資料1

P.34 一部修正

○敷地周辺について，稠密な調査を実施し，重力異常図を作成した。
○その結果，敷地から半径5km範囲の重力異常値はほぼ一定であり，高重力異常域と低重力異常域との境界は明瞭ではなく，敷地近傍には断
層の存在を示唆する顕著な線状の重力異常急変部は認められない。

敷地近傍のブーゲー異常図（金沢大学・当社作成）

5km

黒点は測定点
仮定密度：2,300kg/m3

コンター間隔：1mGal

5km

敷地近傍の水平一次微分図（金沢大学・当社作成）

鉛直一次微分値が0mGal/kmの等値線

志賀原子力発電所 志賀原子力発電所

・右図は，陸域は本多ほか(2012)，
国土地理院 (2006)，The Gravity
Research Group in Southwest
Japan (2001) ， Yamamoto et al.
(2011)，Hiramatsu et al. (2019)，澤
田ほか（2021），海域は産業技術
総合研究所地質調査総合センター
(2013)，石田ほか（2018）を用いて，
金沢大学・当社が作成した。

・水平一次微分図は，作図範囲の大きさ，調査密度を考慮し，平面トレンドを除去及び
遮断波長3kmのローパスフィルター処理後のブーゲー異常図を基に作成した。

紫字：第1073回審査会合
以降の変更箇所
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岩石

中砂

細砂

調査位置図（石川県，1997に一部加筆）

解析測線
東西測線：約3.1ｋｍ

（陸域：1.1ｋｍ，海域2.0ｋｍ）
南北測線：約1.2ｋｍ

（陸域のみ）

251
1

1

志賀原子力発電所

94

右図拡大範囲

調査位置図

大深度ボーリング孔を通るように，東西測
線，南北測線を配置し，発振した地震波を
反射法地震探査は地表受振点，VSP探査
はボーリング孔内受振点で収録。

1.3 敷地の地質・地質構造 －反射法地震探査（2016年）・VSP探査－

○敷地の地下深部構造を把握するため，大深度ボーリング孔（次頁）を用いたVSP探査及び海陸連続で測線を配置した反射法地震探査（2016
年）を実施した。

○探査の結果，敷地内断層の深部延長方向も含め，花崗岩上面に相当する反射面に変位を与える断層は認められない（P.1-17）。

凡 例

地表受振点：約25m間隔

発振点：約50m間隔探査仕様

発振源 仕様 発振間隔 受振間隔

陸域 大型バイブレータ
・18t×2台
・起振マス：2.3t，2.6t（最大荷重18t）
・発振周波数：10-70Hz

50m
25m（地表）
15m（孔内）

海域 エアガン ・480cu.in. 25m 25m

第1049回審査会合資料1
P.35 一部修正
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・大深度ボーリング（D-8.6孔）は，地下深部の三次元地下構造の確認や地質及び地質構造に関す
るデータの充実を目的に掘削したボーリングであり，深度1200m，1300m，1400m，1500mでスポット
コアリング（1区間5m程度）を行っている。コアを採取している区間について柱状図，コア写真を作
成した（データ集１，データ集２ ）。それ以外の区間については，カッティングス観察（深度20m間
隔）を行っている。カッティングス写真はデータ集２。

・左の柱状概要図は，PS検層結果により地質境界標高を決定し，カッティングス観察，コア観察によ
り地質を判定した。なお，PS検層結果による花崗岩上面標高はEL-1190mであり，コア観察による
花崗岩上面標高EL-1181.73mと概ね整合する。

・花崗岩境界付近に分布する破砕部の評価については，補足資料1.3-1。
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弾性波速度(km/ｓ)

柱状概要図 PS検層結果

Ｓ波速度（サスペンション法）

Ｐ波速度（サスペンション法）

Ｓ波速度（ダウンホール法）

Ｐ波速度（ダウンホール法）

【大深度ボーリング調査結果（D-8.6孔） 】

○大深度ボーリング調査の結果，敷地の地質は下位から，先第三紀の花崗岩，
古第三紀の楡原階（砂岩と頁岩の互層，礫岩），新第三紀の岩稲階（安山岩，
凝灰角礫岩）からなり，P波速度及びS波速度はそれぞれ，花崗岩上面以浅で
は4km/s及び2km/s程度，花崗岩上面以深では5km/s及び3km/s程度を示す。

第1049回審査会合 資料1
P.36 再掲
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反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果
（東西測線：時間断面）

←北 南→

VSP
解析結果

反射法地震探査（2016年）
解析結果

大深度ボーリング（D-8.6孔）

花崗岩上面
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反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果
（南北測線：時間断面）

【反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果（時間断面：マイグレーション処理前）】

・反射法地震探査結果のみの断面については，補足資料1.3-2(1) P.1.3-2-4

VSP解析結果反射法地震探査（2016年）解析結果

花崗岩上面

←西 東→

0.0

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.0

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.0

30003125 2500 2000 1500 1000 500 0 ＭＥＴＥＲＭＥＴＥＲ

250 200 150 150 ＣＭＰＣＭＰ
251

0.0

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.0

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.0

陸海境界

ゼロオフセットVSP解析結果

100

往
復
走
時

[s
]

大深度ボーリング（D-8.6孔）

第1049回審査会合資料1
P.37 一部修正
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反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果
（東西測線：時間断面）

VSP解析結果
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大深度ボーリング（D-8.6孔）
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反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果
（南北測線：時間断面）

大深度ボーリング（D-8.6孔）

【反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果（時間断面：マイグレーション処理後）】

陸海境界
100

・反射法地震探査結果のみの断面については，補足資料1.3-2(1) P.1.3-2-5

30003125

VSP
解析結果

第1049回審査会合資料1
P.38  一部修正

反射法地震探査（2016年）
解析結果

反射法地震探査（2016年）解析結果
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大深度ボーリングでの地層区分

：古第三系～新第三系
（安山岩，凝灰角礫岩，砂岩と頁岩の互層，礫層）

：花崗岩

反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果
（東西測線：深度断面）

VSP解析結果

花崗岩上面

東→
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大深度ボーリング（D-8.6孔）

VSP
解析結果

反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果
（南北測線：深度断面）

花崗岩上面
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大深度ボーリングでの地層区分

←西

【反射法地震探査（2016年）・VSP探査結果（深度断面）】

・マイグレーション処理後の時間断面から深度変換を行い作成。

・敷地内断層の深部延長方向も含め，花崗岩上面に相当する反射面に変位を与える断層は認められない。
・反射法地震探査区間における花崗岩上面付近での垂直分解能は32～35m程度（詳細は補足資料1.3-2(1) P.1.3-2-7～9）
・反射法地震探査結果のみの断面については，補足資料1.3-2(1) P.1.3-2-6
・敷地内を通り福浦断層を横断する測線（2022年）の調査結果は，補足資料1.3-2（2）

第1049回審査会合資料1
P.39 一部修正

S-1S-4S-4S-8 S-2・S-6

敷地内断層※
※断層はボーリング調査結果に基づき記入

（位置は2章）

反射法地震探査（2016年）
解析結果

反射法地震探査（2016年）解析結果
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1.1 文献調査

○文献によれば，敷地に活断層は示されていない。また，地すべり地形は示されていない。

1.2 敷地の地形

（陸域）

○海岸線に沿って中位段丘Ⅰ面，高位段丘Ⅰa，Ⅰb，Ⅱ，Ⅲ面が分布する。

○原子炉建屋の約1km東方に福浦断層に対応するリニアメント・変動地形が判読されるが，敷地にはリニアメント・変動地形は認
められない。

○地すべり地形は認められない。

（海域）

○敷地前面沿岸域周辺は，概ね20m以浅は凹凸に富んだ岩礁帯からなり，それ以深については，砂層に覆われた平坦な地形
からなる。

〇活断層を示唆する地形は認められない。

1.3 敷地の地質・地質構造

○地質は，中新世の別所岳安山岩類と，これを覆う第四紀の段丘堆積層，崖錐堆積層及び沖積層からなる。

○重力異常図によれば，敷地から半径5㎞範囲の重力異常値はほぼ一定であり，高重力異常域と低重力異常域との境界は明
瞭ではなく，断層の存在を示唆する顕著な線状の重力異常急変部は認められない。

○ボーリング孔を用いたVSP探査及び海陸連続で測線を配置した反射法地震探査（2016年）を実施した結果，花崗岩上面に相
当する反射面に，変位を与える断層は認められない※。

1.4 まとめ
第1049回審査会合資料1

P.45 一部修正
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※ 敷地内を通り福浦断層を横断する測線（A測線：反射法地震探査（2022年））における
敷地内断層と福浦断層の関係については，補足資料1.3-2（2）に調査結果を記載。

紫字：第1073回審査会合以降の変更箇所

※ 敷地内を通り福浦断層を横断する測線（2022年）における敷地内断層
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2. 敷地内断層の分布，性状，運動方向



2.1 調査位置図
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2.1 調査位置図

表土はぎ

斜めボーリング孔

岩盤調査坑

鉛直ボーリング孔

トレンチ

試掘坑・試験坑・斜坑

凡 例

水平ボーリング孔

基礎掘削面（１・２号機建設時の掘削範囲）

露頭調査範囲

・基礎掘削面（１・２号機建設時の掘削範囲）
・重要な安全機能を有する施設の基礎
・東側・南側大容量淡水貯水槽
・防潮堤基礎部
・海岸部露岩域

枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。

○敷地において，断層の有無を確認するため，重要な安全機能を有する施設を中心に露頭調査やボーリング調査等を行った。
調査位置を以下に示す。

露頭調査範囲の写真，スケッチ等は，補足資料2.1-1

耐震重要施設

重大事故等対処施設※2

重要な安全機能を有する施設

第902回審査会合 資料1
P.14 一部修正

（設置変更許可申請以降に追加した施設を含む）

※1 耐震重要施設ではないが，耐震重要施設を支持する間接支
持構造物であることから，耐震重要施設に含めた。ただし，原
子炉建屋については原子炉建屋原子炉棟は耐震重要施設，
それ以外の部分は耐震重要施設を支持する間接支持構造物
である。

※2 第788回審査会合机上配布資料１において記載していた淡水
貯水槽（東側・南側）については，重大事故等対処施設ではな
く代替淡水源（措置）とした。
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2.2 敷地に分布する別所岳安山岩類及び破砕部
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2.2(1) 敷地に分布する別所岳安山岩類

岩石試験一覧表※

※敷地全域のボーリングコア等による３岩種の平均物性値〔志賀原子力発
電所 原子炉設置変更許可申請書（２号原子炉の増設）参照〕

・別所岳安山岩類の３岩種のうち，安山岩（均質）は他の
２岩種に比べて硬質である（岩石試験一覧表）。

岩種 産状

安山岩（均質） 岩相が比較的均質な安山岩質溶岩。暗灰色を呈し，緻密で堅硬である。節理は
比較的多く認められる。岩石組織は一様である。

安山岩（角礫質） 角礫状を呈する安山岩質溶岩。暗灰色ないし赤褐色を呈し，安山岩の大小の礫
を含む。基質は比較的堅硬である。また，節理も少なく塊状であり，礫と基質の
境界は不明瞭な場合が多い。

凝灰角礫岩 節理が少なく塊状で，色調の異なる安山岩質の小礫から中礫を含み，礫と基質
の境界は明瞭であり密着している。また，堆積構造が認められる場合がある。

安山岩（均質） 安山岩（角礫質） 凝灰角礫岩

○敷地に分布する別所岳安山岩類は，安山岩と凝灰角礫岩からなる。安山岩は岩相により，安山岩（均質）と安山岩（角礫質）
に区分される。３岩種の産状は以下のとおり。

第3.4－4表(1)　岩石試験結果一覧表

岩 　   　　種  安山岩（均 質）
安 山 岩

（角礫質）
凝灰角礫岩

岩　級　区　分 Ａａ Ｂａ Ｂｂ Ｂｂ

試  験  個  数 21 123 317 151 

　 平 均 値 2.71 2.68 2.27 2.28 

(ｇ/cm3) 標準偏差 0.06 0.05 0.09 0.08 

　 平 均 値 1.12 1.34 12.58 12.14 

（％） 標準偏差 0.58 0.56 2.45 2.92 

　 平 均 値 2.98 3.53 25.28 24.62 

（％） 標準偏差 1.41 1.37 3.61 4.40 

試  験  個  数 21 123 317 151 

平 均 値 5.65 5.53 3.79 3.77 

超 (km/s) 標準偏差 0.23 0.25 0.41 0.42 

音 平 均 値 3.06 2.98 1.90 1.89 

波 (km/s) 標準偏差 0.10 0.18 0.23 0.22 

速 65.1 61.9 21.8 21.8 

度 (×10３Ｎ/mm2) (66.4) (63.1) (22.2) (22.2)

測 (×10４kg/cm2) 4.9 7.5 5.7 5.5 

定 (5.0) (7.6) (5.8) (5.6)

平 均 値 0.29 0.29 0.33 0.33 

標準偏差 0.02 0.02 0.02 0.02 

試  験  個  数 21 123 317 151 

156.2 147.9 14.9 16.4 

(Ｎ/mm2) (1,593) (1,508) (152) (167)

(kg/cm2) 34.9 33.8 6.1 6.4 

(356) (345) (62) (65)

59.6 57.3 12.0 12.3 

(×10３Ｎ/mm2) (60.8) (58.4) (12.2) (12.5)

(×10４kg/cm2) 7.4 8.5 5.5 4.8 

(7.5) (8.7) (5.6) (4.9)

平 均 値 0.25 0.25 0.25 0.24 

標準偏差 0.02 0.03 0.06 0.07 

試  験  個  数 4 33 65 42 

10.8 9.8 1.5 1.7 

(Ｎ/mm2) (110) (100) (15) (17)

(kg/cm2) 2.6 0.6 0.6 

(26) (6) (6)

引

張

試

験

一

軸

圧

縮

試

験

－

力

学

試

験

物

理

試

験

一軸圧縮強度

動ポアソン比

静 弾 性 係 数

静ポアソン比

引 張 強 度

動 弾 性 係 数

Ｓ 波 速 度

Ｐ 波 速 度

標準偏差

平 均 値

平 均 値

平 均 値

標準偏差

標準偏差

標準偏差

平 均 値

密 度

吸 水 率

有 効 間 隙 率

第902回審査会合 資料1
P.16 一部修正
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志賀原子力発電所における
破砕部

狩野・村田（1998）による分類

① 粘土状破砕部 断層ガウジ
断層岩の中で，手でこわせるほど軟弱で，
粘土状の細粒な基質部が多いもの。

②-1
②-2

砂状破砕部
角礫状破砕部

断層角礫
断層ガウジに比べて基質が少なく，角礫状
の岩片が多いもの。

③-1
③-2

固結した粘土・砂状破砕部
固結した角礫状破砕部

破砕岩
または

カタクレーサイト
基質と岩片が固結しているもの。

【破砕部の分類】
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

ボーリングにおける破砕部の事例（O-16孔） 露頭における破砕部の事例（海岸部K-4）

【破砕部の分類】
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

スケッチ

コア写真

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7

（m）

（m）

③-1 ①

③-2
破砕部

破砕部

露頭写真

凝灰角礫岩

凝灰角礫岩 10cm

右拡大写真範囲 ③-1

③-2

③-2

破砕部

拡大写真
5cm

③-1

③-2

③-2

2.2(2) 別所岳安山岩類中に認められる破砕部 －破砕部の分類－

・破砕部は，軟質な粘土状破砕部，砂状破砕部，角礫状破砕部と，岩盤と同程度の硬さを有する固結した粘土・砂状破砕部，
固結した角礫状破砕部※ （以下，「固結した破砕部」という）に分類される。

※固結した破砕部と岩盤の針貫入試験の結果は，補足資料2.2-2

○敷地の地質構造の把握にあたっては，別所岳安山岩類中に認められるすべての不連続面から破砕部を有するものを抽出
した。

○破砕部の抽出にあたっては，狩野・村田（1998）による分類を参考とし，下記の表に基づいて実施した。

③-1，③-2併せて，以下，「固結した破砕部」という。

陸側→←海側

・破砕部周辺の岩石名についての
2017.3.10審査会合前後の対応
関係は，補足資料2.2-1

第902回審査会合 資料1
P.17 一部修正
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例１
目視観察により主せん断面と関連していると考えられる変形構造（主せん断面の
構造に調和的な変形）が認められるもの

例２
目視観察によれば主せん断面直近のせん断構造は不明瞭であるが，その周辺を
観察した結果，主せん断面と関連していると考えられる変形構造（主せん断面の
構造に調和的な方向に礫が配列）が認められるもの

・細粒凝灰岩中には主せん断面と関連していると考えられる変形構造（主せん断
面の構造に調和的な変形）が認められる。

・この変形構造が認められる範囲を破砕部とした。

・細粒凝灰岩中には主せん断面直近のせん断構造は不明瞭であるが，その周辺
には主せん断面と関連していると考えられる変形構造（主せん断面の構造に調
和的な方向に礫が配列）が認められる。

・この変形構造が認められる範囲を破砕部とした。

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7

（m）

コア写真（O-17孔）

41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 42.0 42.1
（m）

コア写真（O-17.3孔）

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7

（m）
① ③-1

コア写真（O-17孔 解釈線あり）

41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 42.0 42.1
（m）

①
③-1③-2

③-1

コア写真（O-17.3孔 解釈線あり）

破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部

破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

主せん断面

主せん断面の構造に調和的な変形

主せん断面

主せん断面の構造に調和的な方向に礫が配列

2.2(2) 別所岳安山岩類中に認められる破砕部 －破砕部の範囲－

※主せん断面の特徴：破砕部中において，細粒化が進んでおり，最も直線性・連続性がよい断層面。

○前頁で示した破砕部の範囲については，下記に示すとおり，目視観察により主せん断面※の直近もしくはその周辺に主せん
断面と関連していると考えられる変形構造が認められる範囲とした。

第902回審査会合 資料1
P.18 一部修正
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2.3 断層の分布
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3cm以上

破砕部の抽出
〔露頭調査，ボーリング調査〕

➢粘土状破砕部，砂状破砕部，角礫状破砕部

➢固結した粘土・砂状破砕部，固結した角礫状破砕部

破砕部の連続性の検討※2

連続性を有する破砕部（断層）※3

延長にある

延長にない

連続性が乏しいものと判断し，連続性を有するものに評価
を代表させる。

「断層」の延長
にあるか

2.3(1) 断層の抽出 －概要－

3cm未満

陸域：S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，S-9，B-1，B-2，B-3

海岸部：K-1～K-26

直接確認できる長さ

連続性が乏しいことから，連続性を
有するものに評価を代表させる。

50m以上

50m未満

最大幅※1

確認できない

【2.2節】

○敷地の断層の抽出にあたっては，2.2節で示した破砕部を対象として，下記フローに従い破砕部の幅と長さの検討を行った。
○検討により連続性を有する破砕部を断層として抽出した結果，連続性を有する破砕部（断層）として，陸域においては，S-1，

S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，S-9，B-1，B-2，B-3の10本，海岸部においては，K-1～K-26の26本の断層が認められる。

※３： 敷地内で確認された断層のそれぞれの破砕部の性状については，補足資料2.4-1，ボーリングの柱状図等は，データ集１，２，３

※2： 破砕部の連続性の検討手順

➢直接確認できる長さが50m以上の破砕部は，「連続性を有する破砕部」と評価し，「断層」として抽出する。
➢長さが直接確認できない破砕部は，抽出した破砕部（幅3cm以上）からその走向の±15°，傾斜の±5°の範囲で隣接孔を確認する。隣接孔に抽出した破砕部と走向・傾斜が調和的な破砕部（走向

±30°，傾斜±15°以内）が認められた場合，同一の破砕部として連続させる。連続する破砕部が平面的に長さが50ｍ以上となる場合は，「連続性を有する破砕部」と評価し，「断層」として抽出する。
連続する破砕部で平面的な長さが確認できない場合は，深度方向の検討を行い，上端・下端のいずれかが確認できない場合は「連続性を有する破砕部」と評価し，「断層」として抽出する。

〔露頭調査のうち，試掘坑・基礎掘削面調査〕

※1： 破砕部の幅と長さの検討

➢破砕部の長さが長いほど幅が厚い傾向があり，長さ50m以上の破砕部は幅が3cm以上であった。このことを踏まえ，長さが直接確認できない破砕部においては，幅3cm以上のものを連続性検討
対象とする（補足資料2.3-1）。

第902回審査会合 資料1
P.21 一部修正

断層抽出の詳細については補足資料2.3-2，補足資料2.3-3。
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２号機 １号機

Ｋ－７

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部露岩域

取水路

【断層分布図】

第902回審査会合 資料1
P.22 一部修正

K-16

K-23

2-10



2.3(2) 断層の分布

・陸域 ・・・・・ 2-12

・海岸部 ・・・・・ 2-20

2-11



○陸域においては，S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，S-9，B-1，B-2，B-3の10本の断層が認められる。

地質水平断面図（EL-4.7m）

2.3(2) 断層の分布 －陸域－
第788回審査会合 資料1

P.38 一部修正

矢印（ ）の向きは断層の傾斜方向を示す

（B-1の傾斜はほぼ90°）

別所岳安山岩類 安山岩（均質）

別所岳安山岩類 安山岩（角礫質）

別所岳安山岩類 凝灰角礫岩

2-12



地質鉛直断面図（7-7’断面）

露頭での断層確認位置

ボーリングでの断層確認位置

2号
タービン建屋

1号
タービン建屋

断層線の実線は，破砕部が認められた箇所
までとした。破線は，断層が延びていないこと
を確認した箇所までとし，端部が確認できて
いない場合は地質鉛直断面図の範囲内で深
部の境界線まで連続させた。

・G-7孔より深部のS-2・S-6の断層線は，E-E’断面との交点まで図示した。

・S-4は，水平方向・深度方向にS-1を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (2)）ことから，断層線はS-1との交点までとした。

・S-8の浅部は，基礎掘削面による断層確認位置から，地表へ延長させた位置をもとに図示した。

・S-8は，水平方向・深度方向にS-2・S-6を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (6)）ことから，断層線はS-2・S-6との交点までとした。

・S-9は，水平方向・深度方向にS-1を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (3)）ことから，断層線はS-1との交点までとした。

・B-2は，水平方向・深度方向にS-1とS-2・S-6を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (4)，(7)）ことから，断層線はS-1との交点からS-2・S-6との交点までとした。

【7-7’断面】

基礎掘削面で確認した
S-8の延長位置

第788回審査会合 資料1
P.39 一部修正

2-13
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E-E’断面との交点



露頭での断層確認位置

ボーリングでの断層確認位置
・S-2・S-6の断層線は，地表（No.1トレンチ，No.2トレンチ）での断層確認位置から9-9’断面へ延長させた位置をもとに，9-9’断面線上にないC-9.1孔での断

層確認位置（EL11.03m，補足資料2.4-1 P.2.4-1-23）及びC-9.2孔での断層確認位置（EL11.52m，補足資料2.4-1 P.2.4-1-24）から，BHTVにより確認した
走向・傾斜を用いて，最大傾斜方向に延長させた線と本断面との交点（○）を結んだ線として図示した。なお，C-9.1孔，C-9.2孔は投影した位置を示してい
るため，ボーリングでの実際の断層確認深度と断層線（－）はずれている。

・S-2・S-6の北端については，No.3トレンチにおいて想定延長位置に認められない（補足資料2.3-4 P.2.3-4-11～13）ため，断層線はNo.3トレンチ投影位置
までとした。

・B-1は，水平方向・深度方向にS-1を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (1) ）ことから，断層線はS-1との交点までとした。

断層線の実線は，破砕部が認められた箇所
までとした。破線は，断層が延びていないこと
を確認した箇所までとし，端部が確認できて
いない場合は地質鉛直断面図の範囲内で深
部の境界線まで連続させた。

【9-9’断面】

9-9’断面上にないボーリングによる
断層確認位置からの延長位置

S-2・S-6
No.1，No.2トレンチからの
延長位置

地質鉛直断面図（9-9’断面）

2号
原子炉建屋 1号

原子炉建屋

S-2・S-6
No.3トレンチ投影位置

第788回審査会合 資料1
P.40 再掲
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地質鉛直断面図（11-11’断面） ボーリングでの断層確認位置

断層線の実線は，破砕部が認められた箇所
までとした。破線は，断層が延びていないこと
を確認した箇所までとし，端部が確認できて
いない場合は地質鉛直断面図の範囲内で深
部の境界線まで連続させた。

・S-1の断層線は，周辺にある複数のトレンチによる地表での断層確認位置から，11-11’断面へ延長させた位置をもとに図示した。

・S-4の断層線は，11-11’断面線上にないD-10.2-1SE孔での断層確認位置（EL-31.99m，補足資料2.4-1 P.2.4-1-31）及びC-11.5S孔での断層確
認位置（EL-39.75m，補足資料2.4-1 P.2.4-1-31）から，BHTVにより確認した走向・傾斜を用いて，最大傾斜方向に延長させた線と本断面との交
点（○）とＥ-11孔での断層確認位置（●）を結んだ線として図示している。

・ただし，EL-100m以深については断面位置付近に地質データが乏しいため，便宜上，断層線は100mまで実線で表した。なお，D-10.2-1SE孔，
C-11.5S孔は投影した位置を示しているため，ボーリングでの実際の断層確認深度と断層線（－）はずれている。

11-11’断面上にないボーリングによる
断層確認位置からの延長位置

【11-11’断面】

トレンチからの延長位置

C-11.5S

D-10.2-1SE

第788回審査会合 資料1
P.41 再掲
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ボーリングでの断層確認位置

露頭での断層確認位置

断層線の実線は，破砕部が認められた箇所
までとした。破線は，断層が延びていないこと
を確認した箇所までとし，端部が確認できて
いない場合は地質鉛直断面図の範囲内で深
部の境界線まで連続させた。

・S-2・S-6は，深部のE-7孔において想定延長位置に認められないものの，R-R’断面において，さらに深部に延びること
を確認しているため，E-7孔の孔底直下を通るように断層線を図示した。

・S-8の深部については，E-5孔において想定延長位置に認められない（データ集１P.10-7-23～28）ため，断層線（破線）
はその地点までとした。

【E-E’断面】

基礎掘削面で確認した
S-2・S-6の延長位置基礎掘削面で確認した

S-8の延長位置

地質鉛直断面図（E-E’断面）

第788回審査会合 資料1
P.42 一部修正

2-16
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地質鉛直断面図（R-R’断面）

2号
タービン建屋

2号
原子炉建屋

露頭での断層確認位置

ボーリングでの断層確認位置

断層線の実線は，破砕部が認められた箇所
までとした。破線は，断層が延びていないこと
を確認した箇所までとし，端部が確認できて
いない場合は地質鉛直断面図の範囲内で深
部の境界線まで連続させた。

・S-1は，水平方向・深度方向にS-2・S-6を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (5)）ことから，断層線はS-2・S-6との交点までとした。

・S-4は，水平方向・深度方向にS-1を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (2)）ことから，断層線はS-1との交点までとした。

・S-5は，水平方向・深度方向にS-4を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (11)）ことから，断層線はS-4との交点までとした。

・S-7の深部については，R-3孔において想定延長位置に認められない（データ集１P.10-6-46～50）ため，断層線（破線）はその地点までとした。

【R-R’断面】

第788回審査会合 資料1
P.43 再掲
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地質鉛直断面図（I-I’断面）

1号
タービン建屋

1号
原子炉建屋

露頭での断層確認位置

ボーリングでの断層確認位置

断層線の実線は，破砕部が認められた箇所
までとした。破線は，断層が延びていないこと
を確認した箇所までとし，端部が確認できて
いない場合は地質鉛直断面図の範囲内で深
部の境界線まで連続させた。

・S-4は，水平方向・深度方向にS-1を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (2)）ことから，断層線はS-1との交点までとした。

・S-7は，水平方向・深度方向にS-2・S-6を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (8)）ことから，断層線（破線）はS-2・S-6との交点までとした。

・S-9の深部については，I-6孔において想定延長位置に認められない（データ集１P.10-8-26～31）ため，断層線（破線）はその地点までとした。

【I-I’断面】

第788回審査会合 資料1
P.44 再掲
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地質鉛直断面図（K-K’断面）

露頭での断層確認位置

ボーリングでの断層確認位置

断層線の実線は，破砕部が認められた箇所
までとした。破線は，断層が延びていないこと
を確認した箇所までとし，端部が確認できて
いない場合は地質鉛直断面図の範囲内で深
部の境界線まで連続させた。

【K-K’断面】

・B-3は，水平方向・深度方向にS-2・S-6を越えて連続しない（補足資料2.3-5 (10)）ことから，断層線はS-2・S-6との交点までとした。

左上拡大範囲

Ｂ-3とＳ-2・Ｓ-6の会合部付近
の状況（拡大図）

Ｂ-３

Ｋ-６孔

10m0.0

EW

EL0m

第788回審査会合 資料1
P.45 再掲
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ボックスカルバート

○海岸部においては，K-1～K-26の26本の断層が認められる。

2.3(2) 断層の分布 －海岸部－
第902回審査会合 資料1

P.44 再掲

低角から
Ｈ- -3.0-45
Ｈ- -3.0-50
Ｈ- -3.0-55
Ｈ- -3.0-60
Ｈ- -3.0-65
Ｈ- -3.0-75
Ｈ- -3.0

平面図

K-〇 海岸部の断層（EL0m）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所。なお，K-18，K-19，K-22，K-25，K-26については地表付近まで連続しないため記載していない。）

×
断層延長部の露岩域で断層が認められないことを確認したもの

←W E→
③’③

③-③’断面図

K-2

K-1
K-4K-5

←NW SE→
②’②

②-②’断面図

B
L
-1

（投
影

）

物揚場

K-17

H- - 2.8

G-3.8-65
低角から
H-0.2-60
H-0.2-75

低角から
Ｈ-1.1-70
Ｈ-1.1-75
Ｈ-1.1-80
Ｈ-1.1-87
Ｈ-1.1

低角から
H- -0.3-65
H- -0.3-80

H- -0.5
H- -1.0

H- -1.2
H- -1.3

低角から
Ｈ-0.9-40
Ｈ-0.9-50（連絡道路№3）
Ｈ-0.9-60（連絡道路№1）
Ｈ-0.9-70
Ｈ-0.9-75

H- - 2.5

H- - 2.6
H- - 2.3

図面左から
H- -1.86
H- -1.80

図面左から
H- - 2.18
H- -2.12（連絡道路№2）
H- - 2.0
H- -1.9

①-①’断面図

K-12K-13

K-2

K-14

K-15K-16

H- -1.7
H- -1.6
H- -1.5

E→←W
①’①

防潮堤

補機冷却水
取水路

K-18

K-19

K-20

【断層線の記載について】
分岐・収斂する断層については，連続性の良いもの，連
続性が同程度の時は破砕部の幅が大きいものを主部と
して評価し，主部について，断面図では太線で記載し，平
面図では主部のみを記載した。

K-22K-23

K-21

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-25

K-24

K-26

2-20



平面図

K-〇 海岸部の断層（EL0m） ×
断層延長部の露岩域で断層が認められないことを確認したもの

【取水路位置断面図】

Ⓐ-Ⓐ’断面図
（調査位置の断層線を走向・傾斜を基に延長した図）

Ⓑ-Ⓑ’断面図
（調査位置の断層線を走向・傾斜を基に延長した図）

K-12
K-13

K-2

K-14

K-15K-16

K-18

K-19

K-20
K-22K-23

K-1

K-4K-5

K-20
K-21

K-17

←NW SE→
Ⓑ’Ⓑ

E→←W
Ⓐ’Ⓐ

K-25

断層
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

取水路設置面に分布しないと評価したもの

取水路設置面に分布すると評価したもの

取水路設置面に分布しないと評価したもの

取水路設置面に分布すると評価したもの

（破線はさらに延長する可能性のある箇所。なお， K-18，K-19，K-22，
K-25，K-26については地表付近まで連続しないため記載していない。）

補機冷却水
取水路

K-26

第902回審査会合 資料1
P.45 再掲
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H-2.2-80

Ｋ－７

Ｋ－６

地質図（地表面）

断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

別所岳安山岩類 安山岩（均質）

別所岳安山岩類 安山岩（角礫質）

別所岳安山岩類 凝灰角礫岩

凡例

安山岩 (均質 )

安山岩（角礫質）

凝灰角礫岩

植生及び礫浜

コンクリート部

凡例

× 断層延長部の露岩域で断層が認められないことを
確認したもの

断層端部を確認していないもの

実線矢印（ ）の向きは断層の傾斜方向を示す

×

×

×

×

E-2.7

H-2.2-80

E-2.7’

K-2.3

第902回審査会合 資料1
P.24 一部修正

【海岸部露岩域地質図】

2-22

M-2.2
M-2.2-2

N-2.3-1
N-2.3-2

N-2.3-35
O-2.1-40



・取水路沿いの調査データを基に，敷地で認められる安山岩（均質），安山岩（角礫質），凝灰角礫岩の３岩種に区分し，地質断面図を作成した。
・凝灰角礫岩はおおむね水平に分布し，各断層沿いでは見かけ正断層センスの変位が推定される。

【取水路位置地質断面図】

①-①’断面図
（断面位置はP.2-20）

←NW SE→

H- - 2.8

G-3.8-65
低角から
H-0.2-60
H-0.2-75

低角から
Ｈ-1.1-70
Ｈ-1.1-75
Ｈ-1.1-80
Ｈ-1.1-87
Ｈ-1.1

低角から
H- -0.3-65
H- -0.3-80H- -0.5H- -1.0

H- -1.2
H- -1.3

低角から
Ｈ-0.9-40
Ｈ-0.9-50（連絡道路№3）
Ｈ-0.9-60（連絡道路№1）
Ｈ-0.9-70
Ｈ-0.9-75

H- - 2.5
H- - 2.6 H- - 2.3

図面左から
H- -1.86
H- -1.80
H- -1.7
H- -1.6
H- -1.5

図面左から
H- - 2.18
H- -2.12（連絡道路№2）
H- - 2.0
H- -1.9

E→←W
①’②’ ①②

防潮堤

K-13

K-2

K-14

K-15

K-16

K-12

②-②’断面図
（断面位置はP.2-20）

K-20

補機冷却水
取水路

K-17

K-18

K-19 安山岩（均質）

安山岩（角礫質）

凝灰角礫岩

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

B
L
-1

（投
影

）

低角から
Ｈ- -3.0-45
Ｈ- -3.0-50
Ｈ- -3.0-55
Ｈ- -3.0-60
Ｈ- -3.0-65
Ｈ- -3.0-75
Ｈ- -3.0

県道

K-21

K-22K-23
K-24

K-25

K-26

第902回審査会合 資料1
P.32 一部修正
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2.4 断層の性状
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2.4（1） 各断層の性状

・概要 ・・・・・ 2-26

・陸域 ・・・・・ 2-28

・海岸部 ・・・・・ 2-37
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断層一覧表

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。
*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）。詳細は，補足資料2.4-1(1)。
*3：粘土状破砕部の幅の平均値（下段括弧内は最大値）。

2.4(1) 各断層の性状

断層名
一般走向（真北）

と系統
傾斜

断層
長さ*1

破砕部
の幅*2

粘土状破砕
部の幅*3 破砕部の分類 参照頁*4

S-1 N60°W Ⅰ 80～70°NE※１ 780m 14㎝
(27㎝)

1㎝
(6㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-28

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60°NW※２ 600m
29㎝

(108㎝)
3㎝

(17㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）
P.2-29

S-4 N29°E Ⅱ 66°NW※３ 510m
7㎝

(20㎝)
2㎝

(10㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）
P.2-30

S-5 N4°E Ⅱ 70°SE※４ 70m
3㎝
(7㎝)

2㎝
(3㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-31

S-7 N41°W Ⅰ 60°SW※４ 190m
10㎝
(25㎝)

2㎝
(5㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-32

S-8 N28°W Ⅰ 58°SW※２ 250m
11㎝
(18㎝)

1㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-33

S-9 N35°E Ⅱ 50°NW※３ 85m
10㎝
(19㎝)

ﾌｨﾙﾑ状
(ﾌｨﾙﾑ状)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-34

B-1 N49°W Ⅰ 86°NE※５ 100m
6㎝

(10㎝)
0.3㎝
(0.5㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-35

B-2 N12°E Ⅱ 60°NW※５ 50m
6㎝

(10㎝)
3㎝
(3㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-36

B-3 N42°W Ⅰ 82°NE※５ 60m
3㎝
(3㎝)

2㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-36

（傾斜の確認位置）
※１：岩盤調査坑 ※２：トレンチ ※３：試掘坑
※４：ボーリング ※５：基礎掘削面

○断層の傾斜は概ね高角で，走向は概ね2系統（Ⅰ系：NW-SE系，Ⅱ系： N-S～NE-SW系）である。

○いずれの断層も固結した破砕部（岩盤と同程度の硬さを有する）からなり，S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7～S-9，B-1～B-3，
K-2，K-4，K-5，K-12～K-23，K-25，K-26で粘土状破砕部を介在する 。

２号機 １号機

【概要（陸域）】

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系

位置図

第902回審査会合 資料1
P.48 一部修正
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ボックスカルバート

①-①’断面図

【概要（海岸部）】
断層一覧表

（傾斜の確認位置）
※１：海岸部露頭
※２：ボーリングで確認したすべての破砕部のベクトル平均値（補足資料2.4-1(4)）

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系

H- - 2.8

G-3.8-65
低角から
H-0.2-60
H-0.2-75

低角から
Ｈ-1.1-70
Ｈ-1.1-75
Ｈ-1.1-80
Ｈ-1.1-87
Ｈ-1.1低角から

H- -0.3-65
H- -0.3-80

H- -0.5
H- -1.0

H- -1.2
H- -1.3

低角から
Ｈ-0.9-40
Ｈ-0.9-50（連絡道路№3）
Ｈ-0.9-60（連絡道路№1）
Ｈ-0.9-70
Ｈ-0.9-75

H- - 2.5

H- - 2.6
H- - 2.3

図面左から
H- -1.86
H- -1.80

図面左から
H- - 2.18
H- -2.12（連絡道路№2）
H- - 2.0
H- -1.9

K-12
K-13

K-2

K-14

K-15

K-16

H- -1.7
H- -1.6
H- -1.5

凡例

←W
①

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

防潮堤

補機冷却水
取水路

低角から
Ｈ- -3.0-45
Ｈ- -3.0-50
Ｈ- -3.0-55
Ｈ- -3.0-60
Ｈ- -3.0-65
Ｈ- -3.0-75
Ｈ- -3.0

←NW SE→

B
L
-1

（投
影

）

②’②

E→
①’

K-20
K-21

K-17

K-19

K-18

②-②’断面図

平面図

Ｋ－７

Ｋ－１０

①

①
’

県道

断層名
一般走向（真北）

と系統
傾斜

断層
長さ*1

破砕部
の幅*2

粘土状破砕
部の幅*3*4 破砕部の分類 参照頁

K-1 N4°E Ⅱ 58°SE※1 205m 10㎝
(19㎝)

- 固結した破砕部 P.2-37

K-2 N19°E Ⅱ 72°SE※1 180m以上 28㎝
(94㎝)

2㎝
(4㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-38,2-39

K-3 N16°E Ⅱ 70°SE※1 200m以上 12㎝
(20㎝)

- 固結した破砕部 P.2-40,2-41

K-4 N56°W Ⅰ 85°NE※1 45m以上 13㎝
(26㎝)

4㎝
(4㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-42

K-5 N63°W Ⅰ 64°NE※1 75m以上 11㎝
(18㎝)

0.6㎝
(0.7㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-43

K-6 N2°W Ⅱ 60°NE※1 25m以上
130m以下

7㎝
(9㎝)

- 固結した破砕部 P.2-44

K-7 N8°W Ⅱ 88°NE※1 20m以上
55m以下

8㎝
(11㎝)

- 固結した破砕部 P.2-44

K-8 N15°W Ⅱ 80°NE※1 35m以上
70m以下

11㎝
(21㎝)

- 固結した破砕部 P.2-45

K-9 N10°E Ⅱ 88°SE※1 40m以上
120m以下

7㎝
(12㎝)

- 固結した破砕部 P.2-45

K-10 N16°W Ⅱ 62°NE※1 60m 9㎝
(10㎝)

- 固結した破砕部 P.2-46

K-11 N14°E Ⅱ 70°NW※1 60m 9㎝
(9㎝)

- 固結した破砕部 P.2-46

K-12 N21°W※2 Ⅱ 72°NE※2 50m以上
310ｍ以下

13㎝
(21㎝)

1㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-47

K-13 N12°E※2 Ⅱ 74°SE※2 55m以上
300ｍ以下

16㎝
(27㎝)

2㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-47

K-14 N7°E※2 Ⅱ 66°NW※2 40m以上 37㎝
(72㎝)

2㎝
(3㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-48

K-15 N4°E※2 Ⅱ 68°SE※2 30m以上 14㎝
(33㎝)

0.4㎝
(0.7㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-49

K-16 N10°W※2 Ⅱ 67°NE※2 20m以上 23㎝
(51㎝)

2㎝
(5㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-49

K-17 N18°E※2 Ⅱ 78°SE※2 不明 12㎝
(17㎝)

0.5㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-50

K-18 N8°E※2 Ⅱ 78°SE※2 40m以上 51㎝
(55㎝)

3㎝
(4㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-50

K-19 N12°W※2 Ⅱ 65°NE※2 不明 8㎝
(11㎝)

0.2㎝
(0.5㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-51

K-20 N15°E※2 Ⅱ 63°SE※2 不明 5㎝
(6㎝)

0.2㎝
(0.3㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-51

K-21 N4°E※2 Ⅱ 66°SE※2 不明 11㎝
(19㎝)

1㎝
(1㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-52

K-22 N9°W※2 Ⅱ 73°NE※2 40m以上 7㎝
(11㎝)

0.6㎝
(1㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-53

K-23 N10°E※2 Ⅱ 65°SE※2 20m以上 8㎝
(17㎝)

0.4㎝
(1㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-53

K-24 N58°W※2 Ⅰ 89°NE※2 105ｍ以下
10㎝
(11㎝)

- 固結した破砕部
（砂状破砕部を介在）

P.2-54

K-25 N1°W※2 Ⅱ 65°NE※2 25m以上 12㎝
(20㎝)

0.2㎝
(0.2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-54

K-26 N14°E※2 Ⅱ 68°SE※2 35m以上 9㎝
(10㎝)

1㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

P.2-55

K-22
K-23

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを
○m以上と記載。海岸部において，延長部が海中等となる箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断
層が確認されなかった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）。詳細は，補足資料2.4-1(2)。
*3：粘土状破砕部の幅の平均値（下段括弧内は最大値）。
*4：－は存在しないもの。

K-24

K-25

K-26

第902回審査会合 資料1
P.49 一部修正
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２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

位置図
赤色：写真掲載箇所

岩盤調査坑

20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6
（m）

③-2 ③-1 ① ③-2③-１

S-1写真（O-16孔）

O-16孔

破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

S-1

←SW NE→

No.15付近底盤写真（下は破砕部加筆）
① ③-1

10cm

③-2

←SW NE→

岩盤調査坑底盤 スケッチ

右写真箇所

S-1

S-1

No.0

No.30

立坑

B-1
(性状はP.2-35）

●S-1断層
・概ね北西－南東走向（一般走向N60°W），北東傾斜（80～
70°NE※）で，全長780mであり，南東部では東西走向に近づく。

・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均14cm（最大27cm）である。

※傾斜の確認位置：岩盤調査坑 破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-5～14
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （1）

第788回審査会合 資料1
P.49 再掲

【S-1断層】

凡 例
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S-2・S-6拡大写真（No.2トレンチ：北面）

①③-2 ③-2

33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9
（m）

34.0 34.1

S-2・S-6写真（H-6.4孔）

0 2m

←W E→

埋土

埋土

安山岩（角礫質）
安山岩（均質）

S-2・S-6N17°W/68°SW

赤褐色土壌

砂礫層

S-2・S-6スケッチ（No.2トレンチ：北面）

下拡大写真範囲

破砕部
① 粘土状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

赤褐色土壌

砂礫層

埋土

別所岳安山岩類 安山岩（角礫質）

別所岳安山岩類 安山岩（均質）

固結した破砕部

凡 例

粘土状破砕部

←W E→

S-2・S-6

0 1m

●S-2・S-6断層
・概ね南北走向（一般走向N11°E），西傾斜（60°NW※）で，全長

600mである。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部砂状，角礫状破砕部あり），固結し
た破砕部からなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均29cm（最大108cm）である。

※傾斜の確認位置：トレンチ 破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-15～25
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （2）

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

赤色：写真掲載箇所

H-6.4孔

S-2・S-6_No.2トレンチ

会合部トレンチ

位置図

【S-2・S-6断層】

凡 例

第788回審査会合 資料1
P.50  一部修正
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S-4写真（H-6.4孔）

① ③-1③-2 ③-1

94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 95.0
（m）

S-4スケッチ（試掘坑F：東側壁）

写真a範囲

写真b範囲

破砕部（粘土状破砕部＋固結した破砕部）

安山岩
（角礫質）

安山岩
（角礫質）

S-4

S-4写真（試掘坑F：東側壁）

写真a

写真b

S-4

破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

←N S→←N S→
●S-4断層

・概ね北東－南西走向（一般走向N29°E），北西傾斜（66°NW※）
で，全長510mである。

・破砕部は，粘土状破砕部（一部砂状，角礫状破砕部あり），固結し
た破砕部からなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均7cm（最大20cm）である。

※ 傾斜の確認位置：試掘坑 破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-26～35
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （3）

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

赤色：写真掲載箇所

H-6.4孔

試掘坑F

位置図

【S-4断層】

凡 例

第788回審査会合 資料1
P.51 再掲
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S-5写真（R-8孔）

25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8
（m）

①

破砕部 ① 粘土状破砕部

S-5写真（試験坑d：切羽）

粘土状破砕部

凝灰角礫岩

凝灰角礫岩

S-5スケッチ（試験坑d：切羽）

S-5 S-5←E W→←E W→

●S-5断層
・概ね南北走向（ 一般走向N4°E），東傾斜（70°SE※）で，全長
70mである。

・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均3cm（最大7cm）である。

※傾斜の確認位置：ボーリング

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

赤色：写真掲載箇所

R-8孔

試験坑ｄ

位置図

【S-5断層】

凡 例

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-36～39
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （4）

第788回審査会合 資料1
P.52 一部修正
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S-7写真（H-5.7孔）

12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5
（m）

③-1 ③-2③-2③-1 ①

破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

S-7スケッチ（取水槽付近トレンチ：底盤）

←N S→

S-7

S-7写真（取水槽付近トレンチ：底盤）

S-7

●S-7断層
・概ね北西-南東走向（一般走向N41°W），南西傾斜（60°SW※）で，

全長190mである。
・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなり，粘土状破砕
部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均10cm（最大25cm）である。

※傾斜の確認位置：ボーリング 破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-40～43
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （5）

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

赤色：写真掲載箇所

H-5.7孔
取水槽付近トレンチ

位置図

【S-7断層】

安山岩（角礫質）安山岩（均質）

←N S→

凡 例

別所岳安山岩類 安山岩（角礫質）

別所岳安山岩類 安山岩（均質）

固結した破砕部

人工改変部

第788回審査会合 資料1
P.53  一部修正
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破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部

15.8 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4
（m）

③-1 ③-1①

S-8写真（F-7.0孔）

S-8拡大写真
（周回道路北側法面表土はぎ：上側法面）

EL
E→←W

S-8スケッチ
（周回道路北側法面表土はぎ：上側法面）

S-8

0 1m

0 50cm

E→←W

右拡大写真範囲 S-8

●S-8断層
・概ね北西-南東走向（一般走向N28°W），南西傾斜（58°SW※）で，

全長250mである。
・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなり，粘土状破砕
部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均11cm（最大18cm）である。

※傾斜の確認位置：トレンチ 破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-44～46
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （6）

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

赤色：写真掲載箇所

F-7.0孔

施
工

検
討

ト
レ

ン
チ

周回道路北側法面

位置図

【S-8断層】

凡 例

別所岳安山岩類 安山岩（角礫質）

第788回審査会合 資料1
P.54  一部修正
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破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

（m）

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

③-2①③-2 ③-1

S-9写真（SC-5孔）

③-2 ③-1

80.4 80.5 80.6 80.7 80.8 80.9 81.0
（m）

S-9写真（H-6.5孔）

●S-9断層
・概ね北東－南西走向（一般走向N35°E），北西傾斜（50°NW※）
で，全長85mである。

・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなり，粘土状破砕
部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均10cm（最大19cm）である。

※傾斜の確認位置：試掘坑 破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-47～49
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （7）

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

赤色：写真掲載箇所

H-6.5孔

SC-5孔

位置図

【S-9断層】

凡 例

第788回審査会合 資料1
P.55 再掲
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←SW NE→

No.7付近底盤写真（下は破砕部加筆）

10cm

①
③-1

破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部

岩盤調査坑底盤 スケッチ

右写真箇所

B-1

No.0

No.30

←SW NE→
B-1

B-1

立坑

S-1
(性状はP2-28）

●B-1断層※1

・概ね北西－南東走向（一般走向N49°W），北東傾斜（86°NE※2）
で，全長100mである。

・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均6cm（最大10cm）である。

※1 有識者会合時はS-1'と称していた断層
※2 傾斜の確認位置：基礎掘削面

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-50～52
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （8）

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

赤色：写真掲載箇所

岩盤調査坑

位置図

【B-1断層】

凡 例

第788回審査会合 資料1
P.56 再掲
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①③-1 ③-1

42.6 42.7 42.8 42.9 43.0 43.1 43.2
（m）

43.3 43.4 43.5

B-2写真（H-6.4孔）

破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0
（m）

① ③-2

③-2

B-3写真（J-6.1孔）

●B-2断層
・概ね南北走向（N12°E），西傾斜（60°NW※）で，全長50mである。
・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなり，粘土状破砕
部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均6cm（最大10cm）である。

※傾斜の確認位置：基礎掘削面 破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-53～54
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （9）

●B-3断層
・概ね北西－南東走向（N42°W），北東傾斜（82°NE※）で，全長60mである。
・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均3cm（最大3cm）である。

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

赤色：写真掲載箇所

H-6.4孔

位置図

J-6.1孔

【B-2，B-3断層】

※傾斜の確認位置：基礎掘削面

凡 例

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-55～56
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 (10)

第788回審査会合 資料1
P.57 再掲
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K-1写真 拡大（N地点）K-1写真 遠景（N地点）

10cm

③-1

③-2

←Ｗ Ｅ→

右写真箇所

K-1

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

10cm

K-1写真 拡大（S地点）

③-1

③-2

K-1写真 遠景（S地点）

←Ｗ Ｅ→

右写真箇所

K-1

●K-1
・概ね南北走向（一般走向N4°E），東傾斜（58°SE※）で，全長
205mである。

・破砕部は，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均10cm（最大19cm）である。

※傾斜の確認位置：海岸部露頭

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

赤色：写真掲載箇所

N
S

位置図

【K-1】

凡 例

第902回審査会合 資料1
P.50 再掲

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-62
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （11）

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－２０

Ｋ－２１
Ｋ－１７

Ｋ－２３

③-2

③-2
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２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

赤色：写真掲載箇所

N

位置図

●K-2
・概ね南北走向（一般走向N19°E），東傾斜（72°SE※）で，全長
180m以上である。

・破砕部は，粘土状破砕部（一部，砂状，角礫状破砕部あり） ，固
結した破砕部からなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均28cm（最大94cm）である。
※ 傾斜の確認位置：海岸部露頭

【K-2】

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-63～80
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （12）

10cm

③-1

③-2

ＥＳＥ→

右写真箇所

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

ＥＳＥ→

③-1

10cm

K-2写真 拡大（S地点）K-2写真 遠景（S地点）

K-2写真 拡大（N地点）K-2写真 遠景（N地点）

凡 例

←ＷＮＷ

K-2

③-2

S

←WNW

G-1.5-50孔（次頁）
G-1.5-80孔（次頁）

①-①’断面図は次頁

K-2

右写真箇所

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－２０

Ｋ－２１
Ｋ－１７

Ｋ－２３

第902回審査会合 資料1
P.51 再掲

③-2

③-2
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K-2

①-①’断面

・ボーリング柱状図は，データ集1

（m）42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6

③-1

（m）42.6 42.7 42.8 42.9 43.0

① ③-1

③-1 K-2写真（G-1.5-50孔）

③-2

（m）

（m）

78.6
78.7 78.8 78.9 79.0 79.1 79.2

79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7 79.8

③-1

（m）79.8 79.9 80.0 80.1 80.2 80.3 80.4

③-1

（m）80.4 80.5 80.6 80.7 80.8 80.9 81.0

③-1

②-2 ③-1 ③-1③-2①

K-2写真（G-1.5-80孔）

破砕部

① 粘土状破砕部
②-2 角礫状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

断層確認箇所（写真掲載箇所）

地表確認位置

E→←W
①’①

第902回審査会合 資料1
P.52 再掲
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●K-3
・概ね南北走向（一般走向N16°E），東傾斜（70°SE※）で，全長
200m以上である。

・破砕部は，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均12cm（最大20cm）である。

※傾斜の確認位置：海岸部露頭

【K-3】

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-81～84
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （13）

10cm

③-2

←ＷＮＷ ＥＳＥ→

右写真箇所

K-3

10cm

③-1

③-2

←ＷＮＷ ＥＳＥ→

右写真箇所

K-3

K-3写真 拡大（S地点）K-3写真 遠景（S地点）

K-3写真 拡大（N地点）K-3写真 遠景（N地点）

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

赤色：写真掲載箇所位置図

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－２０

Ｋ－２１
Ｋ－１７

Ｋ－２３

N
S

M-2.2孔（次頁）
M-2.2-2孔（次頁）

N-2.3-1孔（次頁）
N-2.3-2孔（次頁）

①-①’断面図，②-②’断面図は次頁

第902回審査会合 資料1
P.53 一部修正

③-2
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K-3K-3

②-②’ 断面①-①’ 断面

①’① ②’②

84.8 84.9 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 （m）

③-1

③-1

66.1 66.2 66.3 66.4 66.5 66.6 66.7 （m）

③-1

48.6 48.7 48.8 48.9 49.0 49.1 49.2 （m）

77.8 77.9 78.0 78.1 78.2 78.3 78.4 （m）

③-1

K-3写真（N-2.3-2孔）

K-3写真（N-2.3-1孔）

K-3写真（M-2.2-2孔）

K-3写真（M-2.2孔）

・ボーリング柱状図は，データ集１

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部

凡 例

断層確認箇所（写真掲載箇所）

地表確認位置

E→←W E→←W

第902回審査会合 資料1
P.54 再掲
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10cm

③-2

③-2

③-1

←ＳＷ ＮＥ→

K-4

K-4写真 拡大（W地点）K-4写真 遠景（W地点）

右写真箇所

●K-4
・概ね北西－南東走向（一般走向N56°W），北東傾斜（85°NE※）
で，全長45m以上である。

・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した
破砕部からなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均13cm（最大26cm）である。

※傾斜の確認位置：海岸部露頭

【K-4】

破砕部
① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部

K-4写真（G-1.9-27孔）

凡 例

（m）84.3 84.4 84.5 84.6 84.7 84.8 84.9

③-1 ③-1①

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-85～87
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （14）

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

赤色：写真掲載箇所位置図

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－２０

Ｋ－２１
Ｋ－１７

Ｋ－２３

W

G-1.9-27孔

第902回審査会合 資料1
P.55 再掲
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K-5写真 拡大（W地点）

10cm

③-1

③-2

K-5写真 遠景（W地点）

←ＳＷ ＮＥ→

K-5

右写真箇所

●K-5
・概ね北西－南東走向（一般走向N63°W），北東傾斜（64°NE※）
で，全長75m以上である。

・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなり，粘土状破砕
部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均11cm（最大18cm）である。
※傾斜の確認位置：海岸部露頭

【K-5】

（m）79.0 79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6

③-1 ③-1①

K-5写真（G-1.9-27孔）

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-88～90
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （15）

破砕部

① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

赤色：写真掲載箇所位置図

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－２０

Ｋ－２１
Ｋ－１７

Ｋ－２３

W

G-1.9-27孔

第902回審査会合 資料1
P.56 再掲
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K-6写真 拡大

10cm

③-2

K-6写真 遠景

←Ｗ Ｅ→

K-6

右写真箇所

K-7写真 拡大

10cm

③-1

③-2

K-7写真 遠景

←Ｗ Ｅ→

K-7

右写真箇所

●K-6
・概ね南北走向（一般走向N2°W），東傾斜（60°NE※）で，全長25m～
130mである。

・破砕部は，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均7cm（最大9cm）である。

※傾斜の確認位置：海岸部露頭

●K-7
・概ね南北走向（一般走向N8°W），東傾斜（88°NE※）で，全長20m～55m
である。

・破砕部は，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均8cm（最大11cm）である。

【K-6，K-7】

※傾斜の確認位置：海岸部露頭

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-91
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （16）

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-92
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （17）

赤色：写真掲載箇所位置図

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－２０

Ｋ－２１
Ｋ－１７

Ｋ－２３
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③-2

K-8写真 拡大

10cm③-1

K-8写真 遠景

←Ｗ Ｅ→

K-8

右写真箇所

K-9写真 拡大

10cm

③-2

K-9写真 遠景

←ＷＮＷ ＥＳＥ→

K-9

右写真箇所

●K-8
・概ね南北走向（一般走向N15°W），東傾斜（80°NE※）で，全長
35m～70mである。

・破砕部は，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均11cm（最大21cm）である。

●K-9
・概ね南北走向（一般走向N10°E），東傾斜（88°SE※）で，全長
40m～120mである。

・破砕部は，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均7cm（最大12cm）である。

【K-8，K-9】

※傾斜の確認位置：海岸部露頭 ※傾斜の確認位置：海岸部露頭

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-93
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （18）

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-94
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （19）

赤色：写真掲載箇所位置図

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－２０

Ｋ－２１
Ｋ－１７

Ｋ－２３
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K-10写真 拡大

10cm

③-2
③-1

K-10写真 遠景

←Ｗ

K-10

Ｅ→

右写真箇所

K-11写真 拡大

10cm

③-1

③-2

K-11写真 遠景

←ＷＮＷ ＥＳＥ→

右写真箇所

K-11

●K-10
・概ね南北走向（一般走向N16°W），東傾斜（62°NE※）で，全長
60mである。

・破砕部は，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均9cm（最大10cm）である。

●K-11
・概ね南北走向（一般走向N14°E），西傾斜（70°NW※）で，全長
60mである。

・破砕部は，固結した破砕部からなる。
・破砕部の幅は平均9cm（最大9cm）である。

【K-10，K-11】

※傾斜の確認位置：海岸部露頭 ※傾斜の確認位置：海岸部露頭

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

③-1

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-95
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （20）

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-96
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （21）

赤色：写真掲載箇所位置図

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

Ｋ－１４

Ｋ－１５

Ｋ－１６

Ｋ－２０

Ｋ－２１
Ｋ－１７

Ｋ－２３
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●K-13
・概ね南北走向（走向N12°E），東傾斜（74°SE）で，全長55m～300mである。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部か
らなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均16cm（最大27cm）である。

●K-12
・概ね南北走向（走向N21°W），東傾斜（72°NE）で，全長50m～310mである。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，砂状破砕部あり） ，固結した破砕部からな
り，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均13cm（最大21cm）である。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-97～99
取水路スケッチにK-12と対応する可能性がある割れ目が認められることから，取水路まで連続する断層として長
さを算定。断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （22）

ボーリング孔（写真掲載箇所）

断層確認箇所（写真掲載箇所）

破砕部

① 粘土状破砕部
②-1 砂状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

（m）49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50.0

（m）50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5
③-2 ②-1 ① ③-2

③-2 ③-1
K-12写真（H-2.3-50孔）

凡 例
K-13写真（H-1.5-40孔）

（m）43.5 43.6 43.7 43.8 43.9 44.0

③-1 ① ③-1

H-2.3-50H-1.5-40

【K-12，K-13】

①-①’断面図

位置図

①

①’

H-2.3-50孔H-1.5-40孔

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-100～103
取水路スケッチにK-13と対応する可能性がある割れ目が認められることから，取水路まで連続する断層として長
さを算定。断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （23）
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●K-14
・概ね南北走向（走向N7°E），西傾斜（66°NW）で，全長40m以上である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部
からなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均37cm（最大72cm）である。

【K-14】

③-1

（m）29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6

（m）29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.2

（m）30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8

（m）30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4

① ③-2

③-2

③-2

②-2

①

③-2

②-2

（m）31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.0

（m）32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6

③-1

③-1
K-14写真（H- -0.3-80孔）

破砕部

① 粘土状破砕部
②-2 角礫状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

H- -0.3-80

H- -0.3-80孔

①

ボーリング孔（写真掲載箇所）

①

①’

①-①’断面図

位置図

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-104～110
取水路スケッチにK-14と対応する可能性がある割れ目が認められることから，取水路まで連続する断層と
して長さを算定
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●K-16
・概ね南北走向（走向N10°W），東傾斜（67°NE）で，全長20m以上である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，砂状，角礫状破砕部あり） ，固結した破
砕部からなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均23cm（最大51cm）である。

③-1

36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7

35.8 35.9 36.0 36.1 36.2 （m）

（m）

① ②-1 ③-1③-2

③-2

K-16写真（H- -1.86孔）

●K-15
・概ね南北走向（走向N4°E），東傾斜（68°SE）で，全長30m以上である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部か
らなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均14cm（最大33cm）である。

（m）60.3 60.4 60.5 60.6 60.7 60.8

③-2 ③-1 ②-2

K-15写真（H- -0.3-65孔）

H- -0.3-65H- -1.86

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

① 粘土状破砕部
②-1 砂状破砕部
②-2 角礫状破砕部

【K-15，K-16】

①-①’断面図

断層確認箇所（写真掲載箇所）

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-111～113
取水路スケッチにK-15と対応する可能性がある割れ目が認められることから，取水路まで連続する断層として
長さを算定

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-114～122
取水路スケッチにK-16と対応する破砕部が認められることから，取水路まで連続する断層として長さを算定

①

①’

位置図

H- -1.86孔

H- -0.3-65孔

ボーリング孔（写真掲載箇所）
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【K-17，K-18】
●K-18

・概ね南北走向（走向N8°E），東傾斜（78°SE）で，全長は40m以上である。
・破砕部は，粘土状破砕部，固結した破砕部からなり，粘土状破砕部が認め
られない箇所もある。

・破砕部の幅は平均51cm（最大55cm）である。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-126～128
取水路スケッチにK-18と対応する破砕部が認められることから，取水路まで連続する断層として長さを算定。

●K-17
・概ね南北走向（走向N18°E），東傾斜（78°SE）で，全長は不明である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，砂状，角礫状破砕部あり） ，固結した破
砕部からなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均12cm（最大17cm）である。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-123～125

（m）83.4 83.5 83.6 83.7 83.8 83.9 84.0

（m）84.0 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6
③-2

③-1①③-1③-2

K-18写真（H—0.2-60孔）K-17写真（H- -3.0-65孔）

（m）90.5 90.6 90.7 90.8 90.9 91.0

（m）91.0 91.1 91.2 91.3 91.4 91.5
②-1 ③-2

②-2①

①

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

① 粘土状破砕部
②-1 砂状破砕部
②-2 角礫状破砕部

①-①’断面図

②-②’断面図

H—0.2-60

断層確認箇所（写真掲載箇所）

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

①

①’

位置図

ボーリング孔（写真掲載箇所）

①

①’

H—0.2-60孔

②

②’

H- -3.0-65孔

H- -3.0-65
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【K-19，K-20】

●K-20
・概ね南北走向（走向N15°E），東傾斜（63°SE）で，全長は不明である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部か
らなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均5cm（最大6cm）である。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1- 132～133

●K-19
・概ね南北走向（走向N12°W），東傾斜（65°NE）で，全長は不明である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部か
らなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均8cm（最大11cm）である。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-129～131

K-20写真（H- -2.6孔）

（m）130.5 130.6 130.7 130.8 130.9 131.0

③-2 ③-1 ① ③-2

K-19写真（H- -0.3-80孔）

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

① 粘土状破砕部

H- -0.3-80H- -2.6

①-①’断面図

断層確認箇所（写真掲載箇所）

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

③-1

（m）12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4

③-1①

①

①’

位置図

ボーリング孔（写真掲載箇所）

H- -2.6孔
H- -0.3-80孔
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【K-21】

●K-21
・概ね南北走向（走向N4°E），東傾斜（66°SE）で，全長は不明である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部か
らなる。

・破砕部の幅は平均11cm（最大19cm）である。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-134～135

K-21写真（H- -3.0-50孔）

（m）32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5

③-1 ③-1 ②-2 ③-1①

破砕部
① 粘土状破砕部
②-2 角礫状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部

凡 例

①-①’断面図

②-②’断面図

H- -3.0-50

断層確認箇所（写真掲載箇所）

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

①

①’

位置図

ボーリング孔（写真掲載箇所）

①

①’

②

②’

H- -3.0-50孔
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【K-22，K-23】

●K-23
・概ね南北走向（走向N10°E），東傾斜（65°SE）で，全長20m以上である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部か
らなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均8cm（最大17cm）である。

●K-22
・概ね南北走向（走向N9°W），東傾斜（73°NE）で，全長40m以上である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部か
らなり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均7cm（最大11cm）である。

K-23写真（H- -1.80孔）K-22写真（H-0.9-60孔）

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

① 粘土状破砕部

ボーリング孔（写真掲載箇所）

①-①’断面図

31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 （m）

③-1①③-1
③-1

（m）61.6 61.7 61.8 61.9 62.0 62.1

①③-2 ③-1

H-0.9-60H- -1.80

断層確認箇所（写真掲載箇所）

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-144～148
取水路スケッチにK-23と対応する破砕部が認められることから，取水路まで連続する断層として長さを算定。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-136～143
取水路スケッチにK-22と対応する破砕部が認められることから，取水路まで連続する断層として長さを算定。

①

①’

位置図

①

①’

H- -1.80孔
H-0.9-60孔
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【K-24，K-25】

●K-25
・概ね南北走向（走向N1°W），東傾斜（65°NE）で，全長25m以上である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，砂状破砕部あり） ，固結した破砕部から
なり，粘土状破砕部が認められない箇所もある。

・破砕部の幅は平均12cm（最大20cm）である。

●K-24
・概ね北西－南東走向（走向N58°W），東傾斜（89°NE）で，全長105m以下
である。

・破砕部は，砂状破砕部 ，固結した破砕部からなり，砂状破砕部が認められ
ない箇所もある。

・破砕部の幅は平均10cm（最大11cm）である。

K-25写真（H- -2.18孔）

K-24写真（G-3.8-65孔）

破砕部 ③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

凡 例

②-1 砂状破砕部

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-151～152
取水路スケッチにK-25と対応する破砕部が認められることから，取水路まで連続する断層として長さを算定。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-149～150
断層長さについての詳細は，補足資料2.3-4 （24）

（m）46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6

③-1 ②-1

①

①’

位置図

ボーリング孔（写真掲載箇所）

H- -2.18孔
G-3.8-65孔

①-①’断面図

断層確認箇所（写真掲載箇所）

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

G-3.8-65
H- -2.18

（m）59.6 59.7 59.8 59.9 60.0 60.1 60.2

（m）59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6

②-1

③-2

③-2 ③-1 ③-1②-1

第902回審査会合 資料1
P.67 再掲
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【K-26】

●K-26
・概ね南北走向（走向N14°E），東傾斜（68°SE）で，全長35m以上である。
・破砕部は，粘土状破砕部（一部，角礫状破砕部あり） ，固結した破砕部か
らなる。

・破砕部の幅は平均9cm（最大10cm）である。

破砕部の性状についての詳細は，補足資料2.4-1 P.2.4-1-153～154
取水路スケッチにK-26と対応する破砕部が認められることから，取水路まで連続する断層として長さを算定。

K-26写真（H- -3.0-65孔）

破砕部
① 粘土状破砕部
②-2 角礫状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部

凡 例

②-②’断面図

H- -3.0-65

断層確認箇所（写真掲載箇所）

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

（m）38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6

①②-2 ③-1

位置図

ボーリング孔（写真掲載箇所）

H- -3.0-65孔

②

②’

第902回審査会合 資料1
P.68 再掲
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2.4（2） 破砕部内及び母岩に認められる鉱物組成
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2.4（2） 破砕部内及び母岩に認められる鉱物組成

X線回折分析

薄片観察

・断層の粘土状破砕部，固結した破砕部及び新鮮な母岩から，試料を採
取し，鉱物組成を確認するためにX線回折分析を実施。

・粘土状破砕部には，周辺の母岩の造岩鉱物である斜長石※が主に含まれ，変
質鉱物として，クリストバライト，スメクタイト，赤鉄鉱が主に認められる（P.2-58，
2-59）。

・固結した破砕部には，周辺の母岩の造岩鉱物である斜長石※，輝石が主に含ま
れ，変質鉱物として，クリストバライト，スメクタイト，赤鉄鉱が主に認められる
（P.2-59） 。

・粘土状破砕部，固結した破砕部ともに周辺の母岩の造岩鉱物である斜長石※ ，
輝石が含まれ，その他に変質鉱物として，スメクタイトが認められる（P.2-61） 。

・粘土状破砕部を介在する断層と固結した破砕部からなる断層の固結した破砕
部は，造岩鉱物及び変質鉱物の分布状況（結晶の大きさや基質と結晶の割合
等）は，ほぼ同じである（P.2-62） 。

・粘土状破砕部は固結した破砕部に比べ，造岩鉱物は少なく，変質鉱物であるス
メクタイトが多く認められる（P.2-63） 。

調査内容 調査結果

・断層の粘土状破砕部，固結した破砕部及び新鮮な母岩から，薄片を作
製し，鉱物組成を確認するために薄片観察を実施。

・粘土状破砕部を介在する断層と固結した破砕部からなる断層の固結し
た破砕部を比較。

・断層の粘土状破砕部及び固結した破砕部を比較。

＋

○敷地の断層は，2.4節(1)に示すとおり，粘土状破砕部と固結した破砕部からなる。このため，粘土状破砕部及び固結した破砕部の鉱物組成を
確認することを目的に，X線回折分析及び薄片観察を実施した結果，以下のことが確認された。

○粘土状破砕部及び固結した破砕部はいずれも，周辺の母岩の造岩鉱物と変質鉱物の組み合わせからなり，鉱物組成は類似する。すなわち，
敷地の断層の破砕部は，粘土状破砕部の有無に関わらず，類似した鉱物組成からなる（P.2-58～2-63）。

○粘土状破砕部は，薄片観察結果によれば，固結した破砕部に比べ，造岩鉱物は少なく，変質鉱物であるスメクタイトが多く認められる（P.2-63）。

○粘土状破砕部と固結した破砕部の違いは，薄片観察結果によれば，変質鉱物であるスメクタイトの量が関係していると考えられ，このスメクタ
イトについては，X線回折分析及び薄片観察の結果を踏まえると，造岩鉱物である輝石類や斜長石※が変質して生成されたものと考えられる。

〇なお，粘土分を濃集したXRD分析による結晶構造及びEPMA分析による化学組成を踏まえると，ここで認められたスメクタイトは，数十％のイラ
イトが混合するイライト／スメクタイト混合層と考えられるが（P. 5-14～5-18），本項では破砕部中に含まれる鉱物組成の確認を目的としたXRD
分析で，粘土分を濃集したXRD分析は実施していないため，すべてスメクタイトとして表記する。

第902回審査会合資料1
P.70 一部修正

※：敷地の斜長石の曹長石化の検討を行った結果，いずれの斜長石にも曹長石化は認められなかった（詳細は，P5-44）。
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【X線回折分析結果（２号機建設以前の調査）】

X線回折分析に表れたピークの相対的強さ
◎：強 ○：中 △：弱 *：微

分析結果一覧（２号機建設以前の調査）

※1： ２号機建設以前の調査でS-3と称していた断層は，現在はS-1の一部と評価している。

X線回折分析 測定諸元

Target:Cu

Voltage:40KV

Current:150mA

Full Scale Range:4000CPS

Time Constant:0.5Sec

Scanning Speed:4°/min

Chart Speed:4cm/min

Divergency:1°

Receiving Slit:0.15mm

Detector:SC

・粘土状破砕部（表中橙色）には，周辺の母岩の造岩鉱物である斜長石が主に含
まれ，変質鉱物として，クリストバライト，スメクタイト，赤鉄鉱が主に認められる。

X線回折分析結果（陸域 ２号機建設以前の調査）の詳細は，補足資料2.4-2 (1)

２号機建設以前の調査 凡例・諸元

試料採取位置図（２号機建設以前の調査）

I-5

SC-1

試掘坑A
SC-5施工検討調査

トレンチ

試験坑d

試掘坑F

試掘坑C

２号機 １号機

試料採取位置
(断層トレース位置に深度補正）

K-14

K-15

K-16
K-20

K-21
K-17

K-23

試料採取箇所

検出鉱物

石
英

ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト

ト
リ
デ
ィ
マ
イ
ト

斜
長
石

輝
石
類

フ
ィ
リ
プ
サ
イ
ト

普
通
角
閃
石

雲
母
鉱
物

轟
石

ス
メ
ク
タ
イ
ト

セ
ピ
オ
ラ
イ
ト

ハ
ロ
イ
サ
イ
ト

ク
リ
ノ
タ
イ
ロ
ラ
イ
ト

赤
鉄
鉱

黄
鉄
鉱

磁
赤
鉄
鉱

試料採取位置
（右図）

標高

敷
地
内
断
層

粘土状
破砕部

S-1 試掘坑Ａ EL -8m付近 △ ○ ○ ＊

S-2・S-6 SC-1孔 EL  -6.20m ○ ＊ ◎ ＊ ○ ＊

S-3※1 試掘坑C EL -8m付近 △ ◎ ○ ＊

S-4 試掘坑Ｆ EL -8m付近 ○ ○ △ △ △

S-5 試験坑d EL -8m付近 △ ◎ △ ◎ ＊

S-7 I-5孔 EL -93.95m ○ ＊ ◎ △ ＊ ○ △ ＊

S-8 施工検討調査トレンチ EL  11m付近 ◎ △ ＊

S-9 SC-5孔 EL  -6.13m ○ ◎ ＊ ◎ ＊

第935回審査会合資料1
P.442 一部修正
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試料採取箇所

検出鉱物

石
英

ク
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ス
ト
バ
ラ
イ
ト

ト
リ
デ
ィ
マ
イ
ト

斜
長
石

輝
石
類

フ
ィ
リ
プ
サ
イ
ト

普
通
角
閃
石

雲
母
鉱
物

轟
石

ス
メ
ク
タ
イ
ト

セ
ピ
オ
ラ
イ
ト

ハ
ロ
イ
サ
イ
ト

ク
リ
ノ
タ
イ
ロ
ラ
イ
ト

赤
鉄
鉱

黄
鉄
鉱

磁
赤
鉄
鉱試料採取位置

（次頁）
標高

敷
地
内
断
層

粘土状
破砕部

海岸部

K-2

G-1.5-80孔（図中a） EL -72.18m ± △ ± ± ±

H-1.1孔（図中b） EL -96.84m ± △ ± ± ＋

H-1.1-75孔（図中c） EL -45.48m △ △ ± ±

K-4 G-1.9-27孔（図中d） EL -34.56m △ ± △ ± ±

K-5 G-1.5-35孔（図中e） EL -18.50m △ △ ±

K-12 H-2.3-50孔（図中f） EL -28.41m ＋ △ ±

K-13 H-1.5-40孔（図中g） EL -20.14m 〇 △ ±

K-14 H- -0.5孔（図中h） EL -46.57m △ ± ± ±

K-15 H- -1.2孔（図中i） EL -23.51m △ 〇 ± ＋

K-16 H- -1.9孔（図中j） EL -21.41m ± △ ＋ ±

K-17 H- -3.0-65孔（図中k） EL -78.87m △ ± ± ＋ ±

K-18 H-0.2-60孔（図中v） EL -68.33m ＋ △ ±

K-19 H-0.2-75孔（図中w） EL -155.47m ＋ △ ± ± ±

K-20 H- -2.6孔（図中x） EL –9.42m 〇 △ ±

K-21 H- -3.0-45孔（図中y） EL -19.58m △ ± ±

K-22 H’-0.9-50孔（図中z） EL -18.96m △ ± ±

K-23 H- -1.80孔（図中α） EL -58.20m ± △ ± ± ＋

K-25 H- -2.18孔（図中β） EL -56.18m ± △ ＋ ±

K-26 H- -3.0-75孔（図中γ） EL -37.48m △ ± ±

陸域

S-1
岩盤調査坑（図中ｌ） EL -18.25m ＋ ○ △ ±

M-12.5''孔（図中ｍ) EL -21.66m △ ± ＋ ± ＋

S-2・S-6
L-6’孔（図中ｎ） EL  -2.29m ± ○ ＋ ±

E-8.6孔（図中o） EL    9.41m ＋ △ △ ±

S-4 E-8.50'孔（図中p） EL -35.41m △ ±

S-7 H-5.2孔（図中q） EL -44.08m ± △ ± ±

S-8 F-6.8孔（図中r） EL -12.63m △ ±

B-1 岩盤調査坑（図中s） EL -18.25m ＋ ○ △ ±

B-2 H-6.4孔（図中t） EL -19.39m △ ± ±

B-3 J-6.1孔（図中u） EL -10.31m ± ± △ ± ±

母
岩

安山岩
海岸部（図中ⅰ） 地表面※1 △ ○ ＋

M-14孔（図中ⅱ） EL -156.87m ± △ ± ±

凝灰角礫岩
海岸部（図中ⅲ） 地表面※1 ○ ± ＋

M-14孔（図中ⅳ） EL -145.08m △ ± ± ±

分析結果一覧（２号機建設以後の調査）

X線回折分析結果（陸域及び海岸部 ２号機建
設以後の調査）の詳細は，補足資料2.4-2 (2)

試料採取箇所

検出鉱物

石
英

ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト

ト
リ
デ
ィ
マ
イ
ト

斜
長
石

輝
石
類
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プ
サ
イ
ト

普
通
角
閃
石

雲
母
鉱
物

轟
石
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メ
ク
タ
イ
ト

セ
ピ
オ
ラ
イ
ト

ハ
ロ
イ
サ
イ
ト

ク
リ
ノ
タ
イ
ロ
ラ
イ
ト

赤
鉄
鉱

黄
鉄
鉱

磁
赤
鉄
鉱試料採取位置

（次頁）
標高

敷
地
内
断
層

固結
した
破砕部

海岸部

K-1 海岸部（図中A） 地表面※1 ○ ＋ ±

K-2
海岸部（図中B） 地表面※1 ○ ± ±

H-1.1-80孔（図中C） EL -56.48m ＋ △ ± ± ＋

K-3 海岸部（図中D） 地表面※1 ± ○ ± ± ±

K-4 海岸部（図中E） 地表面※1 ○ ± ±

K-5 海岸部（図中F） 地表面※1 ○ ＋

K-6 海岸部（図中G） 地表面※1 ○ ± ±

K-7 海岸部（図中H） 地表面※1 △ ± ±

K-8 海岸部（図中I） 地表面※1 ○ ± ±

K-9 海岸部（図中J） 地表面※1 △ ＋ ±

K-10 海岸部（図中K） 地表面※1 △ ○ ± ± ＋

K-11 海岸部（図中L） 地表面※1 ○ ± ± ±

K-12 H-2.3-25孔（図中M） EL - 1.60m △ ±

K-13 H-1.5-40孔（図中N） EL -20.11m △ ± ± ±

K-14 H- -0.3-80孔（図中O） EL -27.61m ＋ △ ＋

K-15 H- -1.2孔（図中P） EL -23.57m ＋ 〇 ＋ ±

K-16 H- -1.5孔（図中Q） EL -70.68m △ ± ± ±

K-17 H- -3.0-45孔（図中R） EL -46.16m ＋ △ ± ±

K-18 H-0.2-75孔（図中W） EL -108.07m ＋ △ ＋ ±

K-19 H- -0.3-80孔（図中X） EL –125.12m ± ○ ＋ ± ±

K-20 H- -2.6孔（図中Y） EL -9.42m ○ ＋

K-21 H- -3.0-50孔（図中Z） EL -21.77m ± ○ ±

K-22 G-1.5-35孔（図中ア） EL -32.90m △ ＋ ± ±

K-23 H- -1.3孔（図中イ） EL -105.20m △ ± ± ±

K-25 H- -2.18孔（図中ウ） EL -56.18m ± △ ＋ ±

K-26 H- -3.0-65孔（図中エ） EL -31.11m ○ ＋ ±

陸域

S-1 岩盤調査坑（図中S） EL -18.25m ＋ ○ ＋ ±

S-2・S-6 H-6.6孔（図中T） EL  -42.70m ± △ ± ±

S-7 H-5.2-3孔（図中U） EL -23.51m ± △ ± ± ±

S-8 F-6.74-3孔（図中V） EL -5.49m ± ± △ ± ± ±

・粘土状破砕部（表中橙色）には，周辺の母岩の造岩鉱物である斜長石が主に含まれ，変質鉱物として，クリストバライト，スメクタイト，赤鉄鉱が主に認められる。
・固結した破砕部（表中水色）には，周辺の母岩の造岩鉱物である斜長石，輝石が主に含まれ，変質鉱物として，クリストバライト，スメクタイト，赤鉄鉱が主に認められる。

【X線回折分析結果（２号機建設以後の調査）】

２号機建設以後の調査 凡例・諸元

※1：海岸部露岩域のEL0～2mで採取

第935回審査会合資料1
P.443 一部修正
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←W E→
③’③

K-2

K-1
K-4

K-5

K-22

試料採取位置
(断層トレース位置に深度補正）

試料採取位置図（２号機建設以後の調査）

ⅰ

ⅲ

a

p

m

n

o

q

r

U

V

A
D

E F
G

H

I

J

K L

S

T

ⅱ，ⅳ

e

d

l

２号機 １号機

t

u

s

K-14

K-15

K-16

K-20K-21

K-17

①

①
’

K-23

ア

f

MN，g

b

c

O

P，i

Q

j

C
h

①-①’断面図

凡例

試料採取位置

②-②’断面図

凡例

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

試料採取位置

v

W

w

β，ウ

z

α

X

x，Y

イ

R

k

γ

Z
y

エ

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

③-③’断面図

凡例

断層
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

試料採取位置

B
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安山岩 凝灰角礫岩

粘土状破砕部（S-2・S-6）の例
（詳細は次々頁）

固結した破砕部（S-1）の例
(詳細は次頁

）(凡例）
Pl ：斜長石 Cpx：単斜輝石 Opx：斜方輝石 Op：不透明鉱物 Ahi：水酸化鉄 Hb：角閃石 Sm：スメクタイト MX：石基 An ：安山岩片

(直交ニコル)

（直交ニコル）

（直交ニコル）

（直交ニコル）

試料採取位置図

K-6

K-8

安山岩

凝灰角礫岩

固結した破砕部
(S-1)

粘土状破砕部
固結した破砕部
(S-2・S-6)

固結した破砕部(K-2)

試料採取位置
(断層トレース位置に深度補正）

・断層の鉱物組成を把握するため，母岩（安山岩，凝灰角礫岩）を含めて，薄片観察（詳細データ
は次頁以降）を実施した結果，粘土状破砕部，固結した破砕部ともに周辺の母岩の造岩鉱物で
ある斜長石，輝石が含まれ，その他に変質鉱物として，スメクタイトが認められる。

【薄片観察結果①】

K-14

K-15

K-16

K-21
K-17
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（単ニコル） （直交ニコル）

(凡例）
Pl ：斜長石
Cpx：単斜輝石
Opx：斜方輝石
Sm：スメクタイト
MX：石基
An：安山岩片

固結した破砕部（粘土状破砕部を介在する断層：S-1）の拡大薄片写真

（顕微鏡観察結果）

・固結した破砕部は，斜長石，
輝石，スメクタイト，石基，安山
岩片よりなる。

1mm 1mm
MX

Pl

MX
Pl

Cpx

Cpx

Cpx

Opx

Pl

Pl

Pl

An

Sm
Opx

Pl

Pl

Cpx

Cpx

Cpx

Opx

Pl

Pl

Pl

An

Sm
Opx

（単ニコル） （直交ニコル）

固結した破砕部（固結した破砕部からなる断層：K-2）の拡大薄片写真

試料採取箇所

ボーリングコア（M-12.5'孔）

51.5 51.6 51.7
（m）

51.8

深度

（顕微鏡観察結果）

・固結した破砕部は，斜長石，
輝石，スメクタイト，石基，安山
岩片よりなる。

(凡例）
Pl ：斜長石
Cpx：単斜輝石
Opx：斜方輝石
Sm：スメクタイト
MX：石基
An：安山岩片

Pl

Opx

Pl

MX

An

An

Cpx
Sm

Cpx

Pl

Pl

Opx

Pl

MX

An

An

Cpx
Sm

Cpx

Pl

10cm

←N S→

試料採取箇所

海岸露頭

1mm 1mm

粘土状破砕部

固結した破砕部

固結した破砕部

・粘土状破砕部を介在する断層と固結した破砕部からなる断層の固結した破砕部の鉱物組成を比較するために，断層規模
の大きいS-1とK-2の薄片により観察を実施した結果，粘土状破砕部を介在する断層と固結した破砕部からなる断層の固結
した破砕部は，造岩鉱物及び変質鉱物の分布状況（結晶の大きさや基質と結晶の割合等）は，ほぼ同じである。

【薄片観察結果②】
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試料採取箇所

ボーリングコア（K-6.2孔）

24.0 24.1 24.2
（m）

24.3

深度

粘土状破砕部

固結した破砕部

（単ニコル） （直交ニコル）

（単ニコル） （直交ニコル）

固結した破砕部（S-2・S-6）の拡大薄片写真

（顕微鏡観察結果）

・粘土状破砕部は，変質鉱物で
あるスメクタイトが多く認められ
る。

(凡例）
Pl ：斜長石
Cpx：単斜輝石
Sm：スメクタイト
An：安山岩片

Pl

Cpx

Pl

Pl

Sm

Pl
An

Pl

Cpx

Pl

Pl

Sm

Pl
An

1mm 1mm

粘土状破砕部（S-2・S-6）の拡大薄片写真

1mm 1mm

Pl

Cpx

Pl
MXPl

Cpx

Cpx

An
Pl

Pl

An

An

An

An

Pl

Sm

Pl

Cpx

Pl
MXPl

Cpx

Cpx

An
Pl

Pl

An

An

An

An

Pl

Sm

（顕微鏡観察結果）

・固結した破砕部は，斜長石，
輝石，スメクタイト，石基，安山
岩片よりなる。

(凡例）
Pl ：斜長石
Cpx：単斜輝石
Sm：スメクタイト
MX：石基
An：安山岩片

スメクタイトは全体に認められる

試料採取箇所

ボーリングコア（K-6.2孔）

24.0 24.1 24.2
（m）

24.3

深度

粘土状破砕部

固結した破砕部

・粘土状破砕部と固結した破砕部の鉱物組成を比較するために，断層規模の大きいS-2・S-6の薄片により観察を実施した
結果，粘土状破砕部は固結した破砕部に比べ，造岩鉱物は少なく，変質鉱物であるスメクタイトが多く認められる。

【薄片観察結果③】
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2.5 断層の運動方向 －概要－

○粘土状破砕部及び固結した破砕部の運動方向を確認することを目的に，露頭観察，研磨片観察，コア観察，条線観察，薄片観察を実施した。

○固結した破砕部は，概ね密着しており，条線は確認できないものの，露頭観察，研磨片観察，コア観察，薄片観察から正断層センスの動きが認
められる（P.2-67，補足資料2.5-1）。

○粘土状破砕部は，条線が確認でき，条線観察や薄片観察から逆断層センス主体の動きが認められる（P.2-68，補足資料2.5-1 ）。また，条線方
向を踏まえると，縦ずれが卓越する断層と横ずれが卓越する断層に区分される。

断層名

運動方向

参照資料固結した破砕部 粘土状破砕部

変位センス 変位センス 条線方向*1

S-1 正断層センス 右横ずれ逆断層センス 横ずれ卓越 補足資料2.5-1（2）

S-2・S-6
見かけ右横ずれセンス

正断層センス
左横ずれ逆断層センス
右横ずれ逆断層センス

縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（3）

S-4 正断層センス 左横ずれ逆断層センス 横ずれ卓越 補足資料2.5-1（4）

S-5 不明 左横ずれ正断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（5）

S-7 不明 右横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（6）

S-8 正断層センス 左横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（7）

S-9 不明 不明 横ずれ卓越 補足資料2.5-1（8）

B-1 不明 不明 横ずれ卓越 補足資料2.5-1（9）

B-2 不明 左横ずれ逆断層センス 横ずれ卓越 補足資料2.5-1（10）

B-3 正断層センス 右横ずれ逆断層センス 横ずれ卓越 補足資料2.5-1（11）

位置図

粘土状破砕部に正断層センスが確認された断層断層名

粘土状破砕部に逆断層センスが確認された断層断層名

運動方向調査結果 一覧表（陸域）

*1：条線レイクを横ずれ（0～45°R，135～179°R）と縦ずれ（46～134°R）に区分し，各断層の条線データの傾向から
卓越する方向を判断した。

【陸域】

２号機 １号機
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ボックスカルバート

【海岸部】
運動方向調査結果 一覧表（海岸部）

断層名

運動方向*1

参照資料固結した破砕部 粘土状破砕部

変位センス 変位センス 条線方向*2

K-1 正断層センス － － 補足資料2.5-1（12）

K-2
見かけ右横ずれセンス

正断層センス
右横ずれ逆断層センス
左横ずれ逆断層センス

縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（13）

K-3
見かけ右横ずれセンス

正断層センス
－ － 補足資料2.5-1（14）

K-4 正断層センス 左横ずれ正断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（15）

K-5 正断層センス 不明 横ずれ卓越 補足資料2.5-1（16）

K-6 不明 － － －

K-7 不明 － － －

K-8 不明 － － －

K-9 不明 － － －

K-10 不明 － － －

K-11 不明 － － －

K-12 正断層センス 右横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（17）

K-13 正断層センス 左横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（18）

K-14 正断層センス
左横ずれ逆断層センス
右横ずれ逆断層センス

縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（19）

K-15 正断層センス 逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（20）

K-16 正断層センス
右横ずれ逆断層センス
左横ずれ逆断層センス

縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（21）

K-17 正断層センス 右横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（22）

K-18 正断層センス 右横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（23）

K-19 正断層センス 右横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（24）

K-20 正断層センス 左横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（25）

K-21 正断層センス 右横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（26）

K-22 正断層センス 右横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（27）

K-23 正断層センス
右横ずれ逆断層センス
左横ずれ逆断層センス

縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（28）

K-24 不明 － － －

K-25 正断層センス 逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（29）

K-26 正断層センス 左横ずれ逆断層センス 縦ずれ卓越 補足資料2.5-1（30）

粘土状破砕部に正断層センスが確認された断層断層名

粘土状破砕部に逆断層センスが確認された断層断層名
①-①’断面図

H- - 2.8

G-3.8-65
低角から
H-0.2-60
H-0.2-75

低角から
Ｈ-1.1-70
Ｈ-1.1-75
Ｈ-1.1-80
Ｈ-1.1-87
Ｈ-1.1

低角から
H- -0.3-65
H- -0.3-80

H- -0.5
H- -1.0

H- -1.2
H- -1.3

低角から
Ｈ-0.9-40
Ｈ-0.9-50（連絡道路№3）
Ｈ-0.9-60（連絡道路№1）
Ｈ-0.9-70
Ｈ-0.9-75

H- - 2.5

H- - 2.6
H- - 2.3

図面左から
H- -1.86
H- -1.80

図面左から
H- - 2.18
H- -2.12（連絡道路№2）
H- - 2.0
H- -1.9 H- -1.7

H- -1.6
H- -1.5

凡例

←W
①

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

防潮堤

補機冷却水
取水路

低角から
Ｈ- -3.0-45
Ｈ- -3.0-50
Ｈ- -3.0-55
Ｈ- -3.0-60
Ｈ- -3.0-65
Ｈ- -3.0-75
Ｈ- -3.0

←NW SE→

B
L
-1
（投

影
）

②’②

E→
①’

②-②’断面図

位置図

Ｋ－７

Ｋ－１０

①

①
’

Ｋ－１７

Ｋ－２１

Ｋ－２０
Ｋ－１６

Ｋ－１５

Ｋ－１４

Ｋ－２

Ｋ－１３ Ｋ－１２

Ｋ－１９

Ｋ－１８

Ｋ－２２

Ｋ－２３

*1：－は存在しないもの。
*2：条線レイクを横ずれ（0～45°R，135～179°R）と縦ずれ（46～134°R）に区分し，各断層の条線データの傾向から

卓越する方向を判断した。

Ｋ－２５

Ｋ－２６ Ｋ－２４
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上

下

上盤
（北東）

下盤
（南西）

研磨片写真

5cm

上盤
（北東）

研磨片写真（構造等を加筆）

下

上

固結した
破砕部

固結した
破砕部

下盤
（南西）

粘土状
破砕部

5cm

凡 例

変位方向

P面

・固結した破砕部は，概ね密着しており，固結した破砕部中の変形構造から，見かけ上盤側下がりの変位が推定され，正断層センスが認定できる。

粘土状破砕部を介在する断層（S-1）の固結した破砕部（岩盤調査坑 No.23切羽）

上

下

下盤
（西）

研磨片写真

5cm

上盤
（東）

固結した破砕部からなる断層（K-2）の固結した破砕部

上

下

主せん断面

下盤
（西）

研磨片写真（構造等を加筆）

5cm

上盤
（東）

主せん断面

固結した
破砕部

固結した
破砕部

凡 例

変位方向

P面

面は密着している

10cm

←N S→

左試料採取箇所

左試料採取付近海岸露頭

固結した破砕部

【固結した破砕部の観察例 上はS-1，下はK-2】

せん断センス
を示す複合面構造

（狩野・村田，1998に加筆）
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【粘土状破砕部観察例 左はS-1，右はS-2・S-6】

2㎜

35°

条線方向

観察面写真

下詳細観察範囲

条線方向及び礫周りの粘土の非対称構
造から，逆断層センスを示す。

礫

粘土

1㎜

詳細観察写真

0°

レイク（°）

走向N59°W

掘進
方向

観察面

概念図
岩盤調査坑 鉛直ボーリングNo.17V孔（下盤側）

傾斜74°NE

※走向は真北で示す。

・粘土状破砕部には条線が認められる。

・条線観察の結果，S-1の粘土状破砕部
には，礫周りの粘土の非対称構造か
ら逆断層センスが認定できる。

S-1の条線観察結果（岩盤調査坑 No.17V孔） S-2・S-6の薄片観察結果（E-8.5-1孔）

・粘土状破砕部に認められる条線
方向で薄片を作製。

・薄片観察の結果，粘土状破砕部
中には明瞭なＹ面が認められ，そ
の近傍では粒子の配列や比較的
連続性のよい割れ目が認められ
る。この粒子の配列から想定され
るＰ面や割れ目から想定される
Ｒ１面より，見かけ上盤側上がり
の変位が推定され，逆断層セン
スが認定できる。

掘進
方向

粘土状破砕部

粘土状破砕部

顕微鏡写真

上盤下盤

上

下

粘土状破砕部

1mm
粘土状破砕部

上盤下盤

上

下 1mm

(西)(東)

(西)(東)

凡例

変位方向

R1面

Y面

P面

ボーリングコア

最新面

観察面概念図
（E-8.5-1孔）

せん断センス
を示す複合面構造

（狩野・村田，1998に加筆）

R1 P

R
1

P

T

X
R

2

Y

直交ニコル

単ニコル（構造等を加筆）
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2.2 敷地に分布する別所岳安山岩類及び破砕部

○敷地に分布する別所岳安山岩類は，安山岩と凝灰角礫岩からなる。安山岩は岩相により，安山岩（均質）と安山岩（角礫質）に
区分。

○敷地の地質構造の把握にあたっては，別所岳安山岩類中に認められるすべての不連続面から破砕部を有するものを抽出し，
軟質な粘土状破砕部，砂状破砕部，角礫状破砕部と，岩盤と同程度の硬さを有する固結した粘土・砂状破砕部，固結した角礫
状破砕部に分類。

2.3 断層の分布

○敷地内断層は別所岳安山岩類中のみに分布し，陸域においては，S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，S-9，B-1，B-2，B-3
の10本，海岸部においては，K-1～K-26の26本の断層が認められる。

2.4 断層の性状

○断層の傾斜は概ね高角で，走向は概ね2系統（Ⅰ系：NW-SE系，Ⅱ系：N-S～NE-SW系）である。

○いずれの断層も固結した破砕部（岩盤と同程度の硬さを有する）からなり，粘土状破砕部（一部，砂状，角礫状破砕部）を介在
する断層もある。

○X線回折分析，薄片観察の結果，敷地の断層の破砕部は，周辺の母岩の造岩鉱物と変質鉱物の組み合わせからなり，それ
ぞれの破砕部は，鉱物組成が類似している。

2.5 断層の運動方向

○固結した破砕部は，概ね密着しており，条線は確認できないものの，研磨片観察やコア観察，薄片観察から正断層センスの動
きが認められる。

○粘土状破砕部には，条線が確認でき，条線観察や薄片観察から逆断層センス主体の動きが認められる。また，条線方向を踏
まえると，縦ずれが卓越する断層と横ずれが卓越する断層に区分される。

2.6 まとめ
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断層一覧表

（傾斜の確認位置）
※１：岩盤調査坑 ※２：トレンチ
※３：試掘坑 ※４：ボーリング
※５：基礎掘削面

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。
*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）。詳細は，補足資料2.4-1(1)。
*3：粘土状破砕部の幅の平均値（下段括弧内は最大値）。
*4：条線レイクを横ずれ（0～45°R，135～179°R）と縦ずれ（46～134°R）に区分し，各断層の条線データの傾向から卓越する方向を判断した。

断層名
性状 運動方向

一般走向と系統
（真北）

傾斜 断層長さ*1 破砕部
の幅*2

粘土状破
砕部の幅*3 破砕部の分類

破砕部の
鉱物組成

固結した
破砕部

粘土状
破砕部

条線
方向*4

S-1 N60°W Ⅰ 80～70°NE※１ 780m
14㎝

(27㎝)
1㎝

(6㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Mi,Sm,

Hem,Mgh
正断層

右横ずれ

逆断層
横ずれ

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60°NW※２ 600m
29㎝

(108㎝)
3㎝

(17㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）

Crs,Trd,Pl,

Px,Sm,Hem

見かけ右横ずれ

正断層

左横ずれ

逆断層
右横ずれ

逆断層

縦ずれ

S-4 N29°E Ⅱ 66°NW※３ 510m
7㎝

(20㎝)
2㎝

(10㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm,

Hy,Hem
正断層

左横ずれ

逆断層
横ずれ

S-5 N4°E Ⅱ 70°SE※４ 70m
3㎝

(7㎝)
2㎝

(3㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Px,

Sm,Hem
不明

左横ずれ

正断層
縦ずれ

S-7 N41°W Ⅰ 60°SW※４ 190m
10㎝

(25㎝)
2㎝

(5㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）

Crs,Trd,Pl,

Px,Hbl,Sm,

Cpt,Hem

不明
右横ずれ

逆断層
縦ずれ

S-8 N28°W Ⅰ 58°SW※２ 250m
11㎝

(18㎝)
1㎝

(2㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）

Crs,Trd,Pl,

Px,Sm,Hem,Py
正断層

左横ずれ

逆断層
縦ずれ

S-9 N35°E Ⅱ 50°NW※３ 85m
10㎝

(19㎝)
ﾌｨﾙﾑ状
(ﾌｨﾙﾑ状)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Px,

Sm,Hem
不明 不明 横ずれ

B-1 N49°W Ⅰ 86°NE※５ 100m
6㎝

(10㎝)
0.3㎝

(0.5㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm,

Hem
不明 不明 横ずれ

B-2 N12°E Ⅱ 60°NW※５ 50m
6㎝

(10㎝)
3㎝

(3㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）
Pl,Sm,Hem 不明

左横ずれ

逆断層
横ずれ

B-3 N42°W Ⅰ 82°NE※５ 60m
3㎝

(3㎝)
2㎝

(2㎝)
固結した破砕部

（粘土状破砕部を介在）

Crs,Trd,Pl,

Sm,Hem
正断層

右横ずれ

逆断層
横ずれ

位置図

(鉱物組成の略名）
Crs：クリストバライト Trd：トリディマイト Pl ：斜長石 Px：輝石類
Hbl：普通角閃石 Mi：雲母鉱物 Sm：スメクタイト Hy：ハロイサイト
Cpt：クリノタイロライト Hem：赤鉄鉱 Py：黄鉄鉱 Mgh：磁赤鉄鉱

２号機 １号機

【陸域】

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系

断層一覧表
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断層一覧表
【海岸部】

（傾斜の確認位置）
※１：海岸部露頭
※２：ボーリングで確認したすべての破砕部

のベクトル平均値（補足資料2.4-1(4)）

*1： － は存在しないもの。
*2：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを○m以上と記載。海岸部において，延長部が海中等となる箇所は，

断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されなかった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。
*3：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）。詳細は，補足資料2.4-1(2)。
*4：粘土状破砕部の幅の平均値（下段括弧内は最大値）。
*5：条線レイクを横ずれ（0～45°R，135～179°R）と縦ずれ（46～134°R）に区分し，各断層の条線データの傾向から卓越する方向を判断した。

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系

(鉱物組成の略名）
Qtz：石英 Crs：クリストバライト Trd：トリディマイト Pl ：斜長石
Px：輝石類 Mi：雲母鉱物 Tod：轟石 Sm：スメクタイト
Sep：セピオライト Hem：赤鉄鉱 Php：フィリプサイト

①-①’断面図

②-②’断面図

平面図

断層名
性状*1 運動方向*1

一般走向と系統
（真北）

傾斜 断層長さ*2 破砕部
の幅*3

粘土状破
砕部の幅*4 破砕部の分類

破砕部の
鉱物組成

固結した
破砕部

粘土状
破砕部

条線
方向*5

K-1 N4°E Ⅱ 58°SE※1 205m
10㎝
(19㎝)

- 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 正断層 － －

K-2 N19°E Ⅱ 72°SE※1 180m以上
28㎝
(94㎝)

2㎝
(4㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Qtz,Crs, 

Trd,Pl,Px,

Sm,Sep,

Hem,Php

見かけ右横ずれ

正断層

右横ずれ

逆断層
左横ずれ

逆断層

縦ずれ

K-3 N16°E Ⅱ 70°SE※1 200m以上
12㎝
(20㎝)

- 固結した破砕部
Crs,Pl,Px,

Sm,Hem

見かけ右横ずれ

正断層
－ －

K-4 N56°W Ⅰ 85°NE※1 45m以上
13㎝
(26㎝)

4㎝
(4㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Trd,Pl,

Px,Sm,Hem
正断層

左横ずれ

正断層 縦ずれ

K-5 N63°W Ⅰ 64°NE※1 75m以上
11㎝
(18㎝)

0.6㎝
(0.7㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm 正断層 不明 横ずれ

K-6 N2°W Ⅱ 60°NE※1
25m以上

130m以下

7㎝
(9㎝)

- 固結した破砕部 Pl,Sm,Hem 不明 － －

K-7 N8°W Ⅱ 88°NE※1
20m以上

55m以下

8㎝
(11㎝)

- 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － －

K-8 N15°W Ⅱ 80°NE※1
35m以上

70m以下

11㎝
(21㎝)

- 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － －

K-9 N10°E Ⅱ 88°SE※1
40m以上

120m以下

7㎝
(12㎝)

- 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － －

K-10 N16°W Ⅱ 62°NE※1 60m
9㎝

(10㎝)
- 固結した破砕部

Crs,Pl,Px,

Sm,Hem
不明 － －

K-11 N14°E Ⅱ 70°NW※1 60m
9㎝
(9㎝)

- 固結した破砕部
Pl,Px,Sm,

Hem
不明 － －

K-12 N21°W※2 Ⅱ 72°NE※2
50m以上

310ｍ以下
13㎝
(21㎝)

1㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm 正断層
右横ずれ

逆断層
縦ずれ

K-13 N12°E※2 Ⅱ 74°SE※2
55m以上

300ｍ以下
16㎝
(27㎝)

2㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Pl,Sm,Hem,Px 正断層
左横ずれ

逆断層
縦ずれ

K-14 N7°E※2 Ⅱ 66°NW※2 40m以上
37㎝
(72㎝)

2㎝
(3㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm, 

Hem,Php
正断層

左横ずれ

逆断層
右横ずれ

逆断層

縦ずれ

K-15 N4°E※2 Ⅱ 68°SE※2 30m以上
14㎝
(33㎝)

0.4㎝
(0.7㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm, 

Hem
正断層 逆断層 縦ずれ

K-16 N10°W※2 Ⅱ 67°NE※2 20m以上
23㎝
(51㎝)

2㎝
(5㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Px,

Sm,Hem
正断層

右横ずれ

逆断層
左横ずれ

逆断層

縦ずれ

K-17 N18°E※2 Ⅱ 78°SE※2 不明
12㎝
(17㎝)

0.5㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Px,Tod,

Sm,Hem
正断層

右横ずれ

逆断層
縦ずれ

K-18 N8°E※2 Ⅱ 78°SE※2 40m以上
51㎝
(55㎝)

3㎝
(4㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm,

Hem
正断層

右横ずれ

逆断層
縦ずれ

K-19 N12°W※2 Ⅱ 65°NE※2 不明
8㎝

(11㎝)
0.2㎝
(0.5㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Px,Mi,

Sm,Hem
正断層

右横ずれ

逆断層
縦ずれ

K-20 N15°E※2 Ⅱ 63°SE※2 不明
5㎝
(6㎝)

0.2㎝
(0.3㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Qtz,Pl,Sm 正断層
左横ずれ

逆断層
縦ずれ

K-21 N4°E※2 Ⅱ 66°SE※2 不明
11㎝
(19㎝)

1㎝
(1㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm,

Hem
正断層

右横ずれ

逆断層
縦ずれ

K-22 N9°W※2 Ⅱ 73°NE※2 40m以上
7㎝

(11㎝)
0.6㎝
(1㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Pl,Px,Sm,Hem 正断層
右横ずれ

逆断層
縦ずれ

K-23 N10°E※2 Ⅱ 65°SE※2 20m以上
8㎝

(17㎝)
0.4㎝
(1㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Px,Sm,

Hem
正断層

右横ずれ

逆断層
左横ずれ

逆断層

縦ずれ

K-24 N58°W※2 Ⅰ 89°NE※2 105m以下
10㎝
(11㎝)

- 固結した破砕部
（砂状破砕部を介在）

不明 不明 － －

K-25 N1°W※2 Ⅱ 65°NE※2 25m以上
12㎝
(20㎝)

0.2㎝
(0.2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Crs,Pl,Sm,

Hem
正断層 逆断層 縦ずれ

K-26 N14°E※2 Ⅱ 68°SE※2 35m以上
9㎝

(10㎝)
1㎝
(2㎝)

固結した破砕部
（粘土状破砕部を介在）

Pl,Sm,Hem 正断層
左横ずれ

逆断層
縦ずれ

Ｋ－７

Ｋ－１０

①

①
’
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3. 2号炉の耐震重要施設及び重大事故等対処施設と断層との位置関係

区分 断層名

重要施設の
直下にある
断層

S-2・S-6

S-4

S-5

S-7

S-8

B-2

K-2

K-4

K-5

K-12

K-13

K-14

K-15

K-16

K-17

K-18

K-20

K-21

K-22

K-23

K-25

K-26

重要施設の
直下にない
断層

S-1

S-9

B-1

B-3

K-1

K-3

K-6

K-7

K-8

K-9

K-10

K-11

K-19

K-24

敷地内断層一覧

○重要な安全機能を有する施設が，将来活動する可能性のある断層等の露頭がある地盤面に設置された場合，その将来の断層等の活動によって安全機能に重大な
影響を与えるおそれがあることから，重要施設（耐震重要施設及び重大事故等対処施設）と断層との位置関係を明らかにした。

○重要施設の直下にある断層は，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，B-2，K-2，K-4，K-5，K-12～K-18，K-20～K-23，K-25，K-26の22本である。

枠囲みの内容は商業機密又は防護上の観点から公開できません。

露頭調査範囲

表土はぎ

斜めボーリング孔

岩盤調査坑

鉛直ボーリング孔

トレンチ

試掘坑・試験坑・斜坑

凡 例

水平ボーリング孔

基礎掘削面

(陸域 EL-4.7m)

（海岸部 EL 0m）

Ｓ－○
Ｂ－○

Ｋ－○

重要施設の直下にある断層

矢印（ ）の向きは断層の傾斜方向を示す

（B-1の傾斜はほぼ90°）

（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

× 断層延長部の露岩域で断層が
認められないことを確認したもの

断層端部を確認していないもの

重要施設の直下にない断層

・基礎掘削面（１・２号機建設時の掘削範囲）
・重要な安全機能を有する施設の基礎
・東側・南側大容量淡水貯水槽
・防潮堤基礎部
・海岸部露岩域

耐震重要施設

重大事故等対処施設※2

重要な安全機能を有する施設
（設置変更許可申請以降に追加した施設を含む）

※1 耐震重要施設ではないが，耐震重要施設を支持する間接支
持構造物であることから，耐震重要施設に含めた。ただし，原
子炉建屋については原子炉建屋原子炉棟は耐震重要施設，
それ以外の部分は耐震重要施設を支持する間接支持構造物
である。

※2 第788回審査会合机上配布資料１において記載していた淡水
貯水槽（東側・南側）については，重大事故等対処施設ではな
く代替淡水源（措置）とした。
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〔隣接する断層に並走する小規模な断層の検討〕
隣接する断層に並走する規模が小さい断層については，水平方向や深部方
向の分布の関係，断層形成過程に関する知見に照らした検討により，隣接す
る断層の一部であるか否かについて検討し，一部であると判断される場合に
は，隣接する断層に評価を代表させる。

〔4項目のデータに基づく系統区分〕
敷地の断層は，いずれも別所岳安山岩類中に分布し，固結した破砕部（一部，
粘土状破砕部を介在）からなり，破砕部の鉱物組成が類似している。このため，
活動時期に関連する「走向」，「傾斜」，「運動方向（固結した破砕部）」，「運動
方向（粘土状破砕部）」の4項目のデータに基づき，系統区分を行う。

〔ステップ１ 切り合い関係による新旧検討〕
会合部の切り合い関係により，新旧を明確に判断できる場合は，相対的に活
動が新しいと判断したものを評価対象断層として選定し，古いと判断したもの
は評価対象とせず，新しいと判断したものに評価を代表させる。

〔ステップ２ 系統区分・断層規模，重要施設との位置関係による検討〕
切り合い関係により，新旧を明確に判断できない場合は，系統区分の結果に
基づき，同系統に区分される断層のうち，「断層規模が大きい断層」 ※を評価
対象断層として選定し，同系統で「断層規模が小さい断層」は評価対象とせず，
「断層規模が大きい断層」に評価を代表させる。
さらに，系統区分されない断層のうち，重要施設の直下にある断層は，断層規
模に関わらず，変位・変形の有無を確認することとし，すべて評価対象断層と
して選定する。

※破砕部の幅の最大値または平均値のいずれかが他の断層よりも大きいものを選定する。

なお，直接確認できている断層長さが大きいものについても選定する。

〔ステップ３ 隣接する断層との関係からの個別検討〕
系統区分されない，かつ，重要施設の直下にない断層については，それぞれ
の断層について隣接する断層との関係から個別に検討し，評価対象断層か
評価対象としないかを判断する。

■敷地内断層のうち，活動性評価を行う断層（評価対象断層）を選定し，
評価対象としない断層は評価対象断層に評価を代表させることができ
るか，以下の手順で検討を行った。

4.1 評価対象断層の選定手順

系統区分
されているか

Yes

〔ステップ２〕

評価対象としない

新旧関係
（切り合い関係）

評価対象断層

新しい
（他断層を切る）

古い
（他断層に切られる）

K-2（Ⅱ・東・逆系） K-4 （Ⅰ・東・正系），K-5

重要施設との
位置関係

直下に
ある

No

隣接する断層
との関係から
個別に検討

S-9，K-1，K-6，K-7，K-8，K-9，K-10，K-11，K-24

〔ステップ１〕

〔ステップ３〕

評価対象断層

評価対象断層

K-3

直下にない

系統区分されない，かつ，重要施設の
直下にない断層

12本

10本

断層規模
（同系統で比較）

評価対象断層

大きい※ 小さい

19本

評価対象としない

B-3 （Ⅰ・東・右系） ，
K-12，K-13，K-15，K-16，K-17，K-19，
K-20，K-21，K-22，K-23，K-25，K-26
（Ⅱ・東・逆系）

S-5，S-7

評価対象断層：S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，K-2，K-3，K-14，K-18

Yes 切り合い関係で
新旧を明確に
判断できるか

No

4項目のデータに基づく系統区分

3本

31本

陸域・海岸部の断層（36本）

隣接する断層に並走する小規模な断層の検討

B-1はS-1の一部，B-2はS-2・S-6の一部

Ⅰ・西・逆系，Ⅰ・東・右系，Ⅰ・東・正系，
Ⅱ・西・逆系，Ⅱ・西・左系，Ⅱ・東・逆系
の6系統

34本

断層名に下線を付しているものは，
重要施設の直下にある断層

S-8 （Ⅰ・西・逆系），

S-1 （Ⅰ・東・右系），

S-2・S-6，K-14 （Ⅱ・西・逆系），

S-4 （Ⅱ・西・左系），

K-18 （Ⅱ・東・逆系）

評価対象としない

※ 破砕部の幅の最大値または平均値のいずれかが
他の断層よりも大きいものを選定
なお，直接確認できている断層長さが大きいものに
ついても選定

第902回審査会合 資料1
P.156 一部修正
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4.2 隣接する断層に並走する小規模な断層の検討 –概要-

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

断層分布図

断層性状一覧表

断層名
一般走向と系統

（真北）
傾斜

断層
長さ*1

破砕部
の幅*2

粘土状破砕
部の幅*3

S-1 N60°W Ⅰ 80～70°NE※１ 780m 14㎝
(27㎝)

1㎝
(6㎝)

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60°NW※２ 600m
34㎝

(108㎝)
3㎝

(17㎝)

B-1 N49°W Ⅰ 86°NE※３ 100m
6㎝

(10㎝)
0.3㎝
(0.5㎝)

B-2 N12°E Ⅱ 60°NW※３ 50m
6㎝

(10㎝)
3㎝
(3㎝)

（傾斜の確認位置）
※１：岩盤調査坑
※２：トレンチ
※３：基礎掘削面

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないこと
を確認した地点までの長さ。

*2：破砕部全体の平均値（下段括弧内は最大値）。
*3：粘土状破砕部の幅の平均値（下段括弧内は最大値）

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系

○S-1に並走する小規模な断層としてB-1が分布し，S-2・S-6に並走する小規模な断層としてB-2が分布する。

・B-1とS-1の分布の関係を詳細に確認すると，B-1は，水平方向ではS-1に最大約10ｍ程度の離隔で並走し，深度方向ではS-1に会合する関係
にある（P.4-7）。

・B-2とS-2・S-6の分布の関係を詳細に確認すると，B-2は，水平方向ではS-2・S-6に最大約8ｍ程度の離隔で並走して北部で会合し，深度方向
ではS-2・S-6とほぼ同じ傾斜であり，地下深部で認められなくなる（P.4-12～4-16）。

○これらの分布の関係を踏まえ，B-1はS-1の一部，B-2はS-2・S-6の一部と判断する。

○なお，この判断は，断層形成に関わったゾーンについての知見（注1）や，断層の形成に伴うせん断組織についての知見（注2）に照らしても，矛盾し
ない（P.4-18～4-25）。

（注1） Vermilye and Scholz(1998） （注2） 狩野・村田（1998）

第671回審査会合 資料2
P.89 一部修正
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4.2(1) 水平方向・深度方向の分布の関係 –S-1，B-1-

○B-1は，水平方向ではS-1に最大約10ｍ程度の離隔で並走し，深度方向ではS-1に会合する関係にある（P.4-8～4-11）。

SW→←NE

B-1 S-1

A-A’断面図
(H:V=1:1)

A A’

旧地形

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

X-4孔

平面図

A

A’

１号機基礎掘削面
（次頁）

B-1は水平方向で
は S-1 に 最 大 約
10m程度の離隔で
並走する。

B-1は深度方向で
はS-1に会合する
関係にある。

岩盤調査坑
（P.4-9～4-11）

凡 例

S-1が認められる

B-1が認められる

第671回審査会合 資料2
P.91 再掲
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【S-1，B-1の分布（基礎掘削面）】

・基礎掘削面において，B-1はS-1に最大約10ｍ
程度の離隔で並走する。

位置図

0 20m

E
L
-
2
.5

m

EL-7.1m

E
L
-
4
.9

m

E
L
-
2
.5

m

EL-6.0m

EL-7.5m

EL-7.4m

EL-10.5m

EL-3.0m

EL-4.5m

断 層

安山岩礫

凝灰角礫岩

安山岩（角礫質）

安山岩（均質）

節 理

変 質 部

凝灰質な細粒部

凡 例

１号機基礎掘削面スケッチ

建設当時のスケッチでは，走向は磁北表示としている。

※S-1は赤，B-1は青に着色

※

最大離隔距離
約10m

EL-6.2m

EL-7.1m

第671回審査会合 資料2
P.92 再掲
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２号機 １号機

岩盤調査坑

基礎掘削面
スケッチ範囲



岩盤調査坑底盤 スケッチ

B-1

No.0

No.30

立坑

S-1

（切羽番号）

N30～75°W/78°NE～80°SW

N41～67°W/80～70°NE

No.5

No.10

No.15

No.20

No.25

No.7付近底盤写真位置

No.15付近底盤写真位置

右写真撮影方向

【S-1，B-1の分布（岩盤調査坑）】

２号機 １号機

位置図

岩盤調査坑
横坑の状況写真

（立坑側より，2013年撮影）

S-1 B-1

NE→←SW

No.30
切羽

・岩盤調査坑において，B-1はS-1と並走して分布する。

←SW NE→

No.7付近底盤写真（右はB-1破砕部加筆）

10cm

←SW NE→

10cm

No.15付近底盤写真（右はS-1破砕部を加筆）

固結した粘土・砂状破砕部
粘土状破砕部

←SW NE→

10cm

←SW NE→

粘土状破砕部

固結した
粘土・砂状破砕部 固結した

角礫状破砕部

10cm

第671回審査会合 資料2
P.93 再掲
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←SE NW→

S-1面

側
壁

底
盤

側
壁

底
盤

No.3付近底盤写真

想定延長位置
付近にB-1は
認められない

B-1はS-1方向に会
合するように大きく
屈曲している部分が
認められる。岩盤調査坑

ボーリング調査位置図

立 坑
底盤（EL-18.25m）

（各孔のボーリングコア写真を次頁に示す）
T測線水平ボーリング 断面図（H:V=1:1）

位置図

【S-1，B-1の分布（岩盤調査坑）】

・岩盤調査坑立坑側壁
からの水平ボーリン
グの結果，B-1は深
部でS-1と会合する。

第671回審査会合 資料2
P.94 再掲
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凡 例

・T-1，T-2孔においてS-1とその上盤側にB-1が認められる。
・T-3，T-4孔においてS-1が認められるものの，その下盤側にB-1は認められない。

T-1孔（孔口標高-13.85m，掘進長5.0m 5.0～5.6mは余掘り区間）

T-2孔（孔口標高-14.85m，掘進長4.0m 4.0～4.3mは余掘り区間）

コア写真（T-1孔）

コア写真（T-2孔）

【水平ボーリング（T-1孔，T-2孔，T-3孔，T-4孔） コア写真】

主せん断面位置
（赤：S-1）
（青：B-1）

S-1

B-1

S-1B-1

破砕部についての詳細データは補足資料2.4-1 P.2.4-1-9～10
柱状図はデータ集１ P.10-9-3～6

T-3孔（孔口標高-15.45m，掘進長4.7m 4.7～5.0mは余掘り区間）

T-4孔（孔口標高-16.85m，掘進長5.0m 5.0～5.3mは余掘り区間）

コア写真（T-3孔）

コア写真（T-4孔）
想定延長位置（深度約3.0m）
にB-1は認められない

想定延長位置（深度約2.7m）
にB-1は認められない

S-1

S-1S-1

第671回審査会合 資料2
P.95 再掲
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4.2(1) 水平方向・深度方向の分布の関係 –S-2・S-6，B-2-

○B-2は，水平方向ではS-2・S-6に最大約8ｍ程度の離隔で並走して北部で会合し，深度方向ではS-2・S-6とほぼ同じ傾斜であ
り，地下深部で認められなくなる（P.4-13～4-16）。

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

平面図

E
L
-1

6.
7m

E
L
-1

4.
0m

E
L
-7

.4
m

E
L
-1

5.
0m

E
L
-0

.2
m

基礎掘削面スケッチ（左：２号機，右：１号機） 0 20m

断 層

建設当時のスケッチでは，走向は磁北表示としている。

※S-2・S-6は橙，B-2は青に着色

※

１号機２号機

基礎掘削面
スケッチ範囲

第671回審査会合 資料2
P.96 再掲
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２号機 １号機

A-A’断面

E→←W

B-B’断面

SE→←NW

標高(m)

50

0

-50

-100

標高(m)

50

0

-50

-100

想定延長位置付
近にB-2が認め
られない

A

A’

H-6.6

A’A

B’B

位置図

H-6.5

H-6.5’H-6.4

【S-2・S-6，B-2の分布（ボーリング断面図）】

H-6.5 H-6.5’

H-6.4

深度
53.80ｍ

深度
43.10ｍ

深度
53.80ｍ

深度
40.95ｍ

深度
46.32ｍ

（ボーリングで確認されたS-2・S-6の破砕部の性状については次頁，B-2の破砕部の性状については次々頁，
B-2が確認されなかったH-6.6孔の想定延長位置付近の写真はP.4-16）

・B-2は，S-2・S-6とほぼ同じ傾斜であり，地下深部で認められ
なくなる。

・A-A’断面において，B-2（図中 ）は，基礎掘削面及びH-6.4孔の深度
43.10m（図中 ）で認められ，隣接するS-2・S-6と並走して分布するが，
さらに深部のH-6.6孔において想定延長位置付近（図中 ）に認められな
い。

一方，S-2・S-6（図中 ）は，基礎掘削面，H-6.4孔，H-6.6孔（図中 ）
に認められ，深部に連続する。

・B-B’断面において，B-2（図中 ）は，基礎掘削面及びH-6.5’孔の深度
40.95m，H-6.5孔の深度46.32m（図中 ）で認められ，隣接するS-2・S-6
と並走して分布するが，さらに深部のH-6.6孔において想定延長位置付近
（図中 ）に認められない。

一方，S-2・S-6（図中 ）は，基礎掘削面，H-6.5’孔，H-6.5孔，H-6.6孔
（図中 ）に認められ，深部に連続する。

基礎掘削面

基礎掘削面

H-6.6

深度
33.90ｍ

想定延長位置付近に
B-2が認められない

深度
37.62ｍ

深度
34.55ｍ

H-6.6

ボーリング断面図は，P. 2-13～2-19に示した作図方法に基づき，作成（本頁以降，同様）。

第671回審査会合 資料2
P.97 再掲
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コア写真（H-6.4孔 深度33.90m） 下は破砕部加筆

コア写真（H-6.5孔 深度37.62m） 下は破砕部加筆

コア写真（H-6.5’孔 深度34.55m） 下は破砕部加筆

N7°W/74°SW

N9°W/55°SW

N24°E/57°NW

【S-2・S-6 破砕部のコア写真】

コア写真（H-6.6孔 深度53.80m） 下は破砕部加筆

N4°E/57°NW

凡 例

① 粘土状破砕部
②-1 砂状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

破砕部

第671回審査会合 資料2
P.98 再掲
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コア写真（H-6.4孔 深度43.10m） 下は破砕部加筆

コア写真（H-6.5孔 深度46.32m） 下は破砕部加筆

コア写真（H-6.5’孔 深度40.95m） 下は破砕部加筆

N13°W/46°SW

N31°E/62°NW

N28°E/50°NW

【B-2 破砕部のコア写真】

凡 例

① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部

破砕部

第671回審査会合 資料2
P.99 再掲
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・H-6.6孔において想定延長位置付近にB-2は認められない。
コア写真（深度60～100m）

←B-2
想定延長位置
（77ｍ付近）

H-6.6孔（孔口標高11.10m，掘進長132m，鉛直） 深度（m）深度（m）

※深度77.60m付近に見られる割れ目は，その付近で変形構造は見られず，破砕部ではな
い。なお，走向傾斜はN33°E/59°SEであり，B-2と対応しない。
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【ボーリング（H-6.6孔） B-2想定延長位置付近のコア写真】
柱状図はデータ集１ P.10-10-23～26

第671回審査会合 資料2
P.100 再掲
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4.2(2) 断層形成過程に関する知見に照らした検討について
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4.2(2) 断層形成過程に関する知見に照らした検討について –文献-

〇B-1はS-1の一部，B-2はS-2・S-6の一部と判断したことについて，下記の文献による，断層の形成に関わったゾーンについ
ての知見や，断層の形成に伴うせん断組織についての知見に照らして確認を行う。

断層の形成に関わったゾーンについての知見（Vermilye and Scholz，1998） 断層の形成に伴うせん断組織についての知見（狩野・村田，1998）

図１ 断層の模式図

図２ プロセスゾーンの幅と断層長さの関係

図３ 断層の形成に伴うせん断組織（右横ずれ断層の場合）

図４ リーデルせん断実験による断層の成長過程

(a)から(e)へと右横ずれ
変位量を増大させたとき
の破断面の発達過程。
左側のヒストグラムは破
断面の方位別頻度分布。
Dは変位量。

・プロセスゾーンの幅は断層長さに比例し，
断層の両側には断層長さの1.6％程度
の幅を持ったプロセスゾーンが存在する。

・破砕帯やカタクレーサイト帯など断層岩から
構成されるゾーンの外側の母岩中には，断
層運動もしくは断層形成にかかわったゾー
ンの存在が知られている。このゾーンは母
岩に比べて節理や二次的なせん断割れ目，
微小割れ目の密度が高いことで特徴づけら
れ，プロセスゾーンと呼ばれている。

• Vermilye and Scholz(1998）によれば，断層破砕部の外側には，プロセス
ゾーンと呼ばれる断層運動もしくは断層形成にかかわったゾーンが存在し
（図１），プロセスゾーンの幅は断層長さに比例することが示されている（図
２）。

○上記の幅と断層長さの関係に基づき，S-1，S-2・S-6の断層長さから推定
される，断層形成に関わったゾーンとされるプロセスゾーンの幅に，B-1，
B-2の断層全体が含まれていることを確認する。 ⇒

• 狩野・村田（1998）によれば，脆性破砕帯が形成されるときには，
最初期の破砕は，これから断層が成長していこうとする方向（Y
面）から斜交した破断面（R1面）として現れることが多く，やがてお
互いが連結しあいながら，Y方向に連続する断層に成長していくと
されている（図３，４）。

○断層間の分布形態と運動方向を整理して，S-1とB-1，S-2・S-6と
B-2の関係が，狩野・村田（1998）によるY面とR1面の関係にあるこ
とを確認する。 ⇒確認①（P.4-19） 確認②（P.4-20～4-25）

第671回審査会合 資料2
P.102 再掲
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隣接する断層の長さと断層間の離隔距離の関係
［Vermilye and Scholz（1998）によるプロセスゾーンの幅と

断層長さの関係に加筆]

２号機 １号機

Ｋ－１０

防潮堤基礎部

海岸部（露岩域）

断層分布図

S-1の断層長さから推定される
プロセスゾーンの幅

0.016×780＝12.48(m)

S-1とB-1の
最大離隔距離

約10m＞

S-2・S-6の断層長さから推定される
プロセスゾーンの幅

0.016×600＝9.60(m)

S-2・S-6とB-2の
最大離隔距離

約8m＞

B-1，B-2は断層全長が
プロセスゾーンの幅に

含まれている

プロセスゾーンの幅

P ＝ 0.016 × L

断層の長さ

4.2(2) 断層形成過程に関する知見に照らした検討について
-〔確認①〕 断層形成に関わったゾーンについての検討結果-

○Vermilye and Scholz(1998）による断層形成に関わったゾーンとされるプロセスゾーンの幅と断層長さの関係に基づけば，
S-1，S-2・S-6の断層長さから推定されるプロセスゾーンの幅に，B-1，B-2は断層全体が含まれていることから，これらが
S-1，S-2・S-6の一部との判断は妥当であることを確認した。

拡大図② S-2・S-6とB-2の離隔距離
（１号機基礎掘削面スケッチ）

拡大図① S-1とB-1の離隔距離
（１号機基礎掘削面スケッチ）

EL-0.2m

0 20m

0 20m

最大離隔距離
約10m

EL-7.1m

プロセスゾーン
範囲

S-1の長さ（780m）S-2・S-6の長さ（600m）

拡大図①

拡大図②

第671回審査会合 資料2
P.103 一部修正
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Y

R1

4.2(2) 断層形成過程に関する知見に照らした検討について
-〔確認②〕 断層の形成に伴うせん断組織についての検討結果（S-1とB-1）-

○S-1とB-1の分布形態は，狩野・村田（1998）による断層の形成に伴うせん断組織（Y面，R1面）の関係にあり，S-1の条線観察結
果から右横ずれの動きが推定される（次頁）が，B-1の変位センスは不明である（次々頁）。このため，S-1をY面，B-1をR1面に
対応づけられるかは，明確に判断できない。

岩盤調査坑位置図

立 坑
底盤（EL-18.25m）

断層の形成に伴うせん断組織
（右横ずれ断層の場合）

（狩野・村田，1998に加筆）

【運動方向に関する調査結果】
・S-1の条線観察により，右横ずれ逆断層センス
主体の動きが想定される（次頁）。

・B-1の条線観察により，変位センスは不明である
（次々頁）。

運動方向

S-1

B-1

S-1とB-1の分布形態と
運動方向の模式図

位置図

第671回審査会合 資料2
P.104 再掲
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岩盤調査坑



拡大写真

【S-1条線観察結果】

S-1条線観察結果（岩盤調査坑横坑内）

【S-1の条線観察例（岩盤調査坑No.17V孔 下盤側）】

位置図

条線観察
試料採取箇所

2㎜

35°

条線方向

0°

レイク（°）

走向N59°W

掘進
方向

観察面

概念図

傾斜74°NE

※走向は真北で示す。

観察面写真

40㎜

拡大写真

・条線のレイクは35°R
・変位センスは右横ずれ逆断層センス

水平ボーリング及びブロックは切羽から採取し，
鉛直ボーリングは底盤から採取した。

第671回審査会合 資料2
P.105 再掲
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＊ボーリング孔名の「No.○」は，切羽の番号を示す。南東側がNo.0切羽で
北西側のNo.30切羽まで約1m間隔。

※ 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す

条線データの詳細は，補足資料2.5-1（2）

* *



条線
②

～
20de

g.

10㎜

2㎜

拡大写真

観察面写真

【B-1条線観察結果】

走向
N63°W

傾斜90°

掘進
方向

0°

レイク（°）

観察面

概念図
※走向は真北で示す。

40㎜
拡大写真

条線方向

20°

位置図

条線観察
試料採取箇所

＊ボーリング孔名の「No.○」は，切羽の番号を示す。南東側がNo.0切羽で北西側のNo.30切羽まで約1m間隔。

試料名
走向/傾斜

（走向は真北）
条線の
レイク※

変位
センス

岩盤調査坑水平ボーリング B-1No.18孔 下盤側 N63°W/90°
60°R （不明）

20°R （不明）

岩盤調査坑水平ボーリング B-1No.19孔 下盤側 N66°W/88°NE 50°R （不明）

岩盤調査坑水平ボーリング B-1No.20孔 上盤側 N55°W/90° 35°R （不明）

※ 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す

B-1条線観察結果

【B-1の条線観察例（岩盤調査坑水平ボーリング B-1No.18孔 下盤側）】

・条線のレイクは20°R ，変位センスは不明
条線データの詳細は，補足資料2.5-1 （9）

水平ボーリングは
切羽から採取した。

第671回審査会合 資料2
P.106 再掲
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E
L
-1

6.
7m

E
L
-1

4.
0m

E
L
-7

.4
m

E
L
-1

5.
0m

E
L
-0

.2
m

基礎掘削面スケッチ（左：２号機，右：１号機）
0 20m

断 層

建設当時のスケッチでは，走向は磁北表示としている。

【運動方向に関する調査結果】
・S-2・S-6の条線観察により，左
横ずれ逆断層センス主体の動き
が想定される（次頁）

・B-2の条線観察により，左横ず
れセンスの動きが想定される
（次々頁）

２号機 １号機

位置図

基礎掘削面
スケッチ範囲

断層の形成に伴うせん断組織（左横ずれ断層の場合）
（狩野・村田，1998を左右反転して加筆） 運動方向

S-2・S-6とB-2の分布形態と
運動方向の模式図

4.2(2) 断層形成過程に関する知見に照らした検討について
-〔確認②〕 断層の形成に伴うせん断組織についての検討結果（S-2・S-6とB-2）-

○S-2・S-6とB-2の分布形態は，狩野・村田（1998）による断層の形成に伴うせん断組織（Y面，R1面）の関係にあり，S-2・S-6及び
B-2の条線観察結果（次頁・次々頁）から左横ずれの動きが推定されることから，S-2・S-6はY面，B-2はR1面に対応づけられる。
このことからも，B-2がS-2・S-6の一部との判断は妥当であることを確認した。

※S-2・S-6は橙，B-2は青に着色

※

１号機２号機

第671回審査会合 資料2
P.107 再掲
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観察面写真

【S-2・S-6条線観察結果】

※1 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す

※2 新旧対比ができる条線は最新のレイクのみ示す

S-2・S-6条線観察結果

【S-2・S-6の条線観察例（ボーリング L-6’孔 深度13.82m 下盤側）】

詳細観察写真

・条線のレイクは120°R
・変位センスは左横ずれ逆断層センス

調査位置図
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.1K
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表土はぎ

斜めボーリング孔

岩盤調査坑

鉛直ボーリング孔

試掘坑，試験坑，斜坑

トレンチ

S-2・S-6（EL-4.7m)

0°

レイク（°）

走向N12°E
掘進
方向

観察面

傾斜58°NW

概念図
※走向は真北で示す。

拡大写真

40㎜

1㎜

条線方向

120°

条線データの詳細は，補足資料2.5-1 （3）

凡 例

赤字：条線観察箇所

第671回審査会合 資料2
P.108 再掲
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拡大写真

観察面写真
（水平を合わせるため写真を回転）

30 ㎜

【B-2条線観察結果】

※ 上盤側で確認したレイクは下盤側に換算して示す

B-2条線観察結果

【B-2の条線観察例（ボーリング H-5.4-2E孔 深度86.70m 下盤側）】

条線方向

172°

拡大写真
（水平を合わせるため写真を回転）

礫

粘土

2 ㎜

試料名
走向/傾斜

（走向は真北）
条線の
レイク※

変位
センス

ボーリング H-5.4-2E孔（深度86.70m） 下盤側 N24°E/60°NW 172°R 左横ずれ逆断層

ボーリング H-6.4孔（深度43.10ｍ） 上盤側 N13°W/46°SW 29°R （不明）

ボーリング H-6.5'孔（深度40.95ｍ） 上盤側 N28°E/50°NW 4°R （不明）

・条線のレイクは172°R
・変位センスは左横ずれ逆断層センス

観察面

概念図
※走向は真北で示す。

レイク（°）

走向
N24°E

掘進方向
（15°傾斜）

傾斜
60°NW

調査位置図

H
-
6
.4H
-
6
.5

’

H
-
5
.4

-
2E

条線データの詳細は，補足資料2.5-1 （10）

表土はぎ

斜めボーリング孔

岩盤調査坑

鉛直ボーリング孔

試掘坑，試験坑，斜坑

トレンチ

B-2（EL-4.7m)

凡 例

赤字：条線観察箇所

第671回審査会合 資料2
P.109 再掲
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4.3 ４項目のデータに基づく系統区分

概要 ・・・・・ 4-27

（1） 走向・傾斜の検討 ・・・・・ 4-30

（2） 運動方向の検討 ・・・・・ 4-31
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○「走向」，「傾斜」，「運動方向（固結した破砕部）」，「運動方向（粘土状破砕部）」の4項目のデータに基づき，系統区分を行った結果，6系統に区分された（下表，次頁，
次々頁）。

○系統区分された断層はいずれも「傾斜角度」は高角，「運動方向（固結した破砕部）」は正断層であったことから，系統区分の名称については，以下のとおり，「走向」，
「傾斜方向」，「運動方向（粘土状破砕部）」を用いた。
Ⅰ・西・逆系＝「走向：Ⅰ系（NW-SE系）」・「傾斜方向：西傾斜」・「運動方向（粘土状破砕部）：逆断層」
Ⅰ・東・右系＝「走向：Ⅰ系（NW-SE系）」・「傾斜方向：東傾斜」・「運動方向（粘土状破砕部）：右横ずれ断層」
Ⅰ・東・正系＝「走向：Ⅰ系（NW-SE系）」・「傾斜方向：東傾斜」・「運動方向（粘土状破砕部）：正断層」
Ⅱ・西・逆系＝「走向：Ⅱ系（N-S～NE-SW系）」・「傾斜方向：西傾斜」・「運動方向（粘土状破砕部）：逆断層」
Ⅱ・西・左系＝「走向：Ⅱ系（N-S～NE-SW系）」・「傾斜方向：西傾斜」・「運動方向（粘土状破砕部）：左横ずれ断層」
Ⅱ・東・逆系＝「走向：Ⅱ系（N-S～NE-SW系）」・「傾斜方向：東傾斜」・「運動方向（粘土状破砕部）：逆断層」

位置図

系統区分結果

【傾斜】
高角

系統区分された断層

系統区分されない断層

断層名
走向・傾斜 運動方向

系統区分
一般走向（真北）と系統 傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部

S-8 N28°W Ⅰ 58° SW 正断層 左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越） Ⅰ・西・逆系

S-1 N60°W Ⅰ 80～70° NE 正断層 右横ずれ逆断層（横ずれ卓越）
Ⅰ・東・右系

B-3 N42°W Ⅰ 82° NE 正断層 右横ずれ逆断層（横ずれ卓越）

K-4 N56°W Ⅰ 85° NE 正断層 左横ずれ正断層（縦ずれ卓越） Ⅰ・東・正系

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60° NW 正断層 左・右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）
Ⅱ・西・逆系

K-14 N7°E Ⅱ 66° NW 正断層 左・右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

S-4 N29°E Ⅱ 66° NW 正断層 左横ずれ逆断層（横ずれ卓越） Ⅱ・西・左系

K-2 N19°E Ⅱ 72° SE 正断層 右・左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

Ⅱ・東・逆系

K-18 N8°E Ⅱ 78° SE 正断層 右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-16 N10°W Ⅱ 67° NE 正断層 右・左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-15 N4°E Ⅱ 68° SE 正断層 逆断層（縦ずれ卓越）

K-13 N12°E Ⅱ 74° SE 正断層 左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-12 N21°W Ⅱ 72° NE 正断層 右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-25 N1°W Ⅱ 65° NE 正断層 逆断層（縦ずれ卓越）

K-21 N4°E Ⅱ 66° SE 正断層 右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-17 N18°E Ⅱ 78° SE 正断層 右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-23 N10°E Ⅱ 65° SE 正断層 右・左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-19 N12°W Ⅱ 65° NE 正断層 右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-22 N9°W Ⅱ 73° NE 正断層 右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-26 N14°E Ⅱ 68° SE 正断層 左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

K-20 N15°E Ⅱ 63° SE 正断層 左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）

*： － は存在しないもの。

断層名
走向・傾斜 運動方向*

系統区分
一般走向（真北）と系統 傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部

K-5 N63°W Ⅰ 64° NE 正断層 不明 不明

S-7 N41°W Ⅰ 60° SW 不明 右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越） 不明

K-24 N58°W Ⅰ 89° NE 不明 － 不明

K-1 N4°E Ⅱ 58° SE 正断層 － 不明

K-3 N16°E Ⅱ 70° SE 正断層 － 不明

S-5 N4°E Ⅱ 70° SE 不明 左横ずれ正断層（縦ずれ卓越） 不明

K-6 N2°W Ⅱ 60° NE 不明 － 不明

K-7 N8°W Ⅱ 88° NE 不明 － 不明

K-8 N15°W Ⅱ 80° NE 不明 － 不明

K-9 N10°E Ⅱ 88° SE 不明 － 不明

K-10 N16°W Ⅱ 62° NE 不明 － 不明

K-11 N14°E Ⅱ 70° NW 不明 － 不明

S-9 N35°E Ⅱ 50° NW 不明 不明 不明

系統区分： Ⅹ・◇・○系
粘土状破砕部の条線方向が縦ずれ卓越の場合（正断層 or 逆断層）
粘土状破砕部の条線方向が横ずれ卓越の場合（右横ずれ or 左横ずれ）

走向 Ⅰ系（NW-SE系） or Ⅱ系（N-S～NE-SW系）

傾斜方向 東 or 西

K-18，K-19，K-22，K-25，K-26
（Ⅱ・東・逆系）については地表
付近まで連続しないため平面図
には記載していない

第935回審査会合 資料1
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【 ４項目のデータに基づく系統区分（区分図）】

Ⅰ系
（NW-SE系）

Ⅱ系
（N-S～NE-SW系）

高角，西傾斜

正断層

逆断層

Ⅰ・東・右系

S-1，B-3

Ⅰ・西・逆系

S-8

系統区分

Ⅰ・東・正系

K-4

Ⅱ・西・逆系

S-2・S-6，K-14

Ⅱ・西・左系

S-4

Ⅱ・東・逆系

K-2，K-12，K-13
K-15～K-23
K-25，K-26

運動方向
（粘土状破砕部）

運動方向
（固結した破砕部）

傾斜
（角度，方向）

走向

高角，東傾斜 高角，西傾斜 高角，東傾斜

正断層 正断層 正断層

右横ずれ断層 正断層 逆断層 左横ずれ断層 逆断層

不明

S-5，S-7，S-9，K-1，K-3，K-5，K-6，K-7，K-8，K-9，K-10，K-11，K-24

系統区分： Ⅹ・◇・○系
粘土状破砕部の条線方向が縦ずれ卓越の場合（正断層 or 逆断層）
粘土状破砕部の条線方向が横ずれ卓越の場合（右横ずれ or 左横ずれ）

走向 Ⅰ系（NW-SE系） or Ⅱ系（N-S～NE-SW系）

傾斜方向 東 or 西

第935回審査会合 資料1
P.438 再掲
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S-2・S-6

系統区分結果
（シュミットネット 下半球等積投影図）

N

S-9
S-4

K-2K-17

K-3
K-20

K-11

K-26
K-9

K-18

K-14

K-21

K-16

K-12

K-7

K-8

K-10

K-5

K-4

S-1（70゜）B-3

S-7

S-8

K-19

K-15
K-1S-5

K-6

K-22

K-23

K-24

K-25

K-13

Ⅰ・西・逆系（S-8）

Ⅰ・東・右系（S-1，B-3）

Ⅰ・東・正系（K-4）

Ⅱ・西・逆系（S-2・S-6，K-14）

Ⅱ・西・左系（S-4）

Ⅱ・東・逆系（K-2，K-12，K-13，K-15～K-23，K-25，K-26）

不明（S-5，S-7，S-9，K-1，K-3，K-5～K-11，K-24）

【 ４項目のデータに基づく系統区分（シュミットネット）】

系統区分： Ⅹ・◇・○系
粘土状破砕部の条線方向が縦ずれ卓越の場合（正断層 or 逆断層）
粘土状破砕部の条線方向が横ずれ卓越の場合（右横ずれ or 左横ずれ）

走向 Ⅰ系（NW-SE系） or Ⅱ系（N-S～NE-SW系）

傾斜方向 東 or 西

S-1（80゜）

30°

60°

90°

傾斜

第935回審査会合 資料1
P.439 再掲
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4.3（1） 走向・傾斜の検討

各断層の走向
（シュミットネット 下半球等積投影図）

Ⅰ系（NW-SE系）

Ⅱ系（N-S～NE-SW系）

N

N
-
S
系

E-W系

N
-
S
系

S-9
S-4

K-2K-17
K-3

K-20

K-11

K-26

S-2・S-6

K-9

K-18

K-14

K-21

K-16

K-12

K-7

K-8

K-10

K-5

K-4

S-1（70゜）B-3

S-7

S-8

K-19

K-15
K-1S-5

K-6

E-W系 各断層の傾斜角度と傾斜方向

S-1（80゜）

〇走向を4区分（45°間隔）して敷地内断層の走向をシュミットネットに投影すると，NW-SE系，N-S系，NE-SW系に分類されるものの，NE-SW系の
S-4，S-9についてはN-S系に近い走向を示すことから，これらを１つの系統として扱い，NW-SE系をⅠ系，N-S～NE-SW系をⅡ系として区分し
ている（左下図）。

〇傾斜角度を3区分（30°間隔，狩野・村田（1998）に基づく）して敷地内断層の傾斜角度を分類すると，高角，中角に分類されるものの，S-9を除
いては58°～89°と概ね高角であることから，S-9を除く敷地内断層の傾斜はいずれも高角として区分している。また，Ⅱ系の断層分布を確認
すると（P.2-26，2-27），西傾斜の方が連続性がよい等，西傾斜と東傾斜で断層の分布の特徴が異なることから，系統区分にあたっては，傾斜
角度だけでなく傾斜方向についても考慮して区分した（右下図）。

K-22

K-23

低角

中角

高角

低角

中角

30°30°

60°60°

90°

0°0°

高角

←西傾斜 東傾斜→

K-24

K-25

K-13

第902回審査会合 資料1
P.159 再掲
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○敷地内断層の固結した破砕部の運動方向が確認できたものは，いずれも正断層センスが認められる。
○固結した破砕部の運動方向が確認できた断層の粘土状破砕部の運動方向を確認すると，走向がⅠ系の断層は，西傾斜で縦ずれ卓越の左横

ずれ逆断層（S-8），東傾斜で横ずれ卓越の右横ずれ断層（S-1，B-3），縦ずれ卓越の左横ずれ正断層（K-4）が認められる（左下表）。
○走向がⅡ系の断層は，西傾斜で縦ずれ卓越の左・右横ずれ逆断層（S-2・S-6，K-14）と横ずれ卓越の左横ずれ逆断層（S-4），東傾斜で縦ずれ

卓越の右・左横ずれ逆断層（K-2，K-18，K-16，K-15，K-13，K-12，K-25，K-21，K-17，K-23，K-19，K-22，K-26，K-20）が認められる（右下表）。

系統区分された断層の運動方向（固結した破砕部，粘土状破砕部）観察結果*1

断層名

走向・傾斜 運動方向

参照頁一般走向
（真北）と系統

傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部*2

S-8 N28°W Ⅰ 58°SW 正断層
左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (7)，(31)

走向Ⅰ系 西傾斜

4.3（2） 運動方向の検討

断層名
走向・傾斜 運動方向

参照頁一般走向
（真北）と系統

傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部*2

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60°NW 正断層
左・右横ずれ逆断層

（縦ずれ卓越）
補足資料2.5-1 (3)，(31)

K-14 N7°E Ⅱ 66°NW 正断層
左・右横ずれ逆断層

（縦ずれ卓越）
補足資料2.5-1 (19)，(31)

S-4 N29°E Ⅱ 66°NW 正断層
左横ずれ逆断層
（横ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (4)，(31)

走向Ⅱ系 東傾斜

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系

*1：運動方向を観察した例は次頁。
*2：粘土状破砕部の運動方向データを，Tangent-lineation diagramで整理した結果についてP.4-33～4-35に示す。

断層名

走向・傾斜 運動方向

参照頁一般走向
（真北）と系統

傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部*2

S-1 N60°W Ⅰ 80～70°NE 正断層
右横ずれ逆断層
（横ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (2)，(31)

B-3 N42°W Ⅰ 82°NE 正断層
右横ずれ逆断層
（横ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (11)，(31)

K-4 N56°W Ⅰ 85°NE 正断層
左横ずれ正断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (15)，(31)

走向Ⅰ系 東傾斜

断層名

走向・傾斜 運動方向

参照頁一般走向
（真北）と系統

傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部*2

K-2 N19°E Ⅱ 72°SE 正断層
右・左横ずれ逆断層

（縦ずれ卓越）
補足資料2.5-1 (13)，(31)

K-18 N8°E Ⅱ 78°SE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (23)，(31)

K-16 N10°W Ⅱ 67°NE 正断層
右・左横ずれ逆断層

（縦ずれ卓越）
補足資料2.5-1 (21)，(31)

K-15 N4°E Ⅱ 68°SE 正断層
逆断層

（縦ずれ卓越）
補足資料2.5-1 (20)，(31)

K-13 N12°E Ⅱ 74°SE 正断層
左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (18)，(31)

K-12 N21°W Ⅱ 72°NE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (17)，(31)

K-25 N1°W Ⅱ 65°NE 正断層
逆断層

（縦ずれ卓越）
補足資料2.5-1 (29)，(31)

K-21 N4°E Ⅱ 66°SE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (26)，(31)

K-17 N18°E Ⅱ 78°SE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (22)，(31)

K-23 N10°E Ⅱ 65°SE 正断層
右・左横ずれ逆断層

（縦ずれ卓越）
補足資料2.5-1 (28)，(31)

K-19 N12°W Ⅱ 65°NE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (24)，(31)

K-22 N9°W Ⅱ 73°NE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (27)，(31)

K-26 N14°E Ⅱ 68°SE 正断層
左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (30)，(31)

K-20 N15°E Ⅱ 63°SE 正断層
左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

補足資料2.5-1 (25)，(31)

走向Ⅱ系 西傾斜
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【運動方向を観察した薄片の例（S-2・S-6）】

（直交ニコル）
上

下

下
盤

粘土状
破砕部固結した破砕部 固結した破砕部

1cm

右拡大
範囲①

右拡大
範囲②

薄片写真（K-6.2_100R）

上
盤 1mm

固結した破砕部

上
盤

下
盤

固結した破砕部

上

下

上

下

（直交ニコル）（単ニコル）

拡大範囲①写真

凡 例

P面

Y面

せん断センスを示す複合面構造
（狩野・村田（1998）に加筆）

正断層センス 逆断層センス

上
盤

下
盤

上
盤

下
盤

上

下

上
盤

粘土状破砕部

1mm

上

下

下
盤

粘土状破砕部

（直交ニコル）（単ニコル）

拡大範囲②写真

Y面Y面
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・Y面とP面の関係から見かけ上盤側下がりの
変位が推定され，正断層センスが認定できる。

・Y面とP面の関係から見かけ上盤側上がりの
変位が推定され，逆断層センスが認定できる。



【粘土状破砕部の運動方向（Tangent-lineation diagram）】

・矢印の始点は，断層面の極の方向を示し，上盤側からみた下盤側の運動方向を矢印で示す。

N

EW

S

K-4

Ⅰ・東・正系
（走向：Ⅰ系，東傾斜，縦ずれ卓越の正断層）

Ⅰ・東・右系
（走向：Ⅰ系，東傾斜，横ずれ卓越の右横ずれ断層）

N

EW

S

S-1

N

EW

S

B-3

N

EW

S

S-8

Ⅰ・西・逆系
（走向：Ⅰ系，西傾斜，縦ずれ卓越の逆断層）

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系

下盤側の運動方向データ
（変位センスが不明であるが，他の孔で
確認した変位センスを用いたもの）

下盤側の運動方向データ
（変位センスを直接確認できたもの）

凡 例
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N

EW

S

S-2・S-6

N

EW

S

S-4

N

EW

S

K-14

Ⅱ・西・逆系
（走向：Ⅱ系，西傾斜，縦ずれ卓越の逆断層）

Ⅱ・西・左系
（走向：Ⅱ系，西傾斜，横ずれ卓越の左横ずれ断層）

（走向系統）
Ⅱ：N-S～NE-SW系

【粘土状破砕部の運動方向（Tangent-lineation diagram）】

・矢印の始点は，断層面の極の方向を示し，上盤側からみた下盤側の運動方向を矢印で示す。

下盤側の運動方向データ
（変位センスが不明であるが，他の孔で
確認した変位センスを用いたもの）

下盤側の運動方向データ
（変位センスを直接確認できたもの）

凡 例
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N

EW

S

K-15

N

EW

S

K-2

N

EW

S

K-16

N

EW

S

K-12

N

EW

S

K-17

N

EW

S

K-13

Ⅱ・東・逆系
（走向：Ⅱ系，東傾斜，縦ずれ卓越の逆断層）

（走向系統）
Ⅱ：N-S～NE-SW系【粘土状破砕部の運動方向（Tangent-lineation diagram）】

・矢印の始点は，断層面の極の方向を示し，上盤側
からみた下盤側の運動方向を矢印で示す。

下盤側の運動方向データ
（変位センスが不明であるが，他の孔で
確認した変位センスを用いたもの）

下盤側の運動方向データ
（変位センスを直接確認できたもの）

凡 例

N

EW

S

K-20

N

EW

S

K-21

N

EW

S

K-22

N

EW

S

K-23

N

EW

S

K-19

N

EW

S

K-18

K-26K-25

N

EW

S

N

EW

S
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4.4 ステップ１
切り合い関係による新旧検討
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4.4 ステップ１ 切り合い関係による新旧検討 －概要－

×

×

×

×

【K-2とK-4の切り合い関係】（P.4-43～4-46）

【K-2とK-1の切り合い関係】（P.4-47～4-50）

海岸部露岩域の断層会合部の調査位置図

〔ステップ１〕

会合部の切り合い関係により，新旧を明確に判断できる場合は，相対的に活動が新しいと判断したものを評価対象断層として
選定し，古いと判断したものは評価対象とせず，新しいと判断したものに評価を代表させる。

○敷地内のうち，海岸部露岩域においては，断層の切り合い関係を直接確認できる会合部が4箇所ある。断層間の新旧を明確に判断するため，
主せん断面及び内部構造の双方の観点で調和的な切り合い関係が認められるか，各会合部の観察を行った（下図→） 。

○その結果，K-2は，K-4，K-5に比べて，活動が相対的に新しいと判断されることから，K-2を評価対象断層として選定し，K-4，K-5は活動が相対
的に古いと判断されることから評価対象とせず，K-2に評価を代表させる。

○一方，K-1，K-3，K-10は切り合い関係から新旧を明確に判断できなかったことから，次ステップ以降で検討を行うこととする。

○なお，陸域においては，いずれの断層も現在確認できる露頭や詳細なスケッチがなく，新旧について，明確に判断することはできない。

【K-2とK-5の切り合い関係】（P.4-38～4-42）

【K-3とK-10の切り合い関係】（P.4-51～4-54）

【検討結果】

K-4K-2 K-3K-1K-5 K-10

切り合い関係を用いた新旧検討（海岸部露岩域）

は より活動が相対的に古いＡ Ｂ Ａ Ｂ 新旧を明確に判断できない

【検討結果】

K-5K-4 K-22

深部方向の断層分布に関する検討（P.4-55～4-57）

深部方向への連続性が乏しい

第902回審査会合 資料1
P.166 一部修正
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4.4（1） K-2とK-5の関係

4-38



Ｋ－２

Ｋ－５

Ｋ－５

Ｋ－２

K-2とK-5の会合部付近の状況（写真） K-2とK-5の会合部付近の状況（詳細スケッチ※1）

主せん断面

主せん断面

海側

陸側

凝灰角礫岩

安山岩（均質）

火山礫凝灰岩※2

固結した破砕部

4.4（1） K-2とK-5の関係 －会合部の写真及びスケッチ－

○K-2の両側にK-5が分布し，K-2とK-5の会合部においては，会合部の交差角は高角である。左下に会合部の写真を，右下に
スケッチを示す。

凡 例

※1：海岸部の会合部のスケッチ作成方法
についてはP.4-58

第902回審査会合 資料1
P.168 一部修正
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※2：火山礫凝灰岩の特徴は，補足資料2.2-1



〇主せん断面

・K-5の主せん断面は，K-2の主せん断面まで連続し，K-2の主せん断面を境に見かけ右に約20cmずれている（次頁左図中ⅰ）。

・会合部陸側のK-5の主せん断面は，K-2に近づくにつれ，北側に湾曲する（次頁左図中ⅱ）。

・会合部海側のK-5の主せん断面は，K-2付近で，局所的に北側へ湾曲する※ （次頁左図中ⅲ）。

・Ｋ-2の主せん断面は，K-5の主せん断面を境にずれはなく，全体的にほぼ直線的に分布する（次頁左図中ⅳ ）。

〇破砕部中の礫の配列等の内部構造

・会合部陸側のK-5の破砕部は，K-2の破砕部の一部を切断している（次頁右図中―） 。また，K-5の破砕部中の礫は，K-2から離れた場所で
は主せん断面とほぼ平行に配列しているが（次頁右図中ⅴ ） ，K-2の主せん断面付近で，礫の配列は北側に湾曲する（次頁右図中ⅵ ） 。

・会合部海側のK-5の破砕部中の礫は，K-2から離れた場所では主せん断面とほぼ平行に配列する（次頁右図中ⅶ ）が，K-2との会合部付近
では，礫の配列等の内部構造は不明瞭となる（次頁右図中ⅷ ） 。

・K-2の破砕部中の礫は，会合部陸側の一部がK-5の破砕部に切断されている部分を除いては，ほぼ主せん断面に平行に配列する。

4.4（1） K-2とK-5の関係 －会合部の観察結果－

○K-5の主せん断面が会合部陸側，海側ともK-2の主せん断面まで連続し，会合部陸側ではK-5の破砕部がK-2の破砕部の一部を切断してい
る状況が確認できることから，K-5がK-2を切断した時期があったと考えられる。

〇一方，K-5の主せん断面はK-2の主せん断面を境に見かけ右に約20cmずれているが，K-2の主せん断面はずらされずにほぼ直線的に分布し，
K-2の破砕部を一部切断している会合部陸側のK-5の破砕部中の礫の配列がK-2の主せん断面付近では北側へ湾曲している。このことを踏
まえ，この会合部の断層の最新活動は，K-2の見かけ右横ずれの動きによりK-5の主せん断面がずらされ，K-5の破砕部中にその痕跡を残し
たと判断した。

〇また，この見かけの右横ずれの運動方向は，2.5節で示したK-2の運動方向（条線方向から右横ずれの傾向が見られる（補足資料2.5-1(13)）と
も整合している。

＜観察結果＞

＜会合部の評価＞

〇K-2の主せん断面の活動は，K-5よりも相対的に新しいと判断されることから，K-2を評価対象断層として選定する。一方，K-5は活動が相対
的に古いと判断されることから評価対象とせず，K-2に評価を代表させる。

※会合部海側のK-5の主せん断面の局所的な北側への湾曲（K-2の見かけ右横ずれの運動方向とは整合しない）に関する考察

・会合部海側のK-5の主せん断面付近の礫の内部構造は不明瞭で，K-2の影響に伴う北側への湾曲も確認されないことから，K-5の主せん断面の北側への湾曲は，会合部以外にも
見られる局所的な曲がりと判断した。

第902回審査会合 資料1
P.169 一部修正
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Ｋ－２

Ｋ－５

Ｋ－５

Ｋ－２

K-2とK-5の会合部付近の状況（詳細スケッチ※1）

主せん断面

右拡大範囲

主せん断面

海側

陸側

ⅳ ⅵ

ⅴ

ⅶ

ⅱ

ⅲ

ⅰ

凝灰角礫岩

安山岩（均質）

火山礫凝灰岩※2

固結した破砕部

凡 例

海側及び陸側に直線的に認められる
K-5の主せん断面の延長線

見かけの変位方向

ⅷ

次頁写真範囲

【詳細スケッチ】

※1：海岸部の会合部のスケッチ作成方法
についてはP.4-58

第902回審査会合 資料1
P.170 一部修正
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K-2とK-5の会合部付近拡大写真

主せん断面

主せん断面

Ｋ－５

Ｋ－２

Ｋ－２

Ｋ－５

10cm

破砕部

【拡大写真】

第902回審査会合 資料1
P.171 再掲

4-42



4.4（2） K-2とK-4の関係
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転石

サンプリング前

4.4（2） K-2とK-4の関係 －会合部の写真及びスケッチ－

○K-2の海側にK-4が分布し，K-2とK-4の会合部においては，会合部の交差角は高角である。左下に会合部の写真を，右下に
スケッチを示す。

K-2とK-4の会合部付近の状況

サンプリングによる凹み
Ｋ－２

Ｋ－４

Ｋ－２

K-2とK-4の会合部付近の状況（詳細スケッチ※1）

凝灰角礫岩

火山礫凝灰岩※2

固結した破砕部

主せん断面

主せん断面

海側

陸側

凡 例

下写真範囲

※1：海岸部の会合部のスケッチ作成方法
についてはP.4-58

第902回審査会合 資料1
P.174 一部修正
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〇主せん断面

・K-4の主せん断面は，K-2の破砕部を境に認められなくなり， K-2の破砕部との会合部付近（次頁左図中―）で南側に湾曲する（次頁左図
中ⅰ）。

・会合部陸側には，K-4に対応する断層は認められない※ 。

・K-2の主せん断面は，全体的にほぼ直線的に分布する（次頁左図中ⅱ）。

〇破砕部中の礫の配列等の内部構造

・K-4の破砕部中の礫は，K-2から離れた場所では主せん断面とほぼ平行に配列し（次頁左図中ⅲ） ，K-2の破砕部付近では，南側に湾曲
する（次頁左図中ⅳ ） 。

・K-2の破砕部は，K-4の破砕部に切断されず， K-2の破砕部中の礫は，ほぼ主せん断面に平行に配列する。

4.4（2） K-2とK-4の関係 －会合部の観察結果－

○K-4の主せん断面及び破砕部がK-2の破砕部を切断している状況が確認できないことから，K-4がK-2を切断した時期はない。

〇一方，K-4の主せん断面はK-2の破砕部との会合部付近で南側に湾曲するが，K-2の主せん断面はほぼ直線的に分布すること，K-4の破
砕部中の礫がK-2の破砕部付近では南側へ湾曲することから，この会合部の断層の最新活動は，K-2の見かけ右横ずれの動きによりK-4
の主せん断面が引きずられ，K-4の破砕部中にその痕跡を残したと判断した。

＜観察結果＞

＜会合部の評価＞

※会合部陸側にK-4に対応する断層がないことに関する考察

・K-4は，K-2の破砕部全体に切断されていることから，K-2が形成されて以降繰り返し切断され，累積的な変位により，現在は会合部陸側にK-4に対応する断層が確認できない状況になっている
と考えられる。

・一方，K-5は，K-2の破砕部の一部を切断しているが，K-2の主せん断面には切断されている。つまり，K-5はK-2の主せん断面形成時に切断され，累積的な変位が見られないことから，会合部
付近にK-5に対応する断層があると判断した。

〇K-2の主せん断面の活動は，K-4よりも相対的に新しいと判断されることから，K-2を評価対象断層として選定する。一方，K-4は活動が相
対的に古いと判断されることから評価対象とせず，K-2に評価を代表させる。

第902回審査会合 資料1
P.175 一部修正
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海側

陸側

ⅰ

ⅱ

Ｋ－２

Ｋ－４

Ｋ－２

主せん断面

主せん断面

凝灰角礫岩

火山礫凝灰岩※2

固結した破砕部

見かけの変位方向

凡 例

海側に直線的に認められる
K-4の主せん断面の延長線

ⅳ

右写真範囲

【詳細スケッチ】

主せん断面

主せん断面

Ｋ-４

Ｋ－２

Ｋ－２

サンプリングによる凹み

K-2とK-4の会合部付近拡大写真 破砕部

20cm

【拡大写真】

K-2とK-4の会合部付近の状況（詳細スケッチ※1）

ⅲ

※1：海岸部の会合部のスケッチ作成方法
についてはP.4-58

第902回審査会合 資料1
P.176 一部修正
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4.4（3） K-2とK-1の関係
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K-2とK-1の会合部付近の状況（写真）

Ｋ－１

Ｋ－２

凝灰角礫岩

火山礫凝灰岩※2

固結した破砕部
K-2とK-1の会合部付近の状況（詳細スケッチ※1）

Ｋ－２

主せん断面

主せん断面

海側

陸側

4.4（3） K-2とK-1の関係 －会合部の写真及びスケッチ－

○ K-2の海側にK-1が分布し， K-2とK-1の会合部においては，会合部の交差角は低角であり，K-1の破砕部は，K-2の破砕部
と斜交して分布する。下に会合部の写真及びスケッチを示す。

凡 例

次々頁スケッチ範囲

※1：海岸部の会合部のスケッチ作成方法
についてはP.4-58

第902回審査会合 資料1
P.178 一部修正
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〇主せん断面

・K-1の主せん断面は，K-2の主せん断面を境に認められなくなり， K-2の主せん断面との会合部付近で南側に湾曲する（次頁左図中ⅰ） 。

・会合部陸側には，K-1に対応する断層は認められない。

・K-2の主せん断面は，全体的にほぼ直線的に分布する（次頁左図中ⅱ）。

〇破砕部中の礫の配列等の内部構造

・K-1の破砕部中の礫は，K-2から離れた場所では主せん断面とほぼ平行に配列する（次頁左図中ⅲ）が ，K-2との会合部付近で，礫の配列
等の内部構造は不明瞭となり，K-2の破砕部との明瞭な区分ができない（次頁左図中ⅳ ） 。

・K-2の破砕部中の礫は，ほぼ主せん断面に平行に配列する。

4.4（3） K-2とK-1の関係 －会合部の観察結果－

＜観察結果＞

＜会合部の評価＞

○K-1の破砕部中の礫の配列がK-2の会合部付近では不明瞭となるものの，K-1の主せん断面がK-2の主せん断面まで連続することが確認で
きることから，K-1がK-2を切断した時期があった可能性がある。

〇一方，K-1の主せん断面はK-2の主せん断面との会合部付近で南側に湾曲するが，K-2の主せん断面はほぼ直線的に分布することから，こ
の会合部の断層の最新活動は，K-2の見かけ右横ずれの動きによりK-1の主せん断面が引きずられた可能性がある。

〇ただし，上記は主せん断面の分布のみからの推定であり，K-1とK-2の内部構造の関係が確認できない。

○主せん断面の分布から，K-2の主せん断面の活動はK-1よりも相対的に新しいと考えられるが，K-1とK-2の内部構造の関係が確認できない
ことから，K-1とK-2の新旧関係は明確には判断できない。

第902回審査会合 資料1
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Ｋ－１

Ｋ－２

Ｋ－２

主せん断面

主せん断面

海側

陸側

ⅰ

ⅱ
ⅳ

ⅲ
右写真範囲

K-2とK-1の会合部付近の状況（詳細スケッチ※1）

Ｋ－２

Ｋ－２

Ｋ－1

主せん断面

破砕部

20cm

K-2とK-1の会合部付近拡大写真

主せん断面

凝灰角礫岩

火山礫凝灰岩※2

固結した破砕部

見かけの変位方向

凡 例

海側に直線的に認められる
K-1の主せん断面の延長線

【詳細スケッチ】 【拡大写真】

※1：海岸部の会合部のスケッチ作成方法
についてはP.4-58
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4.4（4） K-3とK-10の関係
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K-3とK-10の会合部付近の状況（写真）
Ｋ－１0

Ｋ－３

K-3とK-10の会合部付近の状況（詳細スケッチ※1）

Ｋ－３

主せん断面

主せん断面

海側

陸側

安山岩（角礫質）

火山礫凝灰岩※2

固結した破砕部

次々頁スケッチ範囲

4.4（4） K-3とK-10の関係 －会合部の写真及びスケッチ－

○ K-3の海側にK-10が分布し， K-3とK-10の会合部においては，会合部の交差角は低角であり，K-10の破砕部は，K-3の破砕
部と斜交して分布する。下に会合部の写真及びスケッチを示す。

凡 例

※1：海岸部の会合部のスケッチ作成方法
についてはP.4-58

第902回審査会合 資料1
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〇主せん断面

・K-10の主せん断面は，K-3の主せん断面を境に認められなくなり， K-3の主せん断面との会合部付近で南側に湾曲する（次頁左図中ⅰ） 。

・会合部陸側には，K-10に対応する断層は認められない。

・K-3の主せん断面は，全体的にほぼ直線的に分布する（次頁左図中ⅱ）。

〇破砕部中の礫の配列等の内部構造

・K-10の破砕部中の礫は，K-3から離れた場所では主せん断面とほぼ平行に配列する（次頁左図中ⅲ）が ，K-3との会合部付近で，礫の配列
等の内部構造は不明瞭となり，K-3の破砕部との明瞭な区分ができない（次頁左図中ⅳ ） 。

・K-3の破砕部中の礫は，ほぼ主せん断面に平行に配列する。

4.4（4） K-3とK-10の関係 －会合部の観察結果－

＜観察結果＞

＜会合部の評価＞

○K-10の破砕部中の礫の配列がK-3の会合部付近では不明瞭となるものの，K-10の主せん断面がK-3の主せん断面まで連続することが確認
できることから，K-10がK-3を切断した時期があった可能性がある。

〇一方，K-10の主せん断面はK-3の主せん断面との会合部付近で南側に湾曲するが，K-3の主せん断面はほぼ直線的に分布することから，こ
の会合部の断層の最新活動は，K-3の見かけ右横ずれの動きによりK-10の主せん断面が引きずられた可能性がある。

〇ただし，上記は主せん断面の分布のみからの推定であり，K-10とK-3の内部構造の関係が確認できない。

○主せん断面の分布から，K-3の主せん断面の活動はK-10よりも相対的に新しいと考えられるが，K-3とK-10の内部構造の関係が確認できな
いことから，K-3とK-10の新旧関係は明確には判断できない。
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【詳細スケッチ】 【拡大写真】

海側

陸側

ⅰ

ⅱ

ⅳ

見かけの変位方向

凡 例

海側に直線的に認められる
K-10の主せん断面の延長線

K-3

K-3

K-10

主せん断面

主せん断面

右写真範囲

ⅲ

K-3

20cm

K-3とK-10の会合部付近拡大写真

K-3

K-10

破砕部

主せん断面

主せん断面

K-3とK-10の会合部付近の状況（詳細スケッチ※1）

安山岩（角礫質）

火山礫凝灰岩※2

固結した破砕部

※1：海岸部の会合部のスケッチ作成方法
についてはP.4-58
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4.4（5） K-4，K-5，K-22の関係

○海岸部露岩域の調査

・地表面において，K-4，K-5は認められたが，K-22に対応する破砕部は認められない。

○ボーリング調査

・取水路位置において，K-4はK-5と深部方向で会合するものの，切り合い関係は不明である（右下断面図）。

・取水路位置において，K-22はK-4，K-5と深部方向で会合せず，いずれの断層も地下深部まで連続しない（右下断面図）。

・K-4，K-5，K-22が確認された取水路深度付近のEL-20m～-40mにおいて，平面的な分布を検討した結果，K-22は，K-4を越えた先のボーリング（G-1.9-27孔）で
認められなくなる（左下平面図，次頁）。

＜調査結果＞

○K-22はK-4，K-5と会合せず，いずれも深部方向への連続性が乏しい断層であることを確認した。

①-①’断面図

×
K-2K-1K-4K-5K-22

・●の位置は，BHTVにより確認した走向・傾斜を用いて，走向方向に延長させた線と本断面との交点。
・断層の線形は，地表確認位置及び破砕部確認位置（●）により最小二乗法で求めた近似直線。

平面図（断層 EL-20m） 平面図（断層 EL-30m）

平面図（断層 EL-40m）

①

①’

①

①’

①

①’

※ ※

※

×

×

×

0 20ｍ

0 20ｍ

0 20ｍ
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【取水路付近の調査で確認したK-4，K-5，K-22の破砕部性状一覧】

K-4

孔名
確認深度

（ｍ）
標高
（ｍ）

走向・傾斜
（走向は真北）

破砕部の幅
（cm）

露頭 - 地表面 N 56°W/85°NE 26※1

G-1.9-20 71.29 EL -20.49 N57°W/80°NE 5

G-1.9-27 84.69 EL -34.56 N52°W/68°NE 15

G-1.5-50 58.1付近 EL-40.0付近 想定位置に破砕部が認められない

K-5

孔名
確認深度

（ｍ）
標高
（ｍ）

走向・傾斜
（走向は真北）

破砕部の幅
（cm）

露頭 - 地表面 N 63°W/64°NE 18※1

G-1.5-35 40.06 EL -18.49 N62°W/88°NE 18

G-1.9-20 68.89 EL -19.67 N70°W/60°NE 5

G-1.5-50 46.73 EL -31.31 N69°W/72°NE 8

G-1.9-27 79.33 EL -32.13 N60°W/72°NE 10

G-1.5-80 72.4付近 EL-66.8付近 想定位置に破砕部が認められない それぞれの性状については，補足資料2.4-1(2),
ボーリング柱状図等は，データ集１，２，３

※1：露頭で確認した破砕部の幅のうち最大値を記載。

K-22

孔名
確認深度

（ｍ）
標高
（ｍ）

走向・傾斜
（走向は真北）

破砕部の幅
（cm）

露頭 - 地表面 想定位置に破砕部が認められない

G-1.9-20

81.50 EL-23.98 N25°W/85°NE 4

82.30 EL-24.26 N12°W/81°NE 10※2

82.55 EL-24.34 N12°W/73°NE 5

82.76 EL-24.42 N21°W/54°NE 4

83.07 EL-24.52 N28°W/51°NE 3

83.23 EL-24.58 N34°W/88°SW 5

G-1.9-27 81.5付近 EL- 33.1付近 想定位置に破砕部が認められない

G-1.5-35
64.79 EL -32.67 NS/67°E 1

65.18 EL-32.90 N21°W/79°NE 9※2

G-1.5-50 71.27 EL -50.11 N 21°W/76°NE 11

H-1.1-75 68.1付近 EL-59.0付近 想定位置に破砕部が認められない

コア写真（深度78～84m ）

G-1.9-27孔（孔口標高3.89m，掘進長90m，傾斜27°）

K-22
想定延長位置
（81.5ｍ付近）

78

79

80

81

82

83

79

80

81

82

83

84

深度（m） 深度（m）

• G-1.9-27孔において，K-22の想定延長範囲（深度78～84m）にK-22は認められない。

K-5確認位置
（79.33ｍ）

※2：同一孔で複数の破砕部が確認されたうち，最も幅が大きい破砕部（前頁の①-①’断面図に記載）。

H-1.1-75孔（孔口標高6.78m，掘進長120m，傾斜75°）

66

67

68

69

70

67

68

69

70

71

深度（m） 深度（m）

コア写真（深度66～71m ）

• H-1.1-75孔において，K-22の想定延長範囲（深度66～71m）にK-22は認められない。

K-22
想定延長位置
（68.1ｍ付近）
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Ｋ－２

Ｋ－５

Ｋ－５

Ｋ－２

K-2とK-5の会合部付近の写真
（2017年4月撮影）

K-2とK-5の会合部付近のスケッチ
（2017年4月作成）

主せん断面

主せん断面

海側

陸側

凝灰角礫岩

安山岩（均質）

火山礫凝灰岩

固結した破砕部

（参考）海岸部の会合部のスケッチ作成方法について

○海岸部の会合部付近の露頭は侵食等により，最大0.5m程度の起伏を伴う形状であり，K-2とK-5の会合部付近のスケッチの作成にあたっては，
会合部の地表面の標高を基準として作成している。

○K-2とK-5の会合部の南東方の岩盤は，周辺に比べて標高が高く，真上から撮影した写真（左下図）では東傾斜のK-2の断層面が周辺より高
い位置に現れ，見掛け西側へ張り出しているように見える。スケッチではK-2の断層面をK-2とK-5の会合部と同標高に補正し，描写した（右下
図）。

○なお，K-2とK-4，K-2とK-1，K-3とK-10の会合部のスケッチについても，同様な手法で作成している。

凡 例

周辺に比べて
標高が高い

K-2は東傾斜しており，上盤側
の断層上縁が周囲に比べて
標高が高いことから，見かけ
西側に張り出して見えている。

K-2の断層位置を会
合部の地表面の標
高に補正し，描写。

第1049回審査会合 資料1
P.776 再掲

4-58
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4.5 ステップ２ 系統区分・断層規模，重要施設との位置関係による検討
〔ステップ２（系統区分・断層規模による検討）〕

切り合い関係により，新旧を明確に判断できない場合は，系統区分の結果に基づき，同系統に区分される断層のうち，「断層規模が大きい断
層」※を評価対象断層として選定し，同系統で「断層規模が小さい断層」は評価対象とせず，「断層規模が大きい断層」に評価を代表させる。

位置図

※破砕部の幅の最大値または平均値のいずれかが他の断層よりも大きいものを選定する。なお，直接確認できている断層長さが大きいものについても選定する。

K-18，K-19，K-22 ，K-25，K-26 
（Ⅱ・東・逆系）については地表付
近まで連続しないため平面図には
記載していない

Ⅰ・西・逆系

Ⅰ・東・右系

Ⅱ・東・逆系

Ⅱ・西・左系

Ⅱ・西・逆系

○「４項目のデータに基づく系統区分」により，同系統に区分された断層の中か
ら，各系統で断層規模が大きい断層を選定する。

○Ⅰ・西・逆系に区分された断層はS-8のみであり，S-8を評価対象断層として
選定する。

○Ⅰ・東・右系に区分されたS-1，B-3の断層規模を比較すると，S-1が断層長さ，
破砕部の幅のいずれも最も大きいことから，S-1を評価対象断層として選定す
る。B-3は評価対象とせず，S-1に評価を代表させる。

○Ⅱ・西・逆系に区分されたS-2・S-6，K-14の断層規模を比較すると，断層長さ，
破砕部の幅の最大値はS-2・S-6，破砕部の幅の平均値はK-14が最も大きい
ことから，S-2・S-6，K-14を評価対象断層として選定する。

○Ⅱ・西・左系に区分された断層はS-4のみであり，S-4を評価対象断層として
選定する。

○Ⅱ・東・逆系に区分されたK-2，K-12，K-13，K-15～K-23，K-25，K-26の断層
規模を比較すると， 断層長さ，破砕部の幅の最大値はK-2，破砕部の幅の平
均値はK-18が最も大きいことから，K-18を評価対象断層として選定する（K-2
はステップ1で選定済）。K-12，K-13，K-15～K-17，K-19～K-23，K-25，K-26
は評価対象とせず，K-2，K-18に評価を代表させる。
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【各系統の断層規模による検討結果】

系統区分された断層

断層名
走向・傾斜 運動方向

系統区分

断層規模

検討結果
断層長さ*1

破砕部の幅

一般走向
（真北）と系統

傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部 最大値 平均値

S-8 N28°W Ⅰ 58° SW 正断層
左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

Ⅰ・西・逆系 250m 18cm 11cm 評価対象断層

S-1 N60°W Ⅰ 80～70° NE 正断層
右横ずれ逆断層
（横ずれ卓越）

Ⅰ・東・右系
780m 27cm 14cm 評価対象断層

B-3 N42°W Ⅰ 82° NE 正断層
右横ずれ逆断層
（横ずれ卓越）

60m 3cm 3cm S-1で評価

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60° NW 正断層
左・右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

Ⅱ・西・逆系
600m 108cm 29cm 評価対象断層

K-14 N7°E Ⅱ 66° NW 正断層
左・右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 40m以上 72cm 37cm 評価対象断層

S-4 N29°E Ⅱ 66° NW 正断層
左横ずれ逆断層
（横ずれ卓越）

Ⅱ・西・左系 510m 20cm 7cm 評価対象断層

K-2 N19°E Ⅱ 72° SE 正断層
右・左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

Ⅱ・東・逆系

180m以上 94cm 28cm ステップ１で選定済

K-18 N8°E Ⅱ 78° SE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 40m以上 55cm 51cm 評価対象断層

K-16 N10°W Ⅱ 67° NE 正断層
右・左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 20m以上 51cm 23cm

K-2，K-18で評価

K-15 N4°E Ⅱ 68° SE 正断層
逆断層

（縦ずれ卓越） 30m以上 33cm 14cm

K-13 N12°E Ⅱ 74° SE 正断層
左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

55m以上
300m以下

27cm 16cm

K-12 N21°W Ⅱ 72° NE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

50m以上
310m以下

21cm 13cm

K-25 N1°W Ⅱ 65° NE 正断層
逆断層

（縦ずれ卓越） 25m以上 20cm 12cm

K-21 N4°E Ⅱ 66° SE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 不明 19cm 11cm

K-17 N18°E Ⅱ 78° SE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 不明 17cm 12cm

K-23 N10°E Ⅱ 65° SE 正断層
右・左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 20m以上 17cm 8cm

K-19 N12°W Ⅱ 65° NE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 不明 11cm 8cm

K-22 N9°W Ⅱ 73° NE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 40m以上 11cm 7cm

K-26 N14°E Ⅱ 68° SE 正断層
左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 35m以上 10cm 9cm

K-20 N15°E Ⅱ 63° SE 正断層
左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 不明 6cm 5cm

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを○m以上と記載。海岸部において，延長部が海中等となる箇所は，
断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されなかった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

断層名に下線を付しているものは，重要施設の直下にある断層
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4.5 ステップ２ 系統区分・断層規模，重要施設との位置関係による検討

○系統区分されない断層のうち，ステップ１で評価した断層を除く下表の12断層
について，重要施設の直下にある断層は，断層規模に関わらず，変位・変形
の有無を確認することとし，すべて評価対象断層として選定する。

○12断層のうち，重要施設の直下にある断層であるS-5，S-7の2断層を評価対
象断層として選定する。

○系統区分されず，重要施設の直下にない10断層（S-9，K-1，K-3，K-6～K-11，
K-24）については，ステップ３で検討を行う。

重要施設との位置関係による検討結果

〔ステップ２（重要施設との位置関係による検討）〕

系統区分されない断層のうち，重要施設の直下にある断層
は，断層規模に関わらず，変位・変形の有無を確認すること
とし，すべて評価対象断層として選定する。

位置図

断層名

走向・傾斜 運動方向

系統区分
重要施設との
位置関係

検討結果一般走向
（真北）と系統

傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部*

S-7 N41°W Ⅰ 60°SW 不明
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

不明 直下にある 評価対象断層

K-24 N58°W Ⅰ 89°NE 不明 － 不明 直下にない

ステップ３で検討K-1 N4°E Ⅱ 58°SE 正断層 － 不明 直下にない

K-3 N16°E Ⅱ 70°SE 正断層 － 不明 直下にない

S-5 N4°E Ⅱ 70°SE 不明
左横ずれ正断層
（縦ずれ卓越）

不明 直下にある 評価対象断層

K-6 N2°W Ⅱ 60°NE 不明 － 不明 直下にない

ステップ３で検討

K-7 N8°W Ⅱ 88°NE 不明 － 不明 直下にない

K-8 N15°W Ⅱ 80°NE 不明 － 不明 直下にない

K-9 N10°E Ⅱ 88°SE 不明 － 不明 直下にない

K-10 N16°W Ⅱ 62°NE 不明 － 不明 直下にない

K-11 N14°E Ⅱ 70°NW 不明 － 不明 直下にない

S-9 N35°E Ⅱ 50°NW 不明 不明 不明 直下にない

系統区分されない断層

断層名に下線を付しているものは，重要施設の直下にある断層 *： - は存在しないもの
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4.6 ステップ３
隣接する断層との関係からの個別検討

概要 ・・・・・ 4-64

（1） S-9とS-1，S-2・S-6の関係 ・・・・・ 4-66

（2） K-1とK-2の関係 ・・・・・ 4-84

（3） K-6，K-7，K-8，K-9，K-10とK-2，K-3の関係・・・・・ 4-89

（4） K-11とK-3の関係 ・・・・・ 4-96

（5） K-24とK-12の関係 ・・・・・ 4-98
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4.6 ステップ３ 隣接する断層との関係からの個別検討 –概要–

○系統区分されない，かつ，重要施設の直下にないS-9，K-1，K-3，K-6，
K-7，K-8，K-9，K-10，K-11，K-24について，それぞれ隣接する断層と
の関係から個別に検討を行った結果，以下のとおりとなる。

・S-9は，隣接するS-1，S-2・S-6に囲まれて分布する断層であり，か
つ，S-1，S-2・S-6に比べて断層規模も小さいことから評価対象とせ
ず，評価対象断層として選定されているS-1，S-2・S-6に評価を代表
させる。

・K-1は，隣接するK-2を越えて連続しない断層であり，かつ，K-2に比
べて破砕部の幅も小さいことから評価対象とせず，評価対象断層とし
て選定されているK-2に評価を代表させる。

・K-6，K-7，K-8，K-9，K-10は，雁行して分布するK-2，K-3の間に挟
まれた断層群であり，かつ，K-2，K-3に比べて断層規模も小さい。
よって， K-3を評価対象断層として選定し， K-6，K-7，K-8，K-9，K-
10は評価対象とせず，評価対象断層として選定したK-2とK-3に評価
を代表させる。

・K-11は，K-3に隣接して分布する同走向の断層であり，かつ，K-3に
比べて断層規模も小さいことから評価対象とせず，評価対象断層とし
て選定されているK-3に評価を代表させる。

・K-24は，隣接するK-12を越えて連続しない断層であり，かつ，K-12
に比べて破砕部の幅も小さいことから評価対象とせず，評価対象断
層として選定されているK-2とK-18（K-12と同系統）に評価を代表させ
る。

〔ステップ３〕

系統区分されない，かつ，重要施設の直下にない断層については，それぞれの断層について隣接する断層との
関係から個別に検討し，評価対象断層か評価対象としないかを判断する。

位置図

第902回審査会合 資料1
P.193 再掲
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断層名
一般走向
（真北）

傾斜
断層規模

隣接する断層との関係からの個別検討 検討結果
断層長さ*1 破砕部の幅*2

S-9 N35°E 50°NW 85m
10㎝
(19㎝)

隣接するS-1，S-2・S-6に囲まれて分布する断層であり，かつ，S-1，S-2・
S-6に比べて断層規模も小さい（P.4-66～4-83）。

S-1，S-2・S-6で
評価

K-1 N4°E 58°SE 205m
10㎝
(19㎝)

隣接するK-2を越えて連続しない断層であり，かつ，K-2に比べて破砕部
の幅も小さい（P.4-84～4-88）。

K-2で評価

K-3 N16°E 70°SE 200m以上
12㎝
(20㎝)

雁行して分布するK-6～K-10からなる断層群をK-2とともに挟んで分布し
ており，かつ，これらの断層群に比べて断層規模が大きい(P.4-89～4-95）。

評価対象断層

K-6 N2°W 60°NE
25m以上
130m以下

7㎝
(9㎝)

雁行して分布するK-2，K-3の間に挟まれた断層群であり，かつ，K-2，K-3
に比べて断層規模も小さい(P.4-89～4-95）。

K-2，K-3で評価

K-7 N8°W 88°NE
20m以上
55m以下

8㎝
(11㎝)

K-8 N15°W 80°NE
35m以上
70m以下

11㎝
(21㎝)

K-9 N10°E 88°SE
40m以上
120m以下

7㎝
(12㎝)

K-10 N16°W 62°NE 60m
9㎝

(10㎝)

K-11 N14°E 70°NW 60m
9㎝
(9㎝)

K-3に隣接して分布する同走向の断層であり，かつ，K-3に比べて断層規
模も小さい(P.4-96，4-97）。

K-3で評価

K-24 N58°W 89°NE 105m以下
10cm
(11cm)

隣接するK-12を越えて連続しない断層であり，かつ，K-12に比べて破砕
部の幅も小さい（P.4-98～4-103）。なお，K-12は，ステップ２において，同
系統に区分され，断層規模が大きいK-2とK-18に評価を代表させている。

K-2，K-18で評価

■個別に検討を行った断層

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確
認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを○m
以上と記載。海岸部において，延長部が海中等となる箇所
は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が
確認されなかった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以
上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

断層名
一般走向
（真北）

傾斜
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

S-1 N60°W 80～70°NE 780m
14㎝
(27㎝)

S-2・S-6 N11°E 60°NW 600m
29㎝

(108㎝)

K-2 N19°E 72°SE 180m以上
28㎝
(94㎝)

K-18 N8°E 78°SE 40m以上
51cm
(55cm)

■個別検討を行う断層に隣接する断層(個別検討を行った断層を除く)

第902回審査会合資料1
P.194 一部修正
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4.6(1) S-9とS-1，S-2・S-6の関係
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4.6(1) S-9とS-1，S-2・S-6の関係

○S-9は，S-1，S-2・S-6に比べて，断層規模（断層長さ，破砕部の幅）が小さい（左下図）。

○S-9は，水平方向にS-1を越えて連続せず（右下図ⅰ，P.4-69），さらにS-2・S-6も越えて連続しない（右下図ⅱ，P.4-80） 。

○S-9は，深度方向にS-1を越えて連続せず（右下図ⅲ，P.4-70），さらにS-2・S-6も越えて連続しない（右下図ⅳ，P.4-81） 。

○以上のことを踏まえると，S-9は，隣接するS-1，S-2・S-6に囲まれて分布する断層であり，かつ，S-1，S-2・S-6に比べて断層規模も小さいこと
から，評価対象断層として選定されているS-1，S-2・S-6に評価を代表させ，評価対象としない。

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。
*2：破砕部全体の平均値（下段括弧内は最大値）

２号機 １号機

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

S-1 780m 14㎝
(27㎝)

S-2・S-6 600m 34㎝
(108㎝)

S-9 85m 10㎝
(19㎝)

右図範囲

分布図

S-9は水平方向にS-2・
S-6を越えて連続しない
（基礎掘削面：P.4-80）

S-9は水平方向にS-1を越えて連
続しない（基礎掘削面：P.4-69）

S-9は深度方向にS-1
を越えて連続しない
（ボーリング：P.4-70）

S-9は，深度方向にS-2・S-6を越え
て連続しない（ボーリング：P.4-81）

上図の作図方法は，補足資料2.3-5 P. 2.3-5-2に記載。なお，この図は，基礎掘削面のスケッチ及び
ボーリングデータを基とし，ボーリングデータから算出した各断層の平均傾斜角で，EL0m以深の断層の
推定分布を示したものである。このため，実際のボーリングコアでの断層出現標高とは異なる場合がある。

ⅰ

ⅱ

ⅲ

ⅳ

S-9とS-1，S-2・S-6の関係

第671回審査会合資料2
P.133 再掲
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S-9とS-1の関係
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位置図

基礎掘削面
スケッチ範囲

※S-9は赤，S-1は緑に着色

・基礎掘削面において，S-9の北東部は，
S-1と会合する。

・S-1との会合部において，S-9はS-1の分
岐部付近まで達しているが，S-1の主部の
構造まで連続しない（図中 ） 。

0 20m

基礎掘削面スケッチ

S-9はS-1の北東側
に連続しない

EL-2.5m

E
L
-2

.5
m

EL-6.0m

EL-7.5m

EL-10.5m

EL-3.0m

E
L
-4

.5
m

E
L
-4

.9
m

断 層

安山岩礫

凝灰角礫岩

安山岩（角礫質）

安山岩（均質）

節 理

変 質 部

凝灰質な細粒部

凡 例

※

建設当時のスケッチでは，走向は磁北表示としている。

分岐部

【S-9とS-1の位置関係（基礎掘削面）】

・S-9は水平方向にS-1を越えて連続しない。

上図の作図方法等は補足資料2.3-5 P. 2.3-5-2

第671回審査会合資料2
P.135 再掲
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・S-9（上図－）は，深部において，H-6.6孔の深度123.47m及びH-6.5孔の深度
80.75m（上図●）で認められるが，S-1（上図－）を越えた浅部のH-6.5’孔の
想定延長位置付近（上図 ）において認められない。

A-A'断面

SE→←NW
標高(m)

50

0

-50

-100

S-9は浅部の想定延
長位置付近に認めら
れない

H-6.5’

A A’

位置図

A

A’

H-6.5

この図の断層線は，周辺ボーリングでの出現

位置を基に直線的に描いている。

【S-9とS-1の位置関係（ボーリング断面）】

・S-9は深度方向にS-1を越えて連続しない。

深度
65.45ｍ

（ボーリングで確認されたS-9，S-1の破砕部の性状については次頁，
S-9が確認されなかったH-6.5'孔の想定延長位置付近の写真は
次々頁）

H-6.6

深度
123.47ｍ

深度
80.75ｍ

第671回審査会合資料2
P.136 再掲
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【S-9及びS-1のコア写真】
S-9 破砕部のコア写真 S-1 破砕部のコア写真

コア写真（H-6.5孔 深度80.75m） 下は破砕部加筆

コア写真（H-6.5孔 深度65.45m） 下は破砕部加筆

N36°E/61°NW

N9°W/55°SW

N62°E/63°NW

コア写真（H-6.6孔 深度123.47m） 下は破砕部加筆

凡 例

① 粘土状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

破砕部

第671回審査会合資料2
P.137 再掲
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コア写真（深度60～96m）

←S-9想定延長位置
（76ｍ付近）

深度（m）
深度（m）

深度（m）
深度（m）

・H-6.5'孔において想定延長位置付近にS-9は認められない。

H-6.5’孔（孔口標高11.02m，掘進長180m，斜め45°）

71

72

73

74

75

76

77

62

63

64

65

66

67

68

69

70

60

61

71

72

73

74

75

76

77

78

62

63

64

65

66

67

68

69

70

61

91

92

93

94

95

82

83

84

85

86

87

88

89

90

80

81

78

79

91

92

93

94

95

96

82

83

84

85

86

87

88

89

90

81

80

79

【H-6.5'孔 コア写真】 柱状図はデータ集１ P.10-8-21～25

S-4確認位置→
（88.58ｍ）

第671回審査会合資料2
P.138 再掲
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○H-6.5’孔は，S-9が隣接するS-1を越えて連続しないことを確認したボーリングであり，S-9に対応する破砕部は認められない。
○一方，H-6.5’孔の深度61.5mに細粒部（以下，細粒部Bと称する。）が認められるが，面構造に沿った礫の配列などの変形構造が認められないことから，破砕部ではないと判断している。
○細粒部Bについて，詳細に観察した結果，細粒部Bは粗粒部と細粒部が交互に繰り返し分布し，BHTVを確認した結果，細粒部Bを横断して直径7cm程度の安山岩礫が存在し，それは変形
を受けていないことから，細粒部Bは断層運動による破砕部ではなく，砕屑物から構成される堆積構造と考えられる（下図）。

○なお，細粒部Bが深度方向に連続するか検討した結果，細粒部Bの想定延長位置（H-6.5孔）に細粒部Bに対応するような破砕部や細粒部は認められない（次頁）。

位置図

（m）61.3 61.4 61.5 61.6 61.7 61.8 61.9

走向・傾斜：N45°W/17°SW

コア写真（H-6.5’孔 深度61.3～61.9m）

細粒部B

細粒部Bを横断するように存在する
安山岩礫が変形を受けていない

コア写真（上記写真の状態からコアを180°回転）

下写真範囲

細粒部B

（m）61.5 61.6 61.7

（m）61.4 61.5 61.6 61.7 61.8

BHTV画像 下はトレースを加筆

第1049回審査会合資料1
P.782 一部修正
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【 H-6.5’孔 深度61.5mの細粒部】



【細粒部Bの想定延長位置（H-6.5孔） 】

コア写真（Ｈ-6.5孔 深度51～55m）

深度（m）深度（m）

51

52

53

54

52

53

54

55

・Ｈ-6.5孔において想定延長位置付近に細粒部Bに対応する破砕部や
細粒部は認められない。

Ｈ-6.5孔（孔口標高11.02m，掘進長130m，傾斜62°）

柱状図はデータ集１

A-A'断面

SE→←NW
標高(m)

50

0

-50

-100

H-6.5’

A A’

H-6.5

H-6.6

細粒部B

細粒部B→
想定延長位置
深度53.1ｍ付近

細粒部B想定延長位置
深度53.1ｍ

位置図

細粒部B

第1049回審査会合資料1
P.783 再掲
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○H-6.5’孔は，S-9が隣接するS-1を越えて連続しないことを確認したボーリングであり，S-9に対応する破砕部は認められない。
○H-6.5’孔の深度76.7mに亀裂面（以下，亀裂面Cと称する。）が認められるが，亀裂の周囲に変形構造が認められないことから，破砕部ではないと判断している。
○しかし，亀裂面に条線が認められる（次頁）ことから，亀裂面Cが破砕部と仮定した場合，深度方向に連続するか検討した。
○検討の結果，亀裂面Cの想定延長位置（基礎掘削面，H-6.5孔）に亀裂面Cに対応するような破砕部は認められず，破砕部と仮定した場合でも連続性が乏しい破
砕部であることを確認した（P.4-77，4-78）。

（m）76.5 76.6 76.7 76.8 76.9

亀裂面C

位置図

走向・傾斜：N11°W/78°SW

（m）76.4 76.5 76.6 76.7 76.8 76.9 77.0

コア写真（H-6.5’孔 深度76.4～77.0m） 右はBHTV画像

BHTV画像 下はトレースを加筆

亀裂面C

第1049回審査会合資料1
P.785 一部修正
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【H-6.5’孔 深度76.7mの亀裂面】



【亀裂面Cに認められた条線】

観察面拡大写真

10 ㎜

観察面写真

30 ㎜

詳細観察写真

5 ㎜

拡大写真範囲

詳細観察範囲

条線方向

100°

概念図
※走向は真北で示す。

レイク（°）

走向N11°W
掘進方向
（45°傾斜）

観察面

傾斜78°78SW

・条線のレイクは65°R，変位センスは不明

第1049回審査会合資料1
P.786 再掲

4-76



【亀裂面Cの想定延長位置（基礎掘削面）】

亀裂面C

A-A'断面

SE→←NW
標高(m)

50

0

-50

-100

H-6.5’

A A’

H-6.5

H-6.6

亀裂面C

EL-0.2ｍ

EL-2.0ｍ

E
L
1.

0
ｍ

EL6.0ｍ

E
L
-
3.

2
ｍ

E
L
-4

.9
ｍ

EL-7.5ｍ

EL-6.0ｍ

E
L
-2

.5
ｍ

EL-10.4ｍ

E
L
-3

.0
ｍ

E
L
-1

0.
5
ｍ

右図範囲

亀裂面C
想定延長位置

・基礎掘削面において想定延長位置付近に亀裂面Cに対応する破砕部
は認められない。

１号機基礎掘削面

断層及び断層名

亀裂面C想定延長位置

位置図

第1049回審査会合資料1
P.787 再掲
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【亀裂面Cの想定延長位置（H-6.5孔） 】

コア写真（Ｈ-6.5孔 深度93～103m）

深度（m）深度（m）

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

・Ｈ-6.5孔において想定延長位置付近に亀裂面Cに対応する破砕部は
認められない。

Ｈ-6.5孔（孔口標高11.02m，掘進長130m，傾斜62°）

柱状図はデータ集１

亀裂面C

A-A'断面

SE→←NW
標高(m)

50

0

-50

-100

H-6.5’

A A’

H-6.5

H-6.6

亀裂面C

←亀裂面C
想定延長位置
深度97.8ｍ付近

亀裂面C想定延長位置
深度97.8ｍ

位置図

第1049回審査会合資料1
P.788 再掲
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S-9とS-2・S-6の関係
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位置図

基礎掘削面スケッチ範囲

※：S-9は赤，S-2・S-6は橙に着色

基礎掘削面スケッチ

E
L
5.

5m

EL6.8m

EL-2.5m

EL-3.0m

EL-10.5m

（地質未観察）

S-9想定延長位置

EL-8.0m

E
L
2.

6m

E
L
2.

4
m

E
L
-3

.0
m

E
L
2.

0m

0 20m

想定延長位置付近に
S-9は認められない

断 層

安山岩礫

凝灰角礫岩

安山岩（角礫質）

安山岩（均質）

節 理

変 質 部

凝灰質な細粒部

凡 例

※

建設当時のスケッチでは，走向は磁北表示としている。

【S-9とS-2・S-6の位置関係（基礎掘削面）】

・S-9は水平方向にS-2・S-6を越えて連続しない。

・S-9とS-2・S-6との会合部付近は，地質未観察区間
のため会合部の詳細は不明であるが，その想定延
長位置の基礎掘削面の法面においてS-9に対応す
る構造は認められない（図中 ） 。
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位置図

A-A’断面

I-6

・S-2・S-6 （右図－）は，基礎掘削面，I-6孔，さらに深部のI-5孔にも認められ，
深部に連続する。

・一方，S-9（右図－）は，基礎掘削面及びI-7孔の深度53.10m（右図●）で認めら
れるが，S-2・S-6と会合する手前のI-6孔において想定延長位置付近（右
図 ）に認められない。

基礎掘削面

I-7I-5

この図の断層線は，周辺ボーリングでの出現

位置を基に直線的に描いている。

【S-9とS-2・S-6の位置関係（ボーリング断面）】

・S-9は深度方向にS-2・S-6を越えて連続しない。

深度53.10ｍ

深度67.20ｍ

深度126.15ｍ

（ボーリングで確認されたS-9，S-2・S-6の破砕部の性状につ
いては次頁，S-9が確認されなかったI-6孔の想定延長位置
付近の写真は次々頁参照）

A A’

S-2・S-6はさらに深部
に連続する

S-9は深部の想定延
長位置付近に認めら
れない

第671回審査会合資料2
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【S-9及びS-2・S-6のコア写真】
S-9 破砕部のコア写真 S-2・S-6 破砕部のコア写真

コア写真（I-7孔 深度53.10m） 下は破砕部加筆

コア写真（I-6孔 深度67.20m）
形状が不良で破砕部の性状を確認できない

コア写真（I-5孔 深度126.15m） 下は破砕部加筆

凡 例

③-1 固結した粘土・砂状破砕部
③-2 固結した角礫状破砕部

破砕部

この写真は，層相の判断を行うため，明度を調整
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コア写真（深度80～120m）

深度（m）深度（m）深度（m）深度（m）

・I-6孔において想定延長位置付近にS-9は認められない。

←S-9想定延長位置
（97ｍ付近）

I-6孔（孔口標高19.93m，掘進長221.67m，鉛直）

【I-6孔 コア写真】 柱状図はデータ集１

この写真は，層相の判断を行うため，明度を調整
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4.6(2) K-1とK-2の関係
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4.6(2) K-1とK-2の関係

○K-1は，K-2に比べて，破砕部の幅が小さい（左下表）。

○K-1は，水平方向にK-2を越えて連続しない（下図ⅰ，次頁）。

○K-1は，深度方向にK-2を越えて連続しない（下図ⅱ，次々頁 ） 。

○以上のことを踏まえると，K-1は，隣接するK-2を越えて連続しない断層であり，かつ，K-2に比べて破砕部の幅も小さいこと
から評価対象とせず，評価対象断層として選定されているK-2に評価を代表させる。

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。
端部が確認できなかったものを○m以上と記載。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-1 205m 10㎝
(19㎝)

K-2 180m以上 28㎝
(94㎝)

海岸部露岩域の断層の分布図

×

×

×

×

×
×

× ×

×

×

×

× ×
×

K-1は深度方向にK-2を越えて連続
しない（ボーリング：次々頁）

ⅱ

××

K-1（地表面）

K-2（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

×

K-1は水平方向にK-2を
越えて連続しない
（露岩域：次頁）

ⅰ

上記以外の断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）
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【K-1とK-2の関係（露岩域）】

・K-1は水平方向にK-2を越えて連続しない。

・K-1とK-2の会合部を観察した結果，K-1はK-2を
越えて連続しないことを確認（拡大写真② ） 。

K-6

断層分布図（海岸部露岩域）

×

×

×

×

断層延長部の露岩域で断層が
認められないことを確認したもの

×

10m

右拡大写真②範囲

拡大写真①
K-1の南方付近

拡大写真②
K-1とK-2の会合部

1m

南端：K-2を越えて連続しない

左下拡大写真①範囲
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A A’

【K-1とK-2の関係（ボーリング断面）】

・K-2（右上図－）は，露岩域（右上図●） ，さらにK-1を越えた深部の
G-1.9-20孔に認められ，深部に連続する。

・一方，K-1（右上図－）は，露岩域（右上図●）で認められるが，さら
に深部のG-1.9-20孔において想定延長位置付近（右上図 ）に
認められない。

・K-1は深度方向にK-2を越えて連続しない。

（G-1.9-20孔で確認されたK-2の破砕部の性状，K-1が確認さ
れなかった想定延長位置付近の写真は次頁）

A-A'断面

K-1は想定延長位置
に認められない

G-1.9-20

露岩域 K-2K-1
G-1.9-20

位置図

←W E→

水色：想定位置にK-24が認められないボーリング
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・G-1.9-20孔において想定延長位置付近にK-1は認められない。

コア写真（G-1.9-20孔 深度46～49m）

←K-1
想定延長位置
（47.4ｍ付近）

G-1.9-20孔（孔口標高3.89m，掘進長85m，傾斜20°）

深度（m）深度（m）

46

47

48

47

48

49

【G-1.9-20孔 コア写真】

柱状図はデータ集１

K-2 破砕部のコア写真

K-1 想定延長位置付近のコア写真

コア写真（G-1.9-20孔 深度50.10m） 下は破砕部加筆

N7°E/81°SE

（m）49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4

③-1 ②-1

破砕部
②-1 砂状破砕部
③-1 固結した粘土・砂状破砕部

凡 例
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4.6(3) K-6，K-7，K-8，K-9，K-10とK-2，K-3の関係
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K-6～10（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-2，K-3（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

Ｋ－６

海岸部露岩域の断層の分布図

×

×

×

×

× ×

×

×

×

×

南方延長にK-6が認められない北方はK-2を越えて
連続しない

×
×

○雁行して分布するK-2，K-3の間のK-6，K-7，K-8，K-9，K-10は，いずれも走向・傾斜が類似する断層で，いずれもその北方及び南方延長に
おいて，断層が連続しないことを確認している(下図及びP.4-91～4-95）。

○なお，これらの断層は，K-2，K-3に比べて破砕部の幅が小さい（左下表）。

○以上のことを踏まえると，走向・傾斜が類似するK-6，K-7，K-8，K-9，K-10は，雁行して分布するK-2，K-3の間に挟まれた断層群であり，か
つ，K-2，K-3に比べて断層規模も小さい。よって，K-3を評価対象断層として選定し， K-6，K-7，K-8，K-9，K-10は評価対象とせず，評価対
象断層として選定したK-2，K-3に評価を代表させる。

4.6(3) K-6，K-7，K-8，K-9，K-10とK-2，K-3の関係

断層名
一般走向
（真北）

傾斜
（海岸部露頭）

断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-2 N19°E 72°SE 180m以上
28㎝
(94㎝)

K-3 N16°E 70°SE 200m以上
12㎝
(20㎝)

K-6 N2°W 60°NE
25m以上
130m以下

7㎝
(9㎝)

K-7 N8°W 88°NE
20m以上
55m以下

8㎝
(11㎝)

K-8 N15°W 80°NE
35m以上
70m以下

11㎝
(21㎝)

K-9 N10°E 88°SE
40m以上
120m以下

7㎝
(12㎝)

K-10 N16°W 62°NE 60m
9㎝

(10㎝)
*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを○m以上と記載。延長部が海中等とな

る箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されなかった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。
*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

Ｋ－７ 南方延長にK-7が認められない

北方でK-7が認められなくなる

南方延長にK-8が認められない

北方でK-8が認められなくなる

南方延長にK-9が
認められない

北方でK-9が認められなくなる

南方はK-3を越えて連続しない北方でK-10が認められなくなる

××
×

×

×

上記以外の断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）
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上記以外の断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-6（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-2，K-3（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

Ｋ－６

海岸部露岩域の断層の分布図

写真②

Ｋ－６

延長

5m
南端：K-6が認められない

【K-6とK-2，K-3の関係】

・K-6は，南方は露岩域まで，北方はK-2を越えて連続せず，雁行して分布するK-2，K-3の間に分布する（上図）。

・K-6は，K-2，K-3に比べて，破砕部の幅が小さい(上図左表）。

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを
○m以上と記載。延長部が海中等となる箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されな
かった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

（端部の詳細データについては，補足資料2.3-4（16））

×

×

×

×

×

×
×

× ×

×

×

×

×

南方延長にK-6が認められない（写真②）

北方はK-2を越えて連続しない（①-①’断面図）

××

×
×

低角から
H-0.2-60
H-0.2-75

低角から
Ｈ-1.1-70
Ｈ-1.1-75
Ｈ-1.1-80
Ｈ-1.1-87
Ｈ-1.1

低角から
Ｈ-0.9-40
Ｈ-0.9-50（連絡道路№3）
Ｈ-0.9-60（連絡道路№1）
Ｈ-0.9-70
Ｈ-0.9-75

E→←W

①’①

①-①’断面図

K-6
（N2°W/60°NE)

K-2
（N19°E/72°SE)

断層
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

北端：
K-6はK-2を越えた想定延長位置
の①-①’断面で確認されないた
め，K-2を越えて連続しないと判断
（補足資料2.3-4（16））

K-6 想定延長位置

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-2 180m以上
28㎝
(94㎝)

K-3 200m以上
12㎝
(20㎝)

K-6
25m以上
130m以下

7㎝
(9㎝)
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K-7（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-2，K-3（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

Ｋ－７
×

×

×

×
×

× ×

×

×

×

×

南方延長にK-7が認められない（写真②）

北方でK-7は認められ
なくなる(写真①)

×× ×

×
×

Ｋ－６

10m

写真①

5m

Ｋ－７

延長

写真②

南端：K-7が認められない

北端：K-7が認められなくなる

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-2 180m以上
28㎝
(94㎝)

K-3 200m以上
12㎝
(20㎝)

K-7
20m以上
55m以下

8㎝
(11㎝)

海岸部露岩域の断層の分布図

【K-7とK-2，K-3の関係】

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを
○m以上と記載。延長部が海中等となる箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されな
かった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

（端部の詳細データについては，補足資料2.3-4（17））

・K-7は，北方，南方延長の露岩域まで断層が連続せず，雁行して分布するK-2，K-3の間に分布する（上図）。

・K-7は，K-2，K-3に比べて，破砕部の幅が小さい(上図左表）。

×

上記以外の断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

第902回審査会合資料1
P.203 一部修正

4-92

紫字：第1073回審査会合以降の変更箇所



K-8（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-2，K-3 （地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

×

×

×

×

× ×

×

×

×

×

南方延長にK-8が認
められない（写真②）

北方でK-8が認められ
なくなる（写真①）

×× ×

×
×

×

Ｋ－６

10m

写真①

北端：K-8が認められなくなる

5m

Ｋ－８

延長

写真②

南端：K-8が認められない

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-2 180m以上
28㎝
(94㎝)

K-3 200m以上
12㎝
(20㎝)

K-8
35m以上
70m以下

11㎝
(21㎝)

海岸部露岩域の断層の分布図
*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを

○m以上と記載。延長部が海中等となる箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されな
かった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

【K-8とK-2，K-3の関係】

（端部の詳細データについては，補足資料2.3-4（18））

・K-8は，北方，南方延長の露岩域まで断層が連続せず，雁行して分布するK-2，K-3の間に分布する（上図）。

・K-8は，K-2に比べて，破砕部の幅が小さい(上図左表）。

×

上記以外の断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）
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K-9（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-2，K-3 （地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

南方延長にK-9が認められない
（写真②）

北方でK-9が認められなくなる
（写真①）

×× ×

×
×

×

×

10m

写真①

北端：K-9が認められなくなる

10m

写真②

Ｋ－９

延長

5m

南端：K-9が認められない

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-2 180m以上
28㎝
(94㎝)

K-3 200m以上
12㎝
(20㎝)

K-9
40m以上
120m以下

7㎝
(12㎝)

海岸部露岩域の断層の分布図

【K-9とK-2，K-3の関係】

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを
○m以上と記載。延長部が海中等となる箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されな
かった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

（端部の詳細データについては，補足資料2.3-4（19））

・K-9は，北方，南方延長の露岩域まで断層が連続せず，雁行して分布するK-2，K-3の間に分布する（上図）。

・K-9は，K-2，K-3に比べて，破砕部の幅が小さい(上図左表）。

×

上記以外の断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）
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K-10（地表面）

K-2，K-3 （地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

南方はK-3を越えて連続しない
（写真②）

北方でK-10が認められなくなる
（写真①）

×× ×

×
×

×

×

10m

写真①

北端：K-10が認められなくなる

写真②

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-2 180m以上
28㎝
(94㎝)

K-3 200m以上
12㎝
(20㎝)

K-10 60m
9㎝

(10㎝)

海岸部露岩域の断層の分布図

【K-10とK-2，K-3の関係】

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを
○m以上と記載。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

（端部の詳細データについては，補足資料2.3-4（20））

・K-10は，北方は露岩域を，南方はK-3を越えて連続せず，雁行して分布するK-2，K-3の間に分布する（上図）。

・K-10は，K-2，K-3に比べて，破砕部の幅が小さい(上図左表）。

1m

K-3

南端：K-3を越えて連続しない

×

上記以外の断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）
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K-11（地表面）

K-3 （地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

×

×

×

×

×

×

×

北方でK-11が認めら
れなくなる（写真①）

×× ×

×
×

×

×

南方でK-11が認めら
れなくなる写真②）×

×

写真①
写真②

10m

南端：K-11が認められなくなる

10m

北端：K-11が認められなくなる

4.6(4) K-11とK-3の関係

海岸部露岩域の断層の分布図

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-3 200m以上
12㎝
(20㎝)

K-11 60m
9㎝
(9㎝)

○K-11は，K-3と隣接して並走する断層で，北方，南方の露岩域において，断層が連続しないことを確認している（下図） 。

○なお，K-11は，K-3に比べて破砕部の幅が小さい（下左表）。

○K-11は，K-3に隣接して分布する同走向の断層であり，かつ，K-3に比べて断層規模も小さいことから評価対象とせず，評価対象断層として
選定されているK-3に評価を代表させる。

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを
○m以上と記載。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

（端部の詳細データについては，補足資料2.3-4（21））

×

上記以外の断層（地表面）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）
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4.6(5) K-24とK-12の関係

○K-24は，K-12に比べて，破砕部の幅が小さい（左下表）。

○K-24は，水平方向にK-12を越えて連続しない（下図ⅰ，次頁）。

○K-12は，ステップ２において，同系統に区分され，断層規模が大きいK-2とK-18に評価を代表させている（右下表）。

○以上のことを踏まえると，K-24は，隣接するK-12を越えて連続しない断層であり，かつ，K-12に比べて破砕部の幅も小さいことから評価対象
とせず，評価対象断層として選定されているK-2とK-18（K-12と同系統）に評価を代表させる。

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。
端部が確認できなかったものを○m以上と記載。海岸部において，延長部が海中等と
なる箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されなかっ
た地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

断層名
断層規模

断層長さ*1 破砕部の幅*2

K-24 105m以下 10㎝
(11㎝)

K-12 50m以上
310m以下

13㎝
(21㎝)

断層名
走向・傾斜 運動方向

系統区分

断層規模

検討結果
断層長さ*1

破砕部の幅

一般走向
（真北）と系統

傾斜 固結した破砕部 粘土状破砕部 最大値 平均値

K-2 N19°E Ⅱ 72° SE 正断層
右・左横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

Ⅱ・東・逆系

180m以上 94cm 28cm 評価対象断層

K-18 N8°E Ⅱ 78° SE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越） 40m以上 55cm 51cm 評価対象断層

K-12 N21°W Ⅱ 72° NE 正断層
右横ずれ逆断層
（縦ずれ卓越）

50m以上
310m以下

21cm 13cm K-2，K-18で評価

ステップ2の検討結果

調査位置図

K-12（EL-20m)， K-24（EL-20m)

水色：想定位置にK-24が認められないボーリング

K-24

取水路

K-12，K-24以外の断層（EL 0m)

（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-24は水平方向にK-12
を越えて連続しない
（ボーリング：次頁）

ⅰ
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A A’

【K-24とK-12の関係（ボーリング断面）】

・K-12（左上図－）は，連絡道路 ，さらにK-24を越えた北方延長の
G’-1.5-30孔に認められ（右上図●），取水路まで連続する。

・一方，K-24（左上図－）は，連絡道路で認められるが，北方延長の
G’-1.5-30孔において想定延長位置付近（右上図 ）に認められ
ない。

・K-24は水平方向にK-12を越えて連続しない。

（K-24が確認されなかった想定延長位置付近の写真は次頁）

A-A'断面

K-24は想定延長位置
に認められない

G’-1.5-30

K-12

位置図

←W E→

K-12 破砕部のコア写真

コア写真（G’-1.5-30孔 深度65.67m） 下は破砕部加筆

（m）65.4 65.5 65.6 65.7 65.8 65.9 66.0

③-1③-2 N31°W/74°NE
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【G’-1.5-30孔 コア写真】

G’-1.5-30孔（孔口標高4.65m，掘進長90m，傾斜30°） 柱状図はデータ集１

深度（m） 深度（m） 深度（m） 深度（m） 深度（m） 深度（m）

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

コア写真（深度19～79m ）

・G’-1.5-30孔において想定延長位置付近にK-24は認められない。

K-24
想定延長位置
（56.2ｍ付近）

【想定延長範囲に認められた破砕部について】

・深度 ：47.69～47.80m
・走向傾斜 ：N16°E/77°SE
・記事 ：厚さ6.4～8.4cmの破砕部からなる。
⇒K-13の破砕部（補足資料2.4-1(2)）。
走向・傾斜がK-24（N58°W/89°NE)と異なる。

・深度 ：48.04～48.07m
・走向傾斜 ：N5°E/75°SE
・記事 ：厚さ0.8～2.2cmの破砕部からなる。
⇒ K-13の破砕部（補足資料2.4-1(2)）。
走向・傾斜がK-24（N58°W/89°NE)と異なる。

・深度 ：65.59～65.67m
・走向傾斜 ：N31°W/74°NE
・記事 ：厚さ4.2～7.1cmの破砕部からなる。
⇒K-12の破砕部（前頁）。
走向・傾斜がK-24（N58°W/89°NE)と異なる。
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○G’-1.5-30孔は，K-24が隣接するK-12を越えて連続しないことを確認したボーリングであり，K-24に対応する破砕部は認められない。
○一方，G’-1.5-30孔の深度36.6mに軟質部（以下，軟質部Aと称する。）が認められるが，軟質部の周囲に変形構造が認められないことから，破砕部ではないと判
断している。

○しかし，グラウトにより内部構造が乱され，破砕部か否か明確に判断できないことから，軟質部Aが破砕部と仮定した場合，周囲に連続するかどうか検討した。
○検討の結果，軟質部Aの想定延長位置（取水路沿いのボーリング調査結果）に破砕部は認められず，破砕部と仮定した場合でも連続性が乏しい破砕部であるこ
とを確認した（次頁）。

位置図

（m）36.4 36.5 36.6 36.7 36.8

BHTV画像 下はトレースを加筆

走向・傾斜：N50°E/21°NW

K-13 K-12

K-6

K-4

K-5

K-1 K-2

K-24

軟質部A

本コアには一部，グラウト影響（白色～灰色）が認められる。

コア写真（G’-1.5-30孔 深度36.3～36.9m）

（m）36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9

軟質部A
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位置図

K-13

K-12

K-6

K-4

K-5

K-1 K-2

K-24

軟質部A

断層（EL 0ｍ）鉛直ボーリング孔

斜めボーリング孔

基礎掘削面

凡例

(破線はさらに延長する可能性のある箇所)

A

A’

【軟質部Aの想定延長位置（取水路沿いのボーリング調査結果） 】

低角から
H-0.2-60
H-0.2-75

低角から
Ｈ-1.1-70
Ｈ-1.1-75
Ｈ-1.1-80
Ｈ-1.1-87
Ｈ-1.1

低角から
Ｈ-0.9-40
Ｈ-0.9-50（連絡道路№3）
Ｈ-0.9-60（連絡道路№1）
Ｈ-0.9-70
Ｈ-0.9-75

E→←W

A’A

1

2

3

4

5

6

7

K-2

K-22

・取水路沿いのボーリング調査において想定延長位置付近に軟質部A
に対応する破砕部は認められない。

連続性が乏しい破砕部
（数字は一覧表の№を記載）

断層（主部を太線で表記）
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

No. 孔名
確認深度
（ｍ）

走向・傾斜
（走向は真北）

1 H-1.5-95 33.59 N65°E/42°NW

2 H-1.5-95 105.26 N35°W/79°NE

3 H-1.3-88 27.67 N2°E/76°SE

4 H-1.3-88 47.96 N64°E/69°NW

5 H-1.3-88 156.84 N49°E/57°NW

6 H-1.1 29.63 N48°E/56°NW

7 H-0.2-60 22.77 N26°W/62°NE

A-A'断面

コア写真（Ｈ-1.1-75孔 深度19～23m）

深度（m）

19

20

21

Ｈ-1.1-75孔（孔口標高6.78m，掘進長120m，傾斜75°）

22

20

21

22

23

←軟質部A
想定延長位置
深度21.4ｍ付近

軟質部A 想定延長位置
H-1.1-75 深度21.4ｍ
走向・傾斜：N50°E/21°NW

深度（m）
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4.7 評価対象断層の選定 まとめ

■評価対象断層の選定を，下記の手順に基づき，検討した。

➢ 〔隣接する断層に並走する小規模な断層の検討〕

・B-1及びB-2については，隣接するS-1及びS-2・S-6に並走する小規模な断層であり，水平方向・
深度方向の分布の関係，断層形成過程に関する知見に照らした検討により，B-1はS-1の一部，
B-2はS-2・S-6の一部と判断。

➢ 〔４項目のデータに基づく系統区分〕

・「走向」，「傾斜」，「運動方向（固結した破砕部）」，「運動方向（粘土状破砕部）」の4項目のデータ
に基づく系統区分を行った結果，走向がⅠ系，傾斜が高角の西傾斜で，運動方向（粘土状破砕
部）が左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）のⅠ・西・逆系（S-8），傾斜が高角の東傾斜で，運動方向
（粘土状破砕部）が右横ずれ逆断層（横ずれ卓越）のⅠ・東・右系（S-1，B-3），左横ずれ正断層
（縦ずれ卓越）のⅠ・東・正系（K-4），走向がⅡ系，傾斜が高角の西傾斜で，運動方向（粘土状破
砕部）が左・右横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）のⅡ・西・逆系（S-2・S-6，K-14），左横ずれ逆断層
（横ずれ卓越）のⅡ・西・左系（S-4），傾斜が高角の東傾斜で，運動方向（粘土状破砕部）が右・
左横ずれ逆断層（縦ずれ卓越）のⅡ・東・逆系（K-2，K-12，K-13，K-15～K-23，K-25，K-26）の6
系統が確認された。

➢ 〔ステップ１ 切り合い関係による新旧検討〕
・会合部の詳細地質観察に基づいた「切り合い関係による新旧検討」の結果，海岸部のK-2は，K-

4，K-5より相対的に活動が新しいことから，「評価対象断層」として選定。 相対的に活動が古い
K-4，K-5は評価対象とせず，K-2に評価を代表させる。なお，陸域については，いずれの断層も
現在確認できる露頭や詳細なスケッチがなく，新旧を明確に判断することはできない。

➢ 〔ステップ２ 系統区分・断層規模，重要施設との位置関係による検討〕
・切り合い関係により新旧を明確に判断できない断層については，系統区分の結果に基づき，同
系統に区分された断層のうち，断層規模（断層長さ，破砕部の幅）が大きいⅠ・西・逆系でS-8，
Ⅰ・東・右系でS-1，Ⅱ・西・逆系でS-2・S-6とK-14，Ⅱ・西・左系でS-4，Ⅱ・東・逆系でK-18を「評
価対象断層」として選定。同系統内で断層規模の小さいB-3，K-12，K-13，K-15～K-17，K-19～
K-23，K-25，K-26は評価対象とせず，断層規模の大きい断層に評価を代表させる。
・さらに，系統区分されない断層のうち，重要施設の直下にあるS-5，S-7を「評価対象断層」として
選定。

➢ 〔ステップ３ 隣接する断層との関係からの個別検討〕
・系統区分されない，かつ，重要施設の直下にない断層であるS-9は，隣接するS-1，S-2・S-6に
囲まれて分布し，さらにS-1，S-2・S-6に比べ断層規模も小さいことから評価対象とせず，〔ステッ
プ２〕において評価対象断層として選定されているS-1，S-2・S-6に評価を代表させる。
・系統区分されない，かつ，重要施設の直下にない断層であるK-1は隣接するK-2を越えて連続せ
ず，K-2に比べ破砕部の幅も小さいことから，評価対象とせず，〔ステップ１〕において評価対象断
層として選定されているK-2に評価を代表させる。
・系統区分されない，かつ，重要施設の直下にない断層であるK-3，K-6，K-7，K-8，K-9，K-10，

K-11のうち，K-6～K-11は雁行して分布するK-2，K-3の間に挟まれて分布，あるいは，隣接して
分布し，さらにK-2，K-3に比べ断層規模も小さい。このことから， K-3を「評価対象断層」として選
定し，K-6～K-11は評価対象とせず，K-3と〔ステップ１〕において評価対象断層として選定されて
いるK-2に評価を代表させる。
・系統区分されない，かつ，重要施設の直下にない断層であるK-24は隣接するK-12を越えて連続
せず，K-12に比べて破砕部の幅も小さいことから，評価対象とせず，〔ステップ１〕〔ステップ２〕に
おいて評価対象断層として選定されているK-2とK-18（K-12と同系統）に評価を代表させる。

⇒ S-1，S-2・S-6，S-4，S-5，S-7，S-8，K-2，K-3，K-14，K-18（10本）を評価対象断層として選定
する。

系統区分
されているか

Yes

〔ステップ２〕

評価対象としない

新旧関係
（切り合い関係）

評価対象断層

新しい
（他断層を切る）

古い
（他断層に切られる）

K-2（Ⅱ・東・逆系） K-4 （Ⅰ・東・正系），K-5

重要施設との
位置関係

直下に
ある

No

評価対象としない

隣接する断層
との関係から
個別に検討

S-9，K-1，K-6，K-7，K-8，K-9，K-10，K-11，K-24

〔ステップ１〕

〔ステップ３〕

評価対象断層

評価対象断層

K-3

直下にない

系統区分されない，かつ，重要施設の
直下にない断層

12本

10本

断層規模
（同系統で比較）

評価対象断層

大きい※ 小さい

19本

評価対象としない

S-8 （Ⅰ・西・逆系），

S-1 （Ⅰ・東・右系） ，
S-2・S-6，K-14 （Ⅱ・西・逆系），

S-4 （Ⅱ・西・左系）

K-18 （Ⅱ・東・逆系）

B-3 （Ⅰ・東・右系） ，
K-12，K-13，K-15，K-16，K-17，K-19，
K-20，K-21，K-22，K-23，K-25，K-26
（Ⅱ・東・逆系）

S-5，S-7

Yes 切り合い関係で
新旧を明確に
判断できるか

No

4項目のデータに基づく系統区分

断層名に下線を付しているものは，
重要施設の直下にある断層

3本

31本

陸域・海岸部の断層（36本）

隣接する断層に並走する小規模な断層の検討

B-1はS-1の一部，B-2はS-2・S-6の一部

Ⅰ・西・逆系，Ⅰ・東・右系，Ⅰ・東・正系，
Ⅱ・西・逆系，Ⅱ・西・左系，Ⅱ・東・逆系
の6系統

34本

※ 破砕部の幅の最大値または平均値のいずれかが
他の断層よりも大きいものを選定
なお，直接確認できている断層長さが大きいものに
ついても選定

第902回審査会合資料1
P.214 再掲

4-105

1本 2本

6本 13本

2本

1本 9本



【一覧表（1/2）】

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを○m以上と記載。
延長部が海中等となる箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されなかった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）
*3：B-1及びB-2については，隣接するS-1及びS-2・S-6に並走する小規模な断層であり，水平方向・深度方向の分布の関係，断層形成過程に関する知見に照らした検討により，B-1はS-1の一部，B-2はS-2・S-6の一部と判断。

断層名

断層名に下線を
付しているものは，
重要施設の直下
にある断層

一般走向と系統

（真北）
傾斜

断層

長さ*1

破砕部

の幅*2

評価対象断層の選定

〔ステップ１〕

切り合い関係

による新旧検討

〔ステップ２〕 〔ステップ３〕

隣接する断層との

関係からの個別検討

検討結果
系統区分・断層規模

による検討
重要施設との位置関

係による検討

K-2 N19°E Ⅱ 72°SE 180m以上
28㎝

(94㎝)

K-4とK-5の主せん断面と内部構造に影響

を与えていることから，相対的に新しいこと

が明確

評価対象断層

K-4 N56°W Ⅰ 85°NE 45m以上
13㎝

(26㎝)

主せん断面，内部構造がK-2の影響を受け

ていることから，相対的に古いことが明確
K-2で評価

K-5 N63°W Ⅰ 64°NE 75m以上
11㎝

(18㎝)

主せん断面，内部構造がK-2の影響を受け

ていることから，相対的に古いことが明確

S-8 N28°W Ⅰ 58°SW 250m
11㎝

(18㎝)
Ⅰ・西・逆系 評価対象断層

S-1 N60°W Ⅰ 80～70°NE 780m
14㎝

(27㎝) Ⅰ・東・右系で断層長さ，

破砕部の幅最大
評価対象断層

（B-1）＊3 N49°W Ⅰ 86°NE 100m
6㎝

(10㎝)

B-3 N42°W Ⅰ 82°NE 60m
3㎝

(3㎝)
Ⅰ・東・右系 S-1で評価

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60°NW 600m
29㎝

(108㎝) Ⅱ・西・逆系で断層長さ，

破砕部の最大幅最大
評価対象断層

（B-2）＊3 N12°E Ⅱ 60°NW 50m
6㎝

(10㎝)

K-14 N7°E Ⅱ 66°NW 40m以上
37㎝

(72㎝)

Ⅱ・西・逆系で

破砕部の平均幅最大
評価対象断層

S-4 N29°E Ⅱ 66°NW 510m
7㎝

(20㎝)
Ⅱ・西・左系 評価対象断層

K-18 N8°E Ⅱ 78°SE 40m以上
51㎝

(55㎝)

Ⅱ・東・逆系で

破砕部の平均幅最大
評価対象断層

K-12 N21°W Ⅱ 72°NE
50m以上

310m以下

13㎝
(21㎝)

Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-13 N12°E Ⅱ 74°SE
55m以上

300m以下

16㎝
(27㎝)

K-15 N4°E Ⅱ 68°SE 30m以上
14㎝
(33㎝)

K-16 N10°W Ⅱ 67°NE 20m以上
23㎝
(51㎝)

K-17 N18°E Ⅱ 78°SE 不明
12㎝
(17㎝)

K-19 N12°W Ⅱ 65°NE 不明
8㎝

(11㎝)

K-20 N15°E Ⅱ 63°SE 不明
5㎝
(6㎝)

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系
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断層名

断層名に下線を
付しているものは，
重要施設の直下
にある断層

一般走向と系統

（真北）
傾斜 断層長さ*1

破砕部

の幅*2

評価対象断層の選定

〔ステップ１〕

切り合い関係

による新旧検討

〔ステップ２〕 〔ステップ３〕

隣接する断層との

関係からの個別検討

検討結果
系統区分・断層規模

による検討
重要施設との位置関係

による検討

K-21 N4°E Ⅱ 66°SE 不明
11㎝
(19㎝)

Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-22 N9°W Ⅱ 73°NE 40m以上
7㎝

(11㎝)

K-23 N10°E Ⅱ 65°SE 20m以上
8㎝

(17㎝)

K-25 N1°W Ⅱ 65°NE 25m以上
12cm
(20cm)

K-26 N14°E Ⅱ 68°SE 35m以上
9cm

(10cm)

S-5 N4°E Ⅱ 70°SE 70m
3㎝

(7㎝)
直下にある 評価対象断層

S-7 N41°W Ⅰ 60°SW 190m
10㎝

(25㎝)
直下にある 評価対象断層

K-3 N16°E Ⅱ 70°SE 200m以上
12㎝

(20㎝)
直下にない

雁行して分布するK-6～K-10からなる断層群をK-
2とともに挟んで分布しており，かつ，これらの断層
群に比べて断層規模が大きいことから，評価対象
断層として選定

評価対象断層

S-9 N35°E Ⅱ 50°NW 85m
10㎝

(19㎝)
直下にない

隣接するS-1，S-2・S-6に囲まれて分布する断層
であり，かつ，S-1，S-2・S-6に比べて断層規模も
小さいことから，評価対象断層として選定されてい
るS-1，S-2・S-6に評価を代表

S-1，S-2・S-6で評価

K-1 N4°E Ⅱ 58°SE 205m
10㎝

(19㎝)
直下にない

隣接するK-2を越えて連続しない断層であり，かつ，
K-2に比べて破砕部の幅も小さいことから，評価対
象断層として選定されているK-2に評価を代表

K-2で評価

K-6 N2°W Ⅱ 60°NE
25m以上

130m以下

7㎝

(9㎝)
直下にない

K-6，K-7，K-8，K-9，K-10は，いずれも雁行して分
布するK-2，K-3の間に挟まれた断層群であり，か
つ，K-2，K-3に比べて断層規模も小さいことから，
評価対象断層として選定されているK-2，K-3に評
価を代表

K-2，K-3で評価

K-7 N8°W Ⅱ 88°NE
20m以上

55m以下

8㎝

(11㎝)
直下にない

K-8 N15°W Ⅱ 80°NE
35m以上

70m以下

11㎝

(21㎝)
直下にない

K-9 N10°E Ⅱ 88°SE
40m以上

120m以下

7㎝

(12㎝)
直下にない

K-10 N16°W Ⅱ 62°NE 60m
9㎝

(10㎝)
直下にない

K-11 N14°E Ⅱ 70°NW 60m
9㎝

(9㎝)
直下にない

K-3に隣接して分布する同走向の断層であり，か
つ，K-3に比べて断層規模も小さいことから，評価
対象断層として選定されているK-3に評価を代表

K-3で評価

K-24 N58°W Ⅰ 89°NE 105m以下
10cm

(11cm)
直下にない

隣接するK-12を越えて連続しない断層であり，か
つ，K-12に比べて断層規模も小さいことから，評価
対象断層として選定されているK-2とK-18（K-12と
同系統）に評価を代表

K-2，K-18で評価

*1：露頭もしくはボーリングにより破砕部が認められないことを確認した地点までの長さ。端部が確認できなかったものを○m以上と記載。
延長部が海中等となる箇所は，断層を直接確認した長さ及び延長の露岩域等で断層が確認されなかった地点までの長さをそれぞれ算定し，○m以上○m以下という記載とした。

*2：すべての破砕部の平均値（下段括弧内は最大値）

【一覧表（2/2）】

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系
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K-10

防潮堤基礎部

２号機 １号機

赤色は評価対象断層

平面図

Ⓐ－Ⓐ’断面図
（調査位置の断層線を走向・傾斜を基に延長した図）

Ⓐ’

Ⓐ

【位置図】

←NW SE→
Ⓑ’Ⓑ

Ⓑ-Ⓑ’断面図
（調査位置の断層線を走向・傾斜を基に延長した図）

凡例

E→←W
Ⓐ’Ⓐ

断層
（破線はさらに延長する可能性のある箇所）

K-12
K-13K-2

K-14
K-15K-16

K-18

K-19

K-20
K-22K-23

K-1

K-4K-5

K-20K-21

K-17

K-25

K-26

補機冷却水
取水路

K-18，K-19，K-22，K-25，K-26については，地表付近まで
連続しないため，EL0mでの延長位置を で図示
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【断層一覧表】

断層名

性状 運動方向
重要施設との
位置関係

系統区分 検討結果一般走向と系統
（真北）

傾斜 断層長さ
破砕部の幅 粘土状破砕部の幅

破砕部の分類 破砕部の鉱物組成 固結した破砕部 粘土状破砕部
条線
方向平均値 最大値 平均値 最大値

S-1 N60°W Ⅰ 80～70°NE 780m 14㎝ 27㎝ 1㎝ 6㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Mi,Sm,Hem,Mgh 正断層 右横ずれ逆断層 横ずれ 直下にない Ⅰ・東・右系 評価対象断層

S-2・S-6 N11°E Ⅱ 60°NW 600m 29㎝ 108㎝ 3㎝ 17㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem
見かけ右横ずれ

正断層
左横ずれ逆断層
右横ずれ逆断層

縦ずれ 直下にある Ⅱ・西・逆系 評価対象断層

S-4 N29°E Ⅱ 66°NW 510m 7㎝ 20㎝ 2㎝ 10㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hy,Hem 正断層 左横ずれ逆断層 横ずれ 直下にある Ⅱ・西・左系 評価対象断層

S-5 N4°E Ⅱ 70°SE 70m 3㎝ 7㎝ 2㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 左横ずれ正断層 縦ずれ 直下にある 不明 評価対象断層

S-7 N41°W Ⅰ 60°SW 190m 10㎝ 25㎝ 2㎝ 5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Hbl,Sm,Cpt,Hem 不明 右横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある 不明 評価対象断層

S-8 N28°W Ⅰ 58°SW 250m 11㎝ 18㎝ 1㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem,Py 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅰ・西・逆系 評価対象断層

S-9 N35°E Ⅱ 50°NW 85m 10㎝ 19㎝ ﾌｨﾙﾑ状 ﾌｨﾙﾑ状 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 不明 横ずれ 直下にない 不明 S-1，S-2・S-6で評価

B-1 N49°W Ⅰ 86°NE 100m 6㎝ 10㎝ 0.3㎝ 0.5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 不明 不明 横ずれ 直下にない 不明 S-1の一部と評価

B-2 N12°E Ⅱ 60°NW 50m 6㎝ 10㎝ 3㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem 不明 左横ずれ逆断層 横ずれ 直下にある 不明 S-2・S-6の一部と評価

B-3 N42°W Ⅰ 82°NE 60m 3㎝ 3㎝ 2㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 横ずれ 直下にない Ⅰ・東・右系 S-1で評価

K-1 N4°E Ⅱ 58°SE 205m 10㎝ 19㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 正断層 － － 直下にない 不明 K-2で評価

K-2 N19°E Ⅱ 72°SE 180m以上 28㎝ 94㎝ 2㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在）
Qtz,Crs,Trd,Pl,Px,Sm,

Sep,Hem,Php
見かけ右横ずれ

正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 評価対象断層

K-3 N16°E Ⅱ 70°SE 200m以上 12㎝ 20㎝ － － 固結した破砕部 Crs,Pl,Px,Sm,Hem
見かけ右横ずれ

正断層
－ － 直下にない 不明 評価対象断層

K-4 N56°W Ⅰ 85°NE 45m以上 13㎝ 26㎝ 4㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Trd,Pl,Px,Sm,Hem 正断層 左横ずれ正断層 縦ずれ 直下にある Ⅰ・東・正系 K-2で評価

K-5 N63°W Ⅰ 64°NE 75m以上 11㎝ 18㎝ 0.6㎝ 0.7㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm 正断層 不明 横ずれ 直下にある 不明 K-2で評価

K-6 N2°W Ⅱ 60°NE
25m以上
130m以下

7㎝ 9㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Sm,Hem 不明 － － 直下にない 不明 K-2，K-3で評価

K-7 N8°W Ⅱ 88°NE
20m以上
55m以下

8㎝ 11㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － － 直下にない 不明 K-2，K-3で評価

K-8 N15°W Ⅱ 80°NE
35m以上
70m以下

11㎝ 21㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － － 直下にない 不明 K-2，K-3で評価

K-9 N10°E Ⅱ 88°SE
40m以上
120m以下

7㎝ 12㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm 不明 － － 直下にない 不明 K-2，K-3で評価

K-10 N16°W Ⅱ 62°NE 60m 9㎝ 10㎝ － － 固結した破砕部 Crs,Pl,Px,Sm,Hem 不明 － － 直下にない 不明 K-2，K-3で評価

K-11 N14°E Ⅱ 70°NW 60m 9㎝ 9㎝ － － 固結した破砕部 Pl,Px,Sm,Hem 不明 － － 直下にない 不明 K-3で評価

K-12 N21°W Ⅱ 72°NE
50m以上

310ｍ以下
13㎝ 21㎝ 1㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-13 N12°E Ⅱ 74°SE
55m以上

300ｍ以下
16㎝ 27㎝ 2㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem,Px 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-14 N7°E Ⅱ 66°NW 40m以上 37㎝ 72㎝ 2㎝ 3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem,Php 正断層
左横ずれ逆断層
右横ずれ逆断層

縦ずれ 直下にある Ⅱ・西・逆系 評価対象断層

K-15 N4°E Ⅱ 68°SE 30m以上 14㎝ 33㎝ 0.4㎝ 0.7㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-16 N10°W Ⅱ 67°NE 20m以上 23㎝ 51㎝ 2㎝ 5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-17 N18°E Ⅱ 78°SE 不明 12㎝ 17㎝ 0.5㎝ 2㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Tod,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-18 N8°E Ⅱ 78°SE 40m以上 51㎝ 55㎝ 3㎝ 4㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 評価対象断層

K-19 N12°W Ⅱ 65°NE 不明 8㎝ 11㎝ 0.2㎝ 0.5㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Mi,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にない Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-20 N15°E Ⅱ 63°SE 不明 5㎝ 6㎝ 0.2㎝ 0.3㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Qtz,Pl,Sm 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-21 N4°E Ⅱ 66°SE 不明 11㎝ 19㎝ 1㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-22 N9°W Ⅱ 73°NE 40m以上 7㎝ 11㎝ 0.6㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Px,Sm,Hem 正断層 右横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-23 N10°E Ⅱ 65°SE 20m以上 8㎝ 17㎝ 0.4㎝ 1㎝ 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Px,Sm,Hem 正断層
右横ずれ逆断層
左横ずれ逆断層

縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-24 N58°W Ⅰ 89°NE 105m以下 10cm 11cm － － 固結した破砕部（砂状破砕部を介在） 不明 不明 － － 直下にない 不明 K-2，K-18で評価

K-25 N1°W Ⅱ 65°NE 25m以上 12cm 20cm 0.2cm 0.2cm 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Crs,Pl,Sm,Hem 正断層 逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

K-26 N14°E Ⅱ 68°SE 35m以上 9cm 10cm 1cm 2cm 固結した破砕部（粘土状破砕部を介在） Pl,Sm,Hem 正断層 左横ずれ逆断層 縦ずれ 直下にある Ⅱ・東・逆系 K-2，K-18で評価

(鉱物組成の略名）
Qtz：石英 Crs：クリストバライト Trd：トリディマイト Pl ：斜長石 Px：輝石類 Hbl：普通角閃石
Mi：雲母鉱物 Tod：轟石 Sm：スメクタイト Sep：セピオライト Hy：ハロイサイト Cpt：クリノタイロライト
Hem：赤鉄鉱 Py：黄鉄鉱 Mgh：磁赤鉄鉱 Php：フィリプサイト

（走向系統）
Ⅰ：NW-SE系
Ⅱ：N-S～NE-SW系

－ ：存在しないもの

第902回審査会合資料1
P.218 一部修正
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紫字：第1073回審査会合以降の変更箇所



余白



5. 敷地内断層の活動性評価

5-1



5.1 活動性評価の方針

5-2



5-3

5.1（1） 活動性評価の方針

凡 例

○有識者会合時の評価データに加え，その後に拡充したデータを用いて，評価対象断層（10断層）の後期更新世以降の活動性について，評価を行った。
○活動性評価にあたっては，敷地内断層と活断層との破砕部性状の比較（5.2.14項），敷地内断層と敷地周辺の広域的な検討（5.4節）を踏まえ，上載地層法（5.3
節）及び有識者会合の今後の課題※にも示された鉱物脈法（目視観察及び薄片観察）（5.2.1～5.2.11項）により，総合的に評価を実施した。

位置図

防潮堤基礎部

２号機 １号機

K-18については，地表付近まで連続しないため，
EL0mでの延長位置を で図示

35ｍ盤トレンチ

No.2トレンチ

駐車場南東方トレンチ

H- -0.3-80孔

H-0.2-75孔

M-2.2孔

H-5.7’孔

H-5.4-1E孔

F-6.75孔

F-8.5’孔

E-8.5-2孔

M-12.5”孔

K-6.2-2孔

H-1.1-87孔

えん堤左岸トレンチ

駐車場南側法面

K-10.3SW孔
No.1トレンチ

事務本館前トレンチ

E-8.33”孔

E-11.1SE-2孔

H-1.1孔K-2露頭a地点

N-2.3-1孔

K-3露頭a地点

H’- -1.3孔

各断層の活動性評価に関する評価地点

拡大図

第1049回審査会合資料1
P.48 一部修正

青字：有識者会合時の評価データ
紫字：第1073回審査会合以降の主なデータ拡充箇所

評価対象
断層

上載地層法 鉱物脈法

S-1 ５地点

駐車場南東方トレンチ
えん堤左岸トレンチ
駐車場南側法面
旧A・Bトレンチ
掘削法面

９地点

H-6.7孔
H-6.6-1孔
M-12.5”孔

１号原子炉建屋底盤（露頭観察）
岩盤調査坑（露頭，研磨面，薄片）
岩盤調査坑No.9孔（SEM観察）

岩盤調査坑No.25切羽（薄片観察）
H-6.5-2孔

K-10.3SW孔

S-2・S-6 ３地点

No.2トレンチ
（S-2・S-6周辺の地形等を含む）

No.1トレンチ
事務本館前トレンチ

４地点

F-8.5’孔
K-6.2-2孔
E-8.5-2孔
E-8.33’’孔

S-4 ２地点
35ｍ盤トレンチ

（ブロックサンプリング等を追加）
S-4トレンチ

４地点

E-8.60孔
E-8.50’’’孔
F-9.3-4孔

E-11.1SE-2孔

S-5 － ３地点
R-8.1-1-2孔
R-8.1-1-3孔
H-5.4-4E孔

S-7 － ２地点
H-5.7’孔

H-5.4-1E孔

S-8 － １地点 F-6.75孔

K-2 － ４地点

G-1.5-80孔（薄片1試料追加）
H-1.1-87孔

H-1.1孔
K-2露頭a地点

K-3 － ３地点
M-2.2孔

N-2.3-1孔，K-3露頭a地点

K-14 － ２地点
H- -0.3-80孔
H’- -1.3孔

K-18 － ２地点
H-0.2-75孔

H-0.2-60孔（薄片1試料追加）

H-0.2-60孔

G-1.5-80孔

R-8.1-1-2孔
R-8.1-1-3孔

E-8.60孔

E-8.50’’’孔

H-6.6-1孔

H-6.7孔

旧A・Bトレンチ

掘削法面

１号原子炉建屋
底盤（露頭観察）

岩盤調査坑No.9孔（SEM観察）
岩盤調査坑（露頭，研磨面，薄片）
岩盤調査坑No.25切羽（薄片観察）

H-6.5-2孔

S-4トレンチF-9.3-4孔

H-5.4-4E孔

※平成２８年４月２７日原子力規制委員会，志賀原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合，P.43-44，Ⅴ.今後の課題



余白



１号機

5.1（2） 活動性評価地点 －S-1－

調査位置図

5-5

○約12～13万年前以前に堆積した地層であるHⅠa段丘堆積物が分布する
駐車場南東方トレンチにおいて評価を行った。

○有識者会合時の評価データ（えん堤左岸トレンチ，駐車場南側法面，旧A・
Bトレンチ，掘削法面）も用いて，評価を行った。

■上載地層法

■鉱物脈法

評価手法 評価地点 掲載箇所

上載地層法

駐車場南東方トレンチ 5.3.2

えん堤左岸トレンチ 補足資料5.3-2(2)

駐車場南側法面 補足資料5.3-2(3)

旧A・Bトレンチ 補足資料5.3-2(4)

掘削法面 補足資料5.3-2(5)

鉱物脈法

H-6.7孔 5.2.2(1)

H-6.6-1孔 5.2.2(2)

M-12.5”孔 5.2.2(3)

１号原子炉建屋底盤（露頭観察） 補足資料5.2-3(2)-1

岩盤調査坑（露頭，研磨面，薄片観察） 補足資料5.2-3(2)-2

岩盤調査坑No.25切羽（薄片観察） 補足資料5.2-3(1)-3

H-6.5-2孔 補足資料5.2-3(1)-4

K-10.3SW孔 補足資料5.2-3(1)-5

岩盤調査坑No.9孔（SEM観察） 補足資料5.2-3(3)

○３地点（H-6.7孔，H-6.6-1孔，M-12.5”孔）において評価を行った。

○有識者会合時の評価データ（１号原子炉建屋底盤（露頭観察），岩盤調査
坑（露頭，研磨面，薄片観察）），有識者会合以降の評価データ（岩盤調査
坑No.25切羽（薄片観察），H-6.5-2孔，K-10.3SW孔，岩盤調査坑No.9孔
（SEM観察））も用いて，評価を行った。

鉱物脈法に関する調査箇所

上載地層法に関する調査箇所

（断層の後期更新世以降の活動を否定
するにあたり，地層や鉱物脈の年代及
び断層による変位・変形がないことが明
確に確認できる地点を着色）

評価対象断層（EL-4.7m）

旧A・Bトレンチ

駐車場南東方トレンチ

えん堤左岸トレンチ

駐車場南側法面

掘削法面

M-12.5”孔

岩盤調査坑（露頭，研磨面，薄片）
岩盤調査坑No.9孔（SEM観察）

岩盤調査坑No.25切羽（薄片観察）

K-10.3SW孔

H-6.5-2孔

H-6.6-1孔

H-6.7孔

１号原子炉建屋底盤
（露頭観察）

青字：有識者会合時の評価データ

第1049回審査会合資料1
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防潮堤基礎部

２号機 １号機

5.1（2） 活動性評価地点 －S-2・S-6－

5-6

評価手法 評価地点 掲載箇所

上載地層法

No.2トレンチ

（S-2・S-6周辺の地形等を含む）
5.3.3

No.1トレンチ 補足資料5.3-3(3)

事務本館前トレンチ 補足資料5.3-3(4)

鉱物脈法

F-8.5'孔 5.2.3(1)

K-6.2-2孔 5.2.3(2)

E-8.5-2孔 補足資料5.2-4(1)-3

E-8.33’’孔（SEM観察） 補足資料5.2-4(2)

○約12～13万年前に堆積した地層であるMⅠ段丘堆積物が分布する
No.2トレンチにおいて，評価を行った。

○S-2・S-6の地下延長部の断層の活動による地表付近の変形の有無
を確認するために，S-2・S-6周辺の地形及び岩盤上面高度分布の確
認等を行った。

○有識者会合時の評価データ（No.1トレンチ，事務本館前トレンチ）も用
いて，評価を行った。

■上載地層法

■鉱物脈法

○２地点（F-8.5’孔，K-6.2-2孔）において，評価を行った。

○評価にあたっては，その他の評価データ（E-8.5-2孔，E-8.33’’孔）も
用いた。

評価対象断層（EL-4.7m）

調査位置図

No.2トレンチ

事務本館前トレンチ

No.1トレンチ

F-8.5'孔

K-6.2-2孔

E-8.5-2孔

E-8.33’’孔

青字：有識者会合時の評価データ

鉱物脈法に関する調査箇所

上載地層法に関する調査箇所

（断層の後期更新世以降の活動を否定
するにあたり，地層や鉱物脈の年代及
び断層による変位・変形がないことが明
確に確認できる地点を着色）

第1049回審査会合資料1
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防潮堤基礎部

２号機 １号機

5.1（2） 活動性評価地点 －S-4－

5-7

調査位置図

評価手法 評価地点 掲載箇所

上載地層法
35m盤トレンチ 5.3.4

S-4トレンチ 補足資料5.3-4(3)

鉱物脈法

E-8.60孔 5.2.4(1)

E-8.50’’’孔 5.2.4(2)

E-11.1SE-2孔 補足資料5.2-5(1)-3

F-9.3-4孔（SEM観察） 補足資料5.2-5(2)

○約12～13万年前以前に堆積した地層であるHⅠa段丘堆積物が分布
する35m盤トレンチにおいて，評価を行った。

○建設時の調査地点であるS-4トレンチも用いて，評価を行った。

■上載地層法

○２地点（E-8.60孔，E-8.50’’’孔）において，評価を行った。

○評価にあたっては，その他の評価データ（E-11.1SE-2孔，F-9.3-4孔）
も用いた。

■鉱物脈法

S-4トレンチ

35m盤トレンチ

E-11.1SE-2孔

評価対象断層（EL-4.7m）

紫字：第1073回審査会合以降のデータ拡充箇所

E-8.60孔

E-8.50’’’孔

F-9.3-4孔

鉱物脈法に関する調査箇所

上載地層法に関する調査箇所

（断層の後期更新世以降の活動を否定
するにあたり，地層や鉱物脈の年代及
び断層による変位・変形がないことが明
確に確認できる地点を着色）

第1049回審査会合資料1
P.52 一部修正

青字：有識者会合時の評価データ



K-10

防潮堤基礎部

２号機 １号機

5.1（2） 活動性評価地点 －S-5，S-7，S-8，K-2，K-3，K-14，K-18－

5-8

○下表に示す地点において，評価を行った。

評価手法 断層 評価地点 掲載箇所

鉱物脈法

S-5

R-8.1-1-2孔 5.2.5

R-8.1-1-3孔 補足資料5.2-6(1)-2

H-5.4-4E孔 補足資料5.2-6(1)-3

S-7
H-5.7’孔 5.2.6(1)

H-5.4-1E孔 5.2.6(2)

S-8 F-6.75孔 5.2.7

K-2

G-1.5-80孔 5.2.8(1)

H-1.1-87孔 5.2.8(2)

H-1.1孔 補足資料5.2-9(1)-3

K-2露頭a地点 補足資料5.2-9(1)-4

K-3
M-2.2孔 5.2.9

N-2.3-1孔，K-3露頭a地点 補足資料5.2.9(2)-2

K-14
H- -0.3-80孔 5.2.10

H’- -1.3孔 補足資料5.2-10(1)-2

K-18
H-0.2-75孔 5.2.11

H-0.2-60孔 補足資料5.2-11(1)-2

調査位置図

■鉱物脈法

○約12～13万年前以前の地形面，地層が確認できないことから，上載地層法による評価を実施できない。

■上載地層法

評価対象断層
（陸域：EL-4.7m，海岸部：EL0m）

K-18については，地表付近まで連続しないため，
EL0mでの延長位置を で図示

K-3露頭
a地点

R-8.1-1-3孔

F-6.75孔

H-5.7’孔

N-2.3-1孔
H-1.1孔

H- -0.3-80孔

H’- -1.3孔

H-5.4-4E孔

K-2露頭a地点

H-0.2-75孔

H-5.4-1E孔

M-2.2孔

H-1.1-87孔

R-8.1-1-2孔

鉱物脈法に関する調査箇所

（断層の後期更新世以降の活動を否定
するにあたり，鉱物脈の年代及び断層
による変位・変形がないことが明確に確
認できる地点を着色）
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5.2.1（1）評価に用いる変質鉱物 －概要－

※敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド，P.13，4.1.2.3解説（5）

■鉱物脈法による活動性評価

・鉱物脈法は，「鉱物脈又は貫入岩等との接触関係を解析する」※手法である。敷地においては，変質鉱物からなる鉱物脈が破砕部中や母岩の割れ目に沿って認められる（P.5-14，5-15，5-
27）。よって，断層活動（最新面）と変質鉱物等との関係から，断層の最新活動年代を評価する。

5.2.1（1-1）：敷地で確認される変質鉱物の詳細

・粘土状破砕部中には，変質鉱物として粘土鉱物のスメクタイトが共通して認められる（２章）。この粘土鉱物は，粘土分を濃集したXRD分析による結晶構造及びEPMA分析による化学組成を
踏まえると，数十％のイライトが混合するイライト/スメクタイト混合層（以下，I/S混合層）である。さらに，CEC分析，XAFS分析，HRTEM観察による結果は，これらの粘土鉱物がI/S混合層で
あることを支持する。

・また，粘土鉱物以外の白色鉱物については，XRD分析及び薄片観察を実施した結果，オパールCT及びフィリプサイトであることを確認した。

5.2.1（1-2）：変質鉱物の後期更新世以降の生成可能性の評価

・ 「約12～13万年前以降の敷地の地温分布」と「変質鉱物の生成温度の最低値」を比較し，約12～13万年前以降の敷地の温度環境下で変質鉱物が生成するか否かを評価した。

・約12～13万年前以降の敷地の地温分布は，敷地の温度検層結果及び敷地周辺の地温分布や能登半島の火成活動に関する文献調査の結果から，現在の敷地の地温分布と同程度であ
ると評価した。文献に基づく変質鉱物の生成温度の最低値は，約12～13万年前以降の敷地の推定地温分布よりも数十℃以上高い。よって，約12～13万年前以降の敷地の地温分布では，
敷地の変質鉱物は，その確認標高で生成せず，敷地の変質鉱物（I/S混合層等）は約12～13万年前以降に生成したものではない。

5.2.1（1-3）：変質鉱物の生成環境の検討及び生成年代の推定

・5.2.1(1-2)を踏まえ，敷地の変質鉱物が生成し得る環境を検討し，生成年代を推定した。

・敷地の変質鉱物が生成するには，その確認標高の地温よりも高温である必要があることから，①現在と同程度の地温分布で，より高温の地下深部において生成し，現在の確認標高まで
隆起したか，もしくは②敷地の地温分布が現在よりも高温となる環境下で生成したと考えられる。つまり，生成環境は，「①地下深部（地温勾配相当の高温）での生成」もしくは「②熱水（地温
勾配以上の高温）による生成」である。

①について，I/S混合層が敷地周辺の別所岳安山岩類中にも広く認められることから，敷地周辺一帯は同じような環境下で変質を被ったと考えられること，及び粘土状破砕部（I/S混合層か
らなる変質部）全体を横断している砕屑岩脈が地下深部の高封圧下で形成したと考えられることを踏まえ，敷地の変質鉱物は，地下深部で敷地周辺一帯が変質し，その後，敷地周辺一
帯が隆起して現在の位置で確認されているものと判断した。

②について，敷地の斜長石には曹長石化が認められないことから，敷地は少なくとも斜長石が曹長石化するような高温の熱水の影響は受けていないと考えられる。よって，敷地の変質鉱
物は，「①地下深部での生成」の可能性が高いと判断した。一方で，斜長石が曹長石化しない程度の熱水の影響を受けて生成した可能性は否定できない。

・生成環境に関する検討結果を踏まえ，生成年代を推定した。地下深部での生成年代は，地殻の隆起速度を一定と仮定すると，変質鉱物の生成温度が約50℃以上であることから，約6Ma
以前と推定した。なお，曹長石化しない程度の熱水により生成した場合の生成年代は，能登半島で最後に火成活動が認められた9Ma以前と推定した。

5.2.1（1-4）：変質鉱物の生成年代評価のまとめ

・5.2.1(1-2)及び5.2.1(1-3)を踏まえ，敷地の変質鉱物（I/S混合層等）は，少なくとも後期更新世以降に生成したものではないと評価した。なお，変質鉱物と第四系との関係やI/S混合層のK-
Ar年代値等についても，この生成年代評価と整合する。

5.2.1（1-5）：砕屑岩脈の形成年代評価

・S-1の粘土状破砕部中には砕屑岩脈が認められ，この砕屑岩脈について薄片観察を実施した。その結果，砕屑岩脈は，未固結な状態で高い圧力を受けて貫入したことが示唆されること等
から，地下深部の高封圧下で形成したと判断した。一方で，この確認位置は，約12～13万年前以降，現在とほぼ同じ低封圧下にあり，高封圧下で形成する砕屑岩脈は形成しないと判断し
た。よって，砕屑岩脈は少なくとも後期更新世以降に形成したものではないと評価した。

5.2.1（1-6）：評価に用いる変質鉱物

・少なくとも後期更新世以降に生成したものではないと評価した変質鉱物（I/S混合層等），少なくとも後期更新世以降に形成したものではないと評価した砕屑岩脈を用いて鉱物脈法による活
動性評価を行う。
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■5.2.1（1-3）変質鉱物の生成環境の検討及び生成年代の推定（P.5-42～5-56）

■5.2.1（1-4）変質鉱物の生成年代評価のまとめ （P.5-57～5-79）

【鉱物脈法による活動性評価に用いる変質鉱物】

■5.2.1（1-2）変質鉱物の後期更新世以降の生成可能性の評価 （P.5-32～5-41）

I/S混合層である
ことを支持する。

＜粘土鉱物＞
・ＸＲＤ分析（粘土分濃集）による結晶構造
・ＥＰＭＡ分析による化学組成

⇒粘土鉱物（スメクタイト）は，Ｉ/Ｓ混合層である。

＜白色鉱物＞
・ＸＲＤ分析，薄片観察

⇒粘土鉱物以外の白色鉱物は，
オパールCT及びフィリプサイトである。

・CEC分析
・ＸＡＦＳ分析
・HRTEM観察

■5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 （P.5-14～5-31）

・斜長石の曹長石化検討
⇒敷地の斜長石には，曹長石化

が認められない。

少なくとも後期更新世以降に生成したものではないと評価した変質鉱物（I/S混合層等），
少なくとも後期更新世以降に形成したものではないと評価した砕屑岩脈を用いて鉱物脈法による活動性評価を行う。

■5.2.1（1-6）評価に用いる変質鉱物 （P.5-81）

■5.2.1（1-5）
砕屑岩脈の形成年代評価
（P.5-80）

＜砕屑岩脈＞
・薄片観察
・地形図
⇒砕屑岩脈は，地下深部の

高封圧下で形成した。
⇒確認位置は，約12～13万

年前以降，現在とほぼ
同じ低封圧下にあり，高
封圧下で形成する砕屑
岩脈は形成しない。

砕屑岩脈は，少なくとも後
期更新世以降に形成したも
のではない。

敷地で確認された変質鉱物の生成
温度は，約12～13万年前以降の敷
地の推定地温分布よりも高い。

○「約12～13万年前以降の敷地の地温分布」と「変質鉱物の生成温度の
最低値」を比較し，約12～13万年前以降の敷地の温度環境下で変質鉱
物が生成するか否かを評価した。

○5.2.1（1-2）を踏まえ，敷地の変質鉱物が生成し得る環境を検討し，生成年代を推定した。

敷地の変質鉱物（I/S混合層等）は，約12～13万年前以降に生成したものでは
ない。

敷地の変質鉱物の地下深部での生成年
代は，地殻の隆起速度を一定と仮定し，
約6Ma以前と推定した。

・敷地周辺の変質に関する調査
⇒I/S混合層が敷地周辺の別所岳安

山岩類中にも広く認められることか
ら，敷地周辺一帯は同じような環境
下で変質を被ったと考えられる。

なお，熱水により生成した場合，敷地の変質鉱物
の生成年代は，能登半島で最後に火成活動が
認められた9Ma以前と推定した。

・温度検層，文献調査（敷地周辺の地温分布，能登半島の火成活動）

・砕屑岩脈
⇒砕屑岩脈は，地下深部の高封圧

下で形成したと考えられる。

【①地下深部（地温勾配相当の高温）での生成】 【②熱水（地温勾配以上の高温）による生成】
約12～13万年前以降の敷地の地温分布は，現在と同程度である。

敷地の変質鉱物は，地下深部で敷地周
辺一帯が変質し，その後，敷地周辺一帯
が隆起して現在の位置で確認されている
ものと判断した。

・敷地は，少なくとも斜長石が曹長石化する
ような高温の熱水の影響を受けていない。

⇒敷地の変質鉱物は，「①地下深部での生
成」の可能性が高いと判断した。一方で，
曹長石化しない程度の熱水の影響を受け
て生成した可能性は否定できない。

約12～13万年前以降の敷地の地
温分布では，敷地の変質鉱物は，
その確認標高で生成しない。

＜生成年代の推定＞ ＜生成年代の推定＞

＜生成環境の検討＞ ＜生成環境の検討＞

・敷地の変質鉱物が生成するには，その確認標高の地温よりも高温である必要があること
から，①現在と同程度の地温分布で，より高温の地下深部において生成し，現在の確認
標高まで隆起したか，もしくは②敷地の地温分布が現在よりも高温となる環境下で生成し
たと考えられる。

・能登半島周辺の地質構造に関する既往知見との関係
・新第三紀堆積岩における変質状況の確認

＜生成環境に関する追加検討＞

・変質鉱物と第四系との関係，K-Ar年代値(I/S混合層) ，U-Pb年代値（オパールCT），生成温度・期間に関する文献調査

生成年代評価と整合する。

敷地の変質鉱物（Ｉ/Ｓ混合層等）は，少なくとも後期更新世以降に生成したものではない。
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○ボーリングコア観察等の結果，破砕部中には粘土鉱物が認められることから，全ての評価対象断層の粘土状破砕部中の粘土鉱物を対象とし
て，XRD分析（粘土分濃集）及びEPMA分析を実施した。また，母岩の割れ目に沿っても粘土鉱物が認められることから，これらの粘土鉱物につ
いても同様に分析を実施した。

○分析の結果，これらの粘土鉱物は，I/S混合層であることを確認した。

母岩中の割れ目に沿って褐色の粘土鉱物脈が認められる

母岩中の割れ目に沿って粘土鉱物脈が認められる事例 （試料ｄ. H-6.5-2孔 深度81.90m付近）

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －粘土鉱物（Ｉ/Ｓ混合層）－

試料採取位置図

粘土鉱物（ＸＲＤ分析（粘土分濃集）試料）

・分析に使用した試料のうち，代表的な例を右上に示す

・その他の試料については補足資料5.2-2（1） P5.2-2-3～10

試料採取箇所

採取位置 （左位置図） 深度 標高 採取位置 （左位置図） 深度 標高

a
S-2・S-6

E-8.5+5”孔 9.30m EL 11.82m m S-8 F-6.80-2孔 18.69m EL -5.83m

b E-8.4’孔 31.70m EL -10.61m n K-2 H-0.9-40孔 19.65m EL -6.36m

c S-4 F-9.3-4孔 66.40m EL -45.82m o K-14 H- -0.3-80孔 31.65m EL -27.48m

d 非破砕部 H-6.5-2孔 81.90m EL-59.10m p

非破砕部

M-12.5”孔 55.55m EL -27.25m

e S-1 岩盤調査坑 No.27孔 0.25m EL -16.45m q K-10.8SW-1孔 49.80m EL -18.88m

f S-8 F-6.82-6孔 17.08m EL -1.97m r E-6.2孔 137.45m EL -123.37m

g S-7 H-5.5-2孔 19.33m EL -3.75m s H-6.5’孔 47.70m EL -24.19m

h
S-1

岩盤調査坑No.7-1孔 0.30m EL -17.05m ｔ H-1.1-80孔 43.45m EL -36.01m

i 岩盤調査坑No.16付近 (底盤面) EL -17.90m u H- -1.80孔 48.30m EL -44.66m

j S-4 E-11.1SE-6孔 1.50m EL 19.91m ｖ K-2 H-1.1孔 103.77m EL -96.99m

k S-5 R-8.1-1-3孔 22.24m EL -11.12m ｗ K-3 M-2.2孔 48.74m EL -31.45m

ｌ S-7 H-5.64-2孔 9.53m EL 2.84m ｘ K-18 H-0.2-75孔 116.75m EL -108.04m

破砕部中に粘土鉱物が認められる事例 （試料e. 岩盤調査坑 No.27孔 深度0.25m付近）

破砕部中に褐色の粘土鉱物が認められる
0.4 0.8 1.00.0 (m)0.2 0.6（深度）

81.84 82.24 82.4481.44 (m)81.64 82.04（深度）

【XRD分析（粘土分濃集）】

a

b

c

d
e, h, i

f

g

j

k

l

m

u

t

s
r

p

q

n

o

【破砕部（S-1)】

【非破砕部】

v

w

x
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試料採取位置図

・分析に使用した試料のうち，代表的な例を右上に示す

・その他の試料については補足資料5.2-2（1） P5.2-2-11～20

粘土鉱物（EPMA分析試料）

試料採取箇所

採取位置 （左位置図） 深度 標高 採取位置 （左位置図） 深度 標高

A S-4 E-11.1SE-2孔 1.65m EL 19.72m O K-2 H-0.9-40孔 19.65m EL -6.36m

B
S-1

K-10.3SW孔 27.81m EL -6.17m P
K-14

H- -0.3-80孔 31.65m EL -27.48m

C 岩盤調査坑No.25切羽 （切羽面） EL -17.60m Q H’- -1.3孔 125.58m EL -121.91m

D
S-2・S-6

E-8.5-2孔 8.55m EL 12.66m R 非破砕部 H-6.5-2孔 81.80m EL -59.02m

E F-8.5’孔 8.50m EL 12.63m S S-4 E-8.50’’’孔 111.95m EL -39.83m

F S-8 F-6.75孔 26.85m EL -15.76m T S-7 H-5.4-1E孔 24.16m EL 4.80m

H S-7 H-5.7’孔 14.35m EL -3.26m U K-2 H-1.1孔 103.62m EL -96.84m

I S-2・S-6 K-6.2-2孔 30.94m EL -19.45m V K-3 M-2.2孔 48.74m EL -31.45m

J

S-1

H-6.5-2孔 70.70m EL -49.50m W K-18 H-0.2-75孔 116.75m EL -108.04m

K H-6.6-1孔 57.25m EL -37.95m X S-5 R-8.1-1-2孔 23.46m EL -12.38m

L M-12.5”孔 49.96m EL -21.66m Y K-2 G-1.5-80孔 77.82m EL -72.12m

M S-4 E-8.60孔 104.68m EL -35.91m Z K-18 H-0.2-60孔 84.35m EL -68.32m

N S-5 R-8.1-1-3孔 22.24m EL -11.12m

【EPMA分析】

母岩中の割れ目に沿って褐色の粘土鉱物脈が認められる

母岩中の割れ目に沿って粘土鉱物脈が認められる事例 （試料R. H-6.5-2孔 深度81.80m付近）

破砕部中に粘土鉱物が認められる事例 （試料D. E-8.5-2孔 深度8.55m付近）

破砕部中に褐色の粘土鉱物が認められる

8.4 8.8 9.08.0 (m)8.2 8.6（深度）

81.84 82.24 82.4481.44 (m)81.64 82.04（深度）

A

B

C

D E

F

H

IJ
K

L

M

N，X

R

O

P

Q

【破砕部（S-2・S-6)】

【非破砕部】

S

T

U
V

W

第1049回審査会合 資料1
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○XRD分析（粘土分濃集）の実施にあたっては，ボーリングコアから粘土状破砕部または非破砕部の粘土鉱物部分を採取し，水簸と遠心分離
によって細粒な粘土分を濃集している。作業手順を以下に示す。

各分析試料の採取位置及び濃集後の試料については，補足資料5.2-2（1） P5.2-2-3～10

＜試料採取＞

＜鉱物分離＞

＜試料調整＞

■XRD分析（粘土分濃集）を実施するには，一定量の粘土分を採取する必要があるため，粘土鉱物が主に含まれる部分から粘土鉱物を採取した。

試料eの例，赤枠は採取位置

・破砕部：粘土状破砕部の主せん断面を中心に粘土鉱物を確認しながら採取

・非破砕部：粘土鉱物脈全体から粘土鉱物を確認しながら採取

■水簸と遠心分離によって鉱物分離を実施し，細粒分を濃集させた。※

■鉱物分離によって粘土分を濃集した粉末試料について，試料調整をした後，各分析を実施した。

試料eの鉱物分離後

の粉末試料

・XRD分析用試料（定方位，粘土分濃集）：スライドガラス上にごく微量の脱イオン水とともに展開させ，1日程度風乾し作成。

・XRD分析用試料（定方位EG処理，粘土分濃集）：エチレングリコール蒸気で充満したデシケータ内に定方位試料を1時間静置し作成。

ビーカーを用いた

水簸の例

遠心分離器の例

【洗浄】
：試料を脱イオン水で洗浄。

【水簸】
：ビーカーを用いて，粗粒部（岩片など）を除去し，上澄みの細粒分を含む懸濁液を回収。

【遠心分離】
：ビーカーを用いた水簸で得られた懸濁液を遠心分離器にかけ，2μmよりも粒径の大きい粒子を除去した後，
0.2μmよりも大きい粒子を沈殿させて回収する。得られた試料量が多い場合は，一定の粒径で区切る。

・遠心分離器の設定条件等の作業手順の詳細については，各試料ごとの特徴を踏まえて設定している。

・一部の試料では，超低温サーキュレータによる凍結粉砕後に水簸と遠心分離を実施し，粘土分を濃集した。

※以下に示す手順は代表的な試料の作業手順である。鉱物分離前にＸＲＤ分析により試料に含まれる不純物を確認しており，
必要に応じて鉱物分離作業内容を変更して実施している。

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －XRD分析（粘土分濃集）の試料調整方法－

試料採取の例

第1049回審査会合 資料1
P.61 再掲
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渡辺（1981）に一部加筆

Δ2θ1

Δ
2θ

2

グラフ中の数字が
イライト混合率を表している

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －ＸＲＤ分析（粘土分濃集）－

4 5
6

7

イライト

スメクタイト

渡辺（1986）に一部加筆

各試料のX線回折チャート及びプロット位
置の詳細については，補足資料5.2-2（2）
P.5.2-2-28～52

Δ2θ1

Δ
2θ

2

試料e(ｲﾗｲﾄ19%混合)

試料a(ｲﾗｲﾄ14%混合)

2θ（deg）

0％

10％

20％

30％

イライト混合率
40％

Δ2θ2Δ2θ1

・横軸：定方位EG処理のスメ
クタイトのピーク回折角
（ 2θ=5，10，16°付近）

・縦軸：Watanabe(1988)の
Δ2θ2のデータから算定
されるイライト混合率

試料a

試料e
標準的なスメクタイト
Nakata et al. (2019)

敷地の粘土鉱物

【2】Ｉ/Ｓ混合層の構造判定図による判定

標準的なスメクタイト
Nakata et al. (2019)

敷地の粘土鉱物

Watanabe(1988)によるイライト
の混合率に応じた理論的な
ピーク回折角

【１】I/S混合層の理論的なピーク回折角との比較

・Watanabe(1988)によると，理論的にはイライトの
混合率が大きくなるにつれ，2θ=10°付近の
ピーク回折角が左側に， 2θ=16°付近のピー
クが右側にシフトする。

・敷地の粘土鉱物のXRD回折チャートも同様の
シフトを示す。

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0％

10％

20％

30％

Δ2θ2Δ2θ1

2θ（deg）

Sm
Sm

Sm

Sm
Sm

Sm

Sm

Sm
Watanabe(1988)による，イライ
トの混合率毎のI/S混合層の
理論的X線回折プロファイル

Sm ：スメクタイト

敷地の粘土鉱物（試料a, e）

イライト
混合率

○敷地で認められた粘土鉱物について，XRD分析（粘土分濃集）を実施した。
○敷地の粘土鉱物のピーク回折角は，Watanabe(1988）によるI/S混合層の理論的なピーク回折角のシフトと同様のシフトが認められた（【1】左図）。 また，敷地の粘土鉱

物のうち，より明瞭な粘土鉱物のピークを持つ試料a及び試料eの回折チャートについて，I/S混合層の理論的プロファイルと類似していることを確認した（【1】右図）。
○同様の理論に基づき作成された渡辺（1986, 1981）のI/S混合層構造判定図に敷地の粘土鉱物の結果をプロットした結果，イライトの混合率は10～35％を示す（【2】図）。

第1049回審査会合 資料1
P.62 再掲
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0.5mm

＜ＥＰＭＡ分析結果の例 （試料D）＞

○さらに，EPMA分析による化学組成の観点から，粘土鉱物について，鉱物の詳細確認を行った。

○EPMAの定量分析結果に基づき，敷地の粘土鉱物の組成式を算出した。組成式算出に用いる分析値については，粘土鉱物への二次的な変質等の
影響や基準に基づく分析値の確認により，分析値が不純物等の影響を受けていないことを確認した値を用いている※1。

○2八面体型の粘土鉱物※2の化学組成を示した三角ダイアグラム（左下図， Srodon et al. （1984））によると，敷地の粘土鉱物の分析値はいずれも
「I/S混合層」に分類される。以下，この検討を三角ダイアグラム検討とする。

その他試料のＥＰＭＡ分析結果については，補足資料5.2-2（3）。

２八面体型雲母粘土鉱物及び関連鉱物の化学組成 （Srodon et al. （1984）に一部加筆）

○ＸＲＤ分析（粘土分濃集）による結晶構造判定結果及びEPMA分析による化学組成の検討結果により，敷地の粘土鉱物は結晶構造中に
イライト層が数十％混合した「I/S混合層」であると判断した。

(Ca0.17Na0.12K0.04) (Fe0.50Al1.17Mg0.32) (Si3.78Al0.22) O10 (OH)2

分析位置

[ EPMA分析値 (％) ]
SiO2 50.02

TiO2 0.34

Al2O3 15.57

ＴFe2O3
* 8.73

MnO 0.01

MgO 2.82

CaO 2.09

Na2O 0.81

K2O 0.38

total 80.76

[組成式]

四面体シート八面体シート層間陽イオン

四面体電荷：0.22八面体電荷：0.32
EPMA分析結果に基づき算出した四面体電荷0.22及び八面体電荷0.32をSrodon et al. （1984）
の三角ダイアグラム上にプロットした。

0.32

※2：敷地の粘土鉱物の八面体シート構造の検討結果については，補足資料5.2-2（2）P.5.2-2-53～55

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －ＥＰＭＡ分析－

分析値（敷地の粘土鉱物）

プロット例（試料D）

分析位置については，
補足資料5.2-2（3）
P.5.2-2-61

標準的なスメクタイト（日本粘土学会編(2009)のWyoming試料の化学組成値を用いて作成）

*分析値（FeO）からの換算値

＜組成式の算出方法（白水（2010）を参考に算出）＞
・EPMA分析値から各酸化物の分子比を算出し，O
原子（負電荷）を22と仮定して各元素の陽イオン数
を算出。

・求めた陽イオン数のうち，AlはSiとの合計が4にな
るまで四面体に配分し，MgはFe及び残りのAlの合
計が2になるまで八面体に配分した。

※1：三角ダイアグラム検討に用いるEPMA分析値の確認結果については，補足資料5.2-2（3）P.5.2-2-88～89

第1049回審査会合 資料1
P.63 再掲
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グラフ中の数字が
イライト混合率を表している

標準的なスメクタイト
Nakata et al. (2019)

敷地の粘土鉱物

4 5

6
7

渡辺(1986)の
ライヒバイテＲ

Ｉ/Ｓ混合層の構造判定図（渡辺（1981）に一部加筆）

Δ2θ1

Δ
2
θ

2

試料採取箇所
(ＸＲＤ分析（粘土分濃集）試料)

渡辺（1986，1981）の図
へのプロット結果

断層名 採取位置 標高 ライヒバイテ イライト混合率

S-1

e 岩盤調査坑 No.27孔 EL -16.45m R=0 20％程度

h 岩盤調査坑No.7-1孔 EL -17.05m R=0 20％程度

i 岩盤調査坑No.16付近 EL -17.90m R=0 10％程度

Ｓ-2・Ｓ-6
a E-8.5+5”孔 EL 11.82m R=0 10％程度

b E-8.4’孔 EL -10.61m R=0 35％程度

S-4
c F-9.3-4孔 EL -45.82m R=0 20％程度

j E-11.1SE-6孔 EL 19.91m R=0 15％程度

S-5 k R-8.1-1-3孔 EL -11.12m R=0 10％程度

S-7
g H-5.5-2孔 EL -3.75m R=0 15％程度

l H-5.64-2孔 EL 2.84m R=0 10％程度

S-8
f F-6.82-6孔 EL -1.97m R=0 10％程度

m F-6.80-2孔 EL -5.83m R=0 15％程度

K-2
n H-0.9-40孔 EL -6.36m R=0 20％程度

v H-1.1孔 EL -96.99m R=0 10％程度

K-3 w M-2.2孔 EL -31.45m R=0 10％程度

K-14 o H- -0.3-80孔 EL -27.48m R=0 15％程度

K-18 x H-0.2-75孔 EL -108.04m R=0 20％程度

非破砕部の
粘土鉱物脈

（参考）

d H-6.5-2孔 EL-59.10m R=0 10％程度

p M-12.5”孔 EL -27.25m R=0 10％程度

q K-10.8SW-1孔 EL -18.88m R=0 10％程度

r E-6.2孔 EL -123.37m R=0 20％程度

s H-6.5’孔 EL -24.19m R=0 35％程度

t H-1.1-80孔 EL -36.01m R=0 15％程度

u H- -1.80孔 EL -44.66m R=0 10％程度

○XRD分析（粘土分濃集）の結果に関して，断層間で比較を行った。
○渡辺(1981)の構造判定図にプロットすると，いずれの分析結果もイライトの混合割合は10～35％であり，断層間の結果に相違はない。
○なお，断層以外の非破砕部の粘土鉱物脈の分析結果についても，同様の結果であった。

イライト

渡辺（1986）に
一部加筆

Δ2θ1

Δ
2
θ

2

各試料の採取位置については，P.5-14。各試料のＸ線回折チャートについては，補足資料5.2-2（2）

S-2・S-6(b)

S-4(c)

S-7(g)
S-8(f)

S-1(e)

(d)

S-5(k)

(r)

(s)
K-2(n)

(u)

(t)

S-7(l), K-2(v)(q)

S-4(j)

K-14(o)

S-8(m)

S-2・S-6(a), (p)

S-1(i)

S-1(h)

スメクタイト

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －ＸＲＤ分析（粘土分濃集），断層間比較－

K-18(x)

K-3(w)

第1049回審査会合 資料1
P.64 再掲
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○EPMA分析の結果に関して，断層間で比較を行った。
○2八面体型の粘土鉱物の化学組成を示したSrodon et al. （1984）の三角ダイアグラムによると，EPMA分析値から算出した化学組成は，いずれも

「I/S混合層」に分類され，断層間の結果に相違はない。
○なお，断層以外の非破砕部の粘土鉱物脈の分析結果についても，同様の結果であった※。

各試料の採取位置については，P.5-15。

各試料の分析結果については，補足資料5.2-2（3）

試料採取箇所
(EPMA分析試料)

断層 採取位置 標高

S-1

B K-10.3SW孔 EL -6.17m

C 岩盤調査坑No.25切羽 EL -17.60m

J H-6.5-2孔 EL -49.50m

K H-6.6-1孔 EL -37.95m

L M-12.5”孔 EL -21.66m

S-2・S-6

D E-8.5-2孔 EL 12.66m

E F-8.5’孔 EL 12.63m

I K-6.2-2孔 EL -19.45m

S-4

A E-11.1SE-2孔 EL 19.72m

M E-8.60孔 EL -35.91m

S E-8.50’’’孔 EL -39.83m

S-5
N R-8.1-1-3孔 EL -11.12m

X R-8.1-1-2孔 EL -12.38m

S-7
H H-5.7’孔 EL -3.26m

T H-5.4-1E孔 EL 4.80m

S-8 F F-6.75孔 EL -15.76m

K-2

O H-0.9-40孔 EL -6.36m

U H-1.1孔 EL -96.84m

Y G-1.5-80孔 EL -72.12m

K-3 V M-2.2孔 EL -31.45m

K-14
P H- -0.3-80孔 EL -27.48m

Q H’- -1.3孔 EL -121.91m

K-18
W H-0.2-75孔 EL -108.04m

Z H-0.2-60孔 EL -68.32m

非破砕部の
粘土鉱物脈

（参考）
R H-6.5-2孔 EL -59.02m

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －ＥＰＭＡ分析，断層間比較－

Ｓ-1

Ｓ-4

Ｓ-2・Ｓ-6

Ｓ-5

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

第1049回審査会合 資料1
P.65 一部修正

※ 一部の試料におけるI/S混合層は， Al2O3の含有量が小さくFe2O3の含有量が大きい特徴をもつ。

これに関する考察については，次々頁。
紫字：第1073回審査会合以降の追記・変更箇所
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各試料の採取位置については，P60。各試料の分析結果については，補足資料5.2-2（3）

K-14 非破砕部の粘土鉱物脈（参考）

K-2Ｓ-7 Ｓ-8

K-18

K-3

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

白雲母

ｾﾗﾄﾞ
ﾅｲﾄ

ﾊﾟｲﾛ
ﾌｨﾗｲﾄ

第1049回審査会合 資料1
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敷地のその他の試料

岩盤調査坑No.25切羽

M-2.2

H-0.2-60

モンモリロナイト

鉄質モンモリロナイト

ノントロナイト

バイデライト

Cheto型モンモリロナイト

Wyoming型モンモリロナイト

日本粘土学会編（2009）に
一部加筆

日本粘土学会編（2009）に一部加筆

八面体シート

八面体シート

敷地における分析結果と文献に基づく粘土鉱物のAl2O3とFe2O3の含有量

八面体シート

八面体シート

・2八面体型スメクタイトでは，主に八面体を
構成するAlがFe3+に置換されることにより，
相対的にAl2O3の含有量が小さく，Fe2O3の
含有量が大きくなる (左表，下図)。

敷地のI/S混合層

鉄質モンモ
リロナイト

ノントロナイトモンモリロナイト バイデライト モンモリロナイト

第1073回審査会合 資料2
P.136 一部修正

コメントNo.129の回答

紫字：第1073回審査会合以降の追記，変更箇所

【（参考）粘土鉱物のAl2O3とFe2O3の含有量についての検討】
○Ｉ/Ｓ混合層を構成する2八面体型スメクタイトは，日本粘土学会編（2009）によれば，主にモンモリロナイト，鉄質モンモリロナイト，バイデライト，ノントロナイトに分類され，Fe2O3の含有量が大きいほ

どAl2O3の含有量が小さい傾向が認められる（左下表）。

○敷地のI/S混合層における Al2O3，Fe2O3の含有量は，上記の2八面体型スメクタイトにおける含有量の幅に含まれる。このうちH-0.2-60孔，岩盤調査坑No.25切羽，M-2.2孔のI/S混合層は， Al2O3

の含有量が小さくFe2O3の含有量が大きい特徴をもつ（右下図）。

○また，敷地のI/S混合層におけるAl2O3，Fe2O3の含有量は，複数の集団には分かれないものの，漸移的な分布を示す（右下図）。これについて，以下の通り考察した。

・文献調査（吉村，2001； Deer et al., 2013 など）によれば，変質作用により生成される粘土鉱物について，場所によりその化学組成が異なる原因は，主に Ⓐ温度，Ⓑ母岩や母材の性質， Ⓒ反応
する溶液の性質，の違いによるものと考えられる。

・Ⓐ温度については，I/S混合層が敷地周辺にも広く認められ，敷地周辺一帯が同じような環境下で変質を被ったと考えられることや（P.5-48），敷地が少なくとも曹長石化するような高温の熱水の
影響は受けていないことから（P.5-44），これらは同程度の温度環境で生成したと考えられる。

・Ⓑ母岩や母材の性質については，試料採取位置の母岩が共通して別所岳安山岩類からなり，敷地の安山岩の既往の分析結果に基づけば大きな組成のばらつきは認められないことから（補足
資料5.2-1(3)参照），母岩や母材の性質に大きなばらつきはないと考えられる。

・以上のことを踏まえると，敷地のI/S混合層におけるAl2O3，Fe2O3の含有量が漸移的な分布を示すことは，Ⓒ反応する溶液の性質※にばらつきがあったことを反映している可能性が考えられる。

試 料

敷

地

Al2O3の含有
量が少ない
地点

H-0.2-60孔

補足資料5.2-2（3）

岩盤調査坑No.25切羽

M-2.2孔

その他の
地点

E-11.1SE-2孔ほか

文

献

2八面体型
スメクタイト

モンモリロナイト
左表1～3，C1～2，
W1～2

鉄質モンモリロナイト 左表4～6

ノントロナイト 左表7，8

バイデライト 左表9，10

※溶液のpHや鉄イオンの濃度など
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○Ｉ/Ｓ混合層中に含まれるカリウムの存在状態を確認する目的で，敷地の粘土鉱物を用いてＣＥＣ分析，ＸＡＦＳ分析，HRTEM観察を実施した。

○分析の結果，敷地の粘土鉱物にはカリウムが固定されたイライトの構造が含まれることを確認した。このことは，敷地の粘土鉱物がＩ/Ｓ混合
層であることを支持する。

分析名
CEC分析
（Cation Exchange Capacity，交換性陽イオン分析）

ＸＡＦＳ分析
（Ｘ-ray Absorption Fine Structure， X線吸収微細構造）

HRTEM観察
（High-Resolusion Transmission Electron Microscope，
高分解能透過電子顕微鏡）

分析手法の
概要

・試料中に含まれる交換性の陽イオンを交換
溶液によって浸出させ，そのイオン量を測定
する手法

・物質によるX線の吸収を測定することによって，
特定元素周辺の構造を推定する手法

・高分解能の電子顕微鏡によって，粘土鉱物
の積層構造を観察する手法

分析の目的

・スメクタイトでは，構造中にカリウムを含まず，
層間の水和交換性カリウムイオンとしてしか
含まれない。一方で，イライトでは構造中に
固定されるとされている。

⇒粘土鉱物中の交換性カリウムと固定された
カリウムの量を分析することによって，イライ
ト構造の存在を確認する。

・スメクタイト中では，カリウムが水和交換性イオ
ンとして存在する。一方で，イライト中では，カリ
ウムが四面体シートと直接結合するとされ，両
者ではカリウム原子周りの分子構造が異なる。

⇒粘土鉱物中に含まれるカリウム原子周りの分
子構造から，イライトと似た構造の存在を確認
する。

・スメクタイトとイライトでは，単位層の間隔が異
なる。

⇒粘土鉱物の積層構造（単位層の間隔）を観
察することによって，イライト構造の存在を確
認する。

結果概要

・交換性のカリウム含有量を定量した結果，カ
リウム全含有量に比べて十分に小さく，固定
されたカリウムが十分に含まれていると判断
される。（次頁，宇波ほか（2019a，b））

・敷地の粘土鉱物のＸＡＦＳ分析の結果，カリウム
原子周りの構造を表すEXAFS関数及び構造関
数がイライト標準試料の関数と類似する。（次々
頁，宇波ほか（2019a，b））

・HRTEM観察の結果，一連の積層構造中にス
メクタイトの単位層とイライトの単位層が確認
されることから，敷地の粘土鉱物はI/S混合層
である。（P.5-26，東京大学小暮研究室ほか
による観察結果）

検討の結果，敷地の粘土鉱物には，カリウムが固定されたイライトの構造が含まれ，I/S混合層であることを支持する。

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －ＣＥＣ分析，ＸＡＦＳ分析，HRTEM観察－

スメクタイトとイライトの構造とその特徴 （吉村（2001）を基に作成）

イライトスメクタイト

：四面体シート
：八面体シート
：Ｎａ，Ｍｇ，Ｋ等
：Ｋ
：H2O

・構造中にカリウムは含まれない。
・水和交換性カリウムイオンとし
て含まれている可能性がある。

・構造中にカリウムが含まれる。
・カリウムは，四面体シートと直接
結合して構造中に固定されている。

宇波謙介・福士圭介・高橋嘉夫・板谷徹丸・丹羽正和（2019a）：能登半島西岸域の中新世安山岩中に認められる変質鉱物中のカリウムの存在状態とK-Ar年代の意義，2019年度 地球化学会年会，3P19．
宇波謙介・福士圭介・高橋嘉夫・丹羽正和（2019b）：能登半島西岸域の中新世安山岩中に認められる粘土鉱物中のカリウムの存在状態，第63回粘土科学討論会，P11．

第1049回審査会合 資料1
P.67 再掲
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

・敷地の粘土鉱物を対象として，CEC分析によって交換性のカリウム含有量を定量した結果，湿式化学分析によるカリウム全量の定量結果（0.42～0.50wｔ.％）
に比べて，交換性カリウムの含有量（0.08～0.09wｔ.％）が十分に小さく，固定されたカリウムが十分に含まれていることから，敷地の粘土鉱物にはイライトのよ
うにカリウムが固定された構造が含まれる。

【CEC分析，宇波ほか（2019a, b）】

試料名

①
カリウム全量（wｔ.％）

湿式化学分析

・定量法：炎光分光法

②
交換性カリウム（ｗｔ.％）

CEC分析

・交換溶液：塩化ストロンチウム溶液
・定量法：ICP発光分光分析

③
非交換性カリウム

（wt.％）

①-②

試料a（E-8.5+5”孔） 0.42 0.08 0.34

試料e（岩盤調査坑No.27孔） 0.50 0.09 0.41

その他の分析試料の結果を含む詳細については
補足資料5.2-2（4）P.5.2-2-91～94

宇波謙介・福士圭介・高橋嘉夫・板谷徹丸・丹羽正和（2019a）：能登半島西岸域の中新世安山岩中に認められる変質鉱物中のカリウムの存在状態とK-Ar年代の意義，2019年度 地球化学会年会，3P19．
宇波謙介・福士圭介・高橋嘉夫・丹羽正和（2019b）：能登半島西岸域の中新世安山岩中に認められる粘土鉱物中のカリウムの存在状態，第63回粘土科学討論会，P11．

①カリウム全量

②交換性
カリウム

②交換性
カリウム

①カリウム全量

ｗｔ.％

試料a

試料e

③非交換性カリウム

③非交換性カリウム

第1049回審査会合 資料1
P.68 再掲
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・敷地の粘土鉱物を対象にXAFS分析を実施し，粘土鉱物に吸着された カリウム原子周りの構造を推定した。
・XAFSから得られたEXAFS関数及び動径構造関数について，イライトの標準試料（Imｔ-2），カリウム水和イオン（硝酸カリウム溶液）との関数と比較することによって，
カリウム原子周りの構造を推定した結果，敷地の粘土鉱物（試料e）の関数はイライトの関数と類似する。

【ＸＡＦＳ分析，宇波ほか（2019a, b） 】

分析の詳細については補足資料5.2-2（4）P.5.2-2-95

宇波謙介・福士圭介・高橋嘉夫・板谷徹丸・丹羽正和（2019a）：能登半島西岸域の中新世安山岩中に認められる変質鉱物中のカリウムの存在状態とK-Ar年代の意義，2019年度 地球化学会年会，3P19．
宇波謙介・福士圭介・高橋嘉夫・丹羽正和（2019b）：能登半島西岸域の中新世安山岩中に認められる粘土鉱物中のカリウムの存在状態，第63回粘土科学討論会，P11．

R＝2Å程度

EXAFS関数結果 動径構造関数 宇波ほか（2019a，b）に一部加筆

④硝酸カリウム溶液
（理想的なスメクタイト中の状態）

類似する
（特徴的なピーク位置）

①イライト（Imt-2）

②敷地の粘土鉱物
（試料e , 岩盤調査坑No.27孔）

④硝酸カリウム溶液
（理想的なスメクタイト中の状態）

①イライト（Imt-2）

②敷地の粘土鉱物
（試料e , 岩盤調査坑No.27孔）

③カリウム置換したスメクタイト
標準試料(Wyoming)

③カリウム置換したスメクタイト
標準試料(Wyoming)

類似する
（特徴的なピークの比率）

内圏錯体

外圏錯体

：K， ：O， ：H， ：Si， ：Al等

四面体シート

四面体シート

スメクタイトとイライトの構造 （吉村（2001），福士（2008）を基に作成）

イライトスメクタイト

四面体シート

四面体シート

R＝3Å程度
外圏錯体
を形成

内圏錯体
を形成

・外圏錯体：鉱物表面とは直接化学結合を作らない吸着形態

・内圏錯体：表面水酸基と直接化学結合を作る吸着形態

敷地の粘土鉱物(②)は，外圏錯体（R+ΔR
＝2Å付近）に比べ内圏錯体（R+ΔR＝3Å
付近）の寄与が大きい。この特徴は，スメク
タイト(③)や硝酸カリウム溶液(④)とは異な
る一方で，イライト(①)とは類似する。

敷地の粘土鉱物(②)は，イライト(①)と
EXAFS関数の形状全体が類似しており，
特徴的なピーク位置が一致する。

第1049回審査会合 資料1
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【HRTEM観察】

・敷地の粘土鉱物を対象にHRTEM観察（観察装置：JEM-ARM200F）を実施した結果，明瞭な積層構造を確認し，一連の積層構造中にスメクタイトの単位層
（1.3nm）とイライトの単位層（1.0nm）が確認されることから，この粘土鉱物はI/S混合層である。

上記は，東京大学小暮研究室，電力中央研究所，北陸電力による観察結果である。

スメクタイト及びイライト構造のHRTEM像

敷地の粘土鉱物（試料e）のHRTEM観察結果

・スメクタイトの典型的な単位層は1.3nm，イライトの単位層は1.0nmとなる。

下拡大範囲

■I/S混合層のHRTEM観察に関する知見（Kim et al., 2004）

■単位層の測定方法

・電子顕微鏡で撮影したHRTEM像で画像解析を実施し，明瞭なコントラストが認められる
積層構造中の単位層の間隔を測定した。

・積層構造に直交する断面方向で，幅約1nm区間の
輝度平均値のピーク間隔を測定。

nm

A A’

1.3
nm

1.0
nm

輝度平均値

凡例

測定箇所

1.0nm

1.3nm

第1049回審査会合 資料1
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○粘土鉱物以外に評価に用いる変質鉱物について検討するため，粘土鉱物以外の変質鉱物について調査し，ボーリングコア観察等を実施した。

○その結果，破砕部中や母岩の割れ目に沿って，白色鉱物が認められ，これらの白色鉱物を対象として，XRD分析及び薄片観察を実施し，これ
らの白色鉱物がオパールCT及びフィリプサイトであることを確認した。

試料採取位置図

白色鉱物(オパールCT)分析試料

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －白色鉱物－

・分析に使用した試料のうち，代表的な例を右上に示す。

・その他の試料については補足資料5.2-2（1）P5.2-2-21～26

白色鉱物（オパールCT）確認箇所

試料採取位置（左位置図） 深度 標高

ⅰ 非破砕部 岩盤調査坑No.30切羽 （切羽面） EL -15.56m

ⅱ S-1 KR-13孔 2.47m EL -16.75m

ⅲ

非破砕部

H-6.4孔 112.95m EL -68.78m

ⅳ F-4.9孔 136.57m EL -125.44m

ⅴ R-4.5孔 68.63m EL -57.56m

ⅵ K-4.2孔 80.63m EL -69.36m

ⅶ R-4.5孔 71.10m EL -60.03m

ⅷ K-2 H-1.1孔 103.62m EL -96.84m

ⅸ 非破砕部 H-1.5-95孔 176.71m EL -168.01m

ⅰ，ⅱ

白色鉱物（フィリプサイト）確認箇所

試料採取位置（左位置図） 深度 標高

Ⅰ S-2・S-6 E-5.7孔 170.73m EL -158.08m

Ⅱ 非破砕部 J-10.8SW-1孔 86.18m EL -62.11m

Ⅲ K-14 H’- -1.3孔 125.58m EL -121.91m

Ⅳ 非破砕部 H- -1.0孔 126.88m EL -123.22m

白色鉱物(フィリプサイト)分析試料

母岩の割れ目に沿って白色鉱物脈が認められる

86.2
（m）

86.0 86.4 86.6 86.8 87.0（深度）

母岩中の割れ目に沿って白色鉱物（フィリプサイト）の鉱物脈が認められる事例 （試料Ⅱ. Ｊ-10.8ＳＷ-1孔 深度86.18m付近）

Ⅲ

ⅷ

ⅲ

ⅳ

ⅵ
ⅴ，ⅶ

Ⅱ

Ⅰ

ⅸ

Ⅳ

【破砕部(K-2）】

【非破砕部】

103.4 103.8 104.0103.0

(m)

103.2 103.6（深度）

破砕部中に白色鉱物（オパールCT）の鉱物脈が認められる事例 （試料ⅷ. H-1.1孔 深度103.62m付近）

破砕部中に白色鉱物脈が認められる

第1049回審査会合 資料1
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○敷地で認められた白色鉱物（試料ⅰ～ⅸ）について，XRD分析を実施した結果，クリストバライトとトリディマイトのピークが見
られるため，これらの白色鉱物はオパールCTである。

シリカ鉱物の変化を示す
X線回折パターン
吉村（2001）P.177図ⅴ-17
を左右反転し編纂

各試料のX線回折チャートの詳細は補足資料5.2-2（5）

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －白色鉱物（オパールCT）のＸＲＤ分析－

2.5Å3.03.54.05.0

Q

Cr(101)

オパールA   
Tr

Tr(4.116) オパールCT   
Cr

(4.097) 

Tr

(4.088) 

Cr 

Cr 
Cr 

Q
(4.053) 

(4.042) 

(4.040) 

(4.044) 

Q 

Q 

Q 

Q 

Cr 

Cr 
Cr

Cr 

オパールCT 

＋石英

石英

18 22 34 38
2θCuK α
26 30

試料採取位置
（前頁 位置図） Cr： クリストバライト

Q ：石英
Tr： トリディマイト

オパールCTはクリストバライトとトリディマイトが不規則に積層した
構造を持つため，X線回折チャートには両者のピークが見られる。

X線回折チャート（不定方位）

Trd

Crs

Crs

Crs： クリストバライト
Trd： トリディマイト
Qtz： 石英
Pl： 斜長石

ⅵ

ⅴ

ⅳ

ⅲ

ⅱ

ⅰ

2θ（deg）

ⅶ

ⅷ

ⅸ

Qtz

Qtz

Qtz

Pl

Pl

Pl

Pl

（）の数値は，オパールCTのｄ（101）を示す。

（4.111Å）

（4.096Å）

（4.115Å）

（4.115Å）

（4.111Å）

（4.110Å）

（4.115Å）

（4.096Å）

（4.122Å）
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0.1mm

○XRD分析においてオパールCTが認められた試料ⅶ及びⅷの薄片観察の結果，白色鉱物からなる鉱物脈中には，吉村
（2001）でオパールCTの特徴として示される，針状結晶の放射状集合の小球が認められる。

（直交ニコル）

薄片写真

0.01mm

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －白色鉱物（オパールCT）の薄片観察－

1cm

コア写真（試料ⅶ：R-4.5孔）

吉村(2001)
オパールCT： 針状結晶の放射状集合の小球として産する。

コア写真（試料ⅷ：H-1.1孔）

1cm薄片作成箇所

白色鉱物からなる鉱物脈白色鉱物からなる鉱物脈

薄片作成箇所

放射状集合の小球

薄片写真

0.1mm 0.01mm

放射状集合の小球

針状結晶の放射状
集合の小球

【試料ⅷの薄片観察結果】【試料ⅶの薄片観察結果】

（直交ニコル）（直交ニコル）

針状結晶の放射状
集合の小球（直交ニコル）
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○敷地で認められた白色鉱物（試料Ⅰ～Ⅳ）について，XRD分析を実施した結果，これらの白色鉱物はフィリプサイトである。

各試料のX線回折チャートの詳細は
補足資料5.2-2（6）

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －白色鉱物（フィリプサイト）のＸＲＤ分析－

ICDD（2015）によるPhillipsite-Kの特徴的回折ピーク
（斜長石と重複しない主要回折ピーク位置）

2θ＝12.44°，17.57°

Phｐ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

2θ（deg）

試料採取位置
（P.5-27 位置図）

Php

Php
Php Php

Php
Pl

X線回折チャート（定方位）

Ｐｈp：フィリプサイト
Pl： 斜長石
Sm：スメクタイト

Sm

Sm Pｌ Pｌ

Sm

Sm Pｌ

Php

Php
PlPhp

Pl
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○XRD分析においてフィリプサイトが認められた試料Ⅲの薄片観察の結果，白色鉱物からなる鉱物脈中には， Sheppard and Fitzpatrick(1989)
のフィリプサイトで見られるような三角形の先端部を伴う柱状結晶が認められる。

○また，Adisaputra and Kusnida(2010)，松原（2002）でフィリプサイトの特徴として示される，十字状の形態をなす双晶も認められる。

5.2.1（1-1）敷地で確認される変質鉱物の詳細 －白色鉱物（フィリプサイト）の薄片観察－

（直交ニコル）

0.1mm

十字状の形態をなす双晶

1mm

薄片写真（試料Ⅲ：H’- -1.3孔）

（直交ニコル）

（直交ニコル）

Adisaputra and Kusnida（2010）
十字状の形態をなすフィリプサイトのSEM画像

Sheppard and Fitzpatrick(1989)
フィリプサイトの柱状結晶のSEM画像

松原（2002）
十字沸石（フィリプサイト）：
複雑な双晶をして産し，四角柱状，十字状など
の形態が特徴。

三角形の
先端部

三角形の先端部

10µm柱状結晶
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5.2.1（1-2）変質鉱物の後期更新世以降の生成可能性の評価 －概要－

○約12～13万年前以降の敷地の地温分布と変質鉱物の生成温度の最低値を比較し，約12～13万年前以降の敷地の温度環境下で変質鉱物が生成する
か否かを評価した。

○約12～13万年前以降の敷地の推定地温分布については，敷地周辺の地温分布や能登半島の火成活動に関する文献調査結果を踏まえると，現在の敷
地の地温分布と同程度であると考えられることから，現在の敷地の温度検層結果を用いた（P.5-38）。

○変質鉱物の生成温度の最低値については，文献による生成温度を用いた（次頁）。
○敷地深部の調査結果も含めた検討の結果，敷地で確認される変質鉱物の生成温度は，約12～13万年前以降の敷地の推定地温分布よりも数十℃以上

高く，約12～13万年前以降の敷地の地温分布では，敷地の変質鉱物は，その確認標高で生成しない。

・敷地には，約12～13万年前以前に形成された中位
段丘面及び高位段丘面が分布しており，約12～13
万年前以降，地形に大きな変化はない。よって，変
質鉱物の地表からの深度は，約12～13万年前以降
同程度と考えられることから，変質鉱物の確認標高
の標高補正は行っていない。

■左図の標高に関する考え方

○よって，敷地の変質鉱物（I/S混合層等）は，約12～13万年前以降に生成したものではない。

●鉱物の確認標高と生成温度

約12～13万年前以降の敷地の推定地温分布
（D-8.6孔温度検層結果，P.5-38）

文献による生成温度
の最低値

変質鉱物の
確認標高区間

●約12～13万年前以降の敷地の推定地温分布

凡例

生成温度範囲

敷地で確認された変質鉱物の
生成温度は，約12～13万年前
以降の推定地温分布よりも高い。

【約12～13万年前以降の敷地の地温分布と変質鉱物の確認標高・生成温度の関係】

44

約12～13万年前以降の敷地の地
温分布では，敷地の変質鉱物は，
その確認標高で生成しない。

（詳細は，次頁）
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○敷地において，深部も含めて確認された変質鉱物の確認標高と生成温度について整理した結果を以下に示す（敷地深部の調査結果はP.5-35～5-37）。

○また，変質鉱物の生成温度の根拠とした生成温度に関する文献調査結果の代表例を次頁に示す※。

■敷地で確認された変質鉱物の確認標高及び生成温度

変質鉱物名
確認標高 確認位置

（記載頁）

生成温度（文献） 赤字は最低値

平均標高 全確認位置 地下深部での生成温度に関する知見 熱水による生成温度に関する知見

I/S混合層 -28.65m

【41箇所】

+19.91m，+19.72m，+12.66m，

+12.63m，+11.82m，+4.80m，

+2.84m，-1.97m，-3.26m，-3.75m，

-5.83m，-6.17m，-6.36m，

-10.61m，-11.12m，-15.76m，

-16.45m，-17.05m，-17.60m，

-17.90m，-18.88m，-19.45m，

-21.66m，-24.19m，-27.25m，

-27.48m，-31.45m，-35.91m，

-36.01m，-37.95m，-39.83m，

-44.66m，-45.82m，-49.50m，

-59.02m，-59.10m，-96.84m，

-96.99m，-108.04m，-121.91m，

-123.37m

P.5-14，5-15

50～約160℃ （吉村,2001）

50～80℃以上 （Meunier et al.,2010）

60～90℃以上 (Velde and Iijima.,1988)

約120～220℃ （吉村,2001）

約110～250℃ （井上,2003）

オパールCT -54.98m

【10箇所】

-15.56m，-16.75m，-57.56m，

-60.03m，-68.78m，-69.36m，

-96.84m，-125.44m*，-168.01m*，

-201.20m*

P. 5-27，5-35

50℃付近～約110℃ （吉村,2001）

44～約80℃ （日本粘土学会編,2009）

45℃以上 （太田ほか,2007）

50～70℃以上（Bjørlykke,2015）

フィリプサイト -116.33m

【4箇所】

-62.11m，-121.91m， -123.22m，

-158.08m

P.5-27 50～86℃ （飯島,1986）

石英 -645.60m

【7箇所】

-125.44m*，-168.01m*，-201.20m*，

-422.50m，-507.10m，-698.80m，

-954.00m

P. 5-35，5-36 80℃以上 （吉村,2001） 約80℃以上 （井上,2003）

硬石膏 -866.27m
【3箇所】

-698.80m，-946.00m，-954.00m
P.5-36 約140℃以上 （井上,2003）

*オパールCTと石英が確認された位置

5.2.1（1-2）変質鉱物の後期更新世以降の生成可能性の評価 －変質鉱物の確認標高・生成温度－

※その他の調査結果については，P.5-78，5-79

生成温度のうち，下線は，文献に数値の記載があるもの，
それ以外は図からの読取値
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